
 

 

令０５原機（科保）０４１ 

令 和 ５ 年 ７ 月 ２ ５ 日 

  

  

  

  

原子力規制委員会 殿  

  

  

  

  

茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地１ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

 理事長  小口 正範       

（公印省略）  

  

  

  

 核燃料物質使用変更許可申請書の一部補正について 

  

  

  

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５５条第１項の規定に基づ

き、令和４年１１月３０日付け令０４原機（科保）１１４をもって申請し、令和５年４

月１３日付け令０５原機（科保）００４をもって一部補正した原子力科学研究所の核燃

料物質使用変更許可申請書を別紙のとおり一部補正いたします。 
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別紙 

補正の内容及び理由 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所核燃料物質使用変更許可

申請書の補正の内容及び理由は、以下のとおりである。なお、補正後における核燃料物

質使用変更許可申請書を別紙－１に示す。 

 

１．補正の内容 

令和４年１１月３０日付け令０４原機（科保）１１４をもって申請し、令和５年４月

１３日付け令０５原機（科保）００４をもって一部補正した核燃料物質使用変更許可申

請書のうちホットラボ、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設及び放射性廃棄物処理場に

係る以下の記載を変更する。 

（１）ホットラボに係る変更 

１）添付書類１のうち、「23．廃棄施設」において、液体廃棄施設に係る廃液の放射

能濃度の上限を明確にする変更を行う。 

（２）燃料試験施設に係る変更 

１）添付書類１のうち、「23．廃棄施設」において、液体廃棄施設に係る廃液の放射

能濃度の上限を設定する変更を行う。 

（３）廃棄物安全試験施設に係る変更 

１）添付書類１のうち、「23．廃棄施設」において、液体廃棄施設に係る廃液の放射

能濃度の上限を設定する変更を行う。 

（４）放射性廃棄物処理場に係る変更 

１）申請書本文のうち、「９－２ 液体廃棄施設」において、閉止措置に係る「国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（放射性廃

棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書（第２廃棄物処

理棟アスファルト固化装置等の配管等閉止措置）」（以下「試験炉の設工認」とい

う。）の認可に伴い認可年月日及び認可番号を記載する変更を行う。 

 

２．補正の理由 

（１）ホットラボに係る変更 

１）廃液の放射性物質の濃度の上限を無くす変更は行わないため。 

（２）燃料試験施設に係る変更 

１）廃液の放射性物質の濃度の上限を無くす変更は行わないため。 

（３）廃棄物安全試験施設に係る変更 

１）廃液の放射性物質の濃度の上限を無くす変更は行わないため。 

（４）放射性廃棄物処理場に係る変更 

１）試験炉の設工認について、令和 5年 5月 1日付け原規規発第 2305011 号にて認可

を受けたため。 

以上 





 

別紙－１  
  
 
 
 
 

補正後の核燃料物質使用変更許可申請書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下線部：補正申請の変更内容 
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１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名    称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住    所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地１ 

代表者の氏名  理事長 小口 正範 

事業所の名称  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

事業所の住所  茨城県那珂郡東海村大字白方２番地４ 

 

 

２．使用の場所 

ホットラボ（政令第４１条該当） 

燃料試験施設（政令第４１条該当） 

廃棄物安全試験施設（政令第４１条該当） 

バックエンド研究施設（政令第４１条該当） 

放射性廃棄物処理場（政令第４１条該当） 

プルトニウム研究１棟（政令第４１条非該当） 

第４研究棟（政令第４１条非該当） 

再処理特別研究棟（政令第４１条非該当） 

ＦＮＳ棟（政令第４１条非該当） 

 

３．変更の内容 

既に許可を受けた原子力科学研究所における核燃料物質の使用について、ホットラボ、

燃料試験施設、廃棄物安全試験施設、バックエンド研究施設、放射性廃棄物処理場、プ

ルトニウム研究１棟、第４研究棟、再処理特別研究棟及びＦＮＳ棟に係る内容を次のと

おり変更する。詳細は別添（１）から別添（10）に示す。 

（１）ホットラボに係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可の廃止に係る変更 

①「図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置

図」において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を削除する。 

（２）燃料試験施設に係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可の廃止に係る変更 

①「図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置

図」において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を削除する。 

（３）廃棄物安全試験施設に係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可の廃止に係る変更 

①「図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置

図」において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を削除する。 

（４）バックエンド研究施設に係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可の廃止に係る変更 

①「図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置
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図」において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を削除する。 

２）液体廃棄物の放射性物質の濃度の区分に係る変更 

①「表９－１ 液体廃棄物の管理の方法」について、液体廃棄物の区分変更に伴

い記載を変更する。 

３）グローブボックスＢ－７及び質量分析計を廃止するため、以下の変更を行う。

なお、これらの設備の解体撤去に係る説明については、参考資料１「バックエ

ンド研究施設における解体撤去する設備に係る説明書」に示す。 

①「２．使用の目的及び方法」のうち、目的番号１１「アクチノイド化学に関す

る研究開発」において、グローブボックスＢ－７に係る記載を削除する。 

②「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用施

設の設備」において、グローブボックスＢ－７及びアクチノイド化学試験に用

いる質量分析計を削除する。 

③「表２－１（12）最大取扱量 フード」において、フードＨ－19及びＨ－20で

使用する核燃料物質の最大取扱量を変更する。 

④「図４－４（3）使用、貯蔵及び廃棄の場所（実験棟Ｂ １階）」において、グ

ローブボックスＢ－７を削除する。 

⑤「図９－１ 換排気系の概略系統図」において、グローブボックスＢ－７に関

する記載を削除する。 

 

（５）放射性廃棄物処理場に係る変更 

１）第２廃棄物処理棟の廃液貯槽・Ⅱ―２、蒸発処理装置・Ⅱ及びアスファルト固

化装置の使用停止に係る変更 

①「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」において、液体廃棄物貯蔵施

設である廃液貯槽・Ⅱ－２について、使用を停止する旨を追加する変更を行う。

また、液体廃棄物処理施設のうち、蒸発処理装置・Ⅱ及びアスファルト固化装

置について、使用を停止する旨を追加する変更を行う。 

②「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、廃液貯槽・Ⅱ－２について、使用を停止し、閉止措置として、「国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（放射

性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書（第２廃

棄物処理棟アスファルト固化装置等の配管等閉止措置）」（令和 5 年 5 月 1 日

付け原規規発第2305011 号にて認可）に従い、液体廃棄物の受入に使用する系

統を閉止する旨を追加する変更を行う。また、液体廃棄物の貯留に使用すると

いう用途を削除するとともに、漏えいを検知する設備を設ける旨を削除する変

更を行う。 

③「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、蒸発処理装置・Ⅱについて、使用を停止し、閉止措置として、「国
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立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（放射

性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書（第２廃

棄物処理棟アスファルト固化装置等の配管等閉止措置）」（令和 5 年 5 月 1 日

付け原規規発第2305011 号にて認可）に従い、蒸発缶の加熱蒸気系統を閉止す

る旨を追加する変更を行う。また、処理対象廃棄物、処理の方法及び排気に係

る記載を削除する変更を行う。ただし、同項目内の実験フードは使用を継続す

ることから、その旨を追加する変更を行う。 

④「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、アスファルト固化装置について、使用を停止し、閉止措置として、

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設

（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書

（第２廃棄物処理棟アスファルト固化装置等の配管等閉止措置）」（令和5年 5

月 1日付け原規規発第2305011 号にて認可）に従い、スラッジ等の受入に使用

する系統及び熱媒装置の LPG 供給系統を閉止する旨を追加する変更を行う。

また、処理対象廃棄物、処理の方法及び排気に係る記載を削除する変更を行う。 

⑤「第7-8図 蒸発処理装置・Ⅱ処理系統図」において、加熱蒸気の系統、αγ

系廃液の系統、廃液貯槽・Ⅱ―２への受入れの系統を閉止することを明確化す

る変更を行う。 

⑥「第7-9図 アスファルト固化装置処理系統図」において、LPGの系統、濃縮

廃液及びスラッジ等の系統を閉止することを明確化する変更を行う。 

⑦「第 7-15 図 第２廃棄物処理棟排水系統図」において、液体廃棄物Ａ用排水

槽から廃液貯槽・Ⅱ―２の系統を使用停止することを明確化する変更を行う。

また、液体廃棄物Ｂ用排水槽から廃液貯槽・Ⅱ―２の系統を使用停止し、代わ

りに廃液貯槽・Ｉの系統を主に使用する系統とすることを明確化する変更を行

う。 

２）第３廃棄物処理棟で受入・処理を行う液体廃棄物の放射性物質の濃度の区分に

係る変更 

①「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、廃液貯槽・Ⅰの用途について、貯留する液体廃棄物を液体廃棄物Ａ

及び液体廃棄物Ｂ－１の一部（3.7×101Bq/cm3以上 3.7×102Bq/cm3未満）から

液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂに変更を行う。 

②「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、蒸発処理装置・Ⅰの処理対象廃棄物について、放出前廃液、液体廃

棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂ－１の一部（3.7×101Bq/cm3以上3.7×102Bq/cm3未満）

から放出前廃液、液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂに変更を行う。 

３）液体廃棄物の放射性物質の濃度の区分に係る変更 

①「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構
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造及び設備」において、液体廃棄物の区分のうち、液体廃棄物Ｂ－１（3.7×

101Bq/cm3以上～3.7×104Bq/cm3未満）及び液体廃棄物Ｂ－２（3.7×104Bq/cm3

以上～3.7×105Bq/cm3 未満）を液体廃棄物Ｂ（3.7×101Bq/cm3 以上～3.7×

103Bq/cm3未満）に見直すため変更を行う。 

②「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、廃液貯槽・Ⅱ－１の用途について、貯留する液体廃棄物を液体廃棄

物Ｂ－１から液体廃棄物Ｂに変更を行う。 

③「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、受入検査施設の用途について、検査及び検査前後の貯蔵を行う液体

廃棄物を液体廃棄物Ｂ－１から液体廃棄物Ｂに変更を行う。 

④「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、廃液格納庫の用途について、貯蔵するびん入り廃液の区分を液体廃

棄物Ｂ－１以下から液体廃棄物Ｂ以下に変更を行う。また、各施設で発生した

液体廃棄物を固化したものの区分を 3.7×105Bq/cm3 以上から 3.7×103Bq/cm3

以上に変更を行う。 

⑤「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」の「（３）液体廃棄施設の設備」

において、中レベル蒸発処理装置の処理対象廃棄物について、液体廃棄物Ａ及

び液体廃棄物Ｂ－１から液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂに変更を行う。 

⑥「第7-8図 蒸発処理装置・Ⅱ処理系統図」において、受け入れ可能な液体廃

棄物を放出前廃液、液体廃棄物Ａ、液体廃棄物Ｂ-１及び液体廃棄物Ｂ-２から

放出前廃液、液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂに変更を行う。 

⑦「第 7-15 図 第２廃棄物処理棟排水系統図」において、液体廃棄物Ｂ用排水

槽対象の液体廃棄物を液体廃棄物Ｂ-１及びＢ-２から液体廃棄物Ｂに変更を

行う。 

４）「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造

及び設備」において、固体廃棄物の区分のうち、固体廃棄物Ｂ－1 を 2.0mSv/h

以上～40Sv/h＊未満から 2.0mSv/h 以上～10Sv/h 未満に見直すため変更を行う。

また、固体廃棄物Ｂ－２を 40Sv/h＊以上～500Sv/h 未満から 10Sv/h 以上～

500Sv/h 未満に見直すため変更を行う。 

  （＊ 表面より50cm はなれた位置での線量当量率とする。） 

５）「第１図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図」

において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を削除する。 

 

（６）プルトニウム研究１棟に係る変更 

１）プルトニム研究１棟の許可の廃止に係る変更 

①記載を全部削除する。なお、プルトニム研究１棟の解体撤去及び管理区域解除
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に係る説明については、参考資料２「プルトニウム研究１棟の核燃料物質使用

施設等の解体・撤去及び管理区域解除に係る安全性について」に示す。 

 

（７）第４研究棟に係る変更 

１）物質科学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。 

① 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的２－２の「使用の方法」にお

いて、使用の目的２－２のフード（３１９号室）を使用の目的４－１の取扱設

備・機器に変更するため、「取扱設備・機器」から本フードに係る記載を削除

し、台数を変更する。 

② 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的２－２の「使用の方法」にお

いて、変更後の取扱設備・機器の核燃料物質取扱量に合わせた取扱量とするた

め、「実験一回当たりの最大取扱量」の記載を変更する。 

③ 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的２－３の「使用の方法」にお

いて、「取扱設備・機器」に電子プローブマイクロアナライザー及び粒度分布

計（１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室）を追加する。また、このうち電子プローブ

マイクロアナライザーを使用の目的８－１と共用の取扱設備・機器とするため

、共用に係る記載を追加する。 

④ 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的２－３の「使用の方法」にお

いて、フード２台（１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室）を使用の目的８－１と共用

の取扱設備・機器とするため、「取扱設備・機器」に共用に係る記載を追加す

る。 

⑤ 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的２－３の「使用の方法」にお

いて、使用の目的３－１及び３－２で共用しているグローブボックス２台（３

０９号室）並びに使用の目的３－３のフード２台（２０２Ａ、４０３ＡＢ号室

）、ＩＣＰ質量分析装置（２０２Ａ号室）、顕微ラマン分光装置、マイクロス

コープ、走査電子顕微鏡及び走査プローブ顕微鏡（４０３ＡＢ号室）を使用の

目的２－３の取扱設備・機器に変更するため、「取扱設備・機器」にこれらの

取扱設備・機器に係る記載を追加し、台数を変更する。 

⑥ 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的２－３の「使用の方法」にお

いて、装置の撤去に伴い「取扱設備・機器」から放射能測定装置（２０１Ａ号

室）を削除する。なお、放射能測定装置（２０１Ａ号室）の記載の削除に係る

説明については、参考資料３「第４研究棟における解体撤去及び削除する設備

に係る説明書」に示す。 

⑦ 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的２－３の「使用の方法」にお

いて、変更後の取扱設備・機器の核燃料物質取扱量に合わせた取扱量とするた

め、「実験一回当たりの最大取扱量」の記載を変更する。 

⑧ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－１ 使用

施設の位置」において、使用の目的２の３１９号室を使用の目的４の使用室に

変更するため、使用の目的２から３１９号室を削除する。 
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⑨ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－１ 使用施

設の位置」において、使用の目的２の１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室を使用の目的

８と共用の使用室とするため、使用の目的２に共用に係る記載を追加する。 

⑩ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－１ 使用施

設の位置」において、使用の目的３の２０２Ａ号室、４０３ＡＢ号室を使用の

目的２の使用室に変更するため、使用の目的２にこれらの使用室を追加する。

また、使用の目的３の３０９号室を使用の目的２と共用の使用室とするため、

使用の目的２に本使用室及び共用に係る記載を追加する。 

⑪ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的２－２のフード（３１９号室）を使用の目

的４－１の取扱設備・機器に変更するため、使用の目的２－２から本フードに

係る記載を削除し、台数を変更する。 

⑫ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的２－３に電子プローブマイクロアナライザ

ー及び粒度分布計（１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室）に係る記載を追加する。ま

た、このうち電子プローブマイクロアナライザーを使用の目的８－１と共用の

取扱設備・機器とするため、共用に係る記載を追加する。 

⑬ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的２－３のフード２台（１１９Ｃ－１２２（ｂ）

号室）を使用の目的８－１と共用の取扱設備・機器とするため、使用の目的２

－３の本フードの記載に共用に係る記載を追加する。 

⑭ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的３－１及び３－２で共用しているグローブ

ボックス２台（３０９号室）並びに使用の目的３－３のフード２台（２０２Ａ、

４０３ＡＢ号室）、ＩＣＰ質量分析装置（２０２Ａ号室）、顕微ラマン分光装

置、マイクロスコープ、走査電子顕微鏡及び走査プローブ顕微鏡（４０３ＡＢ

号室）を使用の目的２－３の取扱設備・機器に変更するため、使用の目的２－

３にこれらの取扱・設備機器に係る記載を追加し、台数を変更する。また、こ

のうちＩＣＰ質量分析装置（２０２Ａ号室）について、更新に伴い仕様を変更

する。なお、ＩＣＰ質量分析装置（２０２Ａ号室）の更新に伴う既存の装置の

解体撤去に係る説明については、参考資料３「第４研究棟における解体撤去及

び削除する設備に係る説明書」に示す。 

⑮ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、装置の撤去に伴い使用の目的２－３の放射能測定装置

（２０１Ａ号室）に係る記載を削除する。 

⑯ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－１ 貯蔵

施設の位置」において、使用の目的３の４０３ＡＢ号室を使用の目的２の貯蔵

施設に変更するため、使用の目的２に４０３ＡＢ号室を追加する。 

⑰ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯蔵

施設の設備」において、使用の目的２の保管庫Ａ（２０１Ａ号室）及び保管庫
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Ｅ（１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室）の最大収納量を変更する。 

⑱ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯蔵

施設の設備」において、使用の目的３の保管庫Ａ（４０３ＡＢ号室）を使用の

目的２の保管庫に変更するため、使用の目的２に本保管庫に係る記載を追加す

る。 

⑲ 「第１－２表 使用の目的２に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」

において、使用室及び取扱設備・機器に係る変更に伴い、「（１）使用室」、

「（２）フード」、「（３）グローブボックス」及び「（４）その他」につい

て、記載を追加、変更及び削除する。 

２）分析科学・環境科学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の

変更を行う。 

① 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的３－１及び３－２の「使用の

方法」において、使用の目的３－１及び３－２で共用しているグローブボッ

クス２台（３０９号室）を使用の目的２－３の取扱設備・機器に変更するた

め、「取扱設備・機器」から本グローブボックスに係る記載を削除する。 

② 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的３－１の「使用の方法」にお

いて、「取扱設備・機器」に放射能測定装置（３０９号室）を追加する。 

③ 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的３－１の「使用の方法」にお

いて、変更後の取扱設備・機器の核燃料物質取扱量に合わせた取扱量とする

ため、「実験一回当たりの最大取扱量」の記載を変更する。 

④ 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的３－３の「使用の方法」にお

いて、使用の目的３－３のフード２台（２０２Ａ、４０３ＡＢ号室）、ＩＣＰ

質量分析装置（２０２Ａ号室）、顕微ラマン分光装置、マイクロスコープ、走

査電子顕微鏡及び走査プローブ顕微鏡（４０３ＡＢ号室）を使用の目的２－

３の取扱設備・機器に変更するため、「取扱設備・機器」からこれらの取扱設

備・機器に係る記載を削除し、台数を変更する。 

⑤ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－１ 使用

施設の位置」において、使用の目的３の２０２Ａ号室、４０３ＡＢ号室を使用

の目的２の使用室に変更するため、使用の目的３からこれらの使用室を削除

する。また、使用の目的３の３０９号室を使用の目的２と共用の使用室とす

るため、使用の目的３に共用に係る記載を追加する。 

⑥ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的３－１に放射能測定装置（３０９号室）に

係る記載を追加する。 

⑦ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的３－１及び３－２で共用しているグロー

ブボックス２台（３０９号室）を使用の目的２－３の取扱設備・機器に変更す

るため、使用の目的３－１及び３－２から本グローブボックスに係る記載を

削除する。 

⑧ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用
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施設の設備」において、使用の目的３－３のフード２台（２０２Ａ、４０３Ａ

Ｂ号室）、ＩＣＰ質量分析装置（２０２Ａ号室）、顕微ラマン分光装置、マイ

クロスコープ、走査電子顕微鏡及び走査プローブ顕微鏡（４０３ＡＢ号室）を

使用の目的２－３の取扱設備・機器に変更するため、使用の目的３－３から

これらの取扱設備・機器に係る記載を削除し、台数を変更する。 

⑨ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－１ 貯蔵

施設の位置」において、使用の目的３の４０３ＡＢ号室を使用の目的２の貯

蔵施設に変更するため、使用の目的３から４０３ＡＢ号室を削除する。 

⑩ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯蔵

施設の設備」において、使用の目的３の保管庫Ａ（４０３ＡＢ号室）を使用の

目的２の保管庫に変更するため、使用の目的３から本保管庫に係る記載及び

注記を削除する。 

⑪ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯蔵

施設の設備」において、使用の目的３の保管庫Ｈ（３０９号室）の最大収納量

を変更する。 

⑫ 「第１－３表 使用の目的３に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」

において、使用室及び取扱設備・機器に係る変更に伴い、「（１）使用室」、

「（２）フード」、「（３）グローブボックス」及び「（４）その他」につい

て、記載を追加、変更及び削除する。 

３）先端基礎に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を行う。 

① 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的４－１の「使用の方法」にお

いて、使用の目的２－２のフード（３１９号室）を使用の目的４－１の取扱設

備・機器に変更するため、「取扱設備・機器」に本フードに係る記載を追加し、

台数を変更する。 

② 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－１ 使用

施設の位置」において、使用の目的２の３１９号室を使用の目的４の使用室

に変更するため、使用の目的４に３１９号室を追加する。 

③ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的２－２のフード（３１９号室）を使用の目

的４－１の取扱設備・機器に変更するため、使用の目的４－１に本フードに

係る記載を追加し、台数を変更する。 

④ 「第１－４表 使用の目的４に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱

量」において、使用室及び取扱設備・機器に係る変更に伴い、「（１）使用

室」及び「（２）フード」について、記載を追加する。 

４）燃料サイクル安全工学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下

の変更を行う。 

① 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的６－１の「使用の方法」にお

いて、「取扱設備・機器」に放射能測定装置（２０３ＡＢ号室）を追加する。 

② 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的６－１の「使用の方法」にお

いて、変更後の取扱設備・機器の核燃料物質取扱量に合わせた取扱量とする
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ため、「実験一回当たりの最大取扱量」を変更する。 

③ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的６－１に放射能測定装置（２０３ＡＢ号

室）に係る記載を追加する。 

④ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－１ 貯蔵

施設の位置」において、保管庫の追加に伴い、使用の目的６に２０４Ａ号室を

追加する。 

⑤ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－２ 貯蔵

施設の構造」において、保管庫の追加に伴い、２階の貯蔵施設に２０４Ａ号室

を追加する。 

⑥ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯蔵

施設の設備」において、使用の目的６に保管庫Ｉ（２０４Ａ号室）及び本保管

庫に係る注記を追加する。 

⑦ 「第１－６表 使用の目的６に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

」において、使用室及び取扱設備・機器に係る変更に伴い、「（１）使用室」

、「（２）フード」、「（３）グローブボックス」及び「（４）その他」につ

いて、記載を追加及び変更する。 

５）バックエンド技術に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変

更を行う。 

① 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的７－１の「使用の方法」にお

いて、「取扱核燃料物質」の化学形にフッ化物及び塩化物を追加する。 

② 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯蔵

施設の設備」において、使用の目的７の保管庫Ａ（１０２－１０４号室）の内

容物の物理的・化学的性状から合金を削除し、酸化物、フッ化物、塩化物及び

無機塩類を追加する。 

③ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯蔵

施設の設備」において、使用の目的７の保管庫Ａ（１１９Ｃ－１２２（ａ）号

室）及び保管庫Ａ（２１３号室）の内容物の物理的・化学的性状にフッ化物及

び塩化物を追加する。 

④ 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯蔵

施設の設備」において、使用の目的７の保管庫Ａ（２０２ＢＣ－２０４Ｃ号

室）の内容物の物理的・化学的性状に単体及びフッ化物を追加する。 

６）核燃料物質等に関する分析の今後の研究ニーズに対応するため、以下の変更を

行う。 

① 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的８－１の「使用の方法」にお

いて、使用の目的２－３のフード２台（１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室）及び電

子プローブマイクロアナライザー（１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室）を使用の目

的８－１と共用の取扱設備・機器とするため、使用の目的８－１の「取扱設

備・機器」にこれらの取扱設備・機器及び共用に係る記載を追加し、台数を変

更する。 
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② 「２．使用の目的及び方法」のうち、使用の目的８－１の「使用の方法」にお

いて、変更後の取扱設備・機器の核燃料物質取扱量に合わせた取扱量とする

ため、「実験一回当たりの最大取扱量」を変更する。 

③ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－１ 使用

施設の位置」において、使用の目的２の１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室を使用の

目的８と共用の使用室とするため、使用の目的８に本使用室及び共用に係る

記載を追加する。 

④ 「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用

施設の設備」において、使用の目的２－３のフード２台（１１９Ｃ－１２２

（ｂ）号室）及び電子プローブマイクロアナライザー（１１９Ｃ－１２２（ｂ）

号室）を使用の目的８－１と共用の取扱設備・機器とするため、使用の目的８

－１にこれらの取扱設備・機器及び共用に係る記載を追加し、台数を変更す

る。 

⑤ 「第１－８表 使用の目的８に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量」

において、使用室及び取扱設備・機器に係る変更に伴い、「（１）使用室」、「

（２）フード」及び「（３）その他」について、記載を追加する。 

７）使用室、取扱設備・機器及び保管庫に係る追加、変更及び削除並びに使用室

（２０２Ａ号室と２０２ＢＣ－２０４Ｃ号室）間の間仕切り変更に伴い、以下の

図面の変更を行う。 

① 「第３－２図 第４研究棟平面図（２階）」において、間仕切りの記載を変更

する。 

② 「第３－５図 第４研究棟内実験室配置図」において、１１９Ｃ－１２２

（ｂ）号室に使用の目的８の記載を追加し、３０９号室に使用の目的２の記

載を追加する。また、３１９号室の使用の目的２の記載を使用の目的４に変

更し、２０２Ａ号室及び４０３ＡＢ号室の使用の目的３の記載を使用の目的

２に変更する。このほか、間仕切りの記載を変更する。 

③ 「第３－６（１）図 使用、貯蔵及び廃棄の場所（第４研究棟１階）」において、

１１９Ｃ－１２２（ｂ）号室の貯蔵の場所を変更する。 

④ 「第３－６（２）図 使用、貯蔵及び廃棄の場所（第４研究棟２階）」において、

２０４Ａ号室に貯蔵の場所を追加する。また、間仕切りの記載を変更する。 

⑤ 「第４－５図 １１７Ａ、１１９ＡＢ、１１９Ｃ－１２２（ａ）、１１９Ｃ－

１２２（ｂ）号室配置図」、「第４－６図 ２０１Ａ、２０１ＢＣ－２０３Ｃ、

２０２Ａ、２０２ＢＣ－２０４Ｃ、２０３ＡＢ、２０３Ｃ１、２０４Ａ、２０

４Ｂ号室配置図」及び「第４－１４図 ３０９、３１０ＢＣ号室配置図」にお

いて、取扱設備・機器及び保管庫に係る記載を追加、変更及び削除する。また、

このうち第４－６図について、間仕切りの記載を変更する。 

⑥ 「第５－１４図 保管庫Ｉ」を追加する。 

⑦ 「第６－４図 東給排気系統」において、間仕切り変更に伴い記載を変更する。 

８）「第１図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図」

において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を削除する。 
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９）その他、記載を適正化する。 

 

（８）再処理特別研究棟に係る変更 

１）廃液長期貯蔵施設を管理区域解除するため、次の変更を行う。なお、廃液長期

貯蔵施設の解体撤去及び管理区域解除に係る説明については、参考資料４「再

処理特別研究棟の核燃料物質使用施設等の解体・撤去及び管理区域解除に係る

安全性について」に示す。 

①「４.使用の場所」のうち、廃液長期貯蔵施設に係る記載を削除する。 

②「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－１ 気体廃棄施設」において、廃液長期貯蔵施設

の気体廃棄施設に係る記載を削除する。 

③「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」において、廃液長期貯蔵施設

の液体廃棄施設に係る記載を削除する。 

④「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－３ 固体廃棄施設」において、廃液長期貯蔵施設

の固体廃棄施設に係る記載を削除する。 

⑤「表７－２ 警報設備」において、廃液長期貯蔵施設に係る警報の記載を削除

する。 

⑥「図目次」から廃液長期貯蔵施設に係る「図４－７ 廃液長期貯蔵施設平面図」、

「図４－７－１ 使用、貯蔵、廃棄の場所（廃液長期貯蔵施設）」、「図４－８ 

廃液長期貯蔵施設断面図」及び「図９－１１ 廃液長期貯蔵施設給排気系統図」

を削除する。 

⑦「図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置

図」において、廃液長期貯蔵施設を削除する。 

⑧「図４－２ 再処理特別研究棟周辺要図」において、廃液長期貯蔵施設につい

て再処理特別研究棟構成建家から削除する。 

⑨「図４－７ 廃液長期貯蔵施設平面図」、「図４－７－１ 使用、貯蔵、廃棄の

場所（廃液長期貯蔵施設）」及び「図４－８ 廃液長期貯蔵施設断面図」を削

除する。 

⑩「図９－９ 排水系統図」において、廃液長期貯蔵施設に係る排水系統の記載

を削除する。 

⑪「図９－９－１ 建家間排水系統図」において、廃液長期貯蔵施設について再

処理特別研究棟構成建家から削除する。 

⑫「図９－１０ 再処理特別研究棟本建家及び廃液操作・貯蔵室排気系統図」に

おいて、廃液長期貯蔵施設に係る記載を削除する。 

⑬「図９－１１ 廃液長期貯蔵施設給排気系統図」を削除する。 

２）建家間排水管２系統（Ｃダクト及びＤダクトの配管）を解体撤去するため、次

の変更を行う。なお、Ｃダクト及びＤダクトの配管の解体撤去に係る説明について

は、参考資料４「再処理特別研究棟の核燃料物質使用施設等の解体・撤去及び管理
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区域解除に係る安全性について」に示す。 

①「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」のうち、「９－２ 液体廃棄施設」において、建家間排水管に係

る記載を削除する。 

②「図４－２ 再処理特別研究棟周辺要図」において、Ｃダクト及びＤダクトの

記載を削除する。 

③「図４－５ 再処理特別研究棟平面図」において、Ｄダクトの記載を削除する。 

④「図４－５－１ 使用、貯蔵、廃棄の場所（再処理特別研究棟）」において、Ｄ

ダクトの記載を削除する。 

⑤「図９－９－１ 建家間排水系統図」において、Ｃダクト及びＤダクトの記載

を削除する。 

３）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため、次の変更を行う。 

①「図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置

図」において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を削除する。 

②「図４－２ 再処理特別研究棟周辺要図」において、プルトニウム研究１棟の

廃液移送ダクト（Ｂダクト）の記載を削除する。 

③「図９－９－１ 建家間排水系統図」において、プルトニウム研究１棟の排水

管の記載を削除する。 

４）その他、記載の適正化を行う。 

①「７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使用施

設の設備」において、個人被ばくモニタリング設備の記載を削除する。 

②「図４－２ 再処理特別研究棟周辺要図」において、廃棄物処理場の名称を変

更する。 

③「図９－９－１ 建家間排水系統図」において、廃棄物処理場の名称を変更す

る。 

 

（９）ＦＮＳ棟に係る変更 

１）核燃料物質の使用終了に伴い、以下の変更を行う。 

① 「２．使用の目的及び方法」のうち、目的番号１において、廃止に向けた措

置に係る記載に変更する。 

② 「３．核燃料物質の種類」において、記載を削除する。 

③ 「５．予定使用期間及び年間予定使用量」において、記載を削除する。 

④ 「７. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－１ 使

用施設の位置」において、第１ターゲット室、第２ターゲット室、模擬物質

貯蔵作業室、ホット測定室及び使用施設の位置に係る記載を削除する。 

⑤ 「７. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－２ 使

用施設の構造」において、第１ターゲット室、第２ターゲット室、模擬物質

貯蔵作業室及びホット測定室に係る記載を削除する。また、ＦＮＳ棟の設計

仕様を記載する。 

⑥ 「７. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備」のうち、「７－３ 使
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用施設の設備」において、核分裂計数管、放射能測定器及びその他実験設備

に係る記載を削除する。また、放射線管理設備のうち、エリアモニタに係る

記載を削除する。なお、これらの設備の解体撤去及び記載の削除に係る説明

については、参考資料５「ＦＮＳ棟における解体撤去及び削除する設備に係

る核燃料物質使用変更許可申請について」に示す。 

⑦ 「第２図 ＦＮＳ棟１階平面図」において、使用の場所に係る記載を削除す

る。 

⑧ 「第３図 ＦＮＳ棟地階平面図」において、使用の場所に係る記載を削除す

る。 

⑨ 「第４図 第１ターゲット室、第２ターゲット室及び模擬物質貯蔵作業室の

配置図」を削除する。 

２）核燃料物質の貯蔵終了に伴い、以下の変更を行う。 

① 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、「８－３ 貯

蔵施設の設備」において、記載を削除する。 

② 「８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備」のうち、新たに「８－

４ 貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備」を追加し、核

燃料物質保管庫に係る記載を追加する。 

３）プルトニウム研究1棟の許可の廃止に係る変更を行う。 

① 「第1図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置

図」において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を削除する。 

４）その他、記載の適正化を行う。 

① 「第1図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置

図」を更新する。 

 

（10）共通編に係る変更 

１）バックエンド研究施設で発生する液体廃棄物に係る変更を行う。 

①「９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構

造及び設備」において、バックエンド研究施設で発生する液体廃棄物のアルフ

ァ廃液の記載を削除及び放射性物質の濃度の区分変更を行う。 

２）プルトニウム研究1棟の許可の廃止に係る変更を行う。 

①「図－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所核燃料

物質使用施設等配置図」において、許可の廃止に伴いプルトニウム研究１棟を

削除する。 

３）障害対策書の取込みに係る変更を行う。 

①添付書類１ 23.廃棄施設において、実効線量の評価結果に係る記載を障害対策

書から取込む変更を行う。なお、追記及び変更した年間の実効線量について、

下記の許可の反映のため変更する。 

年間の実効線量の種類 許可日及び許可番号 

気体廃棄物 （核燃使用許可） 
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令和４年６月８日付け（原規規発第2206089 号） 

直接線及びスカイシャイ

ン放射線（使用施設） 

（核燃使用許可） 

令和２年５月１日付け（原規規発第2005011 号） 

直接線及びスカイシャイ

ン放射線（保管廃棄施設） 

（核燃使用許可） 

平成 29年９月 21日付け（原規規発第1709216 号） 

原子炉施設の希ガス (原子炉設置許可） 

平成30年１月31日付け(原規規発第18013110号) 

原子炉施設の気体廃棄物 （原子炉設置許可） 

平成30年１月31日付け(原規規発第18013110号) 

 

４．変更の理由 

（１）ホットラボに係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

 

（２）燃料試験施設に係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

 

（３）廃棄物安全試験施設に係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

 

（４）バックエンド研究施設に係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

２）液体廃棄物の放射性物質の濃度の区分を変更するため。 

３）グローブボックスＢ－７及び質量分析計を廃止するため。 

 

（５）放射性廃棄物処理場に係る変更 

１）放射性廃棄物処理場において、液体廃棄物の処理を行っている第２廃棄物処理

棟のアスファルト固化装置について、原子力科学研究所における液体廃棄物の

発生状況を踏まえ、第３廃棄物処理棟におけるセメント固化装置による代替を

含め、施設・設備の合理化の検討を進めた結果、使用を停止することとした。

これより、アスファルト固化装置、また、その前段の設備となる廃液貯槽・Ⅱ

―２及び蒸発処理装置・Ⅱについて、使用を停止し、閉止箇所を明確化する変

更を行うため。 

２）液体廃棄物について、第２廃棄物処理棟のアスファルト固化装置を使用停止し、

第３廃棄物処理棟のセメント固化装置による代替処理を行うこととしたことか

ら、第３廃棄物処理棟で受入・処理を行う液体廃棄物に係る放射性物質の濃度

の区分を変更するため。 

３）液体廃棄物に係る放射性物質の濃度の区分について、第３廃棄物処理棟で受入・

処理を行う液体廃棄物に係る放射性物質の濃度の区分の変更を受け、見直しを
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行うため。ただし、トリチウムを含むものについては、従来どおりの区分とす

る。 

４）原子炉施設における固体廃棄物の区分と整合を図るため。 

５）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

なお、上記１）から４）については、令和４年８月29日付け原規規発第2208291

号にて許可を取得した国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究

所の原子炉設置変更（放射性廃棄物の廃棄施設等の変更）の内容と整合を図るもの

である。 

 

（６）プルトニウム研究１棟に係る変更 

１）プルトニウム研究１棟において、核燃料物質の使用を廃止するため。 

 

（７）第４研究棟に係る変更 

１）物質科学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。 

２）分析科学・環境科学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。 

３）先端基礎に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。 

４）燃料サイクル安全工学に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。 

５）バックエンド技術に関する研究の今後の研究ニーズに対応するため。 

６）核燃料物質等に関する分析の今後の研究ニーズに対応するため。 

７）使用室、取扱設備・機器及び保管庫の追加、変更及び削除並びに使用室間の間

仕切りを変更するため。 

８）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

９）その他、記載を適正化するため。 

 

（８）再処理特別研究棟に係る変更 

１）廃液長期貯蔵施設の管理区域を解除するため。 

２）建家間排水管２系統（Ｃダクト及びＤダクトの配管）を解体撤去するため。 

３）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

４）その他、記載を適正化するため。 

 

（９）ＦＮＳ棟に係る変更 

１）核燃料物質の使用を終了するため。 

２）核燃料物質の貯蔵を終了するため。 

３）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

４）その他、記載の適正化をするため。 

 

（10）共通編に係る変更 

１）プルトニウム研究１棟の許可を廃止するため。 

２）障害対策書の取込みのため。 

以上 



別添（１） 

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（ホットラボ）

（申請書本文）

令和５年７月 



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

 本文－1

変更前 変更後 備考 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（記載省略） 

２．使用の目的及び方法 

（記載省略） 

３．核燃料物質の種類 

（記載省略） 

４．使用の場所 

（記載省略） 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（記載省略） 

６．使用済燃料の処分の方法 

（記載省略） 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

表２－１ 核燃料物質の取扱量～表９－１ 排風機の仕様

（記載省略） 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（変更なし） 

２．使用の目的及び方法 

（変更なし） 

３．核燃料物質の種類 

（変更なし） 

４．使用の場所 

（変更なし） 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（変更なし） 

６．使用済燃料の処分の方法 

（変更なし） 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

表２－１ 核燃料物質の取扱量～表９－１ 排風機の仕様

（変更なし） 



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文）

 本文－2

変更前 変更後 備考 

図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図

図４－２ ホットラボ１階、２階平面図 ～ 図９－３ 廃液貯槽排水系統図

（記載省略） 

図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図

図４－２ ホットラボ１階、２階平面図 ～ 図９－３ 廃液貯槽排水系統図

（変更なし） 

：許可の廃止（プ

ルトニウム研究１棟）

に伴う削除

ホットラボ
ホットラボ





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（ホットラボ）

（添付書類１～３） 

令和５年７月 



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付１－1 

変更前 変更後 備考 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法

律第 166 号）第 53 条第 2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対す

る適合性に関する説明書 

（事故に関するものを除く。） 

（ホットラボ）

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律

第 166 号）第 53 条第 2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適

合性に関する説明書 

（事故に関するものを除く。） 

（ホットラボ）



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付１－2 

変更前 変更後 備考 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（記載省略） 

１．閉じ込めの機能 

（記載省略） 

２．遮蔽 

（記載省略） 

３.火災等による損傷の防止

（記載省略） 

４.立ち入りの防止

（記載省略） 

５.自然現象による影響の考慮

（記載省略） 

６.核燃料物質の臨界防止

（記載省略） 

７.施設検査対象施設の地盤

（記載省略） 

８.地震による損傷の防止

（記載省略） 

９.津波による損傷の防止

（記載省略） 

10.外部からの衝撃による損傷の防止

（記載省略） 

11.施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止

（記載省略） 

12.溢水による損傷の防止

（記載省略） 

13.化学薬品の漏えいによる損傷の防止

（記載省略） 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（変更なし） 

１．閉じ込めの機能 

（変更なし） 

２．遮蔽 

（変更なし） 

３.火災等による損傷の防止

（変更なし） 

４.立ち入りの防止

（変更なし） 

５.自然現象による影響の考慮

（変更なし） 

６.核燃料物質の臨界防止

（変更なし） 

７.使用前検査対象施設の地盤

（変更なし） 

８.地震による損傷の防止

（変更なし） 

９.津波による損傷の防止

（変更なし） 

10.外部からの衝撃による損傷の防止

（変更なし） 

11.使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止

（変更なし） 

12.溢水による損傷の防止

（変更なし） 

13.化学薬品の漏えいによる損傷の防止

（変更なし） 

記載の適正化 

記載の適正化 



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付１－3 

変更前 変更後 備考 

14.飛散物による損傷の防止

（記載省略） 

15.重要度に応じた安全機能の確保

（記載省略） 

16.環境条件を考慮した設計

（記載省略） 

17.検査等を考慮した設計

（記載省略） 

18.施設検査対象施設の共用

本施設は、事業所内の他の施設検査対象施設と共用していない。

19.誤操作の防止

（記載省略） 

20.安全避難通路等

施設検査対象施設として次に掲げる設備を設ける。

(1)安全避難通路

本施設には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、安全避難通路を設ける。

(2)避難用の照明

1)非常用照明灯

安全避難通路には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、非常用照明灯を設

置する。

避難用照明の非常用照明灯は、EG 給電盤 100V から給電し、全交流動力電源喪失時には非

常用照明灯内蔵の蓄電池又は非常用電源設備、直流電源設備から給電され、避難することが

できる明るさを有するものとする。

2)誘導灯

安全避難通路には、消防法、同法令施行令及び同法施行規則に準拠し、誘導灯又は誘導標識

を設置する。

(3)可搬式の仮設照明

設計評価事故等が発生した場合に用いる照明として、避難用の照明とは別に可搬式の仮設照

明を配備する。

可搬式の仮設照明の主な設置箇所

照明種類 設置箇所

懐中電灯
管理区域入口付近

仮設照明

14.飛散物による損傷の防止

（変更なし） 

15.重要度に応じた安全機能の確保

（変更なし） 

16.環境条件を考慮した設計

（変更なし） 

17.検査等を考慮した設計

（変更なし） 

18.使用前検査対象施設の共用

本施設は、事業所内の他の使用前検査対象施設と共用していない。

19.誤操作の防止

（変更なし） 

20.安全避難通路等

使用前検査対象施設として次に掲げる設備を設ける。

(1)安全避難通路

本施設には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、安全避難通路を設ける。

(2)避難用の照明

1)非常用照明灯

安全避難通路には、建築基準法、同法施行令及び同法施行規則に準拠し、非常用照明灯を

設置する。

避難用照明の非常用照明灯は、EG 給電盤 100V から給電し、全交流動力電源喪失時には非

常用照明灯内蔵の蓄電池又は非常用電源設備、直流電源設備から給電され、避難することが

できる明るさを有するものとする。

2)誘導灯

安全避難通路には、消防法、同法令施行令及び同法施行規則に準拠し、誘導灯又は誘導標

識を設置する。

(3)可搬式の仮設照明

設計評価事故等が発生した場合に用いる照明として、避難用の照明とは別に可搬式の仮設

照明を配備する。

可搬式の仮設照明の主な設置箇所

照明種類 設置箇所

懐中電灯
管理区域入口付近

仮設照明

記載の適正化 

記載の適正化 



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付１－4 

変更前 変更後 備考 

21.設計評価事故時の放射線障害の防止

（記載省略） 

22.貯蔵施設

（記載省略） 

23.廃棄施設

23.1 気体廃棄施設

23.1.1 廃棄の方法～23.1.3 排気口における放射性物質濃度と濃度限度との比 

（記載省略） 

表 23.1 気体廃棄物の年間発生量及び排気口における放射性物質濃度と濃度限度との比 

（記載省略） 

23.2 液体廃棄物管理 

本施設で発生する液体廃棄物は、放射能レベルにより液体廃棄物Ａ未満、液体廃棄物Ａ、液体廃

棄物Ｂ－１及び液体廃棄物Ｂ－２に分類し、管理する。このうち、液体廃棄物Ｂ－２は、廃液中

の放射性物質濃度が 3.7×10４Bq／cm3以上のもので、発生量はきわめて少量であり、発生したケ

ーブ、セル内で固化処理後固体廃棄物として処理する。その他の液体廃棄物は、全て発生した場

所ごとに地階に設置した廃液貯槽に一時貯留後、濃度測定を行い、廃液運搬車により原子力科学

研究所放射性廃棄物処理場に輸送し、処理される。従って、本施設で発生した液体廃棄物が一般

環境へ排水されることはない。なお、廃液貯槽は各系統毎に２基設置され、交互に使用する。一

方の貯槽が規定水位に達した場合は警報を発するとともに、他方に流れ込む構造となっている。

本施設における液体廃棄物の年間発生予想量は、以下のとおりである。

(1) 液体廃棄物Ａ未満：10ｍ3

(2) 液体廃棄物Ａ ：50ｍ3 

(3) 液体廃棄物Ｂ－１：25ｍ3

23.3 平成 25 年 12 月 18 日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 

23.3.1 固体廃棄施設 

（記載省略） 

24.汚染を検査するための設備

（記載省略） 

25.監視設備

（記載省略） 

21.設計評価事故時の放射線障害の防止

（変更なし） 

22.貯蔵施設

（変更なし） 

23.廃棄施設

23.1 気体廃棄施設

23.1.1 廃棄の方法～23.1.3 排気口における放射性物質濃度と濃度限度との比 

（変更なし） 

表 23.1 気体廃棄物の年間発生量及び排気口における放射性物質濃度と濃度限度との比 

（変更なし） 

23.2 液体廃棄物管理 

本施設で発生する液体廃棄物は、放射能レベルにより液体廃棄物Ａ未満、液体廃棄物Ａ、液体

廃棄物Ｂに分類し、管理する。廃液中の放射性物質濃度が 3.7×103Bq／cm3 以上 3.7×105Bq／

cm3未満の廃液は、発生量がきわめて少量であり、発生したケーブ、セル内で固化処理後固体廃

棄物として処理する。液体廃棄物は、全て発生した場所ごとに地階に設置した廃液貯槽に一時貯

留後、濃度測定を行い、廃液運搬車により原子力科学研究所放射性廃棄物処理場に輸送し、処理

される。従って、本施設で発生した液体廃棄物が一般環境へ排水されることはない。なお、廃液

貯槽は各系統毎に２基設置され、交互に使用する。一方の貯槽が規定水位に達した場合は警報を

発するとともに、他方に流れ込む構造となっている。

本施設における液体廃棄物の年間発生予想量は、以下のとおりである。

(1) 液体廃棄物Ａ未満：10ｍ3

(2) 液体廃棄物Ａ ：50ｍ3 

(3) 液体廃棄物Ｂ ：25ｍ3 

23.3 平成 25 年 12 月 18 日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 

23.3.1 固体廃棄施設 

（変更なし） 

24.汚染を検査するための設備

（変更なし） 

25.監視設備

（変更なし） 

液体廃棄物中の放射性

物質の濃度の区分変更

及び記載の適正化のた

め 

液体廃棄物中の放射性

物質の濃度の区分変更

のため 



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付１－5 

変更前 変更後 備考 

26.非常用電源設備

（記載省略） 

27.通信連絡設備等

（記載省略） 

28.多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止

（記載省略） 

26.非常用電源設備

（変更なし） 

27.通信連絡設備等

（変更なし） 

28.多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止

（変更なし） 



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２）

添付２－1 

変更前 変更後 備考 

添付書類２

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、

火災爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並び

にこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書

（ホットラボ）

添付書類２

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、

火災爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並び

にこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書

（ホットラボ）



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２）

添付２－2 

変更前 変更後 備考 

（記載省略） （変更なし） 



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３）

添付３－1 

変更前 変更後 備考 

添付書類３

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書

（ホットラボ）

添付書類３

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書

（ホットラボ）



ホットラボ 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３）

添付３－2 

変更前 変更後 備考 

説  明

ホットラボに携わる職員は、核燃料物質の取扱い、安全機能を有する設

備機器の運転管理、放射線管理に関し多くの経験を有している。

放射線業務従事者等に関係法令及び使用施設、設備等の取扱いや保安並

びに放射線管理等に係る保安教育、緊急時の保安訓練を計画的に実施し、

技術能力の維持と資質の向上に努める。

保安管理組織は共通編に記載する。

ホットラボの使用、運転管理等に関する組織図を下記に示す。

 

 

説  明

ホットラボに携わる職員は、核燃料物質の取扱い、安全機能を有する設

備機器の運転管理、放射線管理に関し多くの経験を有している。

放射線業務従事者等に関係法令及び使用施設、設備等の取扱いや保安

並びに放射線管理等に係る保安教育、緊急時の保安訓練を計画的に実施

し、技術能力の維持と資質の向上に努める。

保安管理組織は共通編に記載する。

ホットラボの使用、運転管理等に関する組織図を下記に示す。

 

 

：施設の管理区

域に係る放射線管理に

関する業務の一本化に

伴う記載の削除 

（保安規定変更認可

（令和 2 年 12 月 31 日

付原規規発第 2012213
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長



核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表

（燃料試験施設）

（申請書本文）

令和５年７月

別添（２） 



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文）

本文-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

～９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

表２―１ 核燃料物質の取扱数量 

～表９―２ フィルタの仕様 

（記載省略） 

図２－１ 作業フローシート 

（記載省略） 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

～９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

表２―１ 核燃料物質の取扱数量 

～表９―２ フィルタの仕様 

（変更なし） 

図２－１ 作業フローシート 

（変更なし） 



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文）

本文-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 

：許可の廃

止（プルトニウム

研究１棟）に伴う

削除 

燃料試験施設 燃料試験施設



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文）

本文-3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

図４－２ 燃料試験施設の配置図 

～図９－１０ αγ排水配管系統図 

（記載省略） 

図４－２ 燃料試験施設の配置図 

～図９－１０ αγ排水配管系統図 

（変更なし） 



核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（燃料試験施設） 

（添付書類１～３） 

令和５年７月 



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及

び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

（燃料試験施設） 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及

び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

（燃料試験施設） 



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-2 

変 更 前 変 更 後 備  考 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（記載省略） 

 

１．閉じ込めの機能 

～22．貯蔵施設 

（記載省略） 

 

23．廃棄施設 

23.1 気体廃棄施設 

（記載省略） 

 

23.2 液体廃棄施設 

23.2.1 液体廃棄物の発生量 

本施設における廃液の年間発生予想量は、次のとおりである。 

23.2.1.1 βγ系液体廃棄物 

イ．液体廃棄物Ａ  ：370m3 

ロ．液体廃棄物Ｂ－１：150m3 

23.2.1.2 αγ系液体廃棄物：50m3 

 

23.2.2 液体廃棄物の処理 

本施設で発生する液体状放射性廃棄物は、液体廃棄物Ｂ－２、液体廃棄物Ｂ－１及び

液体廃棄物Ａの廃液に分類する。液体廃棄物Ｂ－２は、廃液中の放射性物質の濃度が

3.7×104Bq/cm3以上 3.7×105Bq/cm3未満のものである。液体廃棄物Ｂ－２は発生量が極

めて少量であると予想されるので、発生したセル内で吸収剤又は固化剤と混合して固体

廃棄物として取扱う。 

液体廃棄物Ｂ－１及び液体廃棄物Ａは、廃液中の放射性物質の濃度が 3.7×104Bq/cm3

未満のものであり、地下１階にある廃液貯留タンクに送り廃液のサンプリング後、原子

力科学研究所構内の放射性廃棄物処理場に設置されている液体廃棄物処理施設へ送る。 

 

 

23.3 固体廃棄施設 

（記載省略） 

 

24．汚染を検査するための設備 

～28．多量の放射性物質を放出する事故の拡大の防止 

（記載省略） 

 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（変更なし） 

 

１．閉じ込めの機能 

～22．貯蔵施設 

（変更なし） 

 

23．廃棄施設 

23.1 気体廃棄施設 

（変更なし） 

 

23.2 液体廃棄施設 

23.2.1 液体廃棄物の発生量 

本施設における廃液の年間発生予想量は、次のとおりである。 

23.2.1.1 βγ系液体廃棄物 

イ．液体廃棄物Ａ  ：370m3 

ロ．液体廃棄物Ｂ  ：150m3 

23.2.1.2 αγ系液体廃棄物：50m3 

 

23.2.2 液体廃棄物の処理 

本施設で発生する液体状放射性廃棄物は、液体廃棄物Ｂ及び液体廃棄物Ａに分類す

る。廃液中の放射性物質の濃度が 3.7×103Bq/cm3 以上 3.7×105Bq/cm3 未満の廃液は発

生量が極めて少量であると予想されるので、発生したセル内で固化処理後、固体廃棄

物として取扱う。 

 

液体廃棄物Ｂ及び液体廃棄物Ａは、廃液中の放射性物質の濃度が 3.7×103Bq/cm3 未

満のものであり、地下１階にある廃液貯留タンクに送り廃液のサンプリング後、原子

力科学研究所構内の放射性廃棄物処理場に設置されている液体廃棄物処理施設へ送

る。 

 

23.3 固体廃棄施設 

（変更なし） 

 

24．汚染を検査するための設備 

～28．多量の放射性物質を放出する事故の拡大の防止 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の放

射性物質の濃度

の区分変更 

 

液体廃棄物の放

射性物質の濃度

の区分変更及び

記載の適正化 

 

液体廃棄物の放

射性物質の濃度

の区分変更 

 



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２） 

添付 2-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

添付書類２ 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火

災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びに

これらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

（燃料試験施設） 

添付書類２ 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火

災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びに

これらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

（燃料試験施設） 



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２） 

添付 2-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（記載省略） （変更なし） 



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（燃料試験施設） 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（燃料試験施設） 



燃料試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（記載省略） （変更なし） 





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表

（廃棄物安全試験施設）

（申請書本文）

令和５年７月

別添（3）



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

変  更  前 変  更  後 備考

本文－1 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ～ ９．核燃料物質又は核燃料物

質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

表２－１ ～ 図２－１

（記載省略）

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ～ ９．核燃料物質又は核燃料物

質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

表２－１ ～ 図２－１

（変更なし）



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

変  更  前 変  更  後 備考

本文－2 

図４－２ ～ 図９－４ （記載省略） 図４－２ ～ 図９－４ （変更なし） 

：許可の廃止（プ

ルトニウム研究１棟）

に伴う削除





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表

（廃棄物安全試験施設）

（添付書類１～３）

令和５年７月



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

変  更  前 変  更  後 備考

添付 1－1 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設

備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）

（廃棄物安全試験施設）

添付書類１

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設

備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。）

（廃棄物安全試験施設）



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

変  更  前 変  更  後 備考

添付 1－2 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（記載省略） 

１．閉じ込めの機能 

（記載省略） 

２．遮蔽 

2.1 概要 

（記載省略） 

2.2 使用施設及び貯蔵施設に係る実効線量の評価 

（記載省略） 

2.2.1 使用する放射性物質の種類及び放射能 ～ 2.2.3 使用済燃料の使用に係る遮蔽計算 

（記載省略） 

2.2.4 遮蔽能力評価位置に対する線源位置及び評価位置近辺の構造 

(1) セル

（記載省略）

(2) 廃液貯槽

廃液貯槽周囲の遮蔽構造の能力評価に際しては、廃液貯槽が規定の濃度（最大値とした）の廃液

で満たされているとし、線源を円筒形として計算を行った。表 2.2-3 に、遮蔽能力評価に際しての

廃液貯槽の形状、廃液量及び放射能を示す。また、図 2.2-3 に廃液貯槽室遮蔽能力評価のための線

源位置と評価点位置との関係を示す。低レベル廃液貯槽については、表面の実効線量率が２μSv/h

以下であり、特に遮蔽は考慮しなかった。 

(3) 貯蔵ピット ～ (4) メンテナンスボックス、グローブボックス、物性測定用ボックス、ボッ

クス付比熱容量測定装置及びフード

（記載省略） 

2.2.5 遮蔽能力評価の結果 ～ 2.2.6 従事者の放射線外部被ばく計算結果 

（記載省略） 

2.3 保管廃棄施設に係る実効線量の評価 ～ 2.4 総合評価 

（記載省略） 

参考文献 

（記載省略） 

表 2.1-1 管理区域の区分 ～ 表 2.2-2 遮蔽計算に用いた遮蔽材の比重 

（記載省略） 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（変更なし） 

１．閉じ込めの機能 

（変更なし） 

２．遮蔽 

2.1 概要 

（変更なし） 

2.2 使用施設及び貯蔵施設に係る実効線量の評価 

（変更なし） 

2.2.1 使用する放射性物質の種類及び放射能 ～ 2.2.3 使用済燃料の使用に係る遮蔽計算 

（変更なし） 

2.2.4 遮蔽能力評価位置に対する線源位置及び評価位置近辺の構造 

(1) セル

（変更なし）

(2) 廃液貯槽

廃液貯槽周囲の遮蔽構造の能力評価に際しては、廃液貯槽ごとに定めた濃度の廃液で満たされ

ているとし、線源を円筒形として計算を行った。表 2.2-3 に、遮蔽能力評価に際しての放射能濃

度、廃液貯槽の形状、廃液量及び放射能を示す。また、図 2.2-3 に廃液貯槽室遮蔽能力評価のため

の線源位置と評価点位置との関係を示す。低レベル廃液貯槽については、表面の実効線量率が２μ

Sv/h 以下であり、特に遮蔽は考慮しなかった。 

(3) 貯蔵ピット ～ (4) メンテナンスボックス、グローブボックス、物性測定用ボックス、ボッ

クス付比熱容量測定装置及びフード

（変更なし） 

2.2.5 遮蔽能力評価の結果 ～ 2.2.6 従事者の放射線外部被ばく計算結果 

（変更なし） 

2.3 保管廃棄施設に係る実効線量の評価 ～ 2.4 総合評価 

（変更なし） 

参考文献 

（変更なし） 

表 2.1-1 管理区域の区分 ～ 表 2.2-2 遮蔽計算に用いた遮蔽材の比重 

（変更なし） 

液体廃棄物の放射性物

質の濃度の区分変更の

ため 



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

変  更  前 変  更  後 備考

添付 1－3 

表 2.2-3(1) 廃液貯槽の形状、１基当たりの廃液量及び放射能 

貯 槽 区 分 
放射能濃度＊ 

（ Bq/cm３ ） 

形  状 

概略寸法 

( cm ) 

廃液量 

（ ｍ３ ) 

放射能 

( Bq ) 

高レベル廃液貯槽 

中レベル廃液貯槽 

低レベル廃液貯槽 

3.7×107 

3.7×104 

3.7×101

円筒竪型 

φ60×75 

円筒竪型 

φ125×150 

角  型 

180×140×265 

0.2 

2 

6 

7.4×1012 

7.4×1010 

2.3×108

＊ 放射能濃度は、それぞれの規定範囲（表 2.2-3(2)参照）の最高値とした。 

表 2.2-3(2) 液体廃棄物の区分及び年間発生推定量 

放射能レベル区分 
濃 度（Ｃ） 

（Bq/cm３） 
発  生  量 
（ｍ３） 

液体廃棄物Ｂ－２＊ 

液体廃棄物Ｂ－１ 

液体廃棄物Ａ 

液体廃棄物Ａ未満 

液体廃棄物アルファ系＊ 

3.7×104 ≦Ｃ＜ 3.7×107

3.7×101 ≦Ｃ＜ 3.7×104

3.7×10－1≦Ｃ＜ 3.7×101

 Ｃ＜ 3.7×10－1

1.85＜Ｃ 

0.1 

5 

20 

100 

0.1 

＊  液体廃棄物Ｂ－２及び液体廃棄物アルファ系は固化した後、 

 固体廃棄物として処理する。 

表 2.2-4(1) 遮蔽能力評価（№１セル） ～ 表 2.2-4(7)  遮蔽能力評価（セル間仕切り） 

（記載省略） 

表 2.2-3 廃液貯槽の形状、１基当たりの廃液量及び放射能 

貯 槽 区 分 
放射能濃度＊ 

（ Bq/cm３ ） 

形  状 

概略寸法 

( cm ) 

廃液量 

（ ｍ３ ) 

放射能 

( Bq ) 

高レベル廃液貯槽 

中レベル廃液貯槽 

低レベル廃液貯槽 

3.7×107 

3.7×104 

3.7×101

円筒竪型 

φ60×75 

円筒竪型 

φ125×150 

角  型 

180×140×265 

0.2 

2 

6 

7.4×1012 

7.4×1010 

2.3×108

＊ 放射能濃度は、設計時における放射能レベル区分に応じた濃度の最高値とした。 

（削る） 

表 2.2-4(1) 遮蔽能力評価（№１セル） ～ 表 2.2-4(7)  遮蔽能力評価（セル間仕切り） 

（変更なし） 

記載の適正化 

液体廃棄物の放射性物

質の濃度の区分変更の

ため 



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

変 更 前 変  更  後 備考

添付 1－4 

表 2.2-4(9) 遮蔽能力評価（固化体貯蔵ピット） ～ 図 2.3-2 保管廃棄施設の実効線量評価に係る

評価位置（地階） 

（記載省略） 

3．火災等による損傷の防止 ～ 22．貯蔵施設 

（記載省略） 

23．廃棄施設  

23.1 気体廃棄物管理

（記載省略）

23.2 液体廃棄物管理

本施設で発生する放射性廃液は、表 23.2-1 に示すように液体廃棄物Ｂ－２、液体廃棄物Ｂ－１、

液体廃棄物Ａ、液体廃棄物Ａ未満、液体廃棄物アルファ系の５通りに分類される。この内、液体廃棄

物Ｂ－２については、固化処理を行う。また、その他の液体廃棄物については、それぞれの廃液貯槽

に一時貯蔵を行う。なお、アルファ廃液については一時貯蔵後、サンプリングボックスの廃液固化装

置で固化処理を行い、固体廃棄物として処理する。液体廃棄物Ｂ－１及び液体廃棄物Ａは、放射性物

質濃度測定後、放射性廃棄物処理場に運搬して処理する。液体廃棄物Ａ未満はサンプルを採取し測定

を行い、放射性物質濃度が濃度限度以下である場合は一般排水溝へ排出し、濃度限度を超える場合は

廃液運搬車に移し、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場に送り処理する。なお、いずれの廃液に

ついても貯槽を２槽設置し、交互に使用する。１槽が規定量以上になった場合は警報が作動し、自動

的に他の槽に流入する。年間の液体廃棄物発生推定量を、表 23.2-1 に示す。

表 2.2-4(9) 遮蔽能力評価（固化体貯蔵ピット） ～ 図 2.3-2 保管廃棄施設の実効線量評価に係る

評価位置（地階） 

（変更なし） 

3．火災等による損傷の防止 ～ 22．貯蔵施設 

（変更なし） 

23．廃棄施設  

23.1 気体廃棄物管理

（変更なし）

23.2 液体廃棄物管理

本施設で発生する放射性廃液は、表 23.2-1 に示すように液体廃棄物Ｂを超えるもの、液体廃棄物

Ｂ、液体廃棄物Ａ、液体廃棄物Ａ未満、液体廃棄物アルファ系の５通りに分類される。この内、液体

廃棄物Ｂを超えるものについては、固化処理を行う。また、その他の液体廃棄物については、それぞ

れの廃液貯槽に一時貯蔵を行う。なお、アルファ廃液については一時貯蔵後、サンプリングボックス

の廃液固化装置で固化処理を行い、固体廃棄物として処理する。液体廃棄物Ｂ及び液体廃棄物Ａは、

放射性物質濃度測定後、放射性廃棄物処理場に運搬して処理する。液体廃棄物Ａ未満はサンプルを採

取し測定を行い、放射性物質濃度が濃度限度以下である場合は一般排水溝へ排出し、濃度限度を超え

る場合は廃液運搬車に移し、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場に送り処理する。なお、いずれ

の廃液についても貯槽を２槽設置し、交互に使用する。１槽が規定量以上になった場合は警報が作動

し、自動的に他の槽に流入する。年間の液体廃棄物発生推定量を、表 23.2-1 に示す。

液体廃棄物の放射性物

質の濃度の区分変更の

ため 

液体廃棄物の放射性物

質の濃度の区分変更の

ため 



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

変  更  前 変  更  後 備考

添付 1－5 

23.3 固体廃棄施設 

（記載省略） 

参考文献 

（記載省略） 

表 23.1-1 高レベル放射性廃液の放射性核種組成 ～ 表 23.1-6 排気筒出口における放射性物質濃度

（記載省略）

表 23.2-1 液体廃棄物の区分及び年間発生推定量

放射能レベル区分
濃 度（Ｃ）
（Bq/cm３） 

発  生  量
（ｍ３）

液体廃棄物Ｂ－２＊

液体廃棄物Ｂ－１

液体廃棄物Ａ

液体廃棄物Ａ未満

液体廃棄物アルファ系＊

3.7×104 ≦Ｃ＜ 3.7×107 

3.7×101 ≦Ｃ＜ 3.7×104 

3.7×10－1≦Ｃ＜ 3.7×101 

Ｃ＜ 3.7×10－1 

1.85＜Ｃ 

0.1 

5 

20 

100 

0.1 

＊  液体廃棄物Ｂ－２及び液体廃棄物アルファ系は固化した後、

固体廃棄物として処理する。

表 23.3-1 固体廃棄物の区分及び年間発生推定量

（記載省略） 

24．汚染を検査するための設備 ～ 28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止  

（記載省略） 

23.3 固体廃棄施設 

（変更なし） 

参考文献 

（変更なし） 

表 23.1-1 高レベル放射性廃液の放射性核種組成 ～ 表 23.1-6 排気筒出口における放射性物質濃度

（変更なし）

表 23.2-1 液体廃棄物の区分及び年間発生推定量

放射能レベル区分
濃 度（Ｃ）
（Bq/cm３） 

発  生  量
（ｍ３）

液体廃棄物Ｂを超えるもの＊

液体廃棄物Ｂ

液体廃棄物Ａ

液体廃棄物Ａ未満

液体廃棄物アルファ系＊

3.7×103 ≦Ｃ＜ 3.7×107 

3.7×101 ≦Ｃ＜ 3.7×103 

3.7×10－1≦Ｃ＜ 3.7×101 

Ｃ＜ 3.7×10－1 

1.85＜Ｃ 

0.1 

5 

20 

100 

0.1 

＊  液体廃棄物Ｂを超えるもの及び液体廃棄物アルファ系は固化した後、

固体廃棄物として処理する。

表 23.3-1 固体廃棄物の区分及び年間発生推定量

（変更なし） 

24．汚染を検査するための設備 ～ 28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止  

（変更なし） 

液体廃棄物の放射性物

質の濃度の区分変更の

ため 



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２） 

変  更  前 変  更  後 備考

添付 2－1 

添付書類２ 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火

災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びに

これらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

（廃棄物安全試験施設） 

添付書類２ 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火

災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びに

これらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

（廃棄物安全試験施設） 



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２） 

変  更  前 変  更  後 備考

添付 2－2 

（記載省略） （変更なし） 



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

変  更  前 変  更  後 備考

添付 3－1 

添付書類３

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書

（廃棄物安全試験施設） 

添付書類３

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書

（廃棄物安全試験施設） 



廃棄物安全試験施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

変  更  前 変  更  後 備考

添付 3－2 

（記載省略） （変更なし） 



 

別添（４） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（バックエンド研究施設） 

（申請書本文） 
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バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（記載省略） 

 

２．使用の目的及び方法 
目的番号１～１０ 

（記載省略） 

 

 

目的番号 使用の目的 

１１ アクチノイド化学に関する研究開発 

アクチノイド、核分裂生成物等の分析法開発及び化学的性質並びに溶液内反応に

関する研究を行う。 

 

使用の方法 

取扱設備・機器： 

(1) 実験室（Ⅲ）に設置したグローブボックス及びグローブボックス内機器 

・グローブボックス B-1*,B-2*、分析用器材※1及び分析装置※2 

(2) 実験室（Ⅲ）に設置したフード及びフード内機器 

・フード H-7,H-8、分析用器材※1及び分析装置※2 

(3) 実験室（Ⅲ）に設置した機器 

・放射能測定装置 

(4) 実験室（Ⅴ）に設置したグローブボックス及びグローブボックス内機器 

・グローブボックス B-7、分析用器材※1、分析装置※2 及び質量分析計の試料導入

部 

(5) 実験室（Ⅴ）に設置したフード及びフード内機器 

・フード H-19，H-20、分析用器材※1及び分析装置※2 

(6) 実験室（Ⅴ）に設置した機器 

・質量分析計の測定部、制御部等 

※1：分析用器材は、ガラス器具、天秤、ホットプレート等の汎用品を示し、用途

に応じて使用する。 

※2：分析装置は、放射能測定装置等の汎用装置を示し、用途に応じて当該グロー

ブボックス又はフードに搬出入して使用する。 

取扱核燃料物質： 

天然ウラン     （化学形：U,UO2,U3O8,UO2(NO3)2） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

濃縮ウラン     （化学形：UO2,U3O8,UO2(NO3)2） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

プルトニウム    （化学形：Pu,PuO2,Pu(NO3)4,Pu(SO4)2） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

ウラン 233     （化学形：U,UO2,U3O8,UO2(NO3)2） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

トリウム      （化学形：ThO2,Th(NO3)4） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

使用済燃料     （化学形：UO2,U3O8,UO2(NO3)2,PuO2,Pu(NO3)4） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

取扱数量：設備毎の取扱数量を表 2-1(4),(5),(10),(12)に示す。 

 

 

 

 

 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（変更なし） 

 

２．使用の目的及び方法 
目的番号１～１０ 

（変更なし） 

 

 

目的番号 使用の目的 

１１ アクチノイド化学に関する研究開発 

アクチノイド、核分裂生成物等の分析法開発及び化学的性質並びに溶液内反応に

関する研究を行う。 

 

使用の方法 

取扱設備・機器： 

(1) 実験室（Ⅲ）に設置したグローブボックス及びグローブボックス内機器 

・グローブボックス B-1*,B-2*、分析用器材※1及び分析装置※2 

(2) 実験室（Ⅲ）に設置したフード及びフード内機器 

・フード H-7,H-8、分析用器材※1及び分析装置※2 

(3) 実験室（Ⅲ）に設置した機器 

・放射能測定装置 

 

 

 

(4) 実験室（Ⅴ）に設置したフード及びフード内機器 

・フード H-19，H-20、分析用器材※1及び分析装置※2 

 

 

※1：分析用器材は、ガラス器具、天秤、ホットプレート等の汎用品を示し、用途

に応じて使用する。 

※2：分析装置は、放射能測定装置等の汎用装置を示し、用途に応じて当該グロー

ブボックス又はフードに搬出入して使用する。 

取扱核燃料物質： 

天然ウラン     （化学形：U,UO2,U3O8,UO2(NO3)2） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

濃縮ウラン     （化学形：UO2,U3O8,UO2(NO3)2） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

プルトニウム    （化学形：Pu,PuO2,Pu(NO3)4,Pu(SO4)2） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

ウラン 233     （化学形：U,UO2,U3O8,UO2(NO3)2） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

トリウム      （化学形：ThO2,Th(NO3)4） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

使用済燃料     （化学形：UO2,U3O8,UO2(NO3)2,PuO2,Pu(NO3)4） 

          （物理形態：粉末、固体、溶液） 

取扱数量：設備毎の取扱数量を表 2-1(4),(5),(10),(12)に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス

Ｂ－７の撤去に伴

う記載の削除 

項番号繰上げ 

 

質量分析計の撤去

に伴う記載の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

１１ 

(つづき) 

取扱方法： 

実験室（Ⅲ）及び（Ⅴ）内の各グローブボックス、実験室（Ⅲ）及び（Ⅴ）内

の各フード、並びに実験室（Ⅲ）の機器において、使用済燃料等の化学分離・分

析法に関わる基礎試験及び実試料の分析、並びにアクチノイド、核分裂生成物等

の基礎物性や溶液内反応等を調べる試験のための溶液及び固体試料の分光測定、

電気化学分析、放射能分析等の各種分析測定を行う。また、各種組成の試料の調

製を行う。 

アクチノイド化学試験の概要を図 2-5に示す。 

取り扱う試料は主に非密封であり、試料の種類、量、放射能、使用する分析方

法・装置等の条件に応じ、閉じ込め機能及び作業者の被ばく防止を考慮し、グロ

ーブボックス、フード及び測定装置を適切に選択して使用する。 

測定は、測定対象に適した測定装置を使用して実施する。 

調製は、試料の溶解、試薬添加、分取・希釈、化学分離、蒸発・乾固等の前処

理を必要に応じて実施する。分析は、前処理を実施した試料を測定する。 

溶解は、必要に応じて化学薬品を使用する。また、加温溶解が必要な場合はホ

ットプレート等の加温装置を使用する。 

試薬添加は、採用する分析法に応じて行う。 

分取・希釈は、その後の化学分離、測定に供する量を採取するため、ガラス器

具等を用いて分取し、純水等により希釈する。希釈には必要に応じて化学薬品も

使用する。 

化学分離は、イオン交換分離法、溶媒抽出法等により実施する。 

蒸発・乾固は、ホットプレート等の加温装置を使用して実施する。 

試験によって発生した廃液等は、中和、濃縮、乾固等の処理を行い、放射性固

体廃棄物として放射性廃棄物処理場に搬出する等、適切に処分する。 

 

* 目的番号 8と共用する。 

 

 

 

 

目的番号１２ 

（記載省略） 

 

 

３．核燃料物質の種類 ～ ６．使用済燃料の処分の方法 

（記載省略） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

７－１ 使用施設の位置 ～ ７－２ 使用施設の構造 

（記載省略） 

 

７－３ 使用施設の設備 

セル設備及びセル付属設備 

（記載省略） 

 

 

 

１１ 

(つづき) 

取扱方法： 

実験室（Ⅲ）内の各グローブボックス、実験室（Ⅲ）及び（Ⅴ）内の各フード、

並びに実験室（Ⅲ）の機器において、使用済燃料等の化学分離・分析法に関わる

基礎試験及び実試料の分析、並びにアクチノイド、核分裂生成物等の基礎物性や

溶液内反応等を調べる試験のための溶液及び固体試料の分光測定、電気化学分

析、放射能分析等の各種分析測定を行う。また、各種組成の試料の調製を行う。 

 

アクチノイド化学試験の概要を図 2-5に示す。 

取り扱う試料は主に非密封であり、試料の種類、量、放射能、使用する分析方

法・装置等の条件に応じ、閉じ込め機能及び作業者の被ばく防止を考慮し、グロ

ーブボックス、フード及び測定装置を適切に選択して使用する。 

測定は、測定対象に適した測定装置を使用して実施する。 

調製は、試料の溶解、試薬添加、分取・希釈、化学分離、蒸発・乾固等の前処

理を必要に応じて実施する。分析は、前処理を実施した試料を測定する。 

溶解は、必要に応じて化学薬品を使用する。また、加温溶解が必要な場合はホ

ットプレート等の加温装置を使用する。 

試薬添加は、採用する分析法に応じて行う。 

分取・希釈は、その後の化学分離、測定に供する量を採取するため、ガラス器

具等を用いて分取し、純水等により希釈する。希釈には必要に応じて化学薬品も

使用する。 

化学分離は、イオン交換分離法、溶媒抽出法等により実施する。 

蒸発・乾固は、ホットプレート等の加温装置を使用して実施する。 

試験によって発生した廃液等は、中和、濃縮、乾固等の処理を行い、放射性固

体廃棄物として放射性廃棄物処理場に搬出する等、適切に処分する。 

 

* 目的番号 8と共用する。 

 

 

 

 

目的番号１２ 

（変更なし） 

 

 

３．核燃料物質の種類 ～ ６．使用済燃料の処分の方法 

（変更なし） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

７－１ 使用施設の位置 ～ ７－２ 使用施設の構造 

（変更なし） 

 

７－３ 使用施設の設備 

セル設備及びセル付属設備 

（変更なし） 

 

 

 

 

グローブボックス

Ｂ－７の撤去に伴

う記載の削除 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

グローブボックス 

(グローブボックスＤ

-1～Ｄ-11,Ｄ-13～Ｄ

-17, Ｄ -19 ～ Ｄ -23

は、原子炉施設である

STACY施設と共用) 

46基 使用施設の各試験で使用するグローブボックスは以下のとお

りである。グローブボックスの代表的な概略図を図7-3(1)に示

す。また、グローブボックスの配置を図4-4(3)～(4)に示す。 

・ＴＲＵ廃棄物試験   Ａ-8～Ａ-13（６基） 

・ＴＲＵ廃棄物除染試験 Ａ-7（１基） 

・ＴＲＵ高温化学試験  Ａ-2～Ａ-5,Ｃ-4（５基） 

・再処理プロセス試験  Ａ-1*,Ｂ-3*,Ｂ-4*,Ｂ-5,Ｂ-6,Ｃ-1, 

Ｃ-2,Ｃ-7,Ｃ-8（９基） 

・分 析        Ｄ-1～Ｄ-6,Ｄ-8～Ｄ-11,Ｄ-13～

Ｄ-15,Ｄ-17,Ｄ-19～Ｄ-23（19基） 

・レーザー遠隔分光分析試験 Ａ-6（１基） 

・デブリ模擬体調製   Ｄ-7,Ｄ-16（２基） 

・アクチノイド化学試験 Ｂ-1*,Ｂ-2*,Ｂ-7（３基） 

* 研修生の実習はＡ-1,Ｂ-1～Ｂ-4を共用する。 

 

核燃料物質の取扱量：表2-1(3)～(9)に示す。 

臨界管理：グローブボックスを設置する室を単一ユニットとし

て、Ｐｕ-水系の溶液燃料の最小臨界値に安全係数

0.43 を乗じた核的制限値 210g 以下になるよう  
239Ｐｕ換算で質量管理を行う。 

表 7-1に核的制限値を示す。 

耐震設計：プルトニウムを2g以上取り扱うグローブボックスに

ついては耐震Ｂクラスの地震力(1.8Ci)での耐震設

計を行う。 

漏えい対策：必要に応じステンレス鋼ライニングのドリップト

レイ構造とする。 

 

共通概略仕様 

1)材  料  本体    ：ステンレス鋼等 

       窓     ：アクリル樹脂等 

       グローブ：ネオプレン（必要に応じて含鉛ネオ

プレン）、ハイパロン等 

2)性  能  空気漏えい率 0.1vol%/h（-294Pa時）以下 

       グローブボックス内負圧-196～-294Pa 

3)警報装置 ①負圧異常 

負圧警報の設定値は、閉じ込め確保のため負

圧が-49Pa以下及び-490Pa以上になった場合警

報を発する。 

②温度異常上昇 

火災の可能性のあるグローブボックスにつ

いては温度検知器を設置し60℃以上になった

時、警報を発する。 

③溶液の漏えい（必要に応じ） 

グローブボックス床部をドリップトレイと

し、漏えい検知器を設置し漏えいを検出した

時、警報を発する。 

4)その他  ①含鉛アクリル樹脂板（必要に応じ） 

②ハロゲン化物消火設備（火災の発生のおそれの

あるもの） 

 

 

グローブボックス 

(グローブボックスＤ

-1～Ｄ-11,Ｄ-13～Ｄ

-17, Ｄ -19 ～ Ｄ -23

は、原子炉施設である

STACY施設と共用) 

45基 使用施設の各試験で使用するグローブボックスは以下のとお

りである。グローブボックスの代表的な概略図を図7-3(1)に示

す。また、グローブボックスの配置を図4-4(3)～(4)に示す。 

・ＴＲＵ廃棄物試験   Ａ-8～Ａ-13（６基） 

・ＴＲＵ廃棄物除染試験 Ａ-7（１基） 

・ＴＲＵ高温化学試験  Ａ-2～Ａ-5,Ｃ-4（５基） 

・再処理プロセス試験  Ａ-1*,Ｂ-3*,Ｂ-4*,Ｂ-5,Ｂ-6,Ｃ-1, 

Ｃ-2,Ｃ-7,Ｃ-8（９基） 

・分 析        Ｄ-1～Ｄ-6,Ｄ-8～Ｄ-11,Ｄ-13～

Ｄ-15,Ｄ-17,Ｄ-19～Ｄ-23（19基） 

・レーザー遠隔分光分析試験 Ａ-6（１基） 

・デブリ模擬体調製   Ｄ-7,Ｄ-16（２基） 

・アクチノイド化学試験 Ｂ-1*,Ｂ-2*（２基） 

* 研修生の実習はＡ-1,Ｂ-1～Ｂ-4を共用する。 

 

核燃料物質の取扱量：表2-1(3)～(9)に示す。 

臨界管理：グローブボックスを設置する室を単一ユニットとし

て、Ｐｕ-水系の溶液燃料の最小臨界値に安全係数

0.43 を乗じた核的制限値 210g 以下になるよう  
239Ｐｕ換算で質量管理を行う。 

表 7-1に核的制限値を示す。 

耐震設計：プルトニウムを2g以上取り扱うグローブボックスに

ついては耐震Ｂクラスの地震力(1.8Ci)での耐震設

計を行う。 

漏えい対策：必要に応じステンレス鋼ライニングのドリップト

レイ構造とする。 

 

共通概略仕様 

1)材  料  本体    ：ステンレス鋼等 

       窓     ：アクリル樹脂等 

       グローブ：ネオプレン（必要に応じて含鉛ネオ

プレン）、ハイパロン等 

2)性  能  空気漏えい率 0.1vol%/h（-294Pa時）以下 

       グローブボックス内負圧-196～-294Pa 

3)警報装置 ①負圧異常 

負圧警報の設定値は、閉じ込め確保のため負

圧が-49Pa以下及び-490Pa以上になった場合警

報を発する。 

②温度異常上昇 

火災の可能性のあるグローブボックスにつ

いては温度検知器を設置し60℃以上になった

時、警報を発する。 

③溶液の漏えい（必要に応じ） 

グローブボックス床部をドリップトレイと

し、漏えい検知器を設置し漏えいを検出した

時、警報を発する。 

4)その他  ①含鉛アクリル樹脂板（必要に応じ） 

②ハロゲン化物消火設備（火災の発生のおそれの

あるもの） 

 

 

グローブボックス

Ｂ－７の撤去に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス

Ｂ－７の撤去に伴

う修正 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-4 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

フード 

（記載省略） 

 

試験機器 

再処理プロセス試験 ～ ＴＲＵ計測試験 

（記載省略） 

 

試 

験 

機 

器 

ＴＲＵ高温化学

試験 

１式 1.ＴＲＵ塩化物調製装置    １式  鉄セル１内 

  最高使用温度：1500℃ 

 

2.溶融塩電解槽Ａ／Ｂ     １式 

  最高使用温度： 800℃ 

                   鉄セル２内 

3.液体金属電極処理装置    １式 

  最高使用温度：1200℃ 

 

4.酸化還元反応測定装置    １式 

  最高使用温度：1500℃ 

                   鉄セル３内 

5.高温誘導加熱炉       １式 

  最高使用温度：2500℃ 

 

6.ＴＲＵ化合物熱分析装置   １式 

  最高使用温度：1500℃ 

                   分析用ボックス内 

7.高温Ｘ線回折装置      １式 

  試料高温部 最高使用温度：1300℃ 

 

8.高温熱膨張計 

  最高使用温度：1500℃   １式  Ａ－２内 

 

9.ＭＡ元素定量分析装置     １式  Ａ－３内 

 

10.走査型電子顕微鏡       １式 

                   Ｃ－４内 

11.示差走査熱量計       １式 

  最高使用温度：1500℃    

 

アクチノイド化

学試験 

１式 1.質量分析計         １式  実験室(Ⅴ) 

 
 

 

フード 

（変更なし） 

 

試験機器 

再処理プロセス試験 ～ ＴＲＵ計測試験 

（変更なし） 

 

試 

験 

機 

器 

ＴＲＵ高温化学

試験 

１式 1.ＴＲＵ塩化物調製装置    １式  鉄セル１内 

  最高使用温度：1500℃ 

 

2.溶融塩電解槽Ａ／Ｂ     １式 

  最高使用温度： 800℃ 

                   鉄セル２内 

3.液体金属電極処理装置    １式 

  最高使用温度：1200℃ 

 

4.酸化還元反応測定装置    １式 

  最高使用温度：1500℃ 

                   鉄セル３内 

5.高温誘導加熱炉       １式 

  最高使用温度：2500℃ 

 

6.ＴＲＵ化合物熱分析装置   １式 

  最高使用温度：1500℃ 

                   分析用ボックス内 

7.高温Ｘ線回折装置      １式 

  試料高温部 最高使用温度：1300℃ 

 

8.高温熱膨張計 

  最高使用温度：1500℃   １式  Ａ－２内 

 

9.ＭＡ元素定量分析装置     １式  Ａ－３内 

 

10.走査型電子顕微鏡       １式 

                   Ｃ－４内 

11.示差走査熱量計       １式 

  最高使用温度：1500℃    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質量分析計の撤去

に伴う記載の削除 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-5 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

搬送設備 ～ 警報設備 

（記載省略） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 ～ ９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染さ

れた物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

 

表２－１(1) ～ 表２－１(4) 

（記載省略） 

 

 

搬送設備 ～ 警報設備 

（変更なし） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 ～ ９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染さ

れた物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

表２－１(1) ～ 表２－１(4) 

（変更なし） 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-6 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 
 

 

 

 

 

グローブボックス

Ｂ－７の撤去に伴

う記載の削除 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-7 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

表２－１(6) ～ 表２－１(11) 

（記載省略） 

 

 

表２－１(6) ～ 表２－１(11) 

（変更なし） 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-8 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フードＨ－１９及

びＨ－２０におけ

る最大取扱量の変

更 

 

 

 

 

 

 

 

フードＨ－１９及

びＨ－２０におけ

る最大取扱量の変

更 

フードＨ－１９及

びＨ－２０におけ

る最大取扱量の変

更 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-9 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

表２－１(13) ～ 表２－１(14) 

（記載省略） 

 

表７－１ ～ 表８－１ 

（記載省略） 

 

表９－１ 液体廃棄物の管理の方法 

 

液体廃棄物の区分 管 理 の 方 法 

液 

体 

廃 

棄 

物 

の 

管 

理 

アルファ廃液 アルファ廃液はグローブボックス内で固型化の措置を行い、ア

ルファ固体廃棄物として放射性廃棄物処理場に引き渡す。本施

設においては、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた

期間、本施設内の保管廃棄施設において保管する。 

ベータ・

ガンマ廃

液 

Ｂ－１を超え

る廃液 

Ｂ－１を超える廃液(3.7×10４Bq/cm３以上)は、高レベル廃液

貯槽で保管する。 

 

Ｂ－１廃液 Ｂ－１廃液(3.7×10１Bq/cm３以上 3.7×10４Bq/cm３未満)は、中

レベル廃液貯槽に一時貯留後、廃液輸送車で原子力科学研究所

の放射性廃棄物処理場へ搬出する。 

Ａ廃液 Ａ廃液(3.7×10－１Bq/cm３以上 3.7×10１Bq/cm３未満*)は、低レ

ベル廃液貯槽に一時貯留後、廃液輸送車で原子力科学研究所の

放射性廃棄物処理場へ搬出する。 

（* トリチウムについては 3.7×10３Bq/cm３以上 3.7×10５

Bq/cm３未満） 

Ａ未満廃液 Ａ未満廃液(周辺監視区域外の水中濃度限度を超え3.7×10－１

Bq/cm３未満**)のうち、グローブボックスで発生した廃液は、

集水槽(Ⅱ)で放射性物質の濃度を測定し、規定値以下であるこ

とを確認した後、極低レベル廃液貯槽へ移送する。手洗水等は、

発生する階層に応じて重力流又は、排水槽(Ⅱ)を経由したポン

プ移送により、また、蒸気設備で発生する蒸気の凝縮水は直接、

極低レベル廃液貯槽へ移送する。極低レベル廃液貯槽の廃液は

放射性物質の濃度を測定し、その濃度が排水に係る放射性物質

の濃度限度以下であることを確認の上、一般排水溝へ排出す

る。また、廃液輸送車で原子力科学研究所の放射性廃棄物処理

場へ搬出する系統を設ける。集水槽(Ⅱ)及び極低レベル廃液貯

槽の廃液の放射性物質の濃度が基準値を超えた場合には、低レ

ベル廃液貯槽に移送する。中レベル廃液貯槽の廃液の採取はフ

ード内で行う。 

（** トリチウムについては3.7×10３Bq/cm３未満） 

有機廃液 有機溶媒(Ⅰ) 

 

有機廃液は、含まれる有機溶媒の種類に応じて有機溶媒(Ⅰ)及

び(Ⅱ)に分類し、有機廃液貯槽に保管する。 

 有機溶媒(Ⅱ) 

 

 

表９－２ ～ 図２－６ 

（記載省略） 

 

 

表２－１(13) ～ 表２－１(14) 

（変更なし） 

 

表７－１ ～ 表８－１ 

（変更なし） 

 

表９－１ 液体廃棄物の管理の方法 

 

液体廃棄物の区分 管 理 の 方 法 

液 

体 

廃 

棄 

物 

の 

管 

理 

アルファ廃液 アルファ廃液はグローブボックス内で固型化の措置を行い、ア

ルファ固体廃棄物として放射性廃棄物処理場に引き渡す。本施

設においては、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた

期間、本施設内の保管廃棄施設において保管する。 

ベータ・

ガンマ廃

液 

Ｂを超える廃

液 

Ｂを超える廃液(3.7×10３Bq/cm３以上)は、高レベル廃液貯槽

で保管する。 

 

Ｂ廃液 Ｂ廃液(3.7×10１Bq/cm３以上 3.7×10３Bq/cm３未満)は、中レベ

ル廃液貯槽に一時貯留後、廃液輸送車で原子力科学研究所の放

射性廃棄物処理場へ搬出する。 

Ａ廃液 Ａ廃液(3.7×10－１Bq/cm３以上 3.7×10１Bq/cm３未満*)は、低レ

ベル廃液貯槽に一時貯留後、廃液輸送車で原子力科学研究所の

放射性廃棄物処理場へ搬出する。 

（* トリチウムについては 3.7×10３Bq/cm３以上 3.7×10５

Bq/cm３未満） 

Ａ未満廃液 Ａ未満廃液(周辺監視区域外の水中濃度限度を超え3.7×10－１

Bq/cm３未満**)のうち、グローブボックスで発生した廃液は、

集水槽(Ⅱ)で放射性物質の濃度を測定し、規定値以下であるこ

とを確認した後、極低レベル廃液貯槽へ移送する。手洗水等は、

発生する階層に応じて重力流又は、排水槽(Ⅱ)を経由したポン

プ移送により、また、蒸気設備で発生する蒸気の凝縮水は直接、

極低レベル廃液貯槽へ移送する。極低レベル廃液貯槽の廃液は

放射性物質の濃度を測定し、その濃度が排水に係る放射性物質

の濃度限度以下であることを確認の上、一般排水溝へ排出す

る。また、廃液輸送車で原子力科学研究所の放射性廃棄物処理

場へ搬出する系統を設ける。集水槽(Ⅱ)及び極低レベル廃液貯

槽の廃液の放射性物質の濃度が基準値を超えた場合には、低レ

ベル廃液貯槽に移送する。中レベル廃液貯槽の廃液の採取はフ

ード内で行う。 

（** トリチウムについては3.7×10３Bq/cm３未満） 

有機廃液 有機溶媒(Ⅰ) 

 

有機廃液は、含まれる有機溶媒の種類に応じて有機溶媒(Ⅰ)及

び(Ⅱ)に分類し、有機廃液貯槽に保管する。 

 有機溶媒(Ⅱ) 

 

 

表９－２ ～ 図２－６ 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の区分

変更に伴う記載の

変更 

液体廃棄物の区分

変更に伴う記載の

変更 
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本文-13 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

図９－２ ～ 図９－３  

（記載省略） 

 

 

図９－２ ～ 図９－３  

（変更なし） 
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バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

添付書類１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和 32 年法律第 166号）第 53条第 2号に規定する使用施設等の位置、

構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するもの 

を除く。） 
 

（バックエンド研究施設） 
 

 

 

添付書類１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和 32 年法律第 166号）第 53条第 2号に規定する使用施設等の位置、

構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するもの 

を除く。） 
 

（バックエンド研究施設） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（記載省略） 

 

 

1. 閉じ込めの機能 

1.1 概要 ～ 1.4 平成 25年 12月 18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 

（記載省略） 

 

 

 

 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（変更なし） 

 

 

1. 閉じ込めの機能 

1.1 概要 ～ 1.4 平成 25年 12月 18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

2. 遮蔽 

2.1 概要 ～ 2.2.1 コンクリートセル 

（記載省略） 

 

2.2.2 廃液貯槽室等 

2.2.2.1 概要 

廃液貯槽室等で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係

る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることは

ない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。 

 

2.2.2.2 実効線量評価 

廃液貯槽室等に係る実効線量評価では、点検等で一時的に立ち入る場所及び人が常時立ち入る

場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、使用施設に起因する内部被ばくの

おそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1.参照） 

 

(1) 廃液貯槽室等に起因する線量 

1) 計算条件 

廃液貯槽室等に起因する線源条件は、表 2.2.2-(1)による。 

セルの遮蔽能力評価で用いた使用済ＵＯ２燃料又は使用済ＭＯＸ燃料からプルトニウム及び

ウランを除いた溶液が、それぞれの貯槽に受け入れる放射性物質の濃度の基準値上限で保管さ

れているものとする。さらに、Ｕ貯槽にはウラン 24kg及びプルトニウム 50g、Ｐｕ貯槽にはプ

ルトニウム 200g及びウラン 10gが含まれているものとする。 

各種溶液を保管する貯槽には、交互使用の貯槽又は緊急時のための予備貯槽が設けられてい

る。したがって、常時すべての貯槽に溶液が満たされているわけではないが、遮蔽能力の評価

は、すべての貯槽が満液の状態で行う。 

2) 計算方法 

計算コードは一次元Ｓｎ輸送計算のＡＮＩＳＮ（1）を使用し、中性子線線量率及びガンマ線線

量率を計算する。群定数はＤＬＣ－２３Ｅライブラリを使用する。エネルギ群数は中性子線22

群及びガンマ線18群、計40群として計算する。実効線量換算係数はICRP Publication 74（2）を

用いて作成したものを使用する。 

線源は、中レベル廃液貯槽については点線源とし、それ以外の貯槽等については、それぞれ

の貯槽容量に相当する球状であるものとし、計算結果は、ＵＯ２燃料及びＭＯＸ燃料それぞれ

の線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。 
計算モデルは、図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに

近似して計算する。 

遮蔽能力評価のための貯槽の配置と評価点との関係を図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示す。

図2.2.2-(1)には、遮蔽能力評価で考慮する壁、背面扉の位置と遮蔽評価上の寸法も示す。 

評価点は、点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界で、こ

れらの評価点は、他の貯槽からの影響も考慮して線量率が最大となる位置とし、具体的には以

下のとおりである。（ ）内の記号は、図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示す線量率の評価点であ

る。 

なお、廃液貯槽室等には通常人は立ち入らない。 

① 常時立ち入る場所 

実験室(Ⅶ)-3に接した壁     （Ｓ－１） 

② 点検等で一時的に立ち入る場所 

廃液処理室(Ⅳ)-1に接した壁   （Ｓ－13） 

廃液処理室(Ⅳ)-1に接した扉   （Ｓ－３、Ｓ－８、Ｓ－15） 

実験室(Ⅶ)-1に接した壁     （Ｓ－２、Ｓ－４、Ｓ－14） 

廃液貯槽室(Ⅴ)に接した壁及び扉 （Ｓ－５、Ｓ－９） 

廃液貯槽室(Ⅷ)に接した壁    （Ｓ－６） 

廃液貯槽室(Ⅷ)に接した扉    （Ｓ－10） 

 

2. 遮蔽 

2.1 概要 ～ 2.2.1 コンクリートセル 

（変更なし） 

 

2.2.2 廃液貯槽室等 

2.2.2.1 概要 

廃液貯槽室等で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に係

る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることは

ない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。 

 

2.2.2.2 実効線量評価 

廃液貯槽室等に係る実効線量評価では、点検等で一時的に立ち入る場所及び人が常時立ち入る

場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、使用施設に起因する内部被ばくの

おそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1.参照） 

 

(1) 廃液貯槽室等に起因する線量 

1) 計算条件 

廃液貯槽室等に起因する線源条件は、表 2.2.2-(1)による。 

セルの遮蔽能力評価で用いた使用済ＵＯ２燃料又は使用済ＭＯＸ燃料からプルトニウム及び

ウランを除いた溶液が、それぞれの貯槽に受け入れる放射性物質の濃度の基準値上限で保管さ

れているものとする。さらに、Ｕ貯槽にはウラン 24kg及びプルトニウム 50g、Ｐｕ貯槽にはプ

ルトニウム 200g及びウラン 10gが含まれているものとする。 

各種溶液を保管する貯槽には、交互使用の貯槽又は緊急時のための予備貯槽が設けられてい

る。したがって、常時すべての貯槽に溶液が満たされているわけではないが、遮蔽能力の評価

は、すべての貯槽が満液の状態で行う。 

2) 計算方法 

計算コードは一次元Ｓｎ輸送計算のＡＮＩＳＮ（1）を使用し、中性子線線量率及びガンマ線線

量率を計算する。群定数はＤＬＣ－２３Ｅライブラリを使用する。エネルギ群数は中性子線22

群及びガンマ線18群、計40群として計算する。実効線量換算係数はICRP Publication 74（2）を

用いて作成したものを使用する。 

線源は、中レベル廃液貯槽については点線源とし、それ以外の貯槽等については、それぞれ

の貯槽容量に相当する球状であるものとし、計算結果は、ＵＯ２燃料及びＭＯＸ燃料それぞれ

の線源条件で計算を行い、値の大きい方を記載している。 
計算モデルは、図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに

近似して計算する。 

遮蔽能力評価のための貯槽の配置と評価点との関係を図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示す。

図2.2.2-(1)には、遮蔽能力評価で考慮する壁、背面扉の位置と遮蔽評価上の寸法も示す。 

評価点は、点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界で、こ

れらの評価点は、他の貯槽からの影響も考慮して線量率が最大となる位置とし、具体的には以

下のとおりである。（ ）内の記号は、図2.2.2-(1)及び図2.2.2-(2)に示す線量率の評価点であ

る。 

なお、廃液貯槽室等には通常人は立ち入らない。 

① 常時立ち入る場所 

実験室(Ⅶ)-3に接した壁     （Ｓ－１） 

② 点検等で一時的に立ち入る場所 

廃液処理室(Ⅳ)-1に接した壁   （Ｓ－13） 

廃液処理室(Ⅳ)-1に接した扉   （Ｓ－３、Ｓ－８、Ｓ－15） 

実験室(Ⅶ)-1に接した壁     （Ｓ－２、Ｓ－４、Ｓ－14） 

廃液貯槽室(Ⅴ)に接した壁及び扉 （Ｓ－５、Ｓ－９） 

廃液貯槽室(Ⅷ)に接した壁    （Ｓ－６） 

廃液貯槽室(Ⅷ)に接した扉    （Ｓ－10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-4 

変 更 前 変 更 後 備 考 

なお、低レベル廃液貯槽及び極低レベル廃液貯槽については、貯槽表面でそれぞれ４μ

Sv/h及び１μSv/h以下の結果を得ている。 

③ 管理区域境界 

建家南壁   （Ｓ－２Ａ、Ｓ－４Ａ、Ｓ－14Ａ、Ｓ－22Ａ、Ｓ－23Ａ、Ｓ－24Ａ） 

3) 評価結果 

廃液貯槽室等で使用する核燃料物質に起因する点検等で一時的に立ち入る場所の実効線量

は、立入時間を50時間/年とし、廃液貯槽室(Ⅴ)（Ｓ－９）において最大で4.13mSv/年、人が常

時立ち入る場所の実効線量は、立入時間を40時間/週とし、実験室(Ⅶ)-3（Ｓ－１）において最

大で1.75×10-6mSv/週、管理区域境界の実効線量は、建家南壁（Ｓ－４Ａ）において最大で

1.05×10-2mSv/3月となる。 

各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.2.2-(2)～(4)に示す。 

 

(2) 廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量 

1) 計算条件 

廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、2.2.1、2.2.3、2.3.1

～2.3.10による。 

2) 計算方法 

廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の計算は、廃

液貯槽室等の各種溶液に起因する線量の計算方法と同様の方法で行う。評価位置は、図 2.2.2-

(1)及び図 2.2.2-(2)に示した廃液貯槽室等の各種溶液に起因する線量の評価点と同じとする。 

3) 評価結果 

点検等で一時的に立ち入る場所における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵施

設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で4.5mSv/年となり、４月１日を始期と

する１年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年４月１日以後５年ごとに

区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 

人が常時立ち入る場所における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保

管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で6.3×10-2mSv/週となる。 

管理区域境界における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施

設に起因する実効線量の合計は、最大で9.8×10-1mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月

を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 

各評価位置における計算結果まとめを表2.2.2-(5)に示す。 

 

 

2.2.3 鉄セル及びグローブボックス 

（記載省略） 

 

2.3 平成 25年 12月 18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 

2.3.1 保管廃棄施設 ～ 2.3.7 使用を終了し、維持管理する設備 

（記載省略） 

 

2.3.8 新たに使用の目的及び方法に追加するアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する設備  

2.3.8.1 （削除） 

（記載省略） 

 

2.3.8.2 実験室（Ⅴ） 

2.3.8.2.1 概要 

アクチノイド分析技術に関する研究開発で使用していた実験室（Ⅴ）の設備は、使用の目的及

び方法を変更してアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する。 

本施設では、実験室（Ⅴ）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管

理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超

えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。 

 

なお、低レベル廃液貯槽及び極低レベル廃液貯槽については、貯槽表面でそれぞれ４μ

Sv/h及び１μSv/h以下の結果を得ている。 

③ 管理区域境界 

建家南壁   （Ｓ－２Ａ、Ｓ－４Ａ、Ｓ－14Ａ、Ｓ－22Ａ、Ｓ－23Ａ、Ｓ－24Ａ） 

3) 評価結果 

廃液貯槽室等で使用する核燃料物質に起因する点検等で一時的に立ち入る場所の実効線量

は、立入時間を50時間/年とし、廃液貯槽室(Ⅴ)（Ｓ－９）において最大で4.13mSv/年、人が常

時立ち入る場所の実効線量は、立入時間を40時間/週とし、実験室(Ⅶ)-3（Ｓ－１）において最

大で1.75×10-7mSv/週、管理区域境界の実効線量は、建家南壁（Ｓ－４Ａ）において最大で

1.05×10-2mSv/3月となる。 

各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.2.2-(2)～(4)に示す。 

 

(2) 廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量 

1) 計算条件 

廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、2.2.1、2.2.3、2.3.1

～2.3.10による。 

2) 計算方法 

廃液貯槽室等周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の計算は、廃

液貯槽室等の各種溶液に起因する線量の計算方法と同様の方法で行う。評価位置は、図 2.2.2-

(1)及び図 2.2.2-(2)に示した廃液貯槽室等の各種溶液に起因する線量の評価点と同じとする。 

3) 評価結果 

点検等で一時的に立ち入る場所における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵施

設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で4.5mSv/年となり、４月１日を始期と

する１年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年４月１日以後５年ごとに

区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 

人が常時立ち入る場所における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保

管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で6.3×10-2mSv/週となる。 

管理区域境界における廃液貯槽室等の各種溶液、周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施

設に起因する実効線量の合計は、最大で9.8×10-1mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月

を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 

各評価位置における計算結果まとめを表2.2.2-(5)に示す。 

 

 

2.2.3 鉄セル及びグローブボックス 

（変更なし） 

 

2.3 平成 25年 12月 18日以降に変更又は追加した設備・機器等の適合性 

2.3.1 保管廃棄施設 ～ 2.3.7 使用を終了し、維持管理する設備 

（変更なし） 

 

2.3.8 新たに使用の目的及び方法に追加するアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する設備  

2.3.8.1 （削除） 

（変更なし） 

 

2.3.8.2 実験室（Ⅴ） 

2.3.8.2.1 概要 

アクチノイド分析技術に関する研究開発で使用していた実験室（Ⅴ）の設備は、使用の目的及

び方法を変更してアクチノイド化学に関する研究開発にて使用する。 

本施設では、実験室（Ⅴ）で使用する核燃料物質に起因する実効線量が、線量告示で定める「管

理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超

えることはない。また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の区分変更

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

2.3.8.2.2 実効線量評価 

実験室（Ⅴ）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量に

ついて評価する。なお、実験室（Ⅴ）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放

射線による評価を行う。（1.参照） 

 

(1) 実験室（Ⅴ）に起因する線量 

1) 計算条件 

実験室（Ⅴ）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。 

① 核燃料物質量は、実験室（Ⅴ）内のグローブボックス及びフードの最大取扱量とし、グ

ローブボックス及びフードに存在しているものとする。 

② 線量率の評価にあたっては、実験室（Ⅴ）内のグローブボックス及びフードの線源から

の影響を考慮する。人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、実験室（Ⅴ）で

使用する核燃料物質に起因する線量率が最大となる位置とする。 

③ 核燃料物質の組成は、2.3.2と同様とする。 

④ 実験室（Ⅴ）内の人が常時立ち入る場所については40時間/週、実験室（Ⅴ）から最も近

い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。 

2) 計算方法 

2.3.1と同様の方法で行う。 

計算モデルは、図2.3.8-(2)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算す

る。 

3) 評価結果 

実験室（Ⅴ）の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で5.6×  

10-2mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で9.4×10-8mSv/3月となる。各評価位置

における計算条件及び計算結果を表2.3.8-(4)及び表2.3.8-(5)に示す。 

 

(2) 実験室（Ⅴ）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量 

1) 計算条件 

実験室（Ⅴ）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、2.2.1～2.2.3、2.3.1

～2.3.10による。 

2) 計算方法 

2.3.1と同様の方法で行う。評価位置は、図2.3.8-(2)に示した実験室（Ⅴ）に起因する線量

の評価点と同じとする。 

3) 評価結果 

実験室（Ⅴ）の人が常時立ち入る場所における実験室（Ⅴ）、実験室（Ⅴ）周辺の使用施設、

貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で8.1×10-2mSv/週であり、放射

線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、4.05mSv/年となる。このため４月１日を始期と

する１年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年４月１日以後５年ごとに

区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 

管理区域境界における実験室（Ⅴ）、実験室（Ⅴ）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施

設に起因する実効線量の合計は、最大で1.4×10-2mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月

を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 

各評価位置における計算結果まとめを表2.3.8-(6)に示す。 

 

 

2.3.9 使用済燃料の最大取扱量を追加する実験室（Ⅵ）及び精密測定室 ～ 2.3.14 室の使用場

所に追加する実験室（Ⅲ） 

（記載省略） 

 

参考文献 

（記載省略） 

2.3.8.2.2 実効線量評価 

実験室（Ⅴ）に係る実効線量評価では、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量に

ついて評価する。なお、実験室（Ⅴ）に起因する内部被ばくのおそれは極めて低いので、外部放

射線による評価を行う。（1.参照） 

 

(1) 実験室（Ⅴ）に起因する線量 

1) 計算条件 

実験室（Ⅴ）で使用する核燃料物質に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。 

① 核燃料物質量は、実験室（Ⅴ）内のフードの最大取扱量とし、フードに存在しているも

のとする。 

② 線量率の評価にあたっては、実験室（Ⅴ）内のフードの線源からの影響を考慮する。人

が常時立ち入る場所及び管理区域境界の評価点は、実験室（Ⅴ）で使用する核燃料物質に

起因する線量率が最大となる位置とする。 

③ 核燃料物質の組成は、2.3.2と同様とする。 

④ 実験室（Ⅴ）内の人が常時立ち入る場所については40時間/週、実験室（Ⅴ）から最も近

い管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。 

2) 計算方法 

2.3.1と同様の方法で行う。 

計算モデルは、図2.3.8-(2)に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算す

る。 

3) 評価結果 

実験室（Ⅴ）の核燃料物質に起因する、人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で2.99×  

10-3mSv/週、管理区域境界の実効線量については、最大で4.01×10-8mSv/3月となる。各評価位置

における計算条件及び計算結果を表2.3.8-(4)及び表2.3.8-(5)に示す。 

 

(2) 実験室（Ⅴ）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する線量 

1) 計算条件 

実験室（Ⅴ）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設の線源条件は、2.2.1～2.2.3、2.3.1

～2.3.10による。 

2) 計算方法 

2.3.1と同様の方法で行う。評価位置は、図2.3.8-(2)に示した実験室（Ⅴ）に起因する線量

の評価点と同じとする。 

3) 評価結果 

実験室（Ⅴ）の人が常時立ち入る場所における実験室（Ⅴ）、実験室（Ⅴ）周辺の使用施設、

貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実効線量の合計は、最大で7.5×10-2mSv/週であり、放射

線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は、3.8mSv/年となる。このため４月１日を始期とす

る１年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、平成13年４月１日以後５年ごとに区

分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 

管理区域境界における実験室（Ⅴ）、実験室（Ⅴ）周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施

設に起因する実効線量の合計は、最大で1.4×10-2mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月

を超えることはない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 

各評価位置における計算結果まとめを表2.3.8-(6)に示す。 

 

 

2.3.9 使用済燃料の最大取扱量を追加する実験室（Ⅵ）及び精密測定室 ～ 2.3.14 室の使用場

所に追加する実験室（Ⅲ） 

（変更なし） 

 

参考文献 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックスＢ－

７の撤去に伴う記載の

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックスＢ－

７の撤去に伴う記載の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックスＢ－

７の撤去に伴う記載の

変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

 

表 2.2.1-(1) 線量率評価結果(受入セル) ～ 表 2.2.1-(8) コンクリートセルに係る点検等で一

時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ 

（記載省略） 

 

 

表 2.2.2-(1) 廃液貯槽室等の線源条件 

 

室名 機器名 
放射能濃度*1 

(Bq/m3) 

容量 

(m3) 

モデル化形状 

半径(cm)× 

高さ(cm) 

計算 

コード 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-1 
中レベル廃液貯槽Ａ 3.7×1010 2.5 

点線源 

(体積 1cm3の球) 

ＡＮＩＳＮ 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-1 
中レベル廃液貯槽Ｂ 3.7×1010 2.5 

点線源 

(体積 1cm3の球) 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-2 
高レベル廃液貯槽Ａ 4.07×1015 1.0 半径 62cmの球 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-3 
高レベル廃液貯槽Ｂ 4.07×1015 1.0 半径 62cmの球 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-4 
有機廃液貯槽(Ⅱ) 2.22×1013 1.0 半径 62cmの球 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-5 
有機廃液貯槽(Ⅰ)Ｂ 2.22×1013 1.0 半径 62cmの球 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-6 
有機廃液貯槽(Ⅰ)Ａ 1.85×1011 1.0 半径 62cmの球 

Ｐｕ・Ｕ 

溶液貯蔵室 
Ｕ貯槽 

7.4×1011 

(UO2:2.65×1014 

MOX:3.4×1014) 

*2 

0.11 半径 30cmの球 

Ｐｕ・Ｕ 

溶液貯蔵室 
Ｐｕ貯槽 

3.7×1013 

(UO2:1.95×1015 

MOX:2.49×1015) 

*3 

0.06 半径 24.3cmの球 

*1 使用燃料からプルトニウム及びウランを除いた溶液の放射能濃度 

*2 プルトニウム 50gの放射能濃度 

*3 プルトニウム 200gの放射能濃度 

 

 

表 2.2.2-(2) 線量率評価結果(廃液貯槽室等) ～ 表 2.2.2-(3) 線量率評価結果(廃液貯槽室等) 

（記載省略） 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.2.1-(1) 線量率評価結果(受入セル) ～ 表 2.2.1-(8) コンクリートセルに係る点検等で一

時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ 

（変更なし） 

 

 

表 2.2.2-(1) 廃液貯槽室等の線源条件 

 

室名 機器名 
放射能濃度*1 

(Bq/m3) 

容量 

(m3) 

モデル化形状 

半径(cm)× 

高さ(cm) 

計算 

コード 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-1 
中レベル廃液貯槽Ａ 3.7×109 2.5 

点線源 

(体積 1cm3の球) 

ＡＮＩＳＮ 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-1 
中レベル廃液貯槽Ｂ 3.7×109 2.5 

点線源 

(体積 1cm3の球) 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-2 
高レベル廃液貯槽Ａ 4.07×1015 1.0 半径 62cmの球 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-3 
高レベル廃液貯槽Ｂ 4.07×1015 1.0 半径 62cmの球 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-4 
有機廃液貯槽(Ⅱ) 2.22×1013 1.0 半径 62cmの球 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-5 
有機廃液貯槽(Ⅰ)Ｂ 2.22×1013 1.0 半径 62cmの球 

廃液貯槽室 

(Ⅵ)-6 
有機廃液貯槽(Ⅰ)Ａ 1.85×1011 1.0 半径 62cmの球 

Ｐｕ・Ｕ 

溶液貯蔵室 
Ｕ貯槽 

7.4×1011 

(UO2:2.65×1014 

MOX:3.4×1014) 

*2 

0.11 半径 30cmの球 

Ｐｕ・Ｕ 

溶液貯蔵室 
Ｐｕ貯槽 

3.7×1013 

(UO2:1.95×1015 

MOX:2.49×1015) 

*3 

0.06 半径 24.3cmの球 

*1 使用燃料からプルトニウム及びウランを除いた溶液の放射能濃度 

*2 プルトニウム 50gの放射能濃度 

*3 プルトニウム 200gの放射能濃度 

 

 

表 2.2.2-(2) 線量率評価結果(廃液貯槽室等) ～ 表 2.2.2-(3) 線量率評価結果(廃液貯槽室等) 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の区分変更

に伴う記載の変更 

 

液体廃棄物の区分変更

に伴う記載の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-7 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

表 2.2.2-(4) 廃液貯槽室等に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 

 

評価位置 線源条件 遮蔽体厚さ 線源か

ら評価

点まで

の距離 

(cm) 

計算結果 

(mSv/3月) 記号 位置名 線源位置 

普通 

コンク

リート 

(cm) 

鉄 

(cm) 

S-2A 建家南壁 中レベル廃液貯槽 140 ― 855 3.38×10-6 

S-4A 建家南壁 高レベル廃液貯槽 165 ― 815 1.05×10-2 

S-14A 建家南壁 

Ｕ貯槽 140 ― 745 

2.59×10-3 

Ｐｕ貯槽 140 ― 745 

S-22A 建家南壁 有機廃液貯槽(Ⅱ) 140 ― 772 5.95×10-4 

S-23A 建家南壁 有機廃液貯槽(Ⅰ)Ｂ 140 ― 772 5.95×10-4 

S-24A 建家南壁 有機廃液貯槽(Ⅰ)Ａ 140 ― 772 4.96×10-6 

 

 

 

表 2.2.2-(5) 廃液貯槽室等に係る点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区

域境界の計算結果まとめ ～ 表 2.3.8-(3) （削除） 

（記載省略） 

 

 

 

表 2.3.8-(4) 実験室(Ⅴ)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 

 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から

評価点ま

での距離 

評価時間 

(h/週) 

計算結果 

(mSv/週) 

No. 位置名 

M-1 

実験室 

(Ⅴ) 

グローブ

ボックス

Ｂ－７ 

グローブボ

ックスの表

面から

10cm 

－ 40cm 40 5.6×10-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.2.2-(4) 廃液貯槽室等に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 

 

評価位置 線源条件 遮蔽体厚さ 線源か

ら評価

点まで

の距離 

(cm) 

計算結果 

(mSv/3月) 記号 位置名 線源位置 

普通 

コンク

リート 

(cm) 

鉄 

(cm) 

S-2A 建家南壁 中レベル廃液貯槽 140 ― 855 3.38×10-7 

S-4A 建家南壁 高レベル廃液貯槽 165 ― 815 1.05×10-2 

S-14A 建家南壁 

Ｕ貯槽 140 ― 745 

2.59×10-3 

Ｐｕ貯槽 140 ― 745 

S-22A 建家南壁 有機廃液貯槽(Ⅱ) 140 ― 772 5.95×10-4 

S-23A 建家南壁 有機廃液貯槽(Ⅰ)Ｂ 140 ― 772 5.95×10-4 

S-24A 建家南壁 有機廃液貯槽(Ⅰ)Ａ 140 ― 772 4.96×10-6 

 

 

 

表 2.2.2-(5) 廃液貯槽室等に係る点検等で一時的に立ち入る場所、人が常時立ち入る場所、管理区

域境界の計算結果まとめ ～ 表 2.3.8-(3) （削除） 

（変更なし） 

 

 

 

表 2.3.8-(4) 実験室(Ⅴ)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 

 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から

評価点ま

での距離 

評価時間 

(h/週) 

計算結果 

(mSv/週) 

No. 位置名 

M-1 

実験室 

(Ⅴ) 

フード 

Ｈ－19 

フードの表

面から

10cm 

－ 40cm 40 2.99×10-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の区分変更

に伴う記載の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックスＢ－

７の撤去に伴う記載の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-8 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

表 2.3.8-(5) 実験室(Ⅴ)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 

 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から

評価点ま

での距離 

評価時間 

(h/3月) 

計算結果 

(mSv/3月) 

No. 位置名 

M-2 建家北壁 
実験室 

(Ⅴ) 

普通コンクリート 

55cm 
1335cm 500 9.4×10-8 

 

 

 

表2.3.8-(6) 実験室(Ⅴ)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結

果まとめ 

(実験室(Ⅴ)及び実験室(Ⅴ)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実

効線量の合計) 

 

放射線業務従事者 

(mSv/年) 

人が常時立ち入る場所

(mSv/週) 

管理区域境界 

(mSv/3月) 

4.05 8.1×10-2 1.4×10-2 

 

 

 

表 2.3.9-(1) 実験室(Ⅵ)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.3.14-(3) 

実験室(Ⅲ)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ 

（記載省略） 

 

表 2.3.8-(5) 実験室(Ⅴ)に係る管理区域境界の計算条件及び計算結果 

 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から

評価点ま

での距離 

評価時間 

(h/3月) 

計算結果 

(mSv/3月) 

No. 位置名 

M-2 建家北壁 
実験室 

(Ⅴ) 

普通コンクリート 

55cm 
1635cm 500 4.01×10-8 

 

 

 

表2.3.8-(6) 実験室(Ⅴ)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結

果まとめ 

(実験室(Ⅴ)及び実験室(Ⅴ)周辺の使用施設、貯蔵施設及び保管廃棄施設に起因する実

効線量の合計) 

 

放射線業務従事者 

(mSv/年) 

人が常時立ち入る場所

(mSv/週) 

管理区域境界 

(mSv/3月) 

3.8 7.5×10-2 1.4×10-2 

 

 

 

表 2.3.9-(1) 実験室(Ⅵ)に係る人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 ～ 表 2.3.14-(3) 

実験室(Ⅲ)に係る放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックスＢ－

７の撤去に伴う記載の

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックスＢ－

７の撤去に伴う記載の

変更 









バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-12 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

3. 火災等による損傷の防止 

（記載省略） 

 

4. 立入りの防止 

（記載省略） 

 

5. 自然現象による影響の考慮 

（記載省略） 

 

6. 核燃料物質の臨界の防止 

（記載省略） 

 

7. 使用前検査対象施設の地盤 

（記載省略） 

 

8. 地震による損傷の防止 

（記載省略） 

 

9. 津波による損傷の防止 

（記載省略） 

 

10. 外部からの衝撃による損傷の防止 

（記載省略） 

 

11. 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

（記載省略） 

 

12. 溢水による損傷の防止 

（記載省略） 

 

13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

（記載省略） 

 

14. 飛散物による損傷の防止 

（記載省略） 

 

15. 重要度に応じた安全機能の確保 

（記載省略） 

 

16. 環境条件を考慮した設計 

（記載省略） 

 

17. 検査等を考慮した設計 

（記載省略） 

 

18. 使用前検査対象施設の共用 

（記載省略） 

 

19. 誤操作の防止 

（記載省略） 

 

 

3. 火災等による損傷の防止 

（変更なし） 

 

4. 立入りの防止 

（変更なし） 

 

5. 自然現象による影響の考慮 

（変更なし） 

 

6. 核燃料物質の臨界の防止 

（変更なし） 

 

7. 使用前検査対象施設の地盤 

（変更なし） 

 

8. 地震による損傷の防止 

（変更なし） 

 

9. 津波による損傷の防止 

（変更なし） 

 

10. 外部からの衝撃による損傷の防止 

（変更なし） 

 

11. 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

（変更なし） 

 

12. 溢水による損傷の防止 

（変更なし） 

 

13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

（変更なし） 

 

14. 飛散物による損傷の防止 

（変更なし） 

 

15. 重要度に応じた安全機能の確保 

（変更なし） 

 

16. 環境条件を考慮した設計 

（変更なし） 

 

17. 検査等を考慮した設計 

（変更なし） 

 

18. 使用前検査対象施設の共用 

（変更なし） 

 

19. 誤操作の防止 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-13 

変 更 前 変 更 後 備 考 

20. 安全避難通路等 

（記載省略） 

 

21. 設計評価事故時の放射線障害の防止 

（記載省略） 

 

22. 貯蔵施設 

（記載省略） 

 

23. 廃棄施設 

23.1 気体廃棄施設 

（記載省略） 

 

23.2 液体廃棄施設 

23.2.1 廃棄の方法 

（記載省略） 

 

23.2.2 処理方法 

(1) アルファ廃液 

アルファ廃液は、ＴＲＵ廃棄物試験、再処理プロセス試験等のグローブボックス内での試験の

際に発生するプルトニウムを含む廃液であり、グローブボックス内で固化した後、α固体廃棄物

として放射性廃棄物処理場に引き渡す。 

 

(2) ベータ・ガンマ廃液 

1) Ｂ－１を超える廃液 

Ｂ－１を超える廃液は、セル内における再処理プロセス試験の際に発生する放射性物質の濃

度が 3.7×10４Bq/cm3以上の廃液（トリチウムについては、3.7×10５Bq/cm3以上）であり、高レ

ベル廃液貯槽に保管する。 

2) Ｂ－１廃液 

Ｂ－１廃液は、セル内における再処理プロセス試験等の際に発生する放射性物質の濃度が

3.7×10１Bq/cm3以上、3.7×10４Bq/cm3未満の廃液であり、中レベル廃液貯槽に一時保管後、廃

液輸送車で原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場へ搬出する。 

3) Ａ廃液 

Ａ廃液は、セル内における再処理プロセス試験等の際に発生する放射性物質の濃度が

3.7×10－１Bq/cm3 以上、3.7×10１Bq/cm3 未満の廃液（トリチウムについては、3.7×10３Bq/cm3

以上、3.7×10５Bq/cm3未満）であり、低レベル廃液貯槽に一時貯留後、廃液輸送車で原子力科

学研究所の放射性廃棄物処理場へ搬出する。 

4) Ａ未満廃液 

Ａ未満廃液は、管理区域の手洗水、蒸気設備で発生する蒸気の凝縮水等であり、極低レベル

廃液貯槽に一時貯留後、放射性物質の濃度を測定し、その濃度が排水に係る放射性物質の濃度

限度以下であることを確認の上、一般排水溝へ排出する。廃液輸送車で原子力科学研究所の放

射性廃棄物処理場へ搬出する系統を設ける。 

 

(3) 有機廃液  

（記載省略） 

 

23.2.3 推定発生量 ～ 23.2.5 平成 25 年 12 月 18 日以降に変更又は追加した設備・機器等の適

合性 

（記載省略） 

 

23.3 固体廃棄施設 

（記載省略） 

20. 安全避難通路等 

（変更なし） 

 

21. 設計評価事故時の放射線障害の防止 

（変更なし） 

 

22. 貯蔵施設 

（変更なし） 

 

23. 廃棄施設 

23.1 気体廃棄施設 

（変更なし） 

 

23.2 液体廃棄施設 

23.2.1 廃棄の方法 

（変更なし） 

 

23.2.2 処理方法 

(1) アルファ廃液 

アルファ廃液は、ＴＲＵ廃棄物試験、再処理プロセス試験等のグローブボックス内での試験の

際に発生するプルトニウムを含む廃液であり、グローブボックス内で固化した後、α固体廃棄物

として放射性廃棄物処理場に引き渡す。 

 

(2) ベータ・ガンマ廃液 

1) Ｂを超える廃液 

Ｂを超える廃液は、セル内における再処理プロセス試験の際に発生する放射性物質の濃度が

3.7×10３Bq/cm3以上の廃液（トリチウムについては、3.7×10５Bq/cm3以上）であり、高レベル

廃液貯槽に保管する。 

2) Ｂ廃液 

Ｂ廃液は、セル内における再処理プロセス試験等の際に発生する放射性物質の濃度が

3.7×10１Bq/cm3以上、3.7×10３Bq/cm3未満の廃液であり、中レベル廃液貯槽に一時保管後、廃

液輸送車で原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場へ搬出する。 

3) Ａ廃液 

Ａ廃液は、セル内における再処理プロセス試験等の際に発生する放射性物質の濃度が

3.7×10－１Bq/cm3 以上、3.7×10１Bq/cm3 未満の廃液（トリチウムについては、3.7×10３Bq/cm3

以上、3.7×10５Bq/cm3未満）であり、低レベル廃液貯槽に一時貯留後、廃液輸送車で原子力科

学研究所の放射性廃棄物処理場へ搬出する。 

4) Ａ未満廃液 

Ａ未満廃液は、管理区域の手洗水、蒸気設備で発生する蒸気の凝縮水等であり、極低レベル

廃液貯槽に一時貯留後、放射性物質の濃度を測定し、その濃度が排水に係る放射性物質の濃度

限度以下であることを確認の上、一般排水溝へ排出する。廃液輸送車で原子力科学研究所の放

射性廃棄物処理場へ搬出する系統を設ける。 

 

(3) 有機廃液  

（変更なし） 

 

23.2.3 推定発生量 ～ 23.2.5 平成 25 年 12 月 18 日以降に変更又は追加した設備・機器等の適

合性 

（変更なし） 

 

23.3 固体廃棄施設 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の区分変更

に伴う記載の変更 

 

 

液体廃棄物の区分変更

に伴う記載の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-14 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

表 23.1-1 排気筒からの放射性核種の年間放出量 ～ 表 23.1-2 分析室（Ⅰ）及び廃液処理室（Ⅵ）

の追加に起因する排気筒からの放射性核種の年間放出量 

（記載省略） 

 

 

表 23.2-1 液体廃棄物の区分及び年間推定発生量 

 

区 分 分  類 放射性物質の濃度又は性状 
１年間あたりの

推定発生量 

アルファ廃液 ― 超ウラン元素含有廃液 0.1m３ 

ベータ・ 

 ガンマ廃液 

Ｂ－１を超えるもの 3.7×10４Bq/cm３以上 70ℓ 

Ｂ－１ 
37Bq/cm３以上 
3.7×10４Bq/cm３未満 

0.4m３ 

Ａ 
0.37Bq/cm３以上 
37Bq/cm３未満 *1 

１m３ 

Ａ未満 
周辺監視区域の水中濃度限度を
超え 0.37Bq/cm３未満 *2 

1000m３ 

有機廃液 

有機溶媒（Ⅰ） TBP／ノルマルドデカン *3 0.1m３ 

有機溶媒（Ⅱ） DIDPA／ノルマルドデカン *4 40ℓ 

*1 ３Ｈについては、3.7×10３Bq/cm３以上、3.7×10５Bq/cm３未満 

*2 ３Ｈについては、3.7×10３Bq/cm３未満 

*3 1.85×10５Bq/cm３以下 

*4 2.22×10７Bq/cm３以下 

 

 

表 23.3-1 固体廃棄物の年間推定発生量 

（記載省略） 

 

 

24. 汚染を検査するための設備 

（記載省略） 

 

25. 監視設備 

（記載省略） 

 

26. 非常用電源設備 

（記載省略） 

 

27. 通信連絡設備等 

（記載省略） 

 

28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

（記載省略） 

 

表 23.1-1 排気筒からの放射性核種の年間放出量 ～ 表 23.1-2 分析室（Ⅰ）及び廃液処理室（Ⅵ）

の追加に起因する排気筒からの放射性核種の年間放出量 

（変更なし） 

 

 

表 23.2-1 液体廃棄物の区分及び年間推定発生量 

 

区 分 分  類 放射性物質の濃度又は性状 
１年間あたりの

推定発生量 

アルファ廃液 ― 超ウラン元素含有廃液 0.1m３ 

ベータ・ 

 ガンマ廃液 

Ｂを超えるもの 3.7×10３Bq/cm３以上 70ℓ 

Ｂ 
37Bq/cm３以上 
3.7×10３Bq/cm３未満 

0.4m３ 

Ａ 
0.37Bq/cm３以上 
37Bq/cm３未満 *1 

１m３ 

Ａ未満 
周辺監視区域の水中濃度限度を
超え 0.37Bq/cm３未満 *2 

1000m３ 

有機廃液 

有機溶媒（Ⅰ） TBP／ノルマルドデカン *3 0.1m３ 

有機溶媒（Ⅱ） DIDPA／ノルマルドデカン *4 40ℓ 

*1 ３Ｈについては、3.7×10３Bq/cm３以上、3.7×10５Bq/cm３未満 

*2 ３Ｈについては、3.7×10３Bq/cm３未満 

*3 1.85×10５Bq/cm３以下 

*4 2.22×10７Bq/cm３以下 

 

 

表 23.3-1 固体廃棄物の年間推定発生量 

（変更なし） 

 

 

24. 汚染を検査するための設備 

（変更なし） 

 

25. 監視設備 

（変更なし） 

 

26. 非常用電源設備 

（変更なし） 

 

27. 通信連絡設備等 

（変更なし） 

 

28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の区分変更

に伴う記載の変更 

液体廃棄物の区分変更

に伴う記載の変更 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２） 

添付 2-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

添付書類２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、

火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並

びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 
 

（バックエンド研究施設） 

 

 

 

添付書類２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、

火災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並

びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 
 

（バックエンド研究施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２） 

添付 2-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

（記載省略） 

 

 

 

（変更なし） 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

添付書類３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 
 

（バックエンド研究施設） 
 

 

 

添付書類３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 
 

（バックエンド研究施設） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



バックエンド研究施設 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

（記載省略） 

 

 

 

（変更なし） 

 

 

 





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（放射性廃棄物処理場） 

（申請書本文） 

令和５年７月 

別添（５） 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐1 

変 更 前 変 更 後 備考 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（記載省略） 

 

２．使用の目的及び方法 

（記載省略） 

 

３．核燃料物質の種類 

（記載省略） 

 

４．使用の場所 

（記載省略） 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（記載省略） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

（記載省略） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

原子力科学研究所の核燃料物質使用施設等で発生する放射性廃棄物のうち、液体廃棄物（各

施設から直接排出する液体廃棄物を除く。）及び固体廃棄物は、共通の廃棄施設である放射性

廃棄物処理場に運搬し、処理又は保管廃棄する。 

廃棄施設は、廃棄物貯蔵施設、廃棄物処理施設、保管廃棄施設等から構成する。本施設に搬

入される放射性廃棄物は、基本的に次のように区分する。 

廃棄施設は各区分に応じて取扱いができる構造とし、必要な設備を設ける。 

 

固体廃棄物の区分（容器表面における線量当量率） 

固体廃棄物Ａ－１    0.5mSv/h 未満 

固体廃棄物Ａ－１のうち、0.2μSv/h 未満及び表面における放射性物

質の密度 0.4Bq/cm2以下のものを固体廃棄物Ａ－１未満として分類す

る。 

固体廃棄物Ａ－２  0.5mSv/h 以上～2.0mSv/h 未満 

固体廃棄物Ｂ－１  2.0mSv/h 以上～40Sv/h＊未満 

固体廃棄物Ｂ－２  40Sv/h＊以上～500Sv/h 未満 

（＊ 表面より 50cm はなれた位置での線量当量率とする。） 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（変更なし） 

 

２．使用の目的及び方法 

（変更なし） 

 

３．核燃料物質の種類 

（変更なし） 

 

４．使用の場所 

（変更なし） 

 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（変更なし） 

 

６．使用済燃料の処分の方法 

（変更なし） 

 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

原子力科学研究所の核燃料物質使用施設等で発生する放射性廃棄物のうち、液体廃棄物（各

施設から直接排出する液体廃棄物を除く。）及び固体廃棄物は、共通の廃棄施設である放射性

廃棄物処理場に運搬し、処理又は保管廃棄する。 

廃棄施設は、廃棄物貯蔵施設、廃棄物処理施設、保管廃棄施設等から構成する。本施設に搬

入される放射性廃棄物は、基本的に次のように区分する。 

廃棄施設は各区分に応じて取扱いができる構造とし、必要な設備を設ける。 

 

固体廃棄物の区分（容器表面における線量当量率） 

固体廃棄物Ａ－１    0.5mSv/h 未満 

固体廃棄物Ａ－１のうち、0.2μSv/h 未満及び表面における放射性物

質の密度 0.4Bq/cm2以下のものを固体廃棄物Ａ－１未満として分類す

る。 

固体廃棄物Ａ－２  0.5mSv/h 以上～2.0mSv/h 未満 

固体廃棄物Ｂ－１  2.0mSv/h 以上～10Sv/h 未満 

固体廃棄物Ｂ－２  10Sv/h 以上～500Sv/h 未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の区分

の変更（原子炉施

設との整合） 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐2 

変 更 前 変 更 後 備考 

さらに、固体廃棄物Ａ－１及び固体廃棄物Ａ－２は可燃性固体廃棄物及び雑固体廃棄物に分

類する。 

液体廃棄物の区分（放射性物質の濃度） 

放出前廃液   3.7×10-1Bq/cm3未満（ただし、トリチウムは 3.7×103Bq/cm3未満） 

液体廃棄物Ａ  3.7×10-1Bq/cm3以上～3.7×101Bq/cm3未満（ただし、トリチウムは 

3.7×103Bq/cm3以上～3.7×105Bq/cm3未満） 

液体廃棄物Ｂ－１  3.7×101Bq/cm3以上～3.7×104Bq/cm3未満 

液体廃棄物Ｂ－２  3.7×104Bq/cm3以上～3.7×105Bq/cm3未満 

放射性物質の濃度が 3.7×105Bq/cm3以上の液体廃棄物及び 2Bq/cm3以上のプルトニウム液体

廃棄物は、発生施設で固化し、固体廃棄物として取り扱う。 

廃棄施設の位置、構造及び設備を以下に示す。なお、安全上重要な施設は存在しない。 

９－１ 気体廃棄施設 

（記載省略） 

９－２ 液体廃棄施設 

原子力科学研究所の核燃料物質使用施設等で発生する液体廃棄物の処理等を行う液体廃

棄施設は、液体廃棄物を貯蔵する液体廃棄物貯蔵施設、液体廃棄物を蒸発、固化する液体廃

棄物処理施設及び液体廃棄物を輸送する輸送設備で構成する。 

液体廃棄物貯蔵施設には、廃液貯槽・Ⅰ、廃液貯槽・Ⅱ－１、廃液貯槽・Ⅱ－２、低レベ

ル廃液貯槽、受入検査施設、廃液格納庫、処理済廃液貯槽（液体処理場）、処理済廃液貯槽

及び排水貯留ポンドがある。 

液体廃棄物処理施設には、蒸発処理装置・Ⅰ、セメント固化装置、蒸発処理装置・Ⅱ、ア

スファルト固化装置、低レベル蒸発処理装置、固化装置、中レベル蒸発処理装置及び凝集沈

澱処理装置がある。液体廃棄物は、液体廃棄物の区分に応じてこれらの液体廃棄物処理施設

で処理する。処理した後の濃縮液は、ドラム缶等にセメント又はアスファルトで固化封入し

て保管廃棄する。また、処理済の凝縮液は放射性物質の濃度を測定し、その放射性物質の濃

度により適切な処理を行う。有機廃液は、含まれる有機物の性状により固化処理又は焼却処

理する。 

上記施設以外に、第３廃棄物処理棟には核燃料物質使用施設等で使用した作業衣等の洗濯

を行う衣料除染設備を設ける。 

また、放射性廃棄物処理場の各施設には、処理に伴って発生する廃液、手洗い水、床ドレ

ン等の液体廃棄物を貯留する貯槽を設ける。

（１） 液体廃棄施設の位置

  （記載省略） 

さらに、固体廃棄物Ａ－１及び固体廃棄物Ａ－２は可燃性固体廃棄物及び雑固体廃棄物に分

類する。 

液体廃棄物の区分（放射性物質の濃度） 

放出前廃液   3.7×10-1Bq/cm3未満（ただし、トリチウムは 3.7×103Bq/cm3未満） 

液体廃棄物Ａ  3.7×10-1Bq/cm3以上～3.7×101Bq/cm3未満（ただし、トリチウムは 

3.7×103Bq/cm3以上～3.7×105Bq/cm3未満） 

液体廃棄物Ｂ  3.7×101Bq/cm3以上～3.7×103Bq/cm3未満 

放射性物質の濃度が 3.7×103Bq/cm3以上の液体廃棄物及び 2Bq/cm3以上のプルトニウム液体

廃棄物は、発生施設で固化し、固体廃棄物として取り扱う。 

廃棄施設の位置、構造及び設備を以下に示す。なお、安全上重要な施設は存在しない。 

９－１ 気体廃棄施設 

（変更なし） 

９－２ 液体廃棄施設 

原子力科学研究所の核燃料物質使用施設等で発生する液体廃棄物の処理等を行う液体廃

棄施設は、液体廃棄物を貯蔵する液体廃棄物貯蔵施設、液体廃棄物を蒸発、固化する液体廃

棄物処理施設及び液体廃棄物を輸送する輸送設備で構成する。 

液体廃棄物貯蔵施設には、廃液貯槽・Ⅰ、廃液貯槽・Ⅱ－１、廃液貯槽・Ⅱ－２、低レベ

ル廃液貯槽、受入検査施設、廃液格納庫、処理済廃液貯槽（液体処理場）、処理済廃液貯槽

及び排水貯留ポンドがある。ただし、液体廃棄物貯蔵施設のうち、廃液貯槽・Ⅱ－２につい

ては、使用を停止する。 

液体廃棄物処理施設には、蒸発処理装置・Ⅰ、セメント固化装置、蒸発処理装置・Ⅱ、ア

スファルト固化装置、低レベル蒸発処理装置、固化装置、中レベル蒸発処理装置及び凝集沈

澱処理装置がある。液体廃棄物は、液体廃棄物の区分に応じてこれらの液体廃棄物処理施設

で処理する。処理した後の濃縮液は、ドラム缶等にセメント又はアスファルトで固化封入し

て保管廃棄する。また、処理済の凝縮液は放射性物質の濃度を測定し、その放射性物質の濃

度により適切な処理を行う。有機廃液は、含まれる有機物の性状により固化処理又は焼却処

理する。ただし、液体廃棄物処理施設のうち、蒸発処理装置・Ⅱ及びアスファルト固化装置

については、使用を停止する。 

上記施設以外に、第３廃棄物処理棟には核燃料物質使用施設等で使用した作業衣等の洗濯

を行う衣料除染設備を設ける。 

また、放射性廃棄物処理場の各施設には、処理に伴って発生する廃液、手洗い水、床ドレ

ン等の液体廃棄物を貯留する貯槽を設ける。

（１） 液体廃棄施設の位置

  （変更なし） 

液体廃棄物の区分

の変更 

液体廃棄物の区分

の変更 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に係る記載の追加 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に係る記載の追加 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐3 

変 更 前 変 更 後 備考 

（２） 液体廃棄施設の構造

  （記載省略） 

（３） 液体廃棄施設の設備

① 液体廃棄物貯蔵施設

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

廃液貯槽・Ⅰ 3 基 

設置場所：第３廃棄物処理棟 廃液貯槽室 

貯蔵能力：240m3 

材質：鉄筋コンクリート内面鋼板張り及びゴムライニング 

容量：約 80m3/基 

用途：無機性の放出前廃液、液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂ－

１の一部（3.7×101Bq/cm3 以上 3.7×102Bq/cm3 未満）の

貯留に使用する。 

漏えい防止対策： 

廃液貯槽・Ⅰは、鉄筋コンクリート本体に鋼板及びゴムラ

イニングを施し、漏えいが検知できる構造とする。

第 8-8 図に廃液貯槽・Ⅰの構造を示す。 

廃液貯槽・Ⅱ－１ 2 基 

貯蔵能力：90m3

用途：無機性の液体廃棄物Ｂ－１の液体廃棄物の貯留に使用す

る。 

No.4 

設置場所：液体処理場 廃液貯槽・Ⅱ－１（No.4）建家 

材質：軟鋼製、内面ゴムライニング 

容量：30m3 

漏えい防止対策： 

廃液貯槽・Ⅱ－１（No.4）は、内面にゴムライニングを施

し、地下のコンクリートピット内に設けて漏えいの拡大を防

止する。 

第 11-3 図に廃液貯槽・Ⅱ－１の系統図を、第 11-4 図に廃液貯

槽・Ⅱ－１（No.4）の構造を示す。 

No.5 

設置場所：液体処理場 廃液貯槽・Ⅱ－１（No.5）建家 

材質：鋼製円筒型、内面ゴムライニング 

容量：60m3 

漏えい防止対策： 

廃液貯槽・Ⅱ－１（No.5）は、内面にゴムライニングを施

し、地下のコンクリートピット内に設けて漏えいの拡大を防

止する。 

第 11-3 図に廃液貯槽・Ⅱ－１の系統図を、第 11-5 図に廃液貯

槽・Ⅱ－１（No.5）の構造を示す。 

（２） 液体廃棄施設の構造

  （変更なし） 

（３） 液体廃棄施設の設備

① 液体廃棄物貯蔵施設

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

廃液貯槽・Ⅰ 3 基 

設置場所：第３廃棄物処理棟 廃液貯槽室 

貯蔵能力：240m3 

材質：鉄筋コンクリート内面鋼板張り及びゴムライニング 

容量：約 80m3/基 

用途：無機性の放出前廃液、液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂの

貯留に使用する。 

漏えい防止対策： 

廃液貯槽・Ⅰは、鉄筋コンクリート本体に鋼板及びゴムラ

イニングを施し、漏えいが検知できる構造とする。

第 8-8 図に廃液貯槽・Ⅰの構造を示す。 

廃液貯槽・Ⅱ－１ 2 基 

貯蔵能力：90m3

用途：無機性の液体廃棄物Ｂの液体廃棄物の貯留に使用する。 

No.4 

設置場所：液体処理場 廃液貯槽・Ⅱ－１（No.4）建家 

材質：軟鋼製、内面ゴムライニング 

容量：30m3 

漏えい防止対策： 

廃液貯槽・Ⅱ－１（No.4）は、内面にゴムライニングを施

し、地下のコンクリートピット内に設けて漏えいの拡大を防

止する。 

第 11-3 図に廃液貯槽・Ⅱ－１の系統図を、第 11-4 図に廃液貯

槽・Ⅱ－１（No.4）の構造を示す。 

No.5 

設置場所：液体処理場 廃液貯槽・Ⅱ－１（No.5）建家 

材質：鋼製円筒型、内面ゴムライニング 

容量：60m3 

漏えい防止対策： 

廃液貯槽・Ⅱ－１（No.5）は、内面にゴムライニングを施

し、地下のコンクリートピット内に設けて漏えいの拡大を防

止する。 

第 11-3 図に廃液貯槽・Ⅱ－１の系統図を、第 11-5 図に廃液貯

槽・Ⅱ－１（No.5）の構造を示す。 

第３廃棄物処理棟

で受入・処理する

液体廃棄物の区分

の変更 

液体廃棄物の区分

の変更 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐4 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

廃液貯槽・Ⅱ－２ 2 基 

設置場所：第２廃棄物処理棟 処理前廃液貯槽室 

貯蔵能力：20m3 

材質：ステンレス鋼製、円筒横型 

容量：10m3/基 

用途：無機性の放出前廃液、液体廃棄物Ａ、液体廃棄物Ｂ－１

及び液体廃棄物Ｂ－２の貯留に使用する。 

漏えい防止対策： 

廃液貯槽・Ⅱ－２はステンレス鋼製とする。また、廃液貯

槽・Ⅱ－２を設置する処理前廃液貯槽室の床面はコンクリー

トピット構造とし、その中に漏えいを検知する設備を設ける。 

 

 

第 7-7 図に廃液貯槽・Ⅱ－２の構造を示す。 

低レベル廃液貯槽 

（
記
載
省
略
） 

（記載省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

廃液貯槽・Ⅱ－２ 

（使用停止） 
2 基 

設置場所：第２廃棄物処理棟 処理前廃液貯槽室 

貯蔵能力：20m3 

材質：ステンレス鋼製、円筒横型 

容量：10m3/基 

 

 

漏えい防止対策： 

廃液貯槽・Ⅱ－２はステンレス鋼製とする。また、廃液貯

槽・Ⅱ－２を設置する処理前廃液貯槽室の床面はコンクリー

トピット構造とする。 

閉止措置： 

液体廃棄物の受入に使用する系統を閉止する。※ 

第 7-7 図に廃液貯槽・Ⅱ－２の構造を示す。 

低レベル廃液貯槽 

（
変
更
な
し
） 

（変更なし） 

※：閉止措置は、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設 

（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書（第２廃棄物処

理棟アスファルト固化装置等の配管等閉止措置）」（令和 5年 5月 1日付け原規規発第 2305011

号にて認可）に従い実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に係る記載の追加 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に伴う削除 

閉止措置の追加 

 

 

 

 

 

 

 

本申請に係る工事

は試験炉の設工認

に従い実施するこ

とを明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐5 

変 更 前 変 更 後 備考 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

受入検査施設 1 式 

設置場所：液体処理場 受入検査施設 

貯蔵能力：約 13m3

廃液の検査及び移送設備： 

フード

材質：SS-41 及び塩化ビニル

寸法：2,950mm×1,000mm×1,550mm

基数：1 基

廃液受槽 

材質：SUS-27 

容量：0.5m3

基数：1 基 

検査槽 

材質：塩化ビニル 

容量：0.03m3

ポンプ 

材質：SUS-27 

容量：0.05m3/min 以上

基数：2 基 

配管 

受入検査施設の検査室から廃液貯槽・Ⅱ－１までの配管

は、SUS-27 により行う。 

ただし、地下埋設部については、コンクリートＵ字溝内

に敷設し、一部車両等の重量物の荷重を受ける所について

は、鋼管により十分荷重に耐える構造とする。 

用途：ビン等、容器入りの液体廃棄物Ｂ－１の検査及び検査前

後の貯蔵に使用する。また、検査後の液体廃棄物は、必

要に応じて配管により廃液貯槽・Ⅱ－１に移送する。 

第 11-8 図に受入検査施設の構造を、第 11-9 図に受入検査施設

の廃液移送系統図を示す。 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

受入検査施設 1 式 

設置場所：液体処理場 受入検査施設 

貯蔵能力：約 13m3

廃液の検査及び移送設備： 

フード

材質：SS-41 及び塩化ビニル

寸法：2,950mm×1,000mm×1,550mm

基数：1 基

廃液受槽 

材質：SUS-27 

容量：0.5m3

基数：1 基 

検査槽 

材質：塩化ビニル 

容量：0.03m3

ポンプ 

材質：SUS-27 

容量：0.05m3/min 以上

基数：2 基 

配管 

受入検査施設の検査室から廃液貯槽・Ⅱ－１までの配管

は、SUS-27 により行う。 

ただし、地下埋設部については、コンクリートＵ字溝内

に敷設し、一部車両等の重量物の荷重を受ける所について

は、鋼管により十分荷重に耐える構造とする。 

用途：ビン等、容器入りの液体廃棄物Ｂの検査及び検査前後の

貯蔵に使用する。また、検査後の液体廃棄物は、必要に

応じて配管により廃液貯槽・Ⅱ－１に移送する。 

第 11-8 図に受入検査施設の構造を、第 11-9 図に受入検査施設

の廃液移送系統図を示す。 

液体廃棄物の区分

の変更 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐6 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

廃液格納庫 1 式 

設置場所：液体処理場 廃液格納庫 

貯蔵能力：約 3m3 

用途：以下に示すびん入り廃液及び発生元で固形化したものを

貯蔵する。 

① 無機性の液体廃棄物Ｂ－１以下のうち、びんに回収

したもの（びん入り廃液）。 

② 各施設で発生した 3.7×105Bq/cm3以上の液体廃棄物

を固化したもの及び 2Bq/cm3 以上のプルトニウムで

汚染した液体廃棄物を固化したもの。 

第 11-10 図に廃液格納庫の構造を示す。 

処理済廃液貯槽（液

体処理場） 

（
記
載
省
略
） 

（記載省略） 

処理済廃液貯槽 

（
記
載
省
略
） 

（記載省略） 

排水貯留ポンド 

（
記
載
省
略
） 

（記載省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

廃液格納庫 1 式 

設置場所：液体処理場 廃液格納庫 

貯蔵能力：約 3m3 

用途：以下に示すびん入り廃液及び発生元で固形化したものを

貯蔵する。 

① 無機性の液体廃棄物Ｂ以下のうち、びんに回収した

もの（びん入り廃液）。 

② 各施設で発生した 3.7×103Bq/cm3以上の液体廃棄物

を固化したもの及び 2Bq/cm3 以上のプルトニウムで

汚染した液体廃棄物を固化したもの。 

第 11-10 図に廃液格納庫の構造を示す。 

処理済廃液貯槽（液

体処理場） 

（
変
更
な
し
） 

（変更なし） 

処理済廃液貯槽 

（
変
更
な
し
） 

（変更なし） 

排水貯留ポンド 

（
変
更
な
し
） 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体廃棄物の区分

の変更 

液体廃棄物の区分

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐7 

変 更 前 変 更 後 備考 

② 液体廃棄物処理施設 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

蒸発処理装置・Ⅰ 1 式 

本装置は、液体廃棄物を蒸発処理するものである。 

設置場所：第３廃棄物処理棟 機器室Ａ 

処理能力：約 2.5m3/h 

主要機器： 

蒸発缶 ステンレス鋼 1 基 

廃液供給槽 ステンレス鋼 1 基 

濃縮液貯槽 ステンレス鋼 2 基 

容量 約 3.5m3/基 

ミスト分離器 ステンレス鋼 1 基 

充填塔 ステンレス鋼 1 基 

凝縮器 ステンレス鋼 1 基 

凝縮液貯槽・Ⅰ ステンレス鋼 2 基 

容量 約 12.5m3/基 

オフガス処理装置 

オフガス冷却器 ステンレス鋼 1 基 

オフガス加熱器 ステンレス鋼 1 基 

排気フィルタ    2 基 

プレフィルタ 1 段、高性能フィルタ 1 段 

フィルタ捕集効率 99％ 

排気ブロア    2 基 

付属設備 

廃液タンク  ステンレス鋼 1 式 

共通ダクト 

第３廃棄物処理棟と第２廃棄物処理棟との間に鉄筋

コンクリート造りの共通ダクトを設け、共通ダクト内

に液体廃棄物を移送する配管を設ける。 

処理対象廃棄物： 

無機性の放出前廃液、液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂ－１

の一部（3.7×101Bq/cm3以上 3.7×102Bq/cm3未満）。 

処理の方法： 

廃液貯槽・Ⅰ及び廃液タンクから廃液供給槽を経て蒸発缶

に供給し、工業用蒸気で間接的に加熱して蒸発させる。蒸発

蒸気はミスト分離器及び充填塔で分離した後、凝縮器で復水

し、凝縮液貯槽・Ⅰに一時貯留する。凝縮液は放射能濃度を

確認した後、処理済廃液貯槽に移送する。 

蒸発処理装置内の濃縮液は濃縮液貯槽に一時貯留した後

セメント固化装置により固化する。 

第 8-9 図に蒸発処理装置・Ⅰの処理系統図を示す。 

排気： 

蒸発処理装置・Ⅰのオフガスは、オフガス処理装置によっ

てろ過した後、第３廃棄物処理棟の排気筒より排出する。 

② 液体廃棄物処理施設 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

蒸発処理装置・Ⅰ 1 式 

本装置は、液体廃棄物を蒸発処理するものである。 

設置場所：第３廃棄物処理棟 機器室Ａ 

処理能力：約 2.5m3/h 

主要機器： 

蒸発缶 ステンレス鋼 1 基 

廃液供給槽 ステンレス鋼 1 基 

濃縮液貯槽 ステンレス鋼 2 基 

容量 約 3.5m3/基 

ミスト分離器 ステンレス鋼 1 基 

充填塔 ステンレス鋼 1 基 

凝縮器 ステンレス鋼 1 基 

凝縮液貯槽・Ⅰ ステンレス鋼 2 基 

容量 約 12.5m3/基 

オフガス処理装置 

オフガス冷却器 ステンレス鋼 1 基 

オフガス加熱器 ステンレス鋼 1 基 

排気フィルタ    2 基 

プレフィルタ 1 段、高性能フィルタ 1 段 

フィルタ捕集効率 99％ 

排気ブロア    2 基 

付属設備 

廃液タンク  ステンレス鋼 1 式 

共通ダクト 

第３廃棄物処理棟と第２廃棄物処理棟との間に鉄筋

コンクリート造りの共通ダクトを設け、共通ダクト内

に液体廃棄物を移送する配管を設ける。 

処理対象廃棄物： 

無機性の放出前廃液、液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂ。 

 

処理の方法： 

廃液貯槽・Ⅰ及び廃液タンクから廃液供給槽を経て蒸発缶

に供給し、工業用蒸気で間接的に加熱して蒸発させる。蒸発

蒸気はミスト分離器及び充填塔で分離した後、凝縮器で復水

し、凝縮液貯槽・Ⅰに一時貯留する。凝縮液は放射能濃度を

確認した後、処理済廃液貯槽に移送する。 

蒸発処理装置内の濃縮液は濃縮液貯槽に一時貯留した後

セメント固化装置により固化する。 

第 8-9 図に蒸発処理装置・Ⅰの処理系統図を示す。 

排気： 

蒸発処理装置・Ⅰのオフガスは、オフガス処理装置によっ

てろ過した後、第３廃棄物処理棟の排気筒より排出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３廃棄物処理棟

で受入・処理する

液体廃棄物の区分

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐8 

変 更 前 変 更 後 備考 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

セメント固化装置

（
記
載
省
略
）

（記載省略） 

蒸発処理装置・Ⅱ 1 式 

本装置は、液体廃棄物を蒸発処理するためのものである。 

設置場所：第２廃棄物処理棟 濃縮セル、濃縮系機器室及び凝

縮液貯槽室 

処理能力：約 0.7m3/h 

主要機器： 

廃液供給槽  ステンレス鋼 1 基 

容量 約 2m3/基 

蒸発缶 ステンレス鋼 1 基 

能力 約 0.7m3/h 

凝縮器 ステンレス鋼 1 基 

凝縮液貯槽・Ⅱ ステンレス鋼 2 基 

容量 約 10m3/基 

濃縮液貯槽 ステンレス鋼 1 基 

容量 約 0.6m3/基 

オフガス処理装置

オフガス冷却器 ステンレス鋼 1 基 

オフガス加熱器 ステンレス鋼 1 基 

高性能フィルタチャンバ 2 基 

排気ブロア 2 基 

付属設備 

実験フード   3 台 

共通ダクト 

第２廃棄物処理棟と液体処理場との間に鉄筋コンク

リート造りの共通ダクトを設け、共通ダクト内に液体

廃棄物、ユーティリティ等を移送する配管を設ける。 

第 7-5 図に共通ダクトの平面図を示す。 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

セメント固化装置

（
変
更
な
し
）

（変更なし） 

蒸発処理装置・Ⅱ 

（使用停止。ただし、

実験フードは第２廃

棄物処理棟内で発生

する液体廃棄物の試

料調製等の用に供す

るため使用を継続す

る。） 

1 式 

本装置は、液体廃棄物を蒸発処理するためのものである。 

設置場所：第２廃棄物処理棟 濃縮セル、濃縮系機器室及び凝

縮液貯槽室 

処理能力：約 0.7m3/h 

主要機器： 

廃液供給槽  ステンレス鋼 1 基 

容量 約 2m3/基 

蒸発缶 ステンレス鋼 1 基 

能力 約 0.7m3/h 

凝縮器 ステンレス鋼 1 基 

凝縮液貯槽・Ⅱ ステンレス鋼 2 基 

容量 約 10m3/基 

濃縮液貯槽 ステンレス鋼 1 基 

容量 約 0.6m3/基 

オフガス処理装置

オフガス冷却器 ステンレス鋼 1 基 

オフガス加熱器 ステンレス鋼 1 基 

高性能フィルタチャンバ 2 基 

排気ブロア 2 基 

付属設備 

実験フード   3 台 

共通ダクト 

第２廃棄物処理棟と液体処理場との間に鉄筋コンク

リート造りの共通ダクトを設け、共通ダクト内に液体

廃棄物、ユーティリティ等を移送する配管を設ける。 

第 7-5 図に共通ダクトの平面図を示す。 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に係る記載の追加 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐9 

変 更 前 変 更 後 備考 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

蒸発処理装置・Ⅱ 

（続き） 

1 式 

(続き) 

処理対象廃棄物： 

放出前廃液、液体廃棄物Ａ、液体廃棄物Ｂ－１及び液体廃

棄物Ｂ－２。 

処理の方法： 

処理前の処理対象廃棄物は、廃液貯槽・Ⅱ－２に受入れた

後、油分離、中和等必要な前処理を行う。分離された可燃性

廃油は、焼却処理し、不燃性廃油は保管する。 

前処理の済んだ処理対象廃液は、蒸発処理装置・Ⅱで蒸発

濃縮を行い、凝縮液及び濃縮廃液はそれぞれ凝縮液貯槽・Ⅱ

及び濃縮液貯槽に回収する。回収した凝縮液は、その放射性

物質の濃度が濃度限度以下の場合には一般排水溝に排出す

るが、濃度限度を超える場合には、希釈後、一般排水溝に排

出するか、本施設又は蒸発処理装置・Ⅰで再度処理を行う。 

濃縮廃液は、アスファルト固化装置等で固化する。 

第 7-8 図に蒸発処理装置・Ⅱの処理系統図を示す。 

排気： 

蒸発処理装置・Ⅱのオフガスは、オフガス処理装置を経て

第２廃棄物処理棟の気体廃棄設備でろ過した後、排気筒から

排出する。 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

蒸発処理装置・Ⅱ 

（使用停止。ただし、

実験フードは第２廃

棄物処理棟内で発生

する液体廃棄物の試

料調製等の用に供す

るため使用を継続す

る。） 

（続き） 

1 式 

(続き) 

閉止措置： 

蒸発缶の加熱蒸気系統を閉止する。※ 

※：閉止措置は、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設 

（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書（第２廃棄物処

理棟アスファルト固化装置等の配管等閉止措置）」（令和 5年 5月 1日付け原規規発第 2305011

号にて認可）に従い実施する。 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に伴う削除 

閉止措置の追加 

本申請に係る工事

は試験炉の設工認

に従い実施するこ

とを明記 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐10 

変 更 前 変 更 後 備考 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

アスファルト固化装置 1 式 

本装置は、蒸発処理装置・Ⅱの濃縮液、タンクスラッジ等を

アスファルトで固化するものである。

設置場所：第２廃棄物処理棟 固化セル、ドラム詰室

処理能力：約 0.1m3/d

主要機器：

濃縮廃液供給槽 ステンレス鋼 1 基 

容量 約 0.3m3/基 

アスファルト混和蒸発機 ステンレス鋼 1 基 

凝縮器 ステンレス鋼 1 基 

温度計測設備 

ドラム詰室内用 1 台 

ドラム缶内用 4 台 

ドラム缶表面用 2 台 

アスファルト混和蒸発機内用 3 台 

第 7-10 図にアスファルト混和蒸発機の温度計設置場所を

示す。 

ガス濃度計測設備 

ドラム詰室内上部 1 台 

ドラム詰室内下部 1 台 

自動水噴霧設備 

ドラム詰室内用  1 台 

第 7-11 図及び第 7-12 図に温度計測設備、ガス濃度計測設備

及び自動水噴霧設備の設置場所を示す。 

処理対象廃棄物： 

蒸発処理装置・Ⅱで発生した濃縮廃液、タンクスラッジ等。 

処理の方法： 

蒸発処理装置・Ⅱの濃縮廃液等は、アスファルト混和蒸発

機で加熱熱媒を循環する間接加熱方式で加熱しているアス

ファルトと混合することにより、水分を蒸発分離し、廃液中

の固形分とアスファルトの均一溶融混合物を作製し、これを

ドラム缶等の容器に注入し、冷却してアスファルト固化体と

する。 

アスファルト混和蒸発機で発生した凝縮液は、復水槽に回

収した後、その放射性物質の濃度により、蒸発処理装置・Ⅰ

又は蒸発処理装置・Ⅱで再度処理を行う。 

第 7-9 図にアスファルト固化装置の処理系統図を示す。 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

アスファルト固化装置

（使用停止） 
1 式 

本装置は、蒸発処理装置・Ⅱの濃縮液、タンクスラッジ等を

アスファルトで固化するものである。

設置場所：第２廃棄物処理棟 固化セル、ドラム詰室

処理能力：約 0.1m3/d

主要機器：

濃縮廃液供給槽 ステンレス鋼 1 基 

容量 約 0.3m3/基 

アスファルト混和蒸発機 ステンレス鋼 1 基 

凝縮器 ステンレス鋼 1 基 

温度計測設備 

ドラム詰室内用 1 台 

ドラム缶内用 4 台 

ドラム缶表面用 2 台 

アスファルト混和蒸発機内用 3 台 

第 7-10 図にアスファルト混和蒸発機の温度計設置場所を

示す。 

ガス濃度計測設備 

ドラム詰室内上部 1 台 

ドラム詰室内下部 1 台 

自動水噴霧設備 

ドラム詰室内用  1 台 

第 7-11 図及び第 7-12 図に温度計測設備、ガス濃度計測設備

及び自動水噴霧設備の設置場所を示す。 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に係る記載の追加 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に伴う削除 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐11 

変 更 前 変 更 後 備考 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

アスファルト固化装置

（続き） 

1 式 

(続き) 

排気： 

アスファルト固化装置のオフガスは、オフガス処理装置

（蒸発処理装置・Ⅱと共用する。）を経て第２廃棄物処理棟

の気体廃棄設備でろ過した後、排気筒から排出する。 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

低レベル蒸発処理装置 

（
記
載
省
略
）

（記載省略） 

固化装置 

（
記
載
省
略
）

（記載省略） 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

アスファルト固化装置

（使用停止） 

（続き） 

1 式 

(続き) 
閉止措置： 

スラッジ等の受入に使用する系統及び熱媒装置の LPG 供

給系統を閉止する。※ 

※：閉止措置は、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設 

（放射性廃棄物の廃棄施設）の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書（第２廃棄物処

理棟アスファルト固化装置等の配管等閉止措置）」（令和 5年 5月 1日付け原規規発第 2305011

号にて認可）に従い実施する。 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

低レベル蒸発処理装置 

（
変
更
な
し
）

（変更なし） 

固化装置 

（
変
更
な
し
）

（変更なし） 

アスファルト固化

装置等の使用停止

に伴う削除 

閉止措置の追加 

本申請に係る工事

は試験炉の設工認

に従い実施するこ

とを明記 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐12 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

中レベル蒸発処理装置 1 式 

設置場所：液体処理場 液体処理建家 セル 

処理能力：約 0.5m3/h 

処理装置： 

中レベル蒸発処理装置の主要部分はしゃへい能力を有す

るセル内に内蔵され、セル内は負圧状態（-10mmH2O）で運転

する。 

主要機器： 

蒸発缶 竪型多管式 1 基 

材質     接液部 SUS-33 

サイクロン 全円周渦巻式入口型 1 基 

材質         SUS-27 

ミストセパレータ ワイヤーメッシュ充填 1 基 

材質         SUS-27 

凝縮器 横型多管式 1 基 

材質         SUS-27 

付属設備 

ポンプ 

名 称 基 数 揚水量 材質 

廃液ポンプ 1 3m3/h SUS-27 

循環ポンプ 1 3m3/h SUS-27 

凝縮水ポンプ 1 3m3/h SUS-27 

処理対象廃棄物： 

無機性の液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂ－１。 

処理の方法： 

廃液貯槽・Ⅱ－１より廃液を pH 調整槽に送り、供給槽を

経て蒸発缶に送る。ここで蒸気により加熱し蒸発させる。蒸

発した蒸気はサイクロン、ミストセパレータを経た後、凝縮

器で凝縮させ凝縮水槽へ送り、濃度測定の後、低レベル廃液

貯槽、又は処理済廃液貯槽（液体処理場）へ送る。濃縮液は、

ドラム缶にセメント固化する。 

なお、除染能力が不足する時は、低レベル蒸発処理装置等

により二段処理を行う。 

第 11-14 図に中レベル蒸発処理装置の系統図を示す。 

排気： 

中レベル蒸発処理装置の排気は、排気ダクトを経て液体処

理建家の気体廃棄設備でろ過した後、排気口より排出する。 

 

 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

中レベル蒸発処理装置 1 式 

設置場所：液体処理場 液体処理建家 セル 

処理能力：約 0.5m3/h 

処理装置： 

中レベル蒸発処理装置の主要部分はしゃへい能力を有す

るセル内に内蔵され、セル内は負圧状態（-10mmH2O）で運転

する。 

主要機器： 

蒸発缶 竪型多管式 1 基 

材質     接液部 SUS-33 

サイクロン 全円周渦巻式入口型 1 基 

材質         SUS-27 

ミストセパレータ ワイヤーメッシュ充填 1 基 

材質         SUS-27 

凝縮器 横型多管式 1 基 

材質         SUS-27 

付属設備 

ポンプ 

名 称 基 数 揚水量 材質 

廃液ポンプ 1 3m3/h SUS-27 

循環ポンプ 1 3m3/h SUS-27 

凝縮水ポンプ 1 3m3/h SUS-27 

処理対象廃棄物： 

無機性の液体廃棄物Ａ及び液体廃棄物Ｂ。 

処理の方法： 

廃液貯槽・Ⅱ－１より廃液を pH 調整槽に送り、供給槽を

経て蒸発缶に送る。ここで蒸気により加熱し蒸発させる。蒸

発した蒸気はサイクロン、ミストセパレータを経た後、凝縮

器で凝縮させ凝縮水槽へ送り、濃度測定の後、低レベル廃液

貯槽、又は処理済廃液貯槽（液体処理場）へ送る。濃縮液は、

ドラム缶にセメント固化する。 

なお、除染能力が不足する時は、低レベル蒸発処理装置等

により二段処理を行う。 

第 11-14 図に中レベル蒸発処理装置の系統図を示す。 

排気： 

中レベル蒸発処理装置の排気は、排気ダクトを経て液体処

理建家の気体廃棄設備でろ過した後、排気口より排出する。 
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放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐13 

変 更 前 変 更 後 備考 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

凝集沈澱処理装置 

（
記
載
省
略
）

（記載省略） 

③ 輸送設備

（記載省略） 

④ 衣料除染設備

（記載省略） 

⑤ 各施設で発生する液体廃棄物の貯槽

（記載省略） 

９－３ 固体廃棄施設 

（記載省略） 

９－４ 放射線管理設備 

（記載省略） 

液体廃棄設備の名称 個数 仕様 

凝集沈澱処理装置 

（
変
更
な
し
）

（変更なし） 

③ 輸送設備

（変更なし） 

④ 衣料除染設備

（変更なし） 

⑤ 各施設で発生する液体廃棄物の貯槽

（変更なし） 

９－３ 固体廃棄施設 

（変更なし） 

９－４ 放射線管理設備 

（変更なし） 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐14 

変 更 前 変 更 後 備考 

第 1 図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 

第 2 図 放射性廃棄物処理場全体配置図～第 7-7 図 廃液貯槽・Ⅱ－２ 

（記載省略） 

第 1 図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 

第 2 図 放射性廃棄物処理場全体配置図～第 7-7 図 廃液貯槽・Ⅱ－２ 

（変更なし） 

：許可の廃止

（プルトニウム研

究１棟）に伴う削

除 

放射性廃棄物

処理場 

1  処理場（R2.5） 

放射性廃棄物

処理場 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐15 

変 更 前 変 更 後 備考 

：アスファル

ト固化装置等の使

用停止に係る閉止

措置箇所の明確化 

液体廃棄物の区分

変更 

：
閉

止
箇

所
 

加
熱

蒸
気

 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐16 

変 更 前 変 更 後 備考 

第 7-10 図 アスファルト混和蒸発機温度計設置場所～第 7-14 図 第２廃棄物処理棟排気系統図 

（記載省略） 

第 7-10 図 アスファルト混和蒸発機温度計設置場所～第 7-14 図 第２廃棄物処理棟排気系統図 

（変更なし） 

：アスファル

ト固化装置等の使

用停止に係る閉止

措置箇所の明確化 

：
閉

止
箇

所
 

L
P
G
 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐17 

変 更 前 変 更 後 備考 

：廃液貯槽・

Ⅱ－２への移送系

統を使用停止と

し、液体廃棄物 B

用排水槽の移送先

のうち、廃液貯

槽・Ⅰを主に使用

する系統へ変更 

液体廃棄物の区分

変更 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（申請書本文） 

本文‐18 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

第 8-1 図 第３廃棄物処理棟及び液体処理場周辺配置図～第 15-4 図 保管廃棄施設・ＮＬ 

（記載省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8-1 図 第３廃棄物処理棟及び液体処理場周辺配置図～第 15-4 図 保管廃棄施設・ＮＬ 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表

（放射性廃棄物処理場）

（添付書類１～３）

令和５年７月



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付 1-1 

変 更 前 変 更 後 備考

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第

53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故

に関するものを除く。） 

（放射性廃棄物処理場） 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第

53条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故

に関するものを除く。） 

（放射性廃棄物処理場） 
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変 更 前 変 更 後 備考

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（記載省略） 

1. 閉じ込めの機能

（記載省略）

2. 遮蔽

2.1 概要

放射性廃棄物処理場の処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所については、これらの保管場所

に保管する固体廃棄物に起因する実効線量が、線量告示に定める「放射線業務従事者の線量限度」、「管

理区域に係る線量等」及び「周辺監視区域外の線量限度」を満足するように、必要に応じて遮蔽壁その

他の遮蔽物を設ける。また、その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物の影響を

受ける場合には、これらに起因する実効線量も加える。 

なお、処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所においては、固体廃棄物を金属製容器又はコン

クリート容器に封入するか、又は放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講じて保管することとし

ており、また、非密封の放射性物質を取り扱う設備（フード等）は設けていないことから、内部被ばく

のおそれはない。 

2.2 処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所に係る遮蔽計算 

2.2.1 第１廃棄物処理棟に係る遮蔽計算 

(記載省略) 

本施設における安全上重要な施設の有無について 

（変更なし） 

1. 閉じ込めの機能

（変更なし）

2. 遮蔽

2.1 概要

放射性廃棄物処理場の廃棄施設（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所を除く。）については、

これらの廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量が、線量告示に定

める「放射線業務従事者の線量限度」、「管理区域に係る線量等」及び「周辺監視区域外の線量限度」を

満足するように、必要に応じて遮蔽壁その他の遮蔽物を設ける。また、処理前廃棄物保管場所及び発生

廃棄物保管場所で保管する固体廃棄物の影響を受ける場合には、これらに起因する実効線量も加える。 

放射性廃棄物処理場の処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所については、これらの保管場所

に保管する固体廃棄物に起因する実効線量が、線量告示に定める「放射線業務従事者の線量限度」、「管

理区域に係る線量等」及び「周辺監視区域外の線量限度」を満足するように、必要に応じて遮蔽壁その

他の遮蔽物を設ける。また、その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物の影響を

受ける場合には、これらに起因する実効線量も加える。 

なお、処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所においては、固体廃棄物を金属製容器又はコン

クリート容器に封入するか、又は放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講じて保管することとし

ており、また、非密封の放射性物質を取り扱う設備（フード等）は設けていないことから、内部被ばく

のおそれはない。 

2.2 処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所に係る遮蔽計算 

2.2.1 第１廃棄物処理棟に係る遮蔽計算 

(変更なし) 

遮蔽に係る説明の追加
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変 更 前 変 更 後 備考

2.2.2 第２廃棄物処理棟に係る遮蔽計算 

(1) 処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量

第２廃棄物処理棟には、固体廃棄物処理設備・Ⅱで処理する固体廃棄物を処理するまでの限られ

た期間保管する処理前廃棄物収納セル、第２廃棄物処理棟で処理した後の固体廃棄物を限られた期

間保管するコンクリート注入室並びに処理等に伴って発生した固体廃棄物を限られた期間保管する

廃棄物保管室及び廃棄物保管エリアがある。 

なお、処理前廃棄物収納セル及びコンクリート注入室については、セル外又は室外からの遠隔操

作により作業を行うこととしており、これらの作業場所には非密封の放射性物質を取り扱う設備（フ

ード等）は設けていない。 

(a) 処理前廃棄物収納セル

1) 計算条件

① 線源強度

処理前廃棄物収納セル（図2.2.1のS1及びS2）の線源強度については、平成21年度及び平

成22年度の2年間に搬入した固体廃棄物（25ℓ 金属製容器）の容器表面の線量当量率の平均

値（2.42×105μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）(1)を用いて算出する。 

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.1に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、セル内で作業は行わないことから、セル外にお

いて放射線業務従事者が遠隔操作を行う場所（評価点Ｐ1）とする。 

管理区域境界の評価点については、処理前廃棄物収納セルから直近の人が立ち入る管理

区域境界（評価点Ｐ5）及び処理前廃棄物収納セルからの放射線の影響を及ぼすことが考え

られる廃棄物保管室から直近の人が立ち入る管理区域境界（評価点Ｐ6）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガンマ

線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74(2)

とする。 

処理前廃棄物収納セルのセル外における放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）と

する。また、管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、処理前廃棄物収納セルのセル外（評価点Ｐ1）における放射線業務従事者の実効

線量は、表2.2.2-(1)に示すとおり、1.11×10-4mSv/週となる。また、1年間あたり5.55×10-3mSv

となる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.2-(2)に示すとおり、評価点Ｐ5において6.94×10-5mSv/3月、

評価点Ｐ6において4.02×10-5mSv/3月となる。 

(b) 廃棄物保管室

1) 計算条件

① 線源強度

廃棄物保管室（図2.2.2のS5(1),S5(2)及びS6）の線源強度については、平成24年度及び

平成25年度の2年間に第２廃棄物処理棟で発生した固体廃棄物（20ℓ カートンボックス等）

の容器表面の線量当量率の平均値（1.18μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を

用いて算出する。 

2.2.2 第２廃棄物処理棟に係る遮蔽計算 

(1) 処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量

第２廃棄物処理棟には、固体廃棄物処理設備・Ⅱで処理する固体廃棄物を処理するまでの限られ

た期間保管する処理前廃棄物収納セル、第２廃棄物処理棟で処理した後の固体廃棄物を限られた期

間保管するコンクリート注入室並びに処理等に伴って発生した固体廃棄物を限られた期間保管する

廃棄物保管室及び廃棄物保管エリアがある。これらの処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場

所について、放射線業務従事者及び管理区域境界に寄与する実効線量を評価する。 

なお、処理前廃棄物収納セル及びコンクリート注入室については、セル外又は室外からの遠隔操

作により作業を行うこととしており、これらの作業場所には非密封の放射性物質を取り扱う設備（フ

ード等）は設けていない。 

(a) 処理前廃棄物収納セル

1) 計算条件

① 線源強度

処理前廃棄物収納セル（図2.2.1のS1及びS2）の線源強度については、平成21年度及び平

成22年度の2年間に搬入した固体廃棄物（25ℓ 金属製容器）の容器表面の線量当量率の平均

値（2.42×105μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）(1)を用いて算出する。 

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.1に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、セル内で作業は行わないことから、セル外にお

いて放射線業務従事者が遠隔操作を行う場所（評価点Ｐ1）とする。 

管理区域境界の評価点については、処理前廃棄物収納セルから直近の人が立ち入る管理

区域境界（評価点Ｐ5）及び処理前廃棄物収納セルからの放射線の影響を及ぼすことが考え

られる廃棄物保管室から直近の人が立ち入る管理区域境界（評価点Ｐ6）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガンマ

線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74(2)

とする。 

処理前廃棄物収納セルのセル外における放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）と

する。また、管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、処理前廃棄物収納セルのセル外（評価点Ｐ1）における放射線業務従事者の実効

線量は、表2.2.2-(1)に示すとおり、1.11×10-4mSv/週となる。また、1年間あたり5.55×10-3mSv

となる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.2-(2)に示すとおり、評価点Ｐ5において6.94×10-5mSv/3月、

評価点Ｐ6において4.02×10-5mSv/3月となる。 

(b) 廃棄物保管室

1) 計算条件

① 線源強度

廃棄物保管室（図2.2.2のS5(1),S5(2)及びS6）の線源強度については、平成24年度及び

平成25年度の2年間に第２廃棄物処理棟で発生した固体廃棄物（20ℓ カートンボックス等）

の容器表面の線量当量率の平均値（1.18μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を

用いて算出する。 

評価内容の明確化
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変 更 前 変 更 後 備考

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.2に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、廃棄物保管室において放射線業務従事者が作業

を行う場所を考慮し、線源から0.50m離れた位置（評価点Ｐ2）とする。 

管理区域境界の評価点については、廃棄物保管室から直近の人が立ち入る管理区域境界

（評価点Ｐ6）及び廃棄物保管室からの放射線の影響を及ぼすことが考えられる処理前廃棄

物収納セルから直近の人が立ち入る管理区域境界（評価点Ｐ5）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

廃棄物保管室における放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）とする。また、管理

区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、廃棄物保管室（評価点Ｐ2）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.2-(1)

に示すとおり、1.96×10-1mSv/週となる。また、1年間あたり9.80mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.2-(2)に示すとおり、評価点Ｐ5において7.86×10-4mSv/3月、

評価点Ｐ6において1.96×10-3mSv/3月となる。 

(c) コンクリート注入室

1) 計算条件

① 線源強度

第２廃棄物処理棟で処理した固体廃棄物は、表面の線量当量率に応じてコンクリート容

器若しくはコンクリート内巻ドラム缶又はこれらの容器に遮蔽を補強したものに収納して

いる。一方、処理した液体廃棄物については、ドラム缶等の容器に充填し、アスファルト

固化体としている。

本評価においては、安全側に評価するため固体廃棄物又は液体廃棄物に含まれるガンマ

線を放出する放射性核種のうち、存在量、放出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、コ

ンクリート容器及びコンクリート内巻ドラム缶（図2.2.3のS7(1),S7(2)及びS8（6体））に

よる評価を行うこととする。 

第２廃棄物処理棟は、高放射性廃棄物を処理する施設であるため、放射性廃棄物を処理

した後に容器に封入したものは高線量となる場合がある。このため、「原子力科学研究所核

燃料物質使用施設等保安規定」に定めるコンクリート容器及びコンクリート内巻ドラム缶

における表面の線量当量率の上限値（2mSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用

いて線源強度を算出する。 

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.3に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、コンクリート注入室内で作業は行わないことか

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.2に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、廃棄物保管室において放射線業務従事者が作業

を行う場所を考慮し、線源から0.50m離れた位置（評価点Ｐ2）とする。 

管理区域境界の評価点については、廃棄物保管室から直近の人が立ち入る管理区域境界

（評価点Ｐ6）及び廃棄物保管室からの放射線の影響を及ぼすことが考えられる処理前廃棄

物収納セルから直近の人が立ち入る管理区域境界（評価点Ｐ5）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

廃棄物保管室における放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）とする。また、管理

区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、廃棄物保管室（評価点Ｐ2）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.2-(1)

に示すとおり、1.96×10-1mSv/週となる。また、1年間あたり9.80mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.2-(2)に示すとおり、評価点Ｐ5において7.86×10-4mSv/3月、

評価点Ｐ6において1.96×10-3mSv/3月となる。 

(c) コンクリート注入室

1) 計算条件

① 線源強度

第２廃棄物処理棟で処理した固体廃棄物は、表面の線量当量率に応じてコンクリート容

器若しくはコンクリート内巻ドラム缶又はこれらの容器に遮蔽を補強したものに収納して

いる。

本評価においては、安全側に評価するため固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放

射性核種のうち、存在量、放出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、コンクリート容器

及びコンクリート内巻ドラム缶（図2.2.3のS7(1),S7(2)及びS8（6体））による評価を行う

こととする。 

第２廃棄物処理棟は、高放射性廃棄物を処理する施設であるため、放射性廃棄物を処理

した後に容器に封入したものは高線量となる場合がある。このため、「原子力科学研究所核

燃料物質使用施設等保安規定」に定めるコンクリート容器及びコンクリート内巻ドラム缶

における表面の線量当量率の上限値（2mSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用

いて線源強度を算出する。 

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.3に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、コンクリート注入室内で作業は行わないことか

アスファルト固化装置

等の使用停止に伴う削

除
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ら、コンクリート注入室外において放射線業務従事者が点検等を行う場所を考慮し、コン

クリート注入室に隣接する室において放射線業務従事者が常時立ち入る場所（評価点Ｐ3）

とする。 

管理区域境界の評価点については、コンクリート注入室から直近の人が立ち入る管理区

域境界（評価点Ｐ7）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

コンクリート注入室に隣接する室における放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）

とする。また、管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、コンクリート注入室に隣接する室（評価点Ｐ3）における放射線業務従事者の実

効線量は、表2.2.2-(1)に示すとおり、1.37×10-2mSv/週となる。また、1年間あたり6.85×10-1mSv

となる。 

管理区域境界（評価点Ｐ7）の実効線量は、表2.2.2-(2)に示すとおり、1.22×10-6mSv/3月と

なる。 

(d) 廃棄物保管エリア

1) 計算条件

① 線源強度

廃棄物保管エリア（図2.2.4のS11）の線源強度については、平成24年度及び平成25年度

の2年間に第２廃棄物処理棟で発生した固体廃棄物（20ℓ カートンボックス等）の容器表面

の線量当量率の平均値（1.18μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出

する。 

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.4に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、廃棄物保管エリアにおいて放射線業務従事者が

点検等を行う場所を考慮し、線源から0.50m離れた位置（評価点Ｐ4）とする。 

管理区域境界の評価点については、廃棄物保管エリアから直近の人が立ち入る管理区域

境界（評価点Ｐ7）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

廃棄物保管エリアにおける放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）とする。また、

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、廃棄物保管エリア（評価点Ｐ4）における放射線業務従事者の実効線量は、表

2.2.2-(1)に示すとおり、9.60×10-2mSv/週となる。また、1年間あたり4.80mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量（評価点Ｐ7）は、表2.2.2-(2)に示すとおり、2.22×10-6mSv/3月と

なる。 

ら、コンクリート注入室外において放射線業務従事者が点検等を行う場所を考慮し、コン

クリート注入室に隣接する室において放射線業務従事者が常時立ち入る場所（評価点Ｐ3）

とする。 

管理区域境界の評価点については、コンクリート注入室から直近の人が立ち入る管理区

域境界（評価点Ｐ7）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

コンクリート注入室に隣接する室における放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）

とする。また、管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、コンクリート注入室に隣接する室（評価点Ｐ3）における放射線業務従事者の実

効線量は、表2.2.2-(1)に示すとおり、1.37×10-2mSv/週となる。また、1年間あたり6.85×10-1mSv

となる。 

管理区域境界（評価点Ｐ7）の実効線量は、表2.2.2-(2)に示すとおり、1.22×10-6mSv/3月と

なる。 

(d) 廃棄物保管エリア

1) 計算条件

① 線源強度

廃棄物保管エリア（図2.2.4のS11）の線源強度については、平成24年度及び平成25年度

の2年間に第２廃棄物処理棟で発生した固体廃棄物（20ℓ カートンボックス等）の容器表面

の線量当量率の平均値（1.18μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出

する。 

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.4に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、廃棄物保管エリアにおいて放射線業務従事者が

点検等を行う場所を考慮し、線源から0.50m離れた位置（評価点Ｐ4）とする。 

管理区域境界の評価点については、廃棄物保管エリアから直近の人が立ち入る管理区域

境界（評価点Ｐ7）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

廃棄物保管エリアにおける放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）とする。また、

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、廃棄物保管エリア（評価点Ｐ4）における放射線業務従事者の実効線量は、表

2.2.2-(1)に示すとおり、9.60×10-2mSv/週となる。また、1年間あたり4.80mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量（評価点Ｐ7）は、表2.2.2-(2)に示すとおり、2.22×10-6mSv/3月と

なる。 
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(2) その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量

各保管場所における放射線業務従事者及び管理区域境界への影響を考慮する必要があるその他の

廃棄施設として、廃棄物処理セル、処理済廃棄物収納セル及び濃縮液貯槽がある。よって、これら

の廃棄施設内の液体廃棄物及び固体廃棄物から各保管場所における放射線業務従事者に寄与する実

効線量及び管理区域境界に寄与する実効線量を評価する。 

(a) 廃棄物処理セル

廃棄物処理セルについては、処理前廃棄物収納セルのセル外（評価点Ｐ1）、廃棄物保管室（評

価点Ｐ2）及び廃棄物保管エリア（評価点Ｐ4）における放射線業務従事者並びにこれらの保管場

所の直近の管理区域境界（評価点Ｐ5及びＰ7）の評価を行う。 

1) 計算条件

① 線源強度

廃棄物処理セル（図2.2.5のS3及びS4）の線源強度については、平成21年度及び平成22

年度の2年間に搬入した固体廃棄物（25ℓ 金属製容器）の容器表面の線量当量率の平均値

（2.42×105μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.5に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

処理前廃棄物収納セルのセル外、廃棄物保管室及び廃棄物保管エリアにおける放射線業務従

事者の作業時間は40h/週（50週/年）とする。また、管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、処理前廃棄物収納セルのセル外（評価点Ｐ1）における放射線業務従事者の実効

線量は、表2.2.2-(3)に示すとおり、8.12×10-16mSv/週となる。また、1年間あたり4.06×10-14mSv

となる。 

廃棄物保管室（評価点Ｐ2）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.2-(3)に示すと

おり、2.98×10-6mSv/週となる。また、1年間あたり1.49×10-4mSvとなる。 

廃棄物保管エリア（評価点Ｐ4）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.2-(3)に示

すとおり、2.79×10-5mSv/週となる。また、1年間あたり1.40×10-3mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.2-(4)に示すとおり、評価点Ｐ5において1.48×10-11mSv/3月、評

価点Ｐ7において3.93×10-4mSv/3月となる。 

(b) 処理済廃棄物収納セル

処理済廃棄物収納セルについては、コンクリート注入室及び廃棄物保管エリアから直近の人

が立ち入る管理区域境界（評価点Ｐ7）の評価を行う。 

1) 計算条件

① 線源強度

処理済廃棄物収納セル（図2.2.6のS9及びS10）の線源強度については、平成21年度及び

平成22年度の2年間に搬入した固体廃棄物（25ℓ 金属製容器）の容器表面の線量当量率の平

均値（2.42×105μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

(2) その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量

各保管場所における放射線業務従事者及び管理区域境界への影響を考慮する必要があるその他の

廃棄施設として、廃棄物処理セル及び処理済廃棄物収納セルがある。よって、これらの廃棄施設内

の固体廃棄物から各保管場所における放射線業務従事者に寄与する実効線量及び管理区域境界に寄

与する実効線量を評価する。 

(a) 廃棄物処理セル

廃棄物処理セルについては、処理前廃棄物収納セルのセル外（評価点Ｐ1）、廃棄物保管室（評

価点Ｐ2）及び廃棄物保管エリア（評価点Ｐ4）における放射線業務従事者並びにこれらの保管場

所の直近の管理区域境界（評価点Ｐ5及びＰ7）の評価を行う。 

1) 計算条件

① 線源強度

廃棄物処理セル（図2.2.5のS3及びS4）の線源強度については、平成21年度及び平成22

年度の2年間に搬入した固体廃棄物（25ℓ 金属製容器）の容器表面の線量当量率の平均値

（2.42×105μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.2.5に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

処理前廃棄物収納セルのセル外、廃棄物保管室及び廃棄物保管エリアにおける放射線業務従

事者の作業時間は40h/週（50週/年）とする。また、管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、処理前廃棄物収納セルのセル外（評価点Ｐ1）における放射線業務従事者の実効

線量は、表2.2.2-(3)に示すとおり、8.12×10-16mSv/週となる。また、1年間あたり4.06×10-14mSv

となる。 

廃棄物保管室（評価点Ｐ2）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.2-(3)に示すと

おり、2.98×10-6mSv/週となる。また、1年間あたり1.49×10-4mSvとなる。 

廃棄物保管エリア（評価点Ｐ4）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.2-(3)に示

すとおり、2.79×10-5mSv/週となる。また、1年間あたり1.40×10-3mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.2-(4)に示すとおり、評価点Ｐ5において1.48×10-11mSv/3月、評

価点Ｐ7において3.93×10-4mSv/3月となる。 

(b) 処理済廃棄物収納セル

処理済廃棄物収納セルについては、コンクリート注入室及び廃棄物保管エリアから直近の人

が立ち入る管理区域境界（評価点Ｐ7）の評価を行う。 

1) 計算条件

① 線源強度

処理済廃棄物収納セル（図2.2.6のS9及びS10）の線源強度については、平成21年度及び

平成22年度の2年間に搬入した固体廃棄物（25ℓ 金属製容器）の容器表面の線量当量率の平

均値（2.42×105μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

アスファルト固化装置

等の使用停止に伴う削

除
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変 更 前 変 更 後 備考

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽壁等の体系をモデル化

する。図2.2.6に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点等を示す。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、管理区域境界（評価点Ｐ7）の実効線量は、表2.2.2-(4)に示すとおり、2.02×

10-4mSv/3月となる。 

(c) 濃縮液貯槽

濃縮液貯槽については、コンクリート注入室に隣接する室（評価点Ｐ3）における放射線業務

従事者の評価を行う。 

1) 計算条件

① 線源強度

濃縮液貯槽（図2.2.7のS12）の線源強度については、平成18年度から平成22年度の5年間

の濃縮廃液の平均濃度に濃縮液貯槽の貯留量を乗じて算出する。 

② 線源核種

濃縮液貯槽の線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結果か

ら、60Co、106Ru、125Sb、 134Cs 及び137Csとする。また、これらの核種の存在比は、それぞれ
60Coを0.0019、106Ruを0.0026、125Sbを0.0023、134Csを0.2283、137Csを0.7649とする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者の実効線量を算出するにあたり、濃縮液貯槽、遮蔽壁等の体系をモデ

ル化する。図2.2.7に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点等を示す。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

コンクリート注入室に隣接する室における放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）

とする。 

3) 計算結果

計算の結果、コンクリート注入室に隣接する室（評価点Ｐ3）における放射線業務従事者の実

効線量は、表2.2.2-(3)に示すとおり、1.33×10-14mSv/週となる。また、1年間あたり6.65×

10-13mSvとなる。 

(3) 評価結果（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量並

びにその他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量の合

計）

(a) 放射線業務従事者

各保管場所における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.2-(5)に示すとおり、最大で評価点

Ｐ2において2.0×10-1mSv/週となり、１mSv/週を超えることはない。また、1年間あたりの各評価

② 線源核種

線源核種は、固体廃棄物に含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放

出するガンマ線のエネルギー等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種

の存在割合は、実績を考慮し、それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽壁等の体系をモデル化

する。図2.2.6に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点等を示す。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、管理区域境界（評価点Ｐ7）の実効線量は、表2.2.2-(4)に示すとおり、2.02×

10-4mSv/3月となる。 

(3) 評価結果（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量並

びにその他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量の合

計）

(a) 放射線業務従事者

各保管場所における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.2-(5)に示すとおり、最大で評価点

Ｐ2において2.0×10-1mSv/週となり、１mSv/週を超えることはない。また、1年間あたりの各評価

アスファルト固化装置

等の使用停止に伴う削

除
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変 更 前 変 更 後 備考

点の実効線量は、最大で評価点Ｐ2において9.8mSvとなり、4月1日を始期とする1年間の実効線量

限度50mSvを超えることはない。また、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量

限度100mSvについても超えることはない。 

(b) 管理区域境界

管理区域境界の実効線量を表2.2.2-(6)に示す。管理区域境界の実効線量は、最大で評価点Ｐ6

において2.0×10-3mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を下回る。 

参考文献 

(1) Y. Sakamoto, S. Tanaka, QAD-CGGP2 and G33-GP2：Revised Versions of QAD-CGGP and G33-GP,

JAERI-M90-110（1990）

(2) 公益社団法人日本アイソトープ協会, “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数”,ICRP

Publication 74, 平成 10 年 3 月

点の実効線量は、最大で評価点Ｐ2において9.8mSvとなり、4月1日を始期とする1年間の実効線量

限度50mSvを超えることはなく、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度

100mSvについても超えることはない。 

(b) 管理区域境界

管理区域境界の実効線量を表2.2.2-(6)に示す。管理区域境界の実効線量は、最大で評価点Ｐ6

において2.0×10-3mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を下回る。 

参考文献 

(1) Y. Sakamoto, S. Tanaka, QAD-CGGP2 and G33-GP2：Revised Versions of QAD-CGGP and G33-GP,

JAERI-M90-110（1990）

(2) 公益社団法人日本アイソトープ協会, “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数”,ICRP

Publication 74, 平成 10 年 3 月

記載の適正化
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変 更 前 変 更 後 備考

表 2.2.2-(1) 各保管場所における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 

処理前廃棄物

収納セル 

（S1,S2） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S1表面から

2.25m 

40h/週 

50週/年 
1.11×10-4 5.55×10-3 

Ｐ2 

廃棄物保管室 

（S5(1), 

S5(2),S6） 

－ 

線源S5(1), S6の

中心で、 

線源S5(1), S6の

表面から0.50m 

40h/週 

50週/年 
1.96×10-1 9.80 

Ｐ3 

コンクリート

注入室 

（S7(1), 

S7(2), 

S8(6体)） 

普通コンクリート 

0.65m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S7(1)中心 

から 3.45m 

線源 S7(2)中心 

から 5.25m 

S8(6体)の中心 

から 2.28m 

40h/週 

50週/年 
1.37×10-2 6.85×10-1 

Ｐ4 

廃棄物保管 

エリア 

（S11） 

－ 
線源 S11表面から

0.50m 

40h/週 

50週/年 
9.60×10-2 4.80 

表 2.2.2-(1) 各保管場所における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 

処理前廃棄物

収納セル 

（S1,S2） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S1表面から

2.25m 

40h/週 

50週/年 
1.11×10-4 5.55×10-3 

Ｐ2 

廃棄物保管室 

（S5(1), 

S5(2),S6） 

－ 

線源S5(1), S6の

中心で、 

線源S5(1), S6の

表面から0.50m 

40h/週 

50週/年 
1.96×10-1 9.80 

Ｐ3 

コンクリート

注入室 

（S7(1), 

S7(2), 

S8(6体)） 

普通コンクリート 

0.65m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S7(1)中心 

から 3.45m 

線源 S7(2)中心 

から 5.25m 

S8(6体)の中心 

から 2.28m 

40h/週 

50週/年 
1.37×10-2 6.85×10-1 

Ｐ4 

廃棄物保管 

エリア 

（S11） 

－ 
線源 S11表面から

0.50m 

40h/週 

50週/年 
9.60×10-2 4.80 
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変 更 前 変 更 後 備考

表 2.2.2-(2) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ5 

処理前廃棄物

収納セル 

（S1,S2） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

普通コンクリート 

0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S1表面から

9.20m 

線源 S2表面から

6.80m 

500h/3月 6.94×10-5 

廃棄物保管室 

（S5(1), 

S5(2),S6） 

普通コンクリート 

0.30m、0.15m、0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S5(1)中心 

から 27.32m 

線源 S5(2)中心 

から 24.44m 

線源 S6中心から

25.47m 

500h/3月 7.86×10-4 

Ｐ6 

処理前廃棄物

収納セル 

（S1,S2） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S1中心から

16.98m 

線源 S2中心から

16.64m 

500h/3月 4.02×10-5 

廃棄物保管室 

（S5(1), 

S5(2),S6） 

普通コンクリート 

0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S5(1)表面 

から 18.20m 

線源 S5(2)表面 

から 14.52m 

線源 S6表面から

15.47m 

500h/3月 1.96×10-3 

Ｐ7 

コンクリート

注入室 

（S7(1), 

S7(2), 

S8(6体)） 

普通コンクリート 

1.10m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S7(1)中心 

から 15.92m 

線源 S7(2)中心 

から 15.46m 

線源 S8(6体)中心

から 16.32m 

500h/3月 1.22×10-6 

廃棄物保管 

エリア 

（S11） 

普通コンクリート 

0.80m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S11中心から

14.45m 
500h/3月 2.22×10-6 

表 2.2.2-(2) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ5 

処理前廃棄物

収納セル 

（S1,S2） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

普通コンクリート 

0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S1表面から

9.20m 

線源 S2表面から

6.80m 

500h/3月 6.94×10-5 

廃棄物保管室 

（S5(1), 

S5(2),S6） 

普通コンクリート 

0.30m、0.15m、0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S5(1)中心 

から 27.32m 

線源 S5(2)中心 

から 24.44m 

線源 S6中心から

25.47m 

500h/3月 7.86×10-4 

Ｐ6 

処理前廃棄物

収納セル 

（S1,S2） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S1中心から

16.98m 

線源 S2中心から

16.64m 

500h/3月 4.02×10-5 

廃棄物保管室 

（S5(1), 

S5(2),S6） 

普通コンクリート 

0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S5(1)表面 

から 18.20m 

線源 S5(2)表面 

から 14.52m 

線源 S6表面から

15.47m 

500h/3月 1.96×10-3 

Ｐ7 

コンクリート

注入室 

（S7(1), 

S7(2), 

S8(6体)） 

普通コンクリート 

1.10m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S7(1)中心 

から 15.92m 

線源 S7(2)中心 

から 15.46m 

線源 S8(6体)中心

から 16.32m 

500h/3月 1.22×10-6 

廃棄物保管 

エリア 

（S11） 

普通コンクリート 

0.80m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S11中心から

14.45m 
500h/3月 2.22×10-6 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付 1-11 

変 更 前 変 更 後 備考

表 2.2.2-(3) 各保管場所における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S3中心から

11.08m 

線源 S4中心から

6.03m 

40h/週 

50週/年 

8.12×10-16 4.06×10-14 

Ｐ2 

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S3中心から

16.01m 

線源 S4中心から

17.00m 

2.98×10-6 1.49×10-4 

Ｐ3 
濃縮液貯槽

（S12） 

普通コンクリート 

0.75m、0.75m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S12中心から

9.19m 
1.33×10-14 6.65×10-13 

Ｐ4 

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

普通コンクリート 

1.60m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から

6.03m 

線源 S4中心から

7.59m 

2.79×10-5 1.40×10-3 

表 2.2.2-(4) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ5 

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

重コンクリート

0.90m、1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S3表面から

20.30m 

線源 S4表面から

14.90m 

500h/3月 

1.48×10-11 

Ｐ7

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

普通コンクリート 

1.60m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から

14.12m 

線源 S4中心から

16.97m 

3.93×10-4 

処理済廃棄物

収納セル

（S9,S10） 

普通コンクリート 

1.80m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S9中心から

14.37m 

線源 S10中心から

13.26m 

2.02×10-4 

表 2.2.2-(3) 各保管場所における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S3中心から

11.08m 

線源 S4中心から

6.03m 

40h/週 

50週/年 

8.12×10-16 4.06×10-14 

Ｐ2 

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

重コンクリート

1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S3中心から

16.01m 

線源 S4中心から

17.00m 

2.98×10-6 1.49×10-4 

（削る） （削る） 

Ｐ4 

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

普通コンクリート 

1.60m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から

6.03m 

線源 S4中心から

7.59m 

2.79×10-5 1.40×10-3 

表 2.2.2-(4) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ5 

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

重コンクリート

0.90m、1.00m 

（密度：3.4g/cm3） 

線源 S3表面から

20.30m 

線源 S4表面から

14.90m 

500h/3月 

1.48×10-11 

Ｐ7

廃棄物処理 

セル 

（S3,S4） 

普通コンクリート 

1.60m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から

14.12m 

線源 S4中心から

16.97m 

3.93×10-4 

処理済廃棄物

収納セル

（S9,S10） 

普通コンクリート 

1.80m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S9中心から

14.37m 

線源 S10中心から

13.26m 

2.02×10-4 

アスファルト固化装置

等の使用停止に伴う削

除



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-12 

 

変 更 前 変 更 後 備考 
 

表 2.2.2-(5) 各保管場所における放射線業務従事者の計算結果のまとめ 

評価点 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

その他の廃棄施設で処理又は 

貯蔵する液体廃棄物又は 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 1.11×10-4 5.55×10-3 8.12×10-16 4.06×10-14 1.2×10-4 5.6×10-3 

Ｐ2 1.96×10-1 9.80 2.98×10-6 1.49×10-4 2.0×10-1 9.8 

Ｐ3 1.37×10-2 6.85×10-1 1.33×10-14 6.65×10-13 1.4×10-2 6.9×10-1 

Ｐ4 9.60×10-2 4.80 2.79×10-5 1.40×10-3 9.6×10-2 4.8 

 

表 2.2.2-(6) 管理区域境界の計算結果のまとめ 

評価点 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

その他の廃棄施設で処理又は 

貯蔵する液体廃棄物又は 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/3月） （mSv/3月） （mSv/3月） 

Ｐ5 8.56×10-4 1.48×10-11 8.6×10-4 

Ｐ6 2.00×10-3 － 2.0×10-3 

Ｐ7 3.44×10-6 5.95×10-4 6.0×10-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.2.2-(5) 各保管場所における放射線業務従事者の計算結果のまとめ 

評価点 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

その他の廃棄施設で処理又は 

貯蔵する液体廃棄物又は 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 1.11×10-4 5.55×10-3 8.12×10-16 4.06×10-14 1.2×10-4 5.6×10-3 

Ｐ2 1.96×10-1 9.80 2.98×10-6 1.49×10-4 2.0×10-1 9.8 

Ｐ3 1.37×10-2 6.85×10-1 － － 1.4×10-2 6.9×10-1 

Ｐ4 9.60×10-2 4.80 2.79×10-5 1.40×10-3 9.6×10-2 4.8 

 

表 2.2.2-(6) 管理区域境界の計算結果のまとめ 

評価点 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

その他の廃棄施設で処理又は 

貯蔵する液体廃棄物又は 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/3月） （mSv/3月） （mSv/3月） 

Ｐ5 8.56×10-4 1.48×10-11 8.6×10-4 

Ｐ6 2.00×10-3 － 2.0×10-3 

Ｐ7 3.44×10-6 5.95×10-4 6.0×10-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アスファルト固化装置

等の使用停止に伴う削
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放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付 1-13 

変 更 前 変 更 後 備考

第２廃棄物処理棟（処理前廃棄物収納セル）の計算モデル 

線源 

形状 

S1（処理前廃棄物収納セル） S2（処理前廃棄物収納セル） 

固体廃棄物を収納した収納ラックの 

外形と同等な直方体体積線源 

固体廃棄物を床に平置きする場所の 

外形と同等な直方体体積線源 

寸法 1.70mW×1.30mD×1.20mH 2.10mW×2.10mD×0.40mH 

強度 

1.34×1012Bq 
60Co：4.46×1011Bq 
106Ru：4.46×1011Bq 
137Cs：4.46×1011Bq 

1.34×1012Bq 
60Co：4.46×1011Bq 
106Ru：4.46×1011Bq 
137Cs：4.46×1011Bq 

密度 0.1g/cm3（処理対象廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ1 
処理前廃棄物収納セルのセル外における放射線業務従事者の作業位置 

（処理前廃棄物収納セル外壁、床面から1.00m） 

Ｐ5 
処理前廃棄物収納セルから直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界の外壁、床面から1.00m） 

Ｐ6 

処理前廃棄物収納セルからの放射線の影響を及ぼすことが考えられる 

廃棄物保管室から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界のフェンス、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

重コンクリート

Ｐ5

Ｐ6

処理前廃棄物収納セル

S1

管
理
区
域

境
界

フ
ェ
ン
ス

（
管
理
区

域
境
界

）

普通コンクリート

遮蔽を考慮せず

第２廃棄物処理棟 １階平面図 単位：m

S2

：管理区域境界

0.15

廃棄物保管室

6.80

9.20

Ｐ1

1
.0

0

2
.2

5

1
.0

0

1.00

遮蔽を考慮せず

S5(1) S6 S5(2) 

図2.2.1 第２廃棄物処理棟（処理前廃棄物収納セル）の計算モデル 

第２廃棄物処理棟（処理前廃棄物収納セル）の計算モデル 

線源 

形状 

S1（処理前廃棄物収納セル） S2（処理前廃棄物収納セル） 

固体廃棄物を収納した収納ラックの 

外形と同等な直方体体積線源 

固体廃棄物を床に平置きする場所の 

外形と同等な直方体体積線源 

寸法 1.70mW×1.30mD×1.20mH 2.10mW×2.10mD×0.40mH 

強度 

1.34×1012Bq 
60Co：4.46×1011Bq 
106Ru：4.46×1011Bq 
137Cs：4.46×1011Bq 

1.34×1012Bq 
60Co：4.46×1011Bq 
106Ru：4.46×1011Bq 
137Cs：4.46×1011Bq 

密度 0.1g/cm3（処理対象廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ1 
処理前廃棄物収納セルのセル外における放射線業務従事者の作業位置 

（処理前廃棄物収納セル外壁、床面から1.00m） 

Ｐ5 
処理前廃棄物収納セルから直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界の外壁、床面から1.00m） 

Ｐ6 

処理前廃棄物収納セルからの放射線の影響を及ぼすことが考えられる 

廃棄物保管室から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界のフェンス、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

重コンクリート

Ｐ5

Ｐ6

処理前廃棄物収納セル

S1

管
理
区
域

境
界

フ
ェ
ン
ス

（
管
理
区

域
境
界

）

普通コンクリート

遮蔽を考慮せず

第２廃棄物処理棟 １階平面図 単位：m

S2

：管理区域境界

0.15

廃棄物保管室

6.80

9.20

Ｐ1

1
.0

0

2
.2

5

1
.0

0

1.00

遮蔽を考慮せず

S5(1) S6 S5(2) 

図2.2.1 第２廃棄物処理棟（処理前廃棄物収納セル）の計算モデル 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付 1-14 

変 更 前 変 更 後 備考

第２廃棄物処理棟（廃棄物保管室）の計算モデル 

線源 

形状 

S5(1) （廃棄物保管室） S5(2) （廃棄物保管室） S6（廃棄物保管室） 

保管庫の外形寸法と同等

な直方体体積線源 

保管庫の外形寸法と同等

な直方体体積線源 

200ℓ ドラム缶20本の体積

と等価な直方体体積線源 

寸法 1.90mW×0.95mD×2.33mH 1.90mW×0.95mD×2.33mH 3.00mW×1.55mD×0.86mH 

強度 

2.93×107Bq 
60Co：9.74×106Bq 
106Ru：9.74×106Bq 
137Cs：9.74×106Bq 

2.93×107Bq 
60Co：9.74×106Bq 
106Ru：9.74×106Bq 
137Cs：9.74×106Bq 

2.78×107Bq 
60Co：9.26×106Bq 
106Ru：9.26×106Bq 
137Cs：9.26×106Bq 

密度 0.1g/cm3（処理対象廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ2 
廃棄物保管室における放射線業務従事者の作業位置 

（線源S5(1), S6の中心で、線源S5(1), S6の表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ5 

廃棄物保管室からの放射線の影響を及ぼすことが考えられる 

処理前廃棄物収納セルから直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界の外壁、床面から1.00m） 

Ｐ6 
廃棄物保管室から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界のフェンス、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

重コンクリート

Ｐ5

Ｐ6

処理前廃棄物収納セル

S1

管
理
区
域
境
界

フ
ェ
ン
ス

（
管
理
区
域
境
界
）

普通コンクリート

遮蔽を考慮せず

14.52

第２廃棄物処理棟 １階平面図 単位：m

S2

廃棄物保管室

：管理区域境界

0.15

0.30

0
.
1
5

S5(1) S5(2)

S6

普通コンクリート
15.47

18.20

遮蔽を考慮せず

フ
ェ
ン
ス
（
管
理
区
域
境
界
）

0.50 0.50

S5(1) S5(2)

S6

0.30

14.52

第２廃棄物処理棟 １階平面図 単位：m

Ｐ6Ｐ2

普通コンクリート

：管理区域境界

廃棄物保管室

図2.2.2 第２廃棄物処理棟（廃棄物保管室）の計算モデル 

第２廃棄物処理棟（廃棄物保管室）の計算モデル 

線源 

形状 

S5(1) （廃棄物保管室） S5(2) （廃棄物保管室） S6（廃棄物保管室） 

保管庫の外形寸法と同等

な直方体体積線源 

保管庫の外形寸法と同等

な直方体体積線源 

200ℓ ドラム缶20本の体積

と等価な直方体体積線源 

寸法 1.90mW×0.95mD×2.33mH 1.90mW×0.95mD×2.33mH 3.00mW×1.55mD×0.86mH 

強度 

2.93×107Bq 
60Co：9.74×106Bq 
106Ru：9.74×106Bq 
137Cs：9.74×106Bq 

2.93×107Bq 
60Co：9.74×106Bq 
106Ru：9.74×106Bq 
137Cs：9.74×106Bq 

2.78×107Bq 
60Co：9.26×106Bq 
106Ru：9.26×106Bq 
137Cs：9.26×106Bq 

密度 0.1g/cm3（処理対象廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ2 
廃棄物保管室における放射線業務従事者の作業位置 

（線源S5(1), S6の中心で、線源S5(1), S6の表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ5 

廃棄物保管室からの放射線の影響を及ぼすことが考えられる 

処理前廃棄物収納セルから直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界の外壁、床面から1.00m） 

Ｐ6 
廃棄物保管室から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界のフェンス、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

重コンクリート

Ｐ5

Ｐ6

処理前廃棄物収納セル

S1

管
理
区
域
境
界

フ
ェ
ン
ス

（
管
理
区
域
境
界
）

普通コンクリート

遮蔽を考慮せず

14.52

第２廃棄物処理棟 １階平面図 単位：m

S2

廃棄物保管室

：管理区域境界

0.15

0.30

0
.
1
5

S5(1) S5(2)

S6

普通コンクリート
15.47

18.20

遮蔽を考慮せず

フ
ェ
ン
ス
（
管
理
区
域
境
界
）

0.50 0.50

S5(1) S5(2)

S6

0.30

14.52

第２廃棄物処理棟 １階平面図 単位：m

Ｐ6Ｐ2

普通コンクリート

：管理区域境界

廃棄物保管室

図2.2.2 第２廃棄物処理棟（廃棄物保管室）の計算モデル 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付 1-15 

変 更 前 変 更 後 備考

第２廃棄物処理棟（コンクリート注入室）の計算モデル 

線源 

形状 

S7(1)  

（コンクリート注入室） 

S7(2)  

（コンクリート注入室） 

S8 

（コンクリート注入室） 

コンクリート容器と 

同等な円柱体積線源 

コンクリート容器と 

同等な円柱体積線源 

コンクリート内巻ドラム

缶と同等な円柱体積線源 

寸法 φ1.06m×1.20mH φ1.06m×1.20mH φ0.58m×0.86mH 

強度 

6.45×1011Bq 
60Co：2.15×1011Bq 
106Ru：2.15×1011Bq 
137Cs：2.15×1011Bq 

6.45×1011Bq 
60Co：2.15×1011Bq 
106Ru：2.15×1011Bq 
137Cs：2.15×1011Bq 

2.29×1010Bq 
60Co：7.63×109Bq 
106Ru：7.63×109Bq 
137Cs：7.63×109Bq 

密度 

2.1g/cm3（普通コンクリート）

11.0g/cm3（遮蔽（鉛）) 

0.3g/cm3（1/3に圧縮した処理対象廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ3 
コンクリート注入室に隣接する室における放射線業務従事者の作業位置 

（コンクリート注入室外壁から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ7 
コンクリート注入室から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（ホット機械室の出入口、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

Ｐ7管理区域境界

Ｐ3

コンクリート注入室

普通コンクリート

S8

S8

S8

S8

S8

S8

0
.
5
8
0
.
5
8
0
.
5
8
0
.
5
8
0
.
5
8

1.13 1.17 1.80 1.25

5
.0

4
1
.1

0

0.50
S7(1) S7(2)

第２廃棄物処理棟 地階平面図

単位：m

0.65

：管理区域境界

ホット機械室

図2.2.3 第２廃棄物処理棟（コンクリート注入室）の計算モデル 

第２廃棄物処理棟（コンクリート注入室）の計算モデル 

線源 

形状 

S7(1)  

（コンクリート注入室） 

S7(2)  

（コンクリート注入室） 

S8 

（コンクリート注入室） 

コンクリート容器と 

同等な円柱体積線源 

コンクリート容器と 

同等な円柱体積線源 

コンクリート内巻ドラム

缶と同等な円柱体積線源 

寸法 φ1.06m×1.20mH φ1.06m×1.20mH φ0.58m×0.86mH 

強度 

6.45×1011Bq 
60Co：2.15×1011Bq 
106Ru：2.15×1011Bq 
137Cs：2.15×1011Bq 

6.45×1011Bq 
60Co：2.15×1011Bq 
106Ru：2.15×1011Bq 
137Cs：2.15×1011Bq 

2.29×1010Bq 
60Co：7.63×109Bq 
106Ru：7.63×109Bq 
137Cs：7.63×109Bq 

密度 

2.1g/cm3（普通コンクリート）

11.0g/cm3（遮蔽（鉛）) 

0.3g/cm3（1/3に圧縮した処理対象廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ3 
コンクリート注入室に隣接する室における放射線業務従事者の作業位置 

（コンクリート注入室外壁から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ7 
コンクリート注入室から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（ホット機械室の出入口、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

Ｐ7管理区域境界

Ｐ3

コンクリート注入室

普通コンクリート

S8

S8

S8

S8

S8

S8

0
.
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5
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.
5
8
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.
5
8
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.
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8

1.13 1.17 1.80 1.25

5
.0

4
1
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0

0.50
S7(1) S7(2)

第２廃棄物処理棟 地階平面図

単位：m

0.65

：管理区域境界

ホット機械室

図2.2.3 第２廃棄物処理棟（コンクリート注入室）の計算モデル 
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変 更 前 変 更 後 備考

第２廃棄物処理棟（廃棄物保管エリア）の計算モデル 

線源 

形状 
S11（廃棄物保管エリア） 

保管庫の外形寸法と同等な直方体体積線源 

寸法 2.25mW×0.70mD×1.90mH 

強度 

2.08×107Bq 
60Co:6.93×106Bq 
106Ru:6.93×106Bq 
137Cs:6.93×106Bq 

密度 0.1g/cm3（可燃性固体廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ4 
廃棄物保管エリアにおける放射線業務従事者の作業位置 

（線源S11表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ7 
廃棄物保管エリアから直近の人が立ち入る管理区域境界 

（ホット機械室の出入口、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

1
.8
0

0
.5
0

Ｐ4

S11

3.00

廃棄物保管エリア境界

第２廃棄物処理棟 地階平面図

単位：m

0
.
8
0

廃棄物保管エリア

Ｐ7

普通コンクリート

第２廃棄物処理棟 地階平面図

：管理区域境界
単位：m

管理区域境界

S11

ホット機械室

図2.2.4 第２廃棄物処理棟（廃棄物保管エリア）の計算モデル 

第２廃棄物処理棟（廃棄物保管エリア）の計算モデル 

線源 

形状 
S11（廃棄物保管エリア） 

保管庫の外形寸法と同等な直方体体積線源 

寸法 2.25mW×0.70mD×1.90mH 

強度 

2.08×107Bq 
60Co:6.93×106Bq 
106Ru:6.93×106Bq 
137Cs:6.93×106Bq 

密度 0.1g/cm3（可燃性固体廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ4 
廃棄物保管エリアにおける放射線業務従事者の作業位置 

（線源S11表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ7 
廃棄物保管エリアから直近の人が立ち入る管理区域境界 

（ホット機械室の出入口、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

1
.8
0

0
.5
0

Ｐ4

S11

3.00

廃棄物保管エリア境界

第２廃棄物処理棟 地階平面図

単位：m

0
.
8
0

廃棄物保管エリア

Ｐ7

普通コンクリート

第２廃棄物処理棟 地階平面図

：管理区域境界
単位：m

管理区域境界

S11

ホット機械室

図2.2.4 第２廃棄物処理棟（廃棄物保管エリア）の計算モデル 
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変 更 前 変 更 後 備考

第２廃棄物処理棟（廃棄物処理セル）の計算モデル 

線源 

形状 

S3（廃棄物処理セル） S4（廃棄物処理セル） 

床に平置きした固体廃棄物と 

同等な直方体体積線源 

床に平置きした固体廃棄物と 

同等な直方体体積線源 

寸法 1.20mW×2.00mD×0.40mH 1.20mW×0.80mD×0.40mH 

強度 

1.68×1012Bq 
60Co：5.58×1011Bq 
106Ru：5.58×1011Bq 
137Cs：5.58×1011Bq 

2.24×1011Bq 
60Co：7.44×1010Bq 
106Ru：7.44×1010Bq 
137Cs：7.44×1010Bq 

密度 
0.3g/cm3（1/3に圧縮した 

処理対象廃棄物の平均密度） 

0.1g/cm3

（処理対象廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ1 
処理前廃棄物収納セルのセル外における放射線業務従事者の作業位置 

（処理前廃棄物収納セル外壁、床面から1.00m） 

Ｐ2 
廃棄物保管室における放射線業務従事者の作業位置 

（線源S5(1), S6の中心で、線源S5(1), S6の表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ4 
廃棄物保管エリアにおける放射線業務従事者の作業位置 

（線源S11表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ5 
処理前廃棄物収納セルから直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界の外壁、床面から1.00m） 

Ｐ7 

コンクリート注入室及び廃棄物保管エリアから 

直近の人が立ち入る管理区域境界 

（ホット機械室の出入口、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

管
理

区
域
境

界

重コンクリート

処理前廃棄物
収納セル

廃棄物処理セル

S3 S4

Ｐ1

14.90

0.15

20.30

0.90 1.00

Ｐ5

単位：m

第２廃棄物処理棟 １階平面図

1
.0
0

：管理区域境界

遮蔽を考慮せず

Ｐ2

廃棄物保管室

遮蔽を考慮せず

S5(1) S6  S5(2)

1
.0
0

第２廃棄物処理棟（廃棄物処理セル）の計算モデル 

線源 

形状 

S3（廃棄物処理セル） S4（廃棄物処理セル） 

床に平置きした固体廃棄物と 

同等な直方体体積線源 

床に平置きした固体廃棄物と 

同等な直方体体積線源 

寸法 1.20mW×2.00mD×0.40mH 1.20mW×0.80mD×0.40mH 

強度 

1.68×1012Bq 
60Co：5.58×1011Bq 
106Ru：5.58×1011Bq 
137Cs：5.58×1011Bq 

2.24×1011Bq 
60Co：7.44×1010Bq 
106Ru：7.44×1010Bq 
137Cs：7.44×1010Bq 

密度 
0.3g/cm3（1/3に圧縮した 

処理対象廃棄物の平均密度） 

0.1g/cm3

（処理対象廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ1 
処理前廃棄物収納セルのセル外における放射線業務従事者の作業位置 

（処理前廃棄物収納セル外壁、床面から1.00m） 

Ｐ2 
廃棄物保管室における放射線業務従事者の作業位置 

（線源S5(1), S6の中心で、線源S5(1), S6の表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ4 
廃棄物保管エリアにおける放射線業務従事者の作業位置 

（線源S11表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ5 
処理前廃棄物収納セルから直近の人が立ち入る管理区域境界 

（管理区域境界の外壁、床面から1.00m） 

Ｐ7 

コンクリート注入室及び廃棄物保管エリアから 

直近の人が立ち入る管理区域境界 

（ホット機械室の出入口、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

管
理

区
域
境

界

重コンクリート

処理前廃棄物
収納セル

廃棄物処理セル

S3 S4
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単位：m
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1
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S5(1) S6  S5(2)

1
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変 更 前 変 更 後 備考
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第２廃棄物処理棟 １階平面図

図2.2.5 第２廃棄物処理棟（廃棄物処理セル）の計算モデル 
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図2.2.5 第２廃棄物処理棟（廃棄物処理セル）の計算モデル 
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変 更 前 変 更 後 備考

第２廃棄物処理棟（処理済廃棄物収納セル）の計算モデル 

線源 

形状 

S9（処理済廃棄物収納セル） S10（処理済廃棄物収納セル） 

床に平置きした固体廃棄物と 

同等な直方体体積線源 

床に平置きした固体廃棄物と 

同等な直方体体積線源 

寸法 1.90mW×2.40mD×1.50mH 1.80mW×1.80mD×0.50mH 

強度 

6.69×1012Bq 
60Co：2.23×1012Bq 
106Ru：2.23×1012Bq 
137Cs：2.23×1012Bq 

1.79×1012Bq 
60Co：5.95×1011Bq 
106Ru：5.95×1011Bq 
137Cs：5.95×1011Bq 

密度 
0.3g/cm3(1/3に圧縮した 

処理対象廃棄物の平均密度) 

0.3g/cm3(1/3に圧縮した 

処理対象廃棄物の平均密度) 

評価点 Ｐ7 

コンクリート注入室及び廃棄物保管エリアから 

直近の人が立ち入る管理区域境界 

（ホット機械室の出入口、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 

1.10

1
.8
0

コンクリート注入室

処理済廃棄物
収納セル

処理済廃棄物
収納セル

1
.0
0

1.10

1.10

重コンクリート

普通
コンクリート

S9

S10
S9

S10 １階

地階

第２廃棄物処理棟 １階平面図

第２廃棄物処理棟 立面図

単位：m

Ｐ7

ホット機械室

管
理
区
域
境
界

：管理区域境界

図2.2.6 第２廃棄物処理棟（処理済廃棄物収納セル）の計算モデル 

第２廃棄物処理棟（処理済廃棄物収納セル）の計算モデル 

線源 

形状 

S9（処理済廃棄物収納セル） S10（処理済廃棄物収納セル） 

床に平置きした固体廃棄物と 

同等な直方体体積線源 

床に平置きした固体廃棄物と 

同等な直方体体積線源 

寸法 1.90mW×2.40mD×1.50mH 1.80mW×1.80mD×0.50mH 

強度 

6.69×1012Bq 
60Co：2.23×1012Bq 
106Ru：2.23×1012Bq 
137Cs：2.23×1012Bq 

1.79×1012Bq 
60Co：5.95×1011Bq 
106Ru：5.95×1011Bq 
137Cs：5.95×1011Bq 

密度 
0.3g/cm3(1/3に圧縮した 

処理対象廃棄物の平均密度) 

0.3g/cm3(1/3に圧縮した 

処理対象廃棄物の平均密度) 

評価点 Ｐ7 

コンクリート注入室及び廃棄物保管エリアから 

直近の人が立ち入る管理区域境界 

（ホット機械室の出入口、地面から1.00m） 

計算 

モデル図 
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図2.2.6 第２廃棄物処理棟（処理済廃棄物収納セル）の計算モデル 
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変 更 前 変 更 後 備考 
 

第２廃棄物処理棟（濃縮液貯槽）の計算モデル 

線源 

形状 
S12（濃縮液貯槽） 

濃縮液貯槽の外形寸法と同等な直方体体積線源 

寸法 0.80mW×1.60mD×0.80mH 

強度 

4.52×109Bq 
60Co:8.72×106Bq 
106Ru:1.18×107Bq 
137Cs:3.45×109Bq 
134Cs:1.03×109Bq 
125Sb:1.05×107Bq 

密度 1.0g/cm3 （液体廃棄物の平均密度） 

評価点 Ｐ3 

コンクリート注入室に隣接する室における 

放射線業務従事者の作業位置 

（コンクリート注入室外壁から0.50m、床面から1.00m） 

計算 

モデル図 

 

コンクリート注入室

0.50

Ｐ3

S12

第２廃棄物処理棟 地階平面図 単位：m
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0
.
7
5

濃縮液貯槽 普通コンクリート
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S7(1)
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図2.2.7 第２廃棄物処理棟（濃縮液貯槽）の計算モデル 
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変 更 前 変 更 後 備考

2.2.3 第３廃棄物処理棟に係る遮蔽計算 

(1) 処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量

第３廃棄物処理棟には、蒸発処理装置・Ⅰで処理した後の濃縮廃液をセメント固化装置で固化処

理して作製したセメント固化体を限られた期間保管する固化体保管エリア並びに処理等に伴って発

生した固体廃棄物を限られた期間保管する第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫

Ｂがある。 

1) 計算条件

① 線源強度

(a) 固化体保管エリア

固化体保管エリア（図2.3.1のS1）の線源強度は、平成18年度から平成22年度の5年間に

作製したセメント固化体（200ℓ ドラム缶）の容器表面の線量当量率の平均値（2.99×101

μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）(1)を用いて算出する。 

(b) 第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（図2.3.1のS2及びS3）の線源

強度は、平成24年度及び平成25年度の2年間に第３廃棄物処理棟で発生した固体廃棄物（20ℓ

カートンボックス等）の容器表面の線量当量率の平均値（4.90×10-1μSv/h）から、遮蔽計算

コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

② 線源核種

(a) 固化体保管エリア

固化体保管エリアの線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

(b) 第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂの線源核種は、固体廃棄物に

含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放出するガンマ線のエネルギー

等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種の存在割合は、実績を考慮し、

それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.3.1に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、それぞれの保管場所において放射線業務従事者

が作業を行う場所を考慮し、固化体保管エリアの線源から0.50m離れた位置（評価点Ｐ1）

並びに第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂの両方から寄与を受ける

位置（評価点Ｐ2）とする。 

管理区域境界の評価点については、それぞれの保管場所から直近の人が立ち入る管理区

域境界（評価点Ｐ3、Ｐ4及びＰ7）、第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫

Ｂの両方から寄与を受け、かつ、コンクリート壁による遮蔽効果を見込むことができない

シャッター部の管理区域境界（評価点Ｐ5）及び固化体保管エリアから直近の人が立ち入る

管理区域境界であって、固化体保管エリアから評価点までコンクリート壁による遮蔽効果

を見込むことができないシャッター部の管理区域境界（評価点Ｐ6）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガンマ

線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74(2)

とする。 

固化体保管エリア、第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂにおける放射

線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）とする。また、管理区域境界の評価時間は 

500h/3月とする。 

2.2.3 第３廃棄物処理棟に係る遮蔽計算 

(1) 処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量

第３廃棄物処理棟には、蒸発処理装置・Ⅰで処理した後の濃縮廃液をセメント固化装置で固化処

理して作製したセメント固化体を限られた期間保管する固化体保管エリア並びに処理等に伴って発

生した固体廃棄物を限られた期間保管する第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫

Ｂがある。これらの処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所について、放射線業務従事者及

び管理区域境界に寄与する実効線量を評価する。 

1) 計算条件

① 線源強度

(a) 固化体保管エリア

固化体保管エリア（図2.3.1のS1）の線源強度は、平成18年度から平成22年度の5年間に

作製したセメント固化体（200ℓ ドラム缶）の容器表面の線量当量率の平均値を10倍した値

（2.99×102μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）(1)を用いて算出する。 

(b) 第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（図2.3.1のS2及びS3）の線源

強度は、平成24年度及び平成25年度の2年間に第３廃棄物処理棟で発生した固体廃棄物（20ℓ

カートンボックス等）の容器表面の線量当量率の平均値（4.90×10-1μSv/h）から、遮蔽計算

コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

② 線源核種

(a) 固化体保管エリア

固化体保管エリアの線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

(b) 第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂの線源核種は、固体廃棄物に

含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放出するガンマ線のエネルギー

等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種の存在割合は、実績を考慮し、

それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃棄物容器、遮蔽

壁等の体系をモデル化する。図2.3.1に、計算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点

等を示す。 

放射線業務従事者の評価点については、それぞれの保管場所において放射線業務従事者

が作業を行う場所を考慮し、固化体保管エリアの線源から0.50m離れた位置（評価点Ｐ1）

並びに第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂの両方から寄与を受ける

位置（評価点Ｐ2）とする。 

管理区域境界の評価点については、それぞれの保管場所から直近の人が立ち入る管理区

域境界（評価点Ｐ3、Ｐ4及びＰ7）、第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫

Ｂの両方から寄与を受け、かつ、コンクリート壁による遮蔽効果を見込むことができない

シャッター部の管理区域境界（評価点Ｐ5）及び固化体保管エリアから直近の人が立ち入る

管理区域境界であって、固化体保管エリアから評価点までコンクリート壁による遮蔽効果

を見込むことができないシャッター部の管理区域境界（評価点Ｐ6）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガンマ

線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74(2)

とする。 

固化体保管エリア、第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂにおける放射

線業務従事者の作業時間は1h/週（50週/年）とする。また、管理区域境界の評価時間は500h/3

月とする。 

評価内容の明確化

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更

作業時間の見直し
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変 更 前 変 更 後 備考 
3) 計算結果 

各保管場所（評価点Ｐ1及びＰ2）における放射線業務従事者の実効線量を表2.2.3-(1)に示す。 

管理区域境界の実効線量を表2.2.3-(2)に示す。 

 

(2) その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量 

各保管場所における放射線業務従事者及び管理区域境界への影響を考慮する必要があるその他

の廃棄施設として、蒸発処理装置・Ⅰの塔槽類（廃液供給槽、蒸発缶及び濃縮液貯槽）及びセメ

ント固化装置の塔槽類（計量槽及び混練用ミキサ）がある。よって、これらの廃棄施設内の液体

廃棄物から各保管場所における放射線業務従事者に寄与する実効線量及び管理区域境界に寄与す

る実効線量を評価する。 

 

(a) 蒸発処理装置・Ⅰ 

蒸発処理装置・Ⅰの塔槽類（廃液供給槽、蒸発缶及び濃縮液貯槽）については、第３廃棄物

処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（評価点Ｐ2）における放射線業務従事者及びこ

れらの保管場所の近傍の管理区域境界（評価点Ｐ3、Ｐ4及びＰ5）の評価を行う。 

1) 計算条件 

① 線源強度 

廃液供給槽（図2.3.2のS4）の線源強度は、平成18年度から平成22年度の5年間の受入廃

液の平均濃度に塔槽類の貯留量を乗じて算出する。蒸発缶及び濃縮液貯槽（図2.3.2のS5、

S6及びS7）の線源強度は、平成18年度から平成22年度の5年間に作製したセメント固化体

（200ℓ ドラム缶）の容器表面の線量当量率の平均値（2.99×101μSv/h）から、遮蔽計算

コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

 

② 線源核種 

蒸発処理装置・Ⅰの線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

③ 計算モデル及び計算条件 

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃液供給槽、蒸発

缶、濃縮液貯槽、遮蔽壁等の体系をモデル化する。図2.3.2に、計算モデル図、計算に使用

した線源強度、評価点等を示す。 

 

2) 計算方法 

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂにおける放射線業務従事者の作業

時間は40h/週（50週/年）とする。また、管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

 

3) 計算結果 

計算の結果、第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（評価点Ｐ2）におけ

る放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.3-(3)に示すとおり、8.92×10-3mSv/週、1年間あたり

4.46×10-1mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.3-(4)に示すとおり、評価点Ｐ3において7.84×10-4mSv/3

月、評価点Ｐ4において7.25×10-4mSv/3月、評価点Ｐ5において8.21×10-2mSv/3月となる。 

 

(b) セメント固化装置 

セメント固化装置の塔槽類（計量槽及び混練用ミキサ）については、固化体保管エリアにお

ける放射線業務従事者（評価点Ｐ1）及び固化体保管エリア近傍の管理区域境界（評価点Ｐ6及び

Ｐ7）の評価を行う。 

 

1) 計算条件 

3) 計算結果 

各保管場所（評価点Ｐ1及びＰ2）における放射線業務従事者の実効線量を表2.2.3-(1)に示す。 

管理区域境界の実効線量を表2.2.3-(2)に示す。 

 

(2) その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量 

各保管場所における放射線業務従事者及び管理区域境界への影響を考慮する必要があるその他

の廃棄施設として、蒸発処理装置・Ⅰの塔槽類（廃液供給槽、蒸発缶及び濃縮液貯槽）及びセメ

ント固化装置の塔槽類（計量槽及び混練用ミキサ）がある。よって、これらの廃棄施設内の液体

廃棄物から各保管場所における放射線業務従事者に寄与する実効線量及び管理区域境界に寄与す

る実効線量を評価する。 

 

(a) 蒸発処理装置・Ⅰ 

蒸発処理装置・Ⅰの塔槽類（廃液供給槽、蒸発缶及び濃縮液貯槽）については、第３廃棄物

処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（評価点Ｐ2）における放射線業務従事者及びこ

れらの保管場所の近傍の管理区域境界（評価点Ｐ3、Ｐ4及びＰ5）の評価を行う。 

1) 計算条件 

① 線源強度 

廃液供給槽（図2.3.2のS4）の線源強度は、平成18年度から平成22年度の5年間の受入廃

液の平均濃度を10倍した値に塔槽類の貯留量を乗じて算出する。蒸発缶及び濃縮液貯槽（図

2.3.2のS5、S6及びS7）の線源強度は、平成18年度から平成22年度の5年間に作製したセメ

ント固化体（200ℓ ドラム缶）の容器表面の線量当量率の平均値を10倍した値（2.99×102

μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。なお、濃縮液貯槽につ

いては、貯槽Ａ及びＢのうち寄与の大きい貯槽をそれぞれの評価点における線源とする。 

② 線源核種 

蒸発処理装置・Ⅰの線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

③ 計算モデル及び計算条件 

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、廃液供給槽、蒸発

缶、濃縮液貯槽、遮蔽壁等の体系をモデル化する。図2.3.2に、計算モデル図、計算に使用

した線源強度、評価点等を示す。 

 

2) 計算方法 

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂにおける放射線業務従事者の作業

時間は1h/週（50週/年）とする。また、管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

 

3) 計算結果 

計算の結果、第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（評価点Ｐ2）におけ

る放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.3-(3)に示すとおり、2.25×10-3mSv/週、1年間あたり

1.13×10-1mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.3-(4)に示すとおり、評価点Ｐ3において7.22×10-3mSv/3

月、評価点Ｐ4において5.31×10-3mSv/3月、評価点Ｐ5において8.04×10-1mSv/3月となる。 

 

(b) セメント固化装置 

セメント固化装置の塔槽類（計量槽及び混練用ミキサ）については、固化体保管エリアにお

ける放射線業務従事者（評価点Ｐ1）及び固化体保管エリア近傍の管理区域境界（評価点Ｐ6及び

Ｐ7）の評価を行う。 

 

1) 計算条件 
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変 更 前 変 更 後 備考

① 線源強度

塔槽類（計量槽及び混練用ミキサ）（図2.3.2のS8及びS9）の線源強度は、平成18年度か

ら平成22年度の5年間に作製したセメント固化体（200ℓ ドラム缶）の容器表面の線量当量

率の平均値（2.99×101μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

② 線源核種

セメント固化装置の線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、計量槽、混練用ミ

キサ、遮蔽壁等の体系をモデル化する。図2.3.2に、計算モデル図、計算に使用した線源強

度、評価点等を示す。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

固化体保管エリアにおける放射線業務従事者の作業時間は40h/週（50週/年）とする。また、

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、固化体保管エリアにおける放射線業務従事者（評価点Ｐ1）の実効線量は、表

2.2.3-(3)に示すとおり、2.04×10-3mSv/週、1年間あたり1.02×10-1mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.3-(4)に示すとおり、評価点Ｐ6において2.66×10-3mSv/3

月、評価点Ｐ7において1.31×10-2mSv/3月となる。 

(3) 評価結果（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量並

びにその他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量の合

計）

(a) 放射線業務従事者

各保管場所（評価点Ｐ1及びＰ2）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.3-(5)に示す

とおり、評価点Ｐ1で6.0×10-1mSv/週、評価点Ｐ2で1.9×10-1mSv/週となり、1mSv/週を超えること

はない。また、評価点Ｐ1で1年間あたり3.0×101mSv、評価点Ｐ2で1年間あたり9.1mSvとなり、4月

1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。ただし、評価点Ｐ1にあっては、

平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについては、立入時間を制限

すること等によりこれを超えないように管理する。 

(b) 管理区域境界

管理区域境界（評価点Ｐ3、Ｐ4、Ｐ5、Ｐ6及びＰ7）の実効線量を表2.2.3-(6)に示す。管理区域

境界の実効線量は、最大で評価点Ｐ3において4.4×10-1mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3

月を下回る。 

参考文献 

(1) Y. Sakamoto, S. Tanaka, QAD-CGGP2 and G33-GP2：Revised Versions of QAD-CGGP and G33-GP,

JAERI-M90-110（1990）

(2) 公益社団法人日本アイソトープ協会, “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数”,ICRP

Publication 74, 平成 10 年 3 月

① 線源強度

塔槽類（計量槽及び混練用ミキサ）（図2.3.2のS8及びS9）の線源強度は、平成18年度か

ら平成22年度の5年間に作製したセメント固化体（200ℓ ドラム缶）の容器表面の線量当量

率の平均値を10倍した値（2.99×102μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用い

て算出する。 

② 線源核種

セメント固化装置の線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者及び管理区域境界の実効線量を算出するにあたり、計量槽、混練用ミ

キサ、遮蔽壁等の体系をモデル化する。図2.3.2に、計算モデル図、計算に使用した線源強

度、評価点等を示す。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

固化体保管エリアにおける放射線業務従事者の作業時間は1h/週（50週/年）とする。また、

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

3) 計算結果

計算の結果、固化体保管エリアにおける放射線業務従事者（評価点Ｐ1）の実効線量は、表

2.2.3-(3)に示すとおり、5.10×10-4mSv/週、1年間あたり2.55×10-2mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.2.3-(4)に示すとおり、評価点Ｐ6において2.66×10-2mSv/3

月、評価点Ｐ7において1.31×10-1mSv/3月となる。 

(3) 評価結果（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量並

びにその他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量の合

計）

(a) 放射線業務従事者

各保管場所（評価点Ｐ1及びＰ2）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.2.3-(5)に示す

とおり、評価点Ｐ1で1.5×10-1mSv/週、評価点Ｐ2で6.6×10-3mSv/週となり、1mSv/週を超えること

はない。また、評価点Ｐ1で1年間あたり7.5mSv、評価点Ｐ2で1年間あたり3.3×10-1mSvとなり、4

月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはなく、平成13年4月1日以後5年ごと

に区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 

(b) 管理区域境界

管理区域境界（評価点Ｐ3、Ｐ4、Ｐ5、Ｐ6及びＰ7）の実効線量を表2.2.3-(6)に示す。管理区域

境界の実効線量は、最大で評価点Ｐ5において9.1×10-1mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3

月を下回る。 

参考文献 

(1) Y. Sakamoto, S. Tanaka, QAD-CGGP2 and G33-GP2：Revised Versions of QAD-CGGP and G33-GP,

JAERI-M90-110（1990）

(2) 公益社団法人日本アイソトープ協会, “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数”,ICRP

Publication 74, 平成 10 年 3 月

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更

作業時間の見直し

評価結果の変更

評価結果の変更

実効線量が最大となる

評価点の変更

評価結果の変更
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変 更 前 変 更 後 備考

表 2.2.3-(1) 各保管場所における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 

固化体 

保管エリア 

（S1） 

－ 
線源 S1表面から 

0.50m 

40h/週 

50週/年 

5.92×10-1 2.96×101 

Ｐ2 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 

－ 
線源 S2表面から 

0.80m 
7.32×10-2 3.66 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

－ 
線源 S3表面から 

0.50m 
1.00×10-1 5.00 

表2.2.3-(2) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ6 

固化体 

保管エリア 

（S1） 

－ 
線源 S1中心から 

19.50m 

500h/3月 

4.19×10-2 

Ｐ7 

固化体 

保管エリア 

（S1） 

普通コンクリート 

壁：0.40m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S1中心から 

14.50m 
1.29×10-3 

Ｐ3 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

2.50m 
3.30×10-1 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

線源 S3中心から 

5.17m 
1.07×10-1 

Ｐ4 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

3.00m 
2.87×10-1 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

線源 S3中心から 

4.90m 
1.10×10-1 

Ｐ5 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 
－ 

線源 S2中心から 

6.67m 
4.42×10-2 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

線源 S3中心から 

6.47m 
6.00×10-2 

表 2.2.3-(1) 各保管場所における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 

固化体 

保管エリア 

（S1） 

－ 
線源 S1表面から 

0.50m 

1h/週 

50週/年 

1.48×10-1 7.40 

Ｐ2 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 

－ 
線源 S2表面から 

0.80m 
1.83×10-3 9.15×10-2 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

－ 
線源 S3表面から 

0.50m 
2.50×10-3 1.25×10-1 

表2.2.3-(2) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ6 

固化体 

保管エリア 

（S1） 

－ 
線源 S1中心から 

19.51m 

500h/3月 

4.19×10-1 

Ｐ7 

固化体 

保管エリア 

（S1） 

普通コンクリート 

壁：0.40m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S1中心から 

14.51m 
1.29×10-2 

Ｐ3 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

2.50m 
3.30×10-1 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

線源 S3中心から 

5.17m 
1.07×10-1 

Ｐ4 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

3.00m 
2.87×10-1 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

線源 S3中心から 

4.90m 
1.10×10-1 

Ｐ5 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 
－ 

線源 S2中心から 

6.67m 
4.42×10-2 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

線源 S3中心から 

6.48m 
6.00×10-2 

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更

作業時間の見直し

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更

記載の適正化（水平方

向最短距離から高さ方

向を考慮した評価上の

距離に変更）
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変 更 前 変 更 後 備考

表 2.2.3-(3) 各保管場所における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

－ 

線源 S8中心から 

20.05m  

線源 S9中心から 

18.37m 

40h/週 

50週/年 

2.04×10-3 1.02×10-1 

Ｐ2 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4～S7） 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

7.16m 

線源 S5中心から 

7.18m 

線源 S6中心から 

6.29m 

線源 S7中心から 

8.27m 

8.92×10-3 4.46×10-1 

表 2.2.3-(3) 各保管場所における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

－ 

線源 S8中心から 

20.92m  

線源 S9中心から 

18.56m 

1h/週 

50週/年 

5.10×10-4 2.55×10-2 

Ｐ2 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4,S5,S7） 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

11.09m 

線源 S5中心から 

9.31m 

線源 S7中心から 

10.01m 

2.25×10-3 1.13×10-1 

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更

作業時間の見直し

計算条件の見直し

記載の適正化（水平方

向最短距離から高さ方

向を考慮した評価上の

距離に変更）
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変 更 前 変 更 後 備考 
 

表2.2.3-(4) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ6 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S8中心から 

8.40m 

線源 S9中心から 

9.41m 

500h/3月 

2.66×10-3 

Ｐ7 － 

線源 S8中心から 

26.13m 

線源 S9中心から 

25.63m 

1.31×10-2 

Ｐ3 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4～S7） 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

10.98m 

線源 S5中心から 

10.76m 

線源 S6中心から 

9.99m 

線源 S7中心から 

12.07m 

7.84×10-4 

Ｐ4 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

10.36m 

線源 S5中心から 

9.72m 

線源 S6中心から 

9.09m 

線源 S7中心から 

11.34m 

7.25×10-4 

Ｐ5 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

9.52m 

線源 S5中心から 

7.55m 

線源 S6中心から 

7.51m 

線源 S7中心から 

10.00m 

8.21×10-2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

表2.2.3-(4) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（その他の廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ6 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S8中心から 

10.29m 

線源 S9中心から 

9.78m 

500h/3月 

2.66×10-2 

Ｐ7 － 

線源 S8中心から 

26.79m 

線源 S9中心から 

25.77m 

1.31×10-1 

Ｐ3 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4～S7） 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

13.87m 

線源 S5中心から 

12.28m 

 

 

線源 S7中心から 

12.10m 

7.22×10-3 

Ｐ4 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

13.38m 

線源 S5中心から 

11.39m 

線源 S6中心から 

9.11m 

 

 

5.31×10-3 

Ｐ5 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

12.75m 

線源 S5中心から 

9.60m 

線源 S6中心から 

7.54m 

 

 

8.04×10-1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更 
計算条件の見直し 
記載の適正化（水平方

向最短距離から高さ方

向を考慮した評価上の

距離に変更） 
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変 更 前 変 更 後 備考

表 2.2.3-(5) 各保管場所における放射線業務従事者の計算結果のまとめ 

評価点 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

その他の廃棄施設で処理又は 

貯蔵する液体廃棄物又は 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 5.92×10-1 2.96×101 2.04×10-3 1.02×10-1 6.0×10-1 3.0×101

Ｐ2 1.74×10-1 8.66 8.92×10-3 4.46×10-1 1.9×10-1 9.1 

表 2.2.3-(6) 管理区域境界の計算結果のまとめ 

評価点 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

その他の廃棄施設で処理又は 

貯蔵する液体廃棄物又は 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/3月） （mSv/3月） （mSv/3月） 

Ｐ3 4.37×10-1 7.84×10-4 4.4×10-1 

Ｐ4 3.97×10-1 7.25×10-4 4.0×10-1 

Ｐ5 1.05×10-1 8.21×10-2 1.9×10-1 

Ｐ6 4.19×10-2 2.66×10-3 4.5×10-2 

Ｐ7 1.29×10-3 1.31×10-2 1.5×10-2 

表 2.2.3-(5) 各保管場所における放射線業務従事者の計算結果のまとめ 

評価点 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

その他の廃棄施設で処理又は 

貯蔵する液体廃棄物又は 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ1 1.48×10-1 7.40 5.10×10-4 2.55×10-2 1.5×10-1 7.5

Ｐ2 4.33×10-3 2.17×10-1 2.25×10-3 1.13×10-1 6.6×10-3 3.3×10-1 

表 2.2.3-(6) 管理区域境界の計算結果のまとめ 

評価点 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

その他の廃棄施設で処理又は 

貯蔵する液体廃棄物又は 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/3月） （mSv/3月） （mSv/3月） 

Ｐ3 4.37×10-1 7.22×10-3 4.5×10-1 

Ｐ4 3.97×10-1 5.31×10-3 4.1×10-1 

Ｐ5 1.05×10-1 8.04×10-1 9.1×10-1 

Ｐ6 4.19×10-1 2.66×10-2 4.5×10-1 

Ｐ7 1.29×10-2 1.31×10-1 1.5×10-1 

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更

作業時間の見直し

計算条件の見直し

記載の適正化（水平方

向最短距離から高さ方

向を考慮した評価上の

距離に変更）

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更

計算条件の見直し

記載の適正化（水平方

向最短距離から高さ方

向を考慮した評価上の

距離に変更）
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添付 1-28 

変 更 前 変 更 後 備考

第３廃棄物処理棟（固化体保管エリア及び保管庫）の計算モデル 

線源 

形状 

S1（固化体保管エリア） S2（保管庫Ａ） S3（保管庫Ｂ） 

エリアの面積とドラム缶の高
さと同等な直方体体積線源 

保管庫の外形寸法と同等な 
直方体体積線源 

保管庫の外形寸法と同等な 
直方体体積線源 

寸法 4.00mW×4.00mD×0.86mH 2.50mW×1.70mD×2.20mH 3.58mW×1.79mD×2.37mH 

強度 

3.97×109Bq 
60Co：1.01×108Bq 
134Cs：3.86×108Bq 
137Cs：3.42×109Bq 
154Eu：6.08×107Bq 

3.03×107Bq 
60Co：1.01×107Bq 
106Ru：1.01×107Bq 
137Cs：1.01×107Bq 

4.92×107Bq 
60Co：1.64×107Bq 
106Ru：1.64×107Bq 
137Cs：1.64×107Bq 

密度 

1.163g/cm3

（セメント固化体の平均重量か

ら換算した体積線源の密度） 

0.1g/cm3

（可燃性固体廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ1 
固化体保管エリア（S1）における放射線業務従事者の作業位置 

（線源S1表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ2 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ（S2）及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（S3）における 
放射線業務従事者の作業位置 

（線源S3表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ3 
第３廃棄物処理棟保管庫Ａ（S2）から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（機器室Ａの外壁、地面から1.00m） 

Ｐ4 
第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（S3）から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（機器室Ａの外壁、地面から1.00m） 

Ｐ5 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂの両方から寄与を受け、 
かつ、コンクリート壁による遮蔽効果を見込むことができない管理区域境界 

（機器室Ａの搬出入口（シャッター）、地面から1.00m） 

Ｐ6 

固化体保管エリア（S1）から直近の人が立ち入る管理区域境界であって、 
固化体保管エリアから評価点までコンクリート壁による遮蔽効果を 

見込むことができない管理区域境界 
（車庫のシャッター、地面から1.00m） 

Ｐ7 
固化体保管エリア（S1）から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（車庫の外壁、地面から1.00m） 

第３廃棄物処理棟（固化体保管エリア及び保管庫）の計算モデル 

線源 

形状 

S1（固化体保管エリア） S2（保管庫Ａ） S3（保管庫Ｂ） 

エリアの面積とドラム缶の高
さと同等な直方体体積線源 

保管庫の外形寸法と同等な 
直方体体積線源 

保管庫の外形寸法と同等な 
直方体体積線源 

寸法 4.00mW×4.00mD×0.86mH 2.50mW×1.70mD×2.20mH 3.58mW×1.79mD×2.37mH 

強度 

3.97×1010Bq 
60Co：1.01×109Bq 
134Cs：3.86×109Bq 
137Cs：3.42×1010Bq 
154Eu：6.08×108Bq 

3.03×107Bq 
60Co：1.01×107Bq 
106Ru：1.01×107Bq 
137Cs：1.01×107Bq 

4.92×107Bq 
60Co：1.64×107Bq 
106Ru：1.64×107Bq 
137Cs：1.64×107Bq 

密度 

1.163g/cm3

（セメント固化体の平均重量か

ら換算した体積線源の密度） 

0.1g/cm3

（可燃性固体廃棄物の平均密度） 

評価点 

Ｐ1 
固化体保管エリア（S1）における放射線業務従事者の作業位置 

（線源S1表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ2 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ（S2）及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（S3）における 
放射線業務従事者の作業位置 

（線源S3表面から0.50m、床面から1.00m） 

Ｐ3 
第３廃棄物処理棟保管庫Ａ（S2）から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（機器室Ａの外壁、地面から1.00m） 

Ｐ4 
第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（S3）から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（機器室Ａの外壁、地面から1.00m） 

Ｐ5 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂの両方から寄与を受け、 
かつ、コンクリート壁による遮蔽効果を見込むことができない管理区域境界 

（機器室Ａの搬出入口（シャッター）、地面から1.00m） 

Ｐ6 

固化体保管エリア（S1）から直近の人が立ち入る管理区域境界であって、 
固化体保管エリアから評価点までコンクリート壁による遮蔽効果を 

見込むことができない管理区域境界 
（車庫のシャッター、地面から1.00m） 

Ｐ7 
固化体保管エリア（S1）から直近の人が立ち入る管理区域境界 

（車庫の外壁、地面から1.00m） 

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更
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変 更 前 変 更 後 備考

計算 

モデル図 

0.80 

S1 

(固化体保管エリア) 

14.50 

S2 
(保管庫Ａ) 

Ｐ5

Ｐ6

：評価点(Ｐ１～Ｐ７) 

：線源 

：コンクリート遮蔽体 

：土壌 

：管理区域境界 

：ｍ 

Ｐ7

Ｐ4

2.50 

 

4.90 

Ｐ3

0.50 

0.50 

Ｐ1

Ｐ2 

S3(保管庫Ｂ) 

4.70 1.65 1.15 

5.00 

3.55 

0.40 

0
.
3
0
 

単位 

車庫 

機器室Ａ 

シャッター

シャッター

シャッター

図2.3.1 第３廃棄物処理棟（固化体保管エリア及び保管庫）の計算モデル

計算 

モデル図 

図2.3.1 第３廃棄物処理棟（固化体保管エリア及び保管庫）の計算モデル

：記載の適正化（水

平方向最短距離から高

さ方向を考慮した評価

上の距離に変更）

第３廃棄物処理棟 1 階平面図 第３廃棄物処理棟 1 階平面図 
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変 更 前 変 更 後 備考

第３廃棄物処理棟（蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置）の計算モデル 

線源 

形状 

S4（廃液供給槽） S5（蒸発缶） 
S6（濃縮液貯槽Ａ） 
S7（濃縮液貯槽Ｂ） 

S8（計量槽） S9（混練用ミキサ） 

円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 

寸法 φ1.00m×1.35mH φ1.70m×2.85mH φ1.70m×1.70mH φ1.20m×0.90mH φ1.00m×0.30mH 

強度 

1.91×107Bq 
60Co：4.84×105Bq 
134Cs：1.85×106Bq 
137Cs：1.64×107Bq 
154Eu：2.92×105Bq 

3.69×109Bq 
60Co：9.37×107Bq 
134Cs：3.59×108Bq 
137Cs：3.18×109Bq 
154Eu：5.65×107Bq 

2.89×109Bq 
60Co：7.35×107Bq 
134Cs：2.82×108Bq 
137Cs：2.49×109Bq 
154Eu：4.44×107Bq 

8.27×108Bq 
60Co：2.10×107Bq 
134Cs：8.04×107Bq 
137Cs：7.12×108Bq 
154Eu：1.27×107Bq 

9.91×107Bq 
60Co：2.52×106Bq 
134Cs：9.65×106Bq 
137Cs：8.54×107Bq 
154Eu：1.52×106Bq 

密度 1.0g/cm3（液体廃棄物の平均密度） 

計算

モデ

ル図 

図 2.3.2 第３廃棄物処理棟（蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置）の計算モデル

第３廃棄物処理棟（蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置）の計算モデル 

線源 

形状 

S4（廃液供給槽） S5（蒸発缶） 
S6（濃縮液貯槽Ａ） 
S7（濃縮液貯槽Ｂ） 

S8（計量槽） S9（混練用ミキサ） 

円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 

寸法 φ1.00m×1.35mH φ1.70m×2.85mH φ1.70m×1.70mH φ1.20m×0.90mH φ1.00m×0.30mH 

強度 

1.91×108Bq 
60Co：4.84×106Bq 
134Cs：1.85×107Bq 
137Cs：1.64×108Bq 
154Eu：2.92×106Bq 

3.69×1010Bq 
60Co：9.37×108Bq 
134Cs：3.59×109Bq 
137Cs：3.18×1010Bq 
154Eu：5.65×108Bq 

2.89×1010Bq 
60Co：7.35×108Bq 
134Cs：2.82×109Bq 
137Cs：2.49×1010Bq 
154Eu：4.44×108Bq 

8.27×109Bq 
60Co：2.10×108Bq 
134Cs：8.04×108Bq 
137Cs：7.12×109Bq 
154Eu：1.27×108Bq 

9.91×108Bq 
60Co：2.52×107Bq 
134Cs：9.65×107Bq 
137Cs：8.54×108Bq 
154Eu：1.52×107Bq 

密度 1.0g/cm3（液体廃棄物の平均密度） 

計算

モデ

ル図 

図 2.3.2 第３廃棄物処理棟（蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置）の計算モデル

第３廃棄物処理棟で受

入・処理する液体廃棄

物の区分の変更
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第３廃棄物処理棟 1 階平面図 第３廃棄物処理棟 1 階平面図 
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変 更 前 変 更 後 備考

2.2.4 解体分別保管棟に係る遮蔽計算 

(記載省略) 

2.2.5 減容処理棟に係る遮蔽計算 

(記載省略) 

2.2.6 固体廃棄物一時保管棟に係る遮蔽計算 

(記載省略) 

2.2.7 液体処理建家に係る遮蔽計算 

(記載省略) 

2.2.8 圧縮処理建家に係る遮蔽計算 

(記載省略) 

2.2.4 解体分別保管棟に係る遮蔽計算 

(変更なし) 

2.2.5 減容処理棟に係る遮蔽計算 

(変更なし) 

2.2.6 固体廃棄物一時保管棟に係る遮蔽計算 

(変更なし) 

2.2.7 液体処理建家に係る遮蔽計算 

(変更なし) 

2.2.8 圧縮処理建家に係る遮蔽計算 

(変更なし) 
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変 更 前 変 更 後 備考

2.3 廃棄施設（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所を除く。）に係る遮蔽計算 

2.3.1 第３廃棄物処理棟に係る遮蔽計算 

(1) 廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量

第３廃棄物処理棟には、液体廃棄物の蒸発処理を行う蒸発処理装置・Ⅰ及び蒸発処理装置・Ⅰ

で処理した後の濃縮廃液を固化処理するセメント固化装置がある。これらの廃棄施設のうち、蒸

発処理装置・Ⅰの塔槽類（廃液供給槽、蒸発缶及び濃縮液貯槽）及びセメント固化装置の塔槽類

（計量槽及び混練用ミキサ）について、放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所及び管理区域

境界に寄与する実効線量を評価する。 

1) 計算条件

① 線源強度

(a) 蒸発処理装置・Ⅰ

蒸発処理装置・Ⅰの塔槽類のうち、廃液供給槽（図2.3.3のS4）の線源強度は、平成18

年度から平成22年度の5年間の受入廃液の平均濃度を10倍した値に塔槽類の貯留量を乗じ

て算出する。蒸発缶（図2.3.3のS5）及び濃縮液貯槽（図2.3.3のS6及びS7）の線源強度は、

平成18年度から平成22年度の5年間に作製したセメント固化体（200ℓ ドラム缶）の容器表

面の線量当量率の平均値を10倍した値（2.99×102μSv/h）から、遮蔽計算コード

（QAD-CGGP2R）(1)を用いて算出する。 

(b) セメント固化装置

セメント固化装置の塔槽類（計量槽及び混練用ミキサ）（図2.3.3のS8及びS9）の線源強

度は、平成18年度から平成22年度の5年間に作製したセメント固化体（200ℓ ドラム缶）の

容器表面の線量当量率の平均値を10倍した値（2.99×102μSv/h）から、遮蔽計算コード

（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

② 線源核種

(a) 蒸発処理装置・Ⅰ

蒸発処理装置・Ⅰの線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

(b) セメント固化装置

セメント固化装置の線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

③ 計算モデル及び計算条件

放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量を算出するにあ

たり、蒸発処理装置・Ⅰの塔槽類（廃液供給槽、蒸発缶及び濃縮液貯槽）、セメント固化装

置の塔槽類（計量槽及び混練用ミキサ）、遮蔽壁等の体系をモデル化する。図2.3.3に、計

算モデル図、計算に使用した線源強度、評価点等を示す。なお、濃縮液貯槽については、

貯槽Ａ及びＢのうち寄与の大きい貯槽をそれぞれの評価点における線源とする。 

放射線業務従事者の評価点については、蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置におい

て放射線業務従事者が作業を行う位置を考慮し、蒸発処理装置・ⅠのS5の線源から1.00m

離れた位置（評価点Ｐ8）並びにセメント固化装置の操作盤の位置であり、S8の線源から

2.75m離れた位置（評価点Ｐ9）とする。 

人が常時立ち入る場所の評価点については、蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置を

設置している機器室Ａのうち、放射線業務従事者が最も長い時間滞在する位置（以下「機

器室Ａ」という。）（評価点Ｐ10）及びこれらの装置の運転を行う際に滞在する制御室（評価

点Ｐ11）について評価を行う。 

管理区域境界の評価点については、蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置の近傍の人

が立ち入る管理区域境界（評価点Ｐ12及びＰ13）とする。 

2) 計算方法

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガンマ

第３廃棄物処理棟の廃

棄施設（処理前廃棄物

保管場所及び発生廃棄

物保管場所を除く。）

に係る遮蔽の説明の追

加

（以下、P.44まで同様） 
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変 更 前 変 更 後 備考 
線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74(2)

とする。 

蒸発処理装置・Ⅰにおける放射線業務従事者の作業時間は1h/週（50週/年）とし、セメント

固化装置における放射線業務従事者の作業時間は3h/週（50週/年）とする。 

機器室Ａ及び制御室における人が常時立ち入る場所の作業時間は40h/週（50週/年）とする。 

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

 

3) 計算結果 

蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置（評価点Ｐ8及びＰ9）における放射線業務従事者の実

効線量を表2.3.1-(1)に示す。 

機器室Ａ及び制御室（評価点Ｐ10及びＰ11）における人が常時立ち入る場所の実効線量を表

2.3.1-(2)に示す。 

管理区域境界の実効線量を表2.3.1-(3)に示す。 

 

(2) 処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量 

蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置における放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所及

び管理区域境界への影響を考慮する必要があるその他の廃棄施設として、処理前廃棄物保管場所

及び発生廃棄物保管場所があり、蒸発処理装置・Ⅰで処理した後の濃縮廃液をセメント固化装置

で固化処理して作製したセメント固化体を限られた期間保管する固化体保管エリア並びに処理等

に伴って発生した固体廃棄物を限られた期間保管する第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物

処理棟保管庫Ｂからなる。これらの保管場所の固体廃棄物から蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固

化装置における放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界に寄与する実効線量

を評価する。 

 

(a)  固化体保管エリア 

固化体保管エリアについては、蒸発処理装置・Ⅰ（評価点Ｐ8）及びセメント固化装置（評価

点Ｐ9）における放射線業務従事者、機器室Ａ（評価点Ｐ10）及び制御室（評価点Ｐ11）における

人が常時立ち入る場所、並びに蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置の近傍の管理区域境界

（評価点Ｐ12及びＰ13）の評価を行う。 

1) 計算条件 

① 線源強度 

固化体保管エリア（図2.3.4のS1）の線源強度は、平成18年度から平成22年度の5年間に

作製したセメント固化体（200ℓ ドラム缶）の容器表面の線量当量率の平均値を10倍した値

（2.99×102μSv/h）から、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

② 線源核種 

固化体保管エリアの線源核種は、平成18年度から平成22年度の5年間の濃縮廃液の測定結

果から、60Co、134Cs、137Cs及び154Euとする。また、これらの核種の存在比は、137Csを1とし、

それぞれ60Coを0.0295、134Csを0.1130及び154Euを0.0178とする。 

③ 計算モデル及び計算条件 

放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量を算出するにあ

たり、廃棄物容器、遮蔽壁等の体系をモデル化する。図2.3.4に、計算モデル図、計算に使

用した線源強度、評価点等を示す。 

 

2) 計算方法 

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

蒸発処理装置・Ⅰにおける放射線業務従事者の作業時間は1h/週（50週/年）とし、セメント

固化装置における放射線業務従事者の作業時間は3h/週（50週/年）とする。 

機器室Ａ及び制御室における人が常時立ち入る場所の作業時間は40h/週（50週/年）とする。 

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 
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変 更 前 変 更 後 備考 
3) 計算結果 

計算の結果、放射線業務従事者の実効線量は、表2.3.1-(4)に示すとおり、蒸発処理装置・Ⅰ

（評価点Ｐ8）において9.49×10-4mSv/週、1年間あたり4.75×10-2mSvとなる。また、セメント固

化装置（評価点Ｐ9）において2.40×10-3mSv/週、1年間あたり1.20×10-1mSvとなる。 

人が常時立ち入る場所の実効線量は、表2.3.1-(5)に示すとおり、機器室Ａ（評価点Ｐ10）に

おいて1.38×10-1mSv/週、1年間あたり6.86mSvとなる。また、制御室（評価点Ｐ11）において5.88

×10-2mSv/週、1年間あたり2.94mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.3.1-(6)に示すとおり、評価点Ｐ12において1.53×10-2mSv/3

月、評価点Ｐ13において1.63×10-2mSv/3月となる。 

 

(b)  第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂについては、蒸発処理装置・Ⅰ（評

価点Ｐ8）及びセメント固化装置の（評価点Ｐ9）における放射線業務従事者、制御室（評価点Ｐ

11）における人が常時立ち入る場所、並びに蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置の近傍の管

理区域境界（評価点Ｐ12及びＰ13）の評価を行う。 

1) 計算条件 

① 線源強度 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ（図2.3.4のS2及びS3）の線源

強度は、平成24年度及び平成25年度の2年間に第３廃棄物処理棟で発生した固体廃棄物（20ℓ

カートンボックス等）の容器表面の線量当量率の平均値（4.90×10-1μSv/h）から、遮蔽計算

コード（QAD-CGGP2R）を用いて算出する。 

② 線源核種 

第３廃棄物処理棟保管庫Ａ及び第３廃棄物処理棟保管庫Ｂの線源核種は、固体廃棄物に

含まれるガンマ線を放出する放射性核種のうち、存在量、放出するガンマ線のエネルギー

等を考慮し、60Co、106Ru及び137Csとする。また、これらの核種の存在割合は、実績を考慮し、

それぞれ1/3存在するものとする。 

③ 計算モデル及び計算条件 

放射線業務従事者、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の実効線量を算出するにあ

たり、廃棄物容器、遮蔽壁等の体系をモデル化する。図2.3.4に、計算モデル図、計算に使

用した線源強度、評価点等を示す。 

 

2) 計算方法 

「1) 計算条件」に示す各計算条件をもとに、遮蔽計算コード（QAD-CGGP2R）を使用し、ガン

マ線線量率を計算する。遮蔽計算コードの計算で用いる実効線量換算係数はICRP Publication 74

とする。 

蒸発処理装置・Ⅰにおける放射線業務従事者の作業時間は1h/週（50週/年）とし、セメント

固化装置における放射線業務従事者の作業時間は3h/週（50週/年）とする。 

制御室における人が常時立ち入る場所の作業時間は40h/週（50週/年）とする。 

管理区域境界の評価時間は500h/3月とする。 

 

3) 計算結果 

計算の結果、蒸発処理装置・Ⅰ（評価点Ｐ8）における放射線業務従事者の実効線量は、表

2.3.1-(4)に示すとおり、第３廃棄物処理棟保管庫Ａで3.22×10-5mSv/週、1年間あたり1.61×

10-3mSvとなり、第３廃棄物処理棟保管庫Ｂで6.64×10-5mSv/週、1年間あたり3.32×10-3mSvとな

る。また、セメント固化装置（評価点Ｐ9）における放射線業務従事者の実効線量は、表2.3.1-(4)

に示すとおり、第３廃棄物処理棟保管庫Ａで4.14×10-5mSv/週、1年間あたり2.07×10-3mSvとな

り、第３廃棄物処理棟保管庫Ｂで1.16×10-5mSv/週、1年間あたり5.76×10-4mSvとなる。 

人が常時立ち入る場所の実効線量は、表2.3.1-(5)に示すとおり、制御室（評価点Ｐ11）にお

いて、第３廃棄物処理棟保管庫Ａで1.70×10-4mSv/週、1年間あたり8.50×10-3mSvとなり、第３

廃棄物処理棟保管庫Ｂで3.92×10-4mSv/週、1年間あたり1.96×10-2mSvとなる。 

管理区域境界の実効線量は、表2.3.1-(6)に示すとおり、評価点Ｐ12において第３廃棄物処理

棟保管庫Ａで2.10×10-3mSv/3月、第３廃棄物処理棟保管庫Ｂで3.87×10-3mSv/3月となる。また、
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評価点Ｐ13において第３廃棄物処理棟保管庫Ａで1.52×10-3mSv/3月、第３廃棄物処理棟保管庫Ｂ

で2.57×10-3mSv/3月となる。 

(3) 評価結果（廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量並びに

処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量の合計） 

(a) 放射線業務従事者

蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置（評価点Ｐ8及びＰ9）における放射線業務従事者の実効

線量は、表2.3.1-(7)に示すとおり、評価点Ｐ8で2.2×10-1mSv/週、評価点Ｐ9で8.0×10-2mSv/週と

なり、1mSv/週を超えることはない。また、評価点Ｐ8で1年間あたり1.1×101mSv、評価点Ｐ9で1年

間あたり4.0mSvとなり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限度50mSvを超えることはなく、平

成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについても超えることはない。 

(b) 人が常時立ち入る場所

人が常時立ち入る場所（評価点Ｐ10及びＰ11）における放射線業務従事者の実効線量は、表

2.3.1-(8)に示すとおり、評価点Ｐ10で5.3×10-1mSv/週、1年間あたり2.7×101mSvとなる。また、

評価点Ｐ11で8.0×10-2mSv/週、1年間あたり4.0mSvとなり、4月1日を始期とする1年間の実効線量限

度50mSvを超えることはない。ただし、評価点Ｐ10にあっては、平成13年4月1日以後5年ごとに区分

した各期間の実効線量限度100mSvについては、立入時間を制限すること等によりこれを超えない

ように管理する。 

(c) 管理区域境界

管理区域境界の実効線量は、表2.3.1-(9)に示すとおり、最大で評価点Ｐ12において9.4×

10-1mSv/3月となり、線量告示で定める1.3mSv/3月を下回る。 

参考文献 

(1) Y. Sakamoto, S. Tanaka, QAD-CGGP2 and G33-GP2：Revised Versions of QAD-CGGP and G33-GP,

JAERI-M90-110（1990） 

(2) 公益社団法人日本アイソトープ協会, “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数”,ICRP

Publication 74, 平成 10 年 3 月 
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表 2.3.1-(1) 各廃棄施設における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ8 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4～S6） 

－ 

線源 S4中心から 

3.57m 

線源 S5中心から 

2.62m 

線源 S6中心から 

5.14m 

1h/週 

50週/年 

2.12×10-1 1.06×101 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

－ 

線源 S8中心から 

11.21m  

線源 S9中心から 

10.74m 

1.80×10-3 8.99×10-2 

Ｐ9 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4～S6） 

－ 

線源 S4中心から 

12.49m 

線源 S5中心から 

8.87m 

線源 S6中心から 

5.94m 

3h/週 

50週/年 

4.89×10-2 2.45 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

－ 

線源 S8中心から 

3.72m  

線源 S9中心から 

6.21m 

2.84×10-2 1.42 
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変 更 前 変 更 後 備考 
 

表 2.3.1-(2) 各廃棄施設における人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 

（廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ10 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4,S5,S7） 

－ 

線源 S4中心から 

14.79m 

線源 S5中心から 

13.53m 

線源 S7中心から 

10.89m 

40h/週 

50週/年 

3.20×10-1 1.60×101 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

－ 

線源 S8中心から 

11.26m  

線源 S9中心から 

9.92m 

6.84×10-2 3.42 

Ｐ11 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4～S6） 

普通コンクリート 

壁：0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

9.75m 

線源 S5中心から 

12.19m 

線源 S6中心から 

12.88m 

40h/週 

50週/年 

1.63×10-2 8.12×10-1 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

普通コンクリート 

壁：0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S8中心から 

18.52m  

線源 S9中心から 

16.46m 

4.49×10-3 2.25×10-1 
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表2.3.1-(3) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（廃棄施設で処理又は貯蔵する液体廃棄物又は固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ12 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4～S6） 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

12.95m 

線源 S5中心から 

9.10m 

線源 S6中心から 

8.11m 

500h/3月 

9.02×10-1 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S8中心から 

4.02m  

線源 S9中心から 

7.08m 

1.56×10-2 

Ｐ13 

蒸発処理 

装置・Ⅰ 

（S4,S5,S7） 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S4中心から 

14.92m 

線源 S5中心から 

11.19m 

線源 S7中心から 

11.36m 

2.08×10-4 

セメント 

固化装置 

（S8,S9） 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S8中心から 

3.00m  

線源 S9中心から 

6.99m 

1.83×10-2 
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変 更 前 変 更 後 備考 
 

表 2.3.1-(4) 各廃棄施設における放射線業務従事者の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ8 固化体 

保管エリア 

（S1） 

－ 
線源 S1中心から 

24.89m 

1h/週 

50週/年 
9.49×10-4 4.75×10-2 

Ｐ9 － 
線源 S1中心から 

20.57m 

3h/週 

50週/年 
2.40×10-3 1.20×10-1 

Ｐ8 
第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

9.38m 

1h/週 

50週/年 
3.22×10-5 1.61×10-3 

Ｐ9 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

7.18m 

3h/週 

50週/年 
4.14×10-5 2.07×10-3 

Ｐ8 
第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から 

7.18m 

1h/週 

50週/年 
6.64×10-5 3.32×10-3 

Ｐ9 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から 

12.60m 

3h/週 

50週/年 
1.16×10-5 5.76×10-4 

 

 

表 2.3.1-(5) 各廃棄施設における人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ10 
固化体 

保管エリア 

（S1） 

－ 
線源 S1中心から 

11.01m 

40h/週 

50週/年 
1.38×10-1 6.86 

Ｐ11 

普通コンクリート 

壁：0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S1中心から 

20.84m 

40h/週 

50週/年 
5.88×10-2 2.94 

Ｐ11 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 

普通コンクリート 

壁：0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

16.89m 

40h/週 

50週/年 
1.70×10-4 8.50×10-3 

Ｐ11 

第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

普通コンクリート 

壁：0.15m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から 

14.56m 

40h/週 

50週/年 
3.92×10-4 1.96×10-2 
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変 更 前 変 更 後 備考 
 

表2.3.1-(6) 管理区域境界の計算条件及び計算結果 

（処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所の固体廃棄物に起因する実効線量） 

評価点 線源 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価点

までの距離 
評価時間 

計算結果 

（mSv/3月） 

Ｐ12 
固化体 

保管エリア 

（S1） 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S1中心から 

22.30m 

500h/3月 

1.53×10-2 

Ｐ13 

普通コンクリート 

壁：0.30m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S1中心から 

21.82m 
1.63×10-2 

Ｐ12 
第３廃棄物処

理棟保管庫Ａ 

（S2） 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

14.45m 
2.10×10-3 

Ｐ13 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S2中心から 

17.03m 
1.52×10-3 

Ｐ12 
第３廃棄物処

理棟保管庫Ｂ 

（S3） 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から 

12.37m 
3.87×10-3 

Ｐ13 

普通コンクリート 

壁：0.20m 

（密度：2.1g/cm3） 

線源 S3中心から 

15.02m 
2.57×10-3 

 

 

表 2.3.1-(7) 各廃棄施設における放射線業務従事者の計算結果のまとめ 

評価点 

廃棄施設で処理又は貯蔵する 

液体廃棄物又は固体廃棄物に 

起因する実効線量 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ8 2.14×10-1 1.07×101 1.05×10-3 5.24×10-2 2.2×10-1 1.1×101 

Ｐ9 7.73×10-2 3.87 2.45×10-3 1.23×10-1 8.0×10-2 4.0 
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変 更 前 変 更 後 備考 
 

表 2.3.1-(8) 各廃棄施設における人が常時立ち入る場所の計算結果のまとめ 

評価点 

廃棄施設で処理又は貯蔵する 

液体廃棄物又は固体廃棄物に 

起因する実効線量 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） （mSv/週） （mSv/年） 

Ｐ10 3.88×10-1 1.94×101 1.38×10-1 6.86 5.3×10-1 2.7×101 

Ｐ11 2.08×10-2 1.04 5.94×10-2 2.97 8.0×10-2 4.0 

 

 

表 2.3.1-(9) 管理区域境界の計算結果のまとめ 

評価点 

廃棄施設で処理又は貯蔵する 

液体廃棄物又は固体廃棄物に 

起因する実効線量 

処理前廃棄物保管場所及び 

発生廃棄物保管場所の 

固体廃棄物に起因する実効線量 

合計 

（mSv/3月） （mSv/3月） （mSv/3月） 

Ｐ12 9.18×10-1 2.13×10-2 9.4×10-1 

Ｐ13 1.85×10-2 2.04×10-2 3.9×10-2 
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変 更 前 変 更 後 備考

第３廃棄物処理棟（蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置）の計算モデル 

線源 

形状 

S4（廃液供給槽） S5（蒸発缶） 
S6（濃縮液貯槽Ａ） 
S7（濃縮液貯槽Ｂ） 

S8（計量槽） S9（混練用ミキサ） 

円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 円柱体積線源 

寸法 φ1.00m×1.35mH φ1.70m×2.85mH φ1.70m×1.70mH φ1.20m×0.90mH φ1.00m×0.30mH 

強度 

1.91×108Bq 
60Co：4.84×106Bq 
134Cs：1.85×107Bq 
137Cs：1.64×108Bq 
154Eu：2.92×106Bq 

3.69×1010Bq 
60Co：9.37×108Bq 
134Cs：3.59×109Bq 
137Cs：3.18×1010Bq 
154Eu：5.65×108Bq 

2.89×1010Bq 
60Co：7.35×108Bq 
134Cs：2.82×109Bq 
137Cs：2.49×1010Bq 
154Eu：4.44×108Bq 

8.27×109Bq 
60Co：2.10×108Bq 
134Cs：8.04×108Bq 
137Cs：7.12×109Bq 
154Eu：1.27×108Bq 

9.91×108Bq 
60Co：2.52×107Bq 
134Cs：9.65×107Bq 
137Cs：8.54×108Bq 
154Eu：1.52×107Bq 

密度 1.0g/cm3（液体廃棄物の平均密度） 

評価

点 

Ｐ8 

廃液供給槽（S4）、蒸発缶（S5）、濃縮液貯槽Ａ（S6）及び濃縮液貯槽Ｂ（S7）における 
放射線業務従事者の作業位置 

（線源S5表面から1.00m、床面から1.00m） 

Ｐ9 

計量槽（S8）及び混練用ミキサ（S9）における 
放射線業務従事者の作業位置 

（線源S8表面から2.75m、床面から1.00m） 

Ｐ10 

蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置を設置している機器室Ａのうち、 

放射線業務従事者が滞在する時間が最も長い位置 
（機器室Ａの中心、床面から1.00m） 

Ｐ11 
蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置の運転を行う際に滞在する制御室 

（制御室の外壁から2.50m、床面から1.00m） 

Ｐ12 

廃液供給槽（S4）、蒸発缶（S5）、濃縮液貯槽Ａ（S6）及び濃縮液貯槽Ｂ（S7）の 
近傍の人が立ち入る管理区域境界 

（機器室Ａの外壁、地面から1.00m） 

Ｐ13 
計量槽（S8）及び混練用ミキサ（S9）の近傍の人が立ち入る管理区域境界 

（機器室Ａの外壁、地面から1.00m） 
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変 更 前 変 更 後 備考

計算

モデ

ル図 

図 2.3.3 第３廃棄物処理棟（蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置）の計算モデル

第３廃棄物処理棟 1 階平面図 
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変 更 前 変 更 後 備考

第３廃棄物処理棟（固化体保管エリア及び保管庫）の計算モデル 

線源 

形状 

S1（固化体保管エリア） S2（保管庫Ａ） S3（保管庫Ｂ） 

エリアの面積とドラム缶の高
さと同等な直方体体積線源 

保管庫の外形寸法と同等な 
直方体体積線源 

保管庫の外形寸法と同等な 
直方体体積線源 

寸法 4.00mW×4.00mD×0.86mH 2.50mW×1.70mD×2.20mH 3.58mW×1.79mD×2.37mH 

強度 

3.97×1010Bq 
60Co：1.01×109Bq 
134Cs：3.86×109Bq 
137Cs：3.42×1010Bq 
154Eu：6.08×108Bq 

3.03×107Bq 
60Co：1.01×107Bq 
106Ru：1.01×107Bq 
137Cs：1.01×107Bq 

4.92×107Bq 
60Co：1.64×107Bq 
106Ru：1.64×107Bq 
137Cs：1.64×107Bq 

密度 

1.163g/cm3

（セメント固化体の平均重量か

ら換算した体積線源の密度） 

0.1g/cm3

（可燃性固体廃棄物の平均密度） 

計算 

モデル

図 

図 2.3.4 第３廃棄物処理棟（固化体保管エリア及び保管庫）の計算モデル

第３廃棄物処理棟 1 階平面図 

P12 

 
P13 

 

P10 

 
P11 

 

P8～P9、 

P11～P13 
 

P8～P9、 

P11～P13 
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変 更 前 変 更 後 備考 

3. 火災等による損傷の防止 

(記載省略) 

 

 

4. 立ち入りの防止 

(記載省略) 

 

 

5. 自然現象による影響の考慮 

 

 

6. 核燃料物質の臨界防止 

 

 

7. 施設検査対象施設の地盤 

 

 

8. 地震による損傷の防止 

 

 

9. 津波による損傷の防止 

 

 

10. 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

 

11. 施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

 

 

12. 溢水による損傷の防止 

 

 

13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

 

 

14. 飛散物による損傷の防止 

 

 

15. 重要度に応じた安全機能の確保 

 

 

16. 環境条件を考慮した設計 

 

 

17. 検査等を考慮した設計 

 

 

18. 施設検査対象施設の共用 

 

 

19. 誤操作の防止 

3. 火災等による損傷の防止 

(変更なし) 

 

 

4. 立ち入りの防止 

(変更なし) 

 

 

5. 自然現象による影響の考慮 

 

 

6. 核燃料物質の臨界防止 

 

 

7. 使用前検査対象施設の地盤 

 

 

8. 地震による損傷の防止 

 

 

9. 津波による損傷の防止 

 

 

10. 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

 

11. 使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

 

 

12. 溢水による損傷の防止 

 

 

13. 化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

 

 

14. 飛散物による損傷の防止 

 

 

15. 重要度に応じた安全機能の確保 

 

 

16. 環境条件を考慮した設計 

 

 

17. 検査等を考慮した設計 

 

 

18. 使用前検査対象施設の共用 

 

 

19. 誤操作の防止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 備考

20. 安全避難通路等

21. 設計評価事故時の放射線障害の防止

20. 安全避難通路等

21. 設計評価事故時の放射線障害の防止

21.1 評価の概要

  放射性廃棄物の廃棄施設（以下「廃棄施設」という。）において、事故が発生し、建家外に放射性物質

が漏えいする場合を想定し、周辺監視区域外の公衆の被ばく線量を評価する。 

放射性廃棄物処理場は、試験研究用等原子炉の附属施設として、原子炉設置許可についても受けてい

ることから、本評価は、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（平

成25年12月6日原子力規制委員会規則第21号。）第13条及び「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価

に関する審査指針」（平成3年7月18日原子力安全委員会決定。以下「水炉審査指針」という。）に基づき、

廃棄施設において想定される事故について行うこととする。 

また、想定される事故の発生原因、防止対策並びに評価方法及び評価結果について説明することによ

り、廃棄施設の安全対策が十分施されていることを説明する。 

21.2 評価すべき範囲 

放射性廃棄物の廃棄施設（以下「廃棄施設」という。）の運転中において、廃棄施設の寿命期間中に予

想される機器の故障若しくは誤動作又は運転員の誤操作（これらの組合せを含む。）、及びこれらと類似

の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、

発生した場合は廃棄施設から放射性物質の放出の可能性があり、廃棄施設の安全性を評価する観点から

選定する必要のある事象を安全評価の対象とする。なお、廃棄施設は、設備構成、処理系統の独立性等

から、想定される一つの事象により、他の事象に至るおそれがある異常を生じることはない。 

21.3 評価すべき事象の選定 

前記21.2に基づき放射性廃棄物の廃棄施設から放出される放射性物質の漏えいによる周辺監視区域外

の公衆への影響が大きくなる事象について、これらの事象が発生した場合における工学的安全施設等の

主としてMSに属する構築物、系統及び機器の妥当性を確認する観点から、水炉審査指針で示された「放

射性廃棄物処理施設の損傷」として代表的な事象を選定することとする。 

21.4 判断基準 

想定された事象が発生した場合に、周辺監視区域外の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与

えないことを判断基準とする。 

21.5 評価対象施設 

放射性廃棄物の廃棄施設は、放射性物質の閉じ込め機能による放出低減を考慮して設計されているが、

閉じ込め機能による放出低減が損なわれると想定される事故について評価する。 

評価に当たっては、放射性廃棄物の廃棄施設について、以下の考え方から設備を選定した。 

・放射性廃棄物の廃棄施設の区分に応じて、液体廃棄物の廃棄施設から設備を選定する。

・設備の選定に当たっては、放射性廃棄物の廃棄施設における廃棄物の処理内容（蒸発、固化）及び

起因事象を考慮する。 

・選定した設備において、現実的に起こり得る事故を想定し、事故の程度及び影響を考慮する。

放射性廃棄物の廃棄施設の名称 選定理由 

（区分、処理内容、放射性物質の量） 
起因事象 

施設名称 設備名称 

第３廃棄物処理棟 

蒸発処理装置・Ⅰ 
液体廃棄物の廃棄施設であって、処理内容

が「蒸発」であることから選定した。 

機械又は装置の故障

（液体漏えい） 

セメント固化装置 
液体廃棄物の廃棄施設であって、処理内容

が「固化」であることから選定した。 

機械又は装置の故障

（液体漏えい） 

21.6 評価の基本的考え方 

設計評価事故時の放射

線障害の防止に係る説

明の追加

（以下、P.52まで同様） 
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本評価の基本的考え方は、以下のとおりとする。 

・ 評価におけるソースタームは処理可能な濃度等の上限値に設定する。また、アルファ核種は239Puで

代表する。 

・ 放射性物質の移行率は、文献値をもとに設定する。

・ 計算に使用するコードは、使用実績のある最新の計算コードを使用する。

・ 水炉審査指針において、想定された事象に対処するための安全機能のうち解析に当たって考慮する

ものはMS-1及びMS-2であることから、MS-3に位置付けた排気系の排気除塵装置による捕集効率及び

排気筒による拡散効果は考慮しない。 

21.7 被ばく線量の評価方法 

(1) 事故に伴い環境中に放出される放射性物質による被ばく評価方法

放射性廃棄物の廃棄施設（第３廃棄物処理棟）において、評価対象とした事故により周辺環境に

放出される放射性物質による公衆の被ばく線量として、外部被ばくによる線量及び内部被ばくによ

る線量の計算は以下の計算式を用いて行う。 

1) 外部被ばくに係る実効線量

放射性物質からのガンマ線による外部被ばくに係る実効線量は、(1)式により計算する。

)）・ＥＱ（／Ｄ・（・ＱＫΣ＝Ｈ iγ2γ ･･････････････････ (1)

ここで、 

Ｈγ ：ガンマ線の外部被ばくに係る実効線量 [Sv] 

Ｋ2 ：空気カーマから実効線量への換算係数 1.0 [Sv/Gy] 

Ｑγi ：核種ｉのガンマ線換算放出量 [MeV･Bq] 

【放出量(Bq)×ガンマ線実効エネルギ[MeV]】 

核種別のガンマ線実効エネルギを第 21-1表に示す。 

（Ｄ／(Ｑ・Ｅ)） ：相対線量 [Gy/(MeV・Bq)] 

とする。 

2) 吸入摂取による内部被ばくに係る実効線量

吸入摂取による内部被ばくに係る実効線量は、(2)式により計算する。

∑ ・（χ／Ｑ）・Ｍa・ＱＫ ＝ Ｈ iIi
T
I  ･･････････････････ (2) 

ここで、 

ＨI
T ：吸入摂取による成人の実効線量 [Sv] 

ＫIi ：核種ｉの吸入摂取による成人の実効線量係数[Sv/Bq] 

核種別の吸入摂取による成人の実効線量係数を第 21-1表に示す。 

Ｍa ：呼吸率 1.2 [m3/h] 

Ｑｉ ：核種ｉの大気中への放出量 [Bq] 

（χ／Ｑ） ：相対濃度 [h/m3] 

とする。 

ただし、3Hの場合は皮膚浸透による摂取量の増加係数（1.5）を考慮する。 

第 21-1表 ガンマ線実効エネルギ及び吸入摂取による成人の実効線量係数 1),2),3)

核種 
ガンマ線実効エネルギ 

[MeV] 

実効線量係数＊1 ＫIi 

[Sv/Bq] 
3H 
14C 
60Co 
90Sr (90Y)＊2 
134Cs 
137Cs (137mBa)＊2 
154Eu 
239Pu 

― 

― 

2.50×100

1.69×10-6

1.56×100 

5.97×10-1

1.22×100 

7.96×10-4

4.5×10-11 

5.8×10-10 

3.1×10-8

1.6×10-7

6.6×10-9 

4.6×10-9

5.3×10-8 

5.0×10-5
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変 更 前 変 更 後 備考 
＊1：空気力学的放射能中央径(AMAD):1μm濃度限度の一番厳しい化学形 

＊2：子孫核種からのガンマ線を考慮した。 

 

3) 相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／(Ｑ・Ｅ)）の計算条件 

     人の居住に着目した周辺監視区域外（陸側方位）の地表面での放射性物質の相対濃度及び相対

線量が最大となる地点で評価する。また、実効放出継続時間は 1時間とする。 

① 平均風速     1.5m/s 

② 風向出現頻度   100％ 

③ 大気安定度（最悪拡散条件） 

相対濃度の場合 Ｆ（地上放出） 

相対線量の場合 Ｆ（地上放出） 

 

4) 相対濃度（χ／Ｑ）4) 

評価地点における地上放出の場合の相対濃度（χ／Ｑ）は、建家の影響を考慮して(3)式により

計算する。 

・ｆ
Σ 2

Ｈ
－exp･

･Ｕ･Σ･Σ3600π･

１
（χ／Ｑ）＝

2

z








 2

zy

 ･･････････････････ (3) 

ここに、 

（χ／Ｑ） ：評価地点における相対濃度 (h/m3) 

σｙ ：濃度分布のｙ方向の拡がりのパラメータ (m) 

σｚ ：濃度分布のｚ方向の拡がりのパラメータ (m) 

Ｕ ：風速 1.5 (m/s) 

Ｈ ：放出源の高さ 0 (m) 

ｆ ：風向出現頻度 100 (％) 

Σｙ ：(σｙ
2＋ｃ･Ａ／π)1/2 

Σｚ ：(σｚ
2＋ｃ･Ａ／π)1/2 

ｃ ：形状係数 0.5 

Ａ ：建家の最小投影面積 (m2) 

第３廃棄物処理棟   500（m2） 

 

5) 相対線量（Ｄ／(Ｑ・Ｅ)）4)、5) 

相対濃度（χ／Ｑ）の代わりに、空間濃度分布とガンマ線量計算モデルを組み合わせた相対線

量（Ｄ／(Ｑ・Ｅ)）は、(4)式により計算する。 

’dzdy'dx' )z',y',χ(x' ｒ)･Ｂ(μ 
･ｒ4π

ｒ)･μexp(
 ｆ・ μ・ Ｋ＝）)Ｅ・ＱＤ／(（

0 0 2en1 ∫ ∫ ∫
∞ ∞

∞−

∞ −

… (4) 

ここに、 

（Ｄ／(Ｑ・Ｅ)）：評価地点における相対線量 (Gy/(MeV・Bq)) 

Ｋ１ ：空気カーマ率への換算係数 (
MeV・Bq・h

・Gydis・m3

) 

Ｅ ：ガンマ線の実効エネルギ （MeV/dis） 

μen ：空気に対するガンマ線の線エネルギ吸収係数 (m-1) 

ｆ ：風向出現頻度 100 (％) 

μ ：空気に対するガンマ線の線減衰係数 (m-1) 

ｒ ：放射性雲中の点（x’,y’,z’）から計算地点（x,y,0）までの距離 (m) 

222 ＋z')y'＋(y)x'(xｒ＝ −−  
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Ｂ(μ･ｒ) ：空気に対するガンマ線の再生係数 

Ｂ(μ･ｒ)＝1＋α(μ･ｒ)＋β(μ･ｒ)2＋γ(μ･ｒ)3 

χ(x’,y’,z’) ：放射性雲中の点（x’,y’,z’）における放射性物質の濃度 (Bq/m3)

χ(x’,y’,z’)は、 (5)式により計算する。

)
2Σ

ｙ'
exp(－ 

Ｕ･ Σ･ Σ･ 3600･　π･ 2

1
)＝z',y',χ(x'

2

y

2

zy

 

)]
2Σ

＋Ｈ)(ｚ'
)＋exp(－

2Σ

－Ｈ)(ｚ'
[exp(－

2

z

2

2

z

2

×  ･･･････ (5) 

計算に必要なパラメータとその数値を、第 21-2表に示す。 

第 21-2表 気体廃棄物中の放射性物質からのガンマ線による実効線量の 

計算に使用するパラメータ及びその数値 

パラメータ 記号 単位 数  値 

空気カーマ率への 

換算係数 5) 
Ｋ1 MeV・Bq・h

・Gydis・m3

4.46×10-10 

空気に対するガンマ線の線エ

ネルギ吸収係数 5) 
μen m-1 3.84×10-3 (0.5MeV) 

空気に対するガンマ線の線減

衰係数 5) 
μ m-1 1.05×10-2 (0.5MeV) 

再生係数の定数 5) 

α 

β 

γ 

－ 

－ 

－ 

1.000 

0.4492 

0.0038 

計算の結果、相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／(Ｑ・Ｅ)）の値を第 21-3表に示す。 

第 21-3表 計算結果（相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／(Ｑ・Ｅ)）） 

建家の名称 
相対濃度（χ／Ｑ）[h/m3] 

（方位、距離） 

相対線量（Ｄ／(Ｑ・Ｅ)）[Gy/(MeV･Bq)] 

（方位、距離） 

第３廃棄物処理棟 
2.1×10-7 

（排気筒の南西約 560m） 

5.4×10-18 

（排気筒の南西約 560m） 

21.8 評価する事故の概要 

21.8.1 第３廃棄物処理棟の処理設備で評価する事故 

21.8.1.1 蒸発処理装置・Ⅰ 

(1) 原因及び説明

この事故は、第３廃棄物処理棟の蒸発処理装置・Ⅰにおいて、濃縮液貯槽が腐食し、濃縮廃液（最

大貯留量の 3.5m3）が全量堰内に漏えいした後、堰内に留まった濃縮廃液中の放射性物質が、室内

の雰囲気に移行し、建家から放出される場合を想定する。この場合、MS-3 に分類をした建家排気

系の機能は期待せずに、排気系の排気除塵装置を介さずに地上放出されるものとする。 
(2) 防止対策

① 本装置の使用材料は、耐食性を十分に考慮したものを使用する。
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② 本装置の機器は、周辺に堰を設け、万一、機器から放射性廃液が漏えいしても、管理区域外へ

放射性廃液が漏えいすることを防止する。 

③ 本装置には、水位、温度、圧力等を計測及び監視する設備を設ける。

(3) 公衆の被ばく線量評価

1) 解析条件

① 事故発生時において、濃縮液貯槽には、濃縮廃液が最大量の 3.5m3貯留されているものとする。 

② 濃縮廃液中に含まれる放射性物質の種類は、平成 18年度から平成 22年度の 5年間の濃縮廃

液の測定結果に基づき、存在比及び被ばく評価上の影響度を考慮して、 3H、14C、60Co、90Sr、134Cs、
137Cs、154Eu及び全アルファ（評価上は 239Pu）とする。 

③ 濃縮廃液 3.5m3に含まれる放射性物質の量は、次のとおり求めた。
60Co、134Cs、137Cs及び 154Euについては、セメント固化体（200ℓ ドラム缶 1本当たりの濃縮廃

液 120ℓ ）の表面線量当量率が 2mSv/hとなるように、QAD-CGGP2Rを用いて、放射性物質の量を

計算した。また、その存在比は、上記 5 年間の濃縮廃液の測定結果から求めた存在比とした。

その結果、60Coは 4.9×109Bq、134Csは 1.9×1010Bq、137Csは 1.7×1011Bq、154Euは 3.0×109Bqと

なる。14C及び 90Srについては、上記 137Csの量に、137Csに対する 14C及び 90Srの上記 5年間の濃

縮廃液の測定結果から求めた存在比を乗じて求めた。その結果、14Cは 8.4×1010Bq、90Srは 1.4

×1010Bq となる。3H については、処理対象廃液の上限値となる放射性物質の濃度と濃縮廃液の

量から、1.3×1010Bq とした。239Pu については、3H、14C、60Co、90Sr、134Cs、137Cs 及び 154Eu（ベ

ータ線・ガンマ線を放出する放射性物質）の合計の 10分の 1の量である 3.1×1010Bqとした。 

④ 漏えいした濃縮廃液は高温状態にあるとし、3H 及び 14C は各 4.2×10-3、134Cs 及び 137Cs は各

4.2×10-4、60Co、90Sr、154Eu及び 239Puは 1.0×10-5の割合で室内の雰囲気に移行するものとする
6)。 

⑤ 室内の雰囲気に移行した放射性物質は、排気系の排気除塵装置を介さずに地上放出されるも

のとする。このとき、60Co、90Sr、134Cs、137Cs、154Eu及び 239Puについては、建家による放出低減

係数として 0.1を考慮する 7)。3H及び 14Cについては、建家による低減効果を考慮しない。 

2) 放出量の評価方法

この事故による放射性物質の放出量は、次式により表される。

Ｑｉ＝Ａｉ・ＴＡｉ・Ｄｉ

ここで、  

Ｑｉ ：放射性物質 iの建家外への放出量 [Bq] 

Ａｉ ：漏えいした濃縮廃液に含まれる放射性物質 iの量 [Bq] 

ＴＡｉ ：漏えいした濃縮廃液に含まれる放射性物質 iの空気中へ移行する割合 [―] 

Ｄｉ ：建家による放出低減係数 [―] 

とする。 

3) 放出量の評価結果

以上の条件により求めた、この事故において建家外に放出される放射性物質の量は、3H は 5.5

×107Bq、14Cは 3.5×108Bq、60Coは 4.9×103Bq、90Srは 1.4×104Bq、134Csは 8.0×105Bq、137Csは

7.1×106Bq、154Euは 3.0×103Bq、239Puは 3.1×104Bqとなる。 

4) 被ばく線量の評価方法

建家外に放出される放射性物質による周辺監視区域外の公衆の被ばく線量として、放射性物質

からの外部被ばく及び放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量を計算する。 

被ばく線量の評価方法は、「21.7 被ばく線量の評価方法」に示す。 

5) 被ばく線量の評価結果

この事故による放射性物質からの外部被ばくによる実効線量は 3.0×10-8mSv、内部被ばくによ

る実効線量は 4.7×10-4mSv となる。よって、周辺監視区域外の公衆の被ばく線量は、合計で 4.7

×10-4mSvとなる。 

21.8.1.2 セメント固化装置 

(1) 原因及び説明

この事故は、第３廃棄物処理棟のセメント固化装置において、計量槽が腐食し、濃縮廃液（最大

貯留量の 1.0m3）が全量堰内に漏えいした後、堰内に留まった濃縮廃液中の放射性物質が、室内の

雰囲気に移行し、建家から放出される場合を想定する。この場合、MS-3に分類をした建家排気系
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の機能は期待せずに、排気系の排気除塵装置を介さずに地上放出されるものとする。 

(2) 防止対策 

① 本装置の使用材料は、耐食性を十分に考慮したものを使用する。 

② 本装置の機器は、周辺に堰を設け、万一、機器から放射性廃液が漏えいしても、管理区域外

へ放射性廃液が漏えいすることを防止する。 

③ 本装置には、水位を計測及び監視する設備を設ける。 

(3) 公衆の被ばく線量評価 

1) 解析条件 

① 事故発生時において、計量槽には、濃縮廃液が最大量の 1.0m3貯留されているものとする。 

② 濃縮廃液中に含まれる放射性物質の種類は、平成 18年度から平成 22年度の 5年間の濃縮廃

液の測定結果に基づき、存在比及び被ばく評価上の影響度を考慮して、 3H、14C、60Co、90Sr、134Cs、
137Cs、154Eu及び全アルファ（評価上は 239Pu）とする。 

③ 濃縮廃液 1.0m3に含まれる放射性物質の量は、次のとおり求めた。 
60Co、134Cs、137Cs及び 154Euについては、セメント固化体（200ℓ ドラム缶 1本当たりの濃縮廃

液 120ℓ ）の表面線量当量率が 2mSv/hとなるように、QAD-CGGP2Rを用いて、放射性物質の量を

計算した。また、その存在比は、上記 5 年間の濃縮廃液の測定結果から求めた存在比とした。

その結果、60Coは 1.4×109Bq、134Csは 5.4×109Bq、137Csは 4.8×1010Bq、154Euは 8.5×108Bqと

なる。14C及び 90Srについては、上記 137Csの量に、137Csに対する 14C及び 90Srの上記 5年間の濃

縮廃液の測定結果から求めた存在比を乗じて求めた。その結果、14Cは 2.4×1010Bq、90Srは 4.0

×109Bq となる。3H については、処理対象廃液の上限値となる放射性物質の濃度と濃縮廃液の

量から、3.7×109Bqとした。239Puについては、3H、14C、60Co、90Sr、134Cs、137Cs及び 154Eu（ベー

タ線・ガンマ線を放出する放射性物質）の合計の 10分の 1の量である 8.7×109Bqとした。 

④ 漏えいした濃縮廃液から、3H及び 14Cは各 4.2×10-5、134Cs及び 137Csは各 4.2×10-6、60Co、90Sr、
154Eu及び 239Puは 1.0×10-7の割合で室内の雰囲気に移行するものとする 6)。 

⑤ 室内の雰囲気に移行した放射性物質は、排気系の排気除塵装置を介さずに地上放出されるも

のとする。このとき、60Co、90Sr、134Cs、137Cs、154Eu及び 239Puについては、建家による放出低減

係数として 0.1を考慮する 7)。3H及び 14Cについては、建家による低減効果を考慮しない。 

2) 放出量の評価方法 

この事故による放射性物質の放出量は、次式により表される。 

Ｑｉ＝Ａｉ・ＴＡｉ・Ｄｉ 

ここで、 

Ｑｉ ：放射性物質 iの建家外への放出量 [Bq] 

Ａｉ ：漏えいした濃縮廃液に含まれる放射性物質 iの量 [Bq] 

ＴＡｉ ：漏えいした濃縮廃液に含まれる放射性物質 iの空気中へ移行する割合 [―] 

Ｄｉ ：建家による放出低減係数 [―] 

とする。 

3) 放出量の評価結果 

以上の条件により求めた、この事故において建家外に放出される放射性物質の量は、3H は 1.6

×105Bq、14Cは 1.0×106Bq、60Coは 1.4×101Bq、90Srは 4.0×101Bq、134Csは 2.3×103Bq、137Csは

2.0×104Bq、154Euは 8.5×100Bq、239Puは 8.7×101Bqとなる。 

4) 被ばく線量の評価方法 

建家外に放出される放射性物質による周辺監視区域外の公衆の被ばく線量として、放射性物質

からの外部被ばく及び放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量を計算する。 

被ばく線量の評価方法は、「21.7 被ばく線量の評価方法」に示す。 

5) 被ばく線量の評価結果 

この事故による放射性物質からの外部被ばくによる実効線量は 8.5×10-11mSv、内部被ばくによ

る実効線量は 1.3×10-6mSv となる。よって、周辺監視区域外の公衆の被ばく線量は、合計で 1.3

×10-6mSvとなる。 

 

21.9 結論 

放射性廃棄物の廃棄施設において想定される事故について評価した結果、事故が生じた場合の周辺

監視区域外の公衆の実効線量が最大でも蒸発処理装置・Ⅰでの液体の漏えいによる 4.7×10-4mSvであ



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１）

添付 1-52 

変 更 前 変 更 後 備考

り、水炉審査指針において、事故が発生した場合に、公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与

えないとされる判断基準（5mSv）に比べて十分に小さいことから、公衆に対して著しい放射線被ばく

のリスクを与えることはない。 
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29日 原子力安全委員会了承） 

3) ICRP Publication 38, Radionuclide Transformations - Energy and Intensity of Emissions,

Vol.11-13, 1983. 

4) 発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（一部改訂 平成 13年 3月 29日 原子力安全委員会） 

5) 発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針（一部改訂 平成 13年 3月 29日 原子

力安全委員会） 
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7) E.M.Flew et al「Assessment of the Potential Release of Radioactivity from Installations at AERE,
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変 更 前 変 更 後 備考

22. 貯蔵施設

23. 廃棄施設

23.1 固体廃棄施設 

23.1.1 廃棄の方法 

放射性廃棄物処理場に搬入した固体廃棄物は、処理前廃棄物保管場所に処理するまでの限られた期

間保管する。 

放射性廃棄物処理場の各施設で発生した固体廃棄物（放射性廃棄物を処理した後に容器に封入した

もの及び処理等に伴って発生した固体廃棄物）は、発生廃棄物保管場所に限られた期間保管する。 

処理前廃棄物保管場所で保管する固体廃棄物は、金属製容器へ封入する。発生廃棄物保管場所で保

管する固体廃棄物は、金属製容器又はコンクリート容器へ封入する。ただし、金属製容器又はコンク

リート容器に封入することが著しく困難な大型廃棄物等については、放射性物質の飛散又は漏えいの

防止の措置を講ずる。 

23.1.2 保管能力 

処理前廃棄物保管場所は、放射性廃棄物処理場への固体廃棄物の搬入量及び固体廃棄物処理施設に

おける処理量を考慮し、必要な本数を保管できるものとする。発生廃棄物保管場所は、放射性廃棄物

処理場の各施設での固体廃棄物の発生量を考慮し、必要な本数を保管できるものとする。処理前廃棄

物保管場所及び発生廃棄物保管場所における固体廃棄物の保管にあたっては、それぞれの保管能力を

超えないよう管理する。 

23.1.3 外部との区画 

処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所は、壁、扉、柵等により区画する。 

23.1.4 施錠又は立入制限の措置 

処理前廃棄物保管場所、発生廃棄物保管場所又はこれらを設ける建家の出入口を施錠することによ

り、人がみだりに立ち入らないようにするための措置を講ずる。 

23.1.5 標識 

処理前廃棄物保管場所又は発生廃棄物保管場所には、外部に通ずる部分又はその付近に放射能標識

を付し、「保管廃棄施設」と記載するとともに、許可なくして立入りを禁ずる旨を記載等する。 

24. 汚染を検査するための設備

25. 監視設備

22. 貯蔵施設

23. 廃棄施設

23.1 液体廃棄施設

第３廃棄物処理棟の液体廃棄施設は、核燃料物質使用施設等から発生する液体廃棄物の蒸発処理等を

行うことにより、周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が線量告示に規定する濃度限度

以下となるような能力を有する。 

「令和4年11月30日付け令04原機（科保）114」をもって申請した核燃料物質使用変更許可申請書にお

いて、第２廃棄物処理棟の廃液貯槽・Ⅱ－２、蒸発処理装置・Ⅱ及びアスファルト固化装置の使用を停

止し、第３廃棄物処理棟に搬入、貯蔵及び処理する液体廃棄物の放射性物質の濃度の上限を3.7×

103Bq/cm3未満と変更した場合においても、第３廃棄物処理棟の蒸発処理装置・Ⅰ及びセメント固化装置

の処理プロセスや処理能力を変更するものではないことから、当該能力に変更はない。 

23.2 固体廃棄施設 

23.2.1 廃棄の方法 

放射性廃棄物処理場に搬入した固体廃棄物は、処理前廃棄物保管場所に処理するまでの限られた期

間保管する。 

放射性廃棄物処理場の各施設で発生した固体廃棄物（放射性廃棄物を処理した後に容器に封入した

もの及び処理等に伴って発生した固体廃棄物）は、発生廃棄物保管場所に限られた期間保管する。 

処理前廃棄物保管場所で保管する固体廃棄物は、金属製容器へ封入する。発生廃棄物保管場所で保

管する固体廃棄物は、金属製容器又はコンクリート容器へ封入する。ただし、金属製容器又はコンク

リート容器に封入することが著しく困難な大型廃棄物等については、放射性物質の飛散又は漏えいの

防止の措置を講ずる。 

23.2.2 保管能力 

処理前廃棄物保管場所は、放射性廃棄物処理場への固体廃棄物の搬入量及び固体廃棄物処理施設に

おける処理量を考慮し、必要な本数を保管できるものとする。発生廃棄物保管場所は、放射性廃棄物

処理場の各施設での固体廃棄物の発生量を考慮し、必要な本数を保管できるものとする。処理前廃棄

物保管場所及び発生廃棄物保管場所における固体廃棄物の保管にあたっては、それぞれの保管能力を

超えないよう管理する。 

23.2.3 外部との区画 

処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所は、壁、扉、柵等により区画する。 

23.2.4 施錠又は立入制限の措置 

処理前廃棄物保管場所、発生廃棄物保管場所又はこれらを設ける建家の出入口を施錠することによ

り、人がみだりに立ち入らないようにするための措置を講ずる。 

23.2.5 標識 

処理前廃棄物保管場所又は発生廃棄物保管場所には、外部に通ずる部分又はその付近に放射能標識

を付し、「保管廃棄施設」と記載するとともに、許可なくして立入りを禁ずる旨を記載等する。 

24. 汚染を検査するための設備

25. 監視設備

新様式へ対応するため

の記載の追加

（液体廃棄施設に係る

説明を追加）

項番の繰下げ

項番の繰下げ

項番の繰下げ

項番の繰下げ

項番の繰下げ

項番の繰下げ
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変 更 前 変 更 後 備考

26. 非常用電源設備

27. 通信連絡設備等

28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止

（記載省略）

26. 非常用電源設備

27. 通信連絡設備等

28. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止

（変更なし）



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２） 

添付 2‐1 

変 更 前 変 更 後 備考 

添付書類２ 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場

合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の

措置に関する説明書 

（放射性廃棄物処理場） 

添付書類２ 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発等があった場

合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の

措置に関する説明書 

（放射性廃棄物処理場） 
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添付 2‐2 

変 更 前 変 更 後 備考 

 

（記載省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



放射性廃棄物処理場 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3‐1 

変 更 前 変 更 後 備考 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（放射性廃棄物処理場） 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（放射性廃棄物処理場） 
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添付 3‐2 

変 更 前 変 更 後 備考 

（記載省略） （変更なし） 





別添（６） 

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（プルトニウム研究１棟） 

（申請書本文） 

令和５年７月 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

１. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

共通編に記載

２. 使用の目的及び方法

目的番号 使用の目的 

１ 施設の廃止に向けた措置の実施に伴う核燃料物質によって汚染された設備の管

理 

使用の方法 

使用を終了し、維持管理する設備 

「７－４ 使用施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備」及び

「８－４ 貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備」に示す。 

取扱核燃料物質及び取扱数量 

使用を終了し、維持管理する設備において核燃料物質は使用及び貯蔵しな

い。 

使用の方法 

使用を終了し、維持管理する設備について、撤去作業着手までの間、設備・
機器の保守、点検等の管理を行う。 

３. 核燃料物質の種類

核燃料物質の種類 化合物の名称 主な化学形 性状（物理的形態） 

該当なし － － － 

４. 使用の場所

使用の場所 プルトニウム研究１棟 

茨城県那珂郡東海村の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子

力科学研究所敷地内の東部に位置し、東方には再処理特別研究棟が、南東

方にはバックエンド研究施設が、それぞれ設置されている。 

原子力科学研究所周辺及び本施設の位置を第７－１－１図に示す。本施

設の周辺の配置を第７－１－２図に示す。 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

核燃料物質の種類 予定使用期間 
年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

該当なし － － － 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

６. 使用済燃料の処分の方法

使用済燃料の処分の方法 該当なし 

７. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備

７－１ 使用施設の位置 

使用施設の位置 プルトニウム研究１棟の位置は「４．使用の場所」記載のとおり。 

 本施設の周辺は平坦な地形で、崖はないため地崩れのおそれはな

い。また、付近に河川はなく、浸水のおそれはない。 

使用施設の位置及び施設内の各部屋の位置を、第７－１－２図及び

第７－２－１図に示す。 

７－２ 使用施設の構造 

使用施設の名称 構  造 床面積 設計仕様 

プルトニウム研

究１棟 

プルトニウム研究１棟は、地上２階

建の鉄筋コンクリート造りで耐震・耐

火構造である。１階に 101 号室、102

号室、103号室、106号室、107号室、

108号室、114号室を設置する。 

施設の平面図及び断面図を第７－

２－１、第７－２－２図に示す。 

延べ床面積 

約 710ｍ２ 

・ 床：樹脂系材

料仕上げ又は

ビニル床シー

ト仕上げ

壁：合成樹脂

ペンキ仕上げ 

・ 風向管理

101号室 約 48ｍ２ 

102号室 約 48ｍ２ 

103号室 約 50ｍ２ 

106号室 約 72ｍ２ 

107号室 約 101ｍ２ 

108号室 約 100ｍ２ 

114号室 約 10ｍ２ 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

７－３ 使用施設の設備 

 使用設備の名称 個数 仕  様 

放射線管

理設備 

 

 

配置を第

７－３－

11 図に

示す。 

作業環境モ

ニタリング

設備 

室内ダストモニタ １式 管理区域内における空気中の放射性物

質の濃度の監視用（移動型） 

アルファ線用 

サーベイメータ １式 線量当量率及び表面密度の測定用 

アルファ線用 

ベータ（ガンマ）線用 

ガンマ線用 

ハンドフットクロ

スモニタ 

１式 手足及び衣服の汚染検査用 

アルファ線用 

ベータ（ガンマ）線用 

放射線監視盤 １式 排気ダストモニタの監視用 

排気モニタ

リング設備 

排気ダストモニタ １式 排気口から施設外へ放出する排気中の

放射性物質の濃度の連続監視用 

測定対象：アルファ放射性物質 

警報設備 １式 施設の運転状態に異常が生じた時、速や

かに異常を検知し、警報を発するための

設備である。 

停電 

作動条件：商用電源が停電した時 

廃液貯槽、集水ピット満水 

 作動条件：廃液貯槽等の液位が設定値

以上になった時 

排気ダストモニタ 

 作動条件：排気口の放射性物質の濃度

が設定値以上になった時 

負圧異常 

 作動条件：排気系の負圧が設定値以下

になった時 

 

７－４ 使用施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備 

使用を終了し、維持管

理する設備 
個数 仕様・維持管理の措置 

グローブボックス 15 台 設置場所： 

101 号室 12-K、12-L 

102 号室 11-2C、12-P、11-2B 

103 号室 12-J、12-O 

106 号室 12-M、12-N 

107 号室 14-V、14-W、14-X 

108 号室 14-Y、14-Z、14-2A 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－4 

変 更 前 変 更 後 備 考 

グローブボックスでは核燃料物質は使用しない。 

使用を終了し、維持管理する設備として、設備の撤去まで

の間、必要な機能の維持及び管理を行う。 

維持管理の措置 

・気体廃棄設備の運転によりグローブボックス内を負圧に維

持する。 

・グローブボックス内の装置への電源を遮断する。

・核燃料物質の使用を禁止する旨の表示を行う。

各グローブボックスの仕様を第７－３－１～２表、配置を

第７－３－１～６図、概略図を第７－３－７～８図に示す。 

フード ４台 設置場所： 

102 号室 11H-3、12H-E1 

107 号室 14H-2 

108 号室 14H-E1 

フードでは核燃料物質は使用しない。

使用を終了し、維持管理する設備として、設備の撤去まで

の間、必要な機能の維持及び管理を行う。 

維持管理の措置 

・気体廃棄設備の運転によりフード開口部の風速を維持す

る。

・点検時以外は、窓を閉じた状態とする。

・フード内の装置への電源を遮断する。

・核燃料物質の使用を禁止する旨の表示を行う。

各フードの仕様を第７－３－３表、配置を第７－３－２図

及び第７－３－５～６図、概略図を第７－３－９図に示す。 

メスバウア分光装置 １式 設置場所：101 号室 

メスバウア分光装置では核燃料物質は使用しない。

使用を終了し、維持管理する設備として、設備の撤去まで

の間、必要な機能の維持及び管理を行う。 

維持管理の措置 

・装置の電源を遮断する。

・核燃料物質の使用を禁止する旨の表示を行う。

メスバウア分光装置の仕様を第７－３－４表、配置を第７

－３－１図、概略図を第７－３－10 図に示す。 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－5 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

８－１ 貯蔵施設の位置 

貯蔵施設の位置 プルトニウム研究１棟の地理的状況は、「７－１使用施設の位置」記

載のとおり。 

貯蔵施設は、101 号室、102 号室、103 号室、106 号室、107 号室、

108号室及び 109号室に位置する。 

貯蔵施設の位置を第７－２－１図に示す。 

 

８－２ 貯蔵施設の構造 

貯蔵施設の名称 構  造 床面積 設 計 仕 様 

101号室 鉄筋コンク

リート造り

の耐震・耐

火構造 

約 48ｍ２ 使用施設に同じ 

102号室 約 48ｍ２ 

103号室 約 50ｍ２ 

106号室 約 72ｍ２ 

107号室 約 101ｍ２ 

108号室 約 100ｍ２ 

109号室 約 2.6ｍ２ 
床：プラスチックタイル仕上げ 

出入口：特定防火設備防火戸 

 

８－３ 貯蔵施設の設備 

貯蔵設備の名称 個数 
最 大 貯

蔵量 

内容物の物

理的・化学

的性状 

仕  様 

該当なし － － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－6 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

８－４ 貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備 

使用を終了し、維

持管理する設備 
個数 仕様・維持管理の措置 

核燃料物質保管

庫 

６基 

 

設置場所：101号室、102号室、103号室、106号室、107号室、

108号室 

寸  法：縦 500×横 453×奥行 450 mm 

材  質：鋼板 

施錠設備：有 

維持管理の措置 

・核燃料物質の貯蔵を禁止する旨の表示を行う。 

配置図を第７－３－１～６図、概略図を第８－３－１図に示

す。 

核燃料物質貯蔵

棚（大） 

１基 

 

設置場所：109号室 

寸  法：縦 1,850×横 1,400×奥行 400 mm 

材  質：鋼板 3.2mm 厚 

施錠設備：有 

表面仕上：ペイント塗装 

窓  ：アクリル樹脂 3.2mm 厚 

維持管理の措置 

・核燃料物質の貯蔵を禁止する旨の表示を行う。 

配置図を第８－３－２図、概略図を第８－３－３図に示す。 

核燃料物質貯蔵

棚（小） 

 

２基 

 

設置場所：109号室 

寸  法：縦 1,850×横 600×奥行 400 mm 

材  質：鋼板 3.2mm 厚 

施錠設備：有 

表面仕上：ペイント塗装 

窓  ：アクリル樹脂 3.2mm 厚 

維持管理の措置 

・核燃料物質の貯蔵を禁止する旨の表示を行う。 

配置図を第８－３－２図、概略図を第８－３－４図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－7 

変 更 前 変 更 後 備 考 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

９－１ 気体廃棄施設 

(1) 気体廃棄施設の位置

気体廃棄施設の位置 プルトニウム研究１棟の位置は「４．使用の場所」記載のと

おり。 

本施設の周辺は平坦な地形で、崖はないため地崩れのおそれ

はない。また、付近に河川はなく、浸水のおそれはない。 

使用施設の位置及び施設内の各部屋の位置を、第７－１－２

図及び第７－２－１図に示す。 

プルトニウム研究１棟の地理的状況は、「７－１使用施設の

位置」記載のとおり。 

気体廃棄施設を下記に示す。 

排風機室 

排気筒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 

気体廃棄施設の位置を第７－２－１図に示す。 

(2) 気体廃棄施設の構造

気体廃棄施設の名称 構 造 床面積 設 計 仕 様 

排風機室 鉄筋コンクリ

ート造りの耐

震・耐火構造 

約 163ｍ２ 排風機室の床：樹脂系材料仕

上げ 

排気筒Ⅰ 角型鋼板造り 

排気筒Ⅱ 円筒型鋼板造

り 

排気筒Ⅲ 円筒型鋼板造

り 

(3) 気体廃棄施設の設備

気体廃棄設備の名称 個数 仕 様 

気体廃棄設備 １式 気体廃棄設備の設備を第９－３－１表に系統を９

－３－１図に配置を図９－３－２図に示す。 

排気口 ３基 排気筒Ⅰ：地上  9.0ｍ 

排気筒Ⅱ：地上 11.8ｍ 

排気筒Ⅲ：地上 11.8ｍ 

廃棄の方法： 

外部排気の際は､排気中の放射性物質濃度が周辺監視区域境界外の空気中において

線量告示以下となるよう排気する｡ 

グローブボックス内の空気等はグローブボックス付属のプレ・高性能フィルタ、更

に排気ダクトに設けたプレ・高性能フィルタでろ過し、排気筒から大気中に放出する。

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－8 

変 更 前 変 更 後 備 考 

また室内及びフードの空気は排気ダクトに設けたプレ・高性能フィルタでろ過し、排

気筒から大気中に放出する。その際、排気口における放射能濃度は連続して監視して

いる。 

 

９－２ 液体廃棄施設  

プルトニウム研究１棟から発生する液体廃棄物（施設から直接排出する液体廃棄物を除

く。）は、原子力科学研究所の共通の廃棄施設である放射性廃棄物処理場に運搬し、処理

を行う。本施設においては、放射性廃棄物処理場に運搬するまでの一時貯留及び施設から

の一般排水を行うため、以下の廃棄施設を使用する。 

(1) 液体廃棄施設の位置 

液体廃棄施設の位置 プルトニウム研究１棟の地理的状況は、「７－１使用施設の位

置」記載のとおり。 

液体廃棄施設は、廃液貯槽室及び集水ピットに位置する。 

液体廃棄施設の位置を第７－２－１図に示す。 

 

(2) 液体廃棄施設の構造 

液体廃棄施設の名称 構 造 床面積 設 計 仕 様 

廃液貯槽室 鉄筋コンクリ

ート造り 

約 30ｍ２ 床・壁 防水モルタル仕上げ 

集水ピット 鉄筋コンクリ

ート造り 

約 10.4ｍ２ 床・壁 防水モルタル仕上げ 

 

(3) 液体廃棄施設の設備 

液体廃棄設備の名称 個数 仕     様 

廃液貯槽 ２基 
液体廃棄設備の設備を第９－３－２表に配置を

第９－３－３図に示す。 
集水ピット ２基 

残存排水管 プルトニウム研究１棟から再処理特別研究棟間に残存する

ホット排水管は、閉止措置を行い、その使用を停止している。 

ホット排水管は定期的に点検を行い、その閉じ込め機能が維

持されていることを確認する。残存するホット排水管の系統を

第９－３－４図に示す。 

廃棄の方法： 

ホット流しの排水は廃液貯槽に一時貯留し、放射能濃度を測定の後、線量告示の濃

度限度以下の場合は排水溝へ一般排水を行い、濃度限度を超える場合は廃液運搬車に

より放射性廃棄物処理場へ運搬し処理する。手洗い排水等の極低レベルの排水は集水

ピットに一時貯留し、放射能濃度を測定の後、線量告示の濃度限度以下の場合は排水

溝へ一般排水するか、濃度限度を超える場合は廃液貯槽へ移送した後、廃液運搬車に

より放射性廃棄物処理場に運搬し処理する。 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－9 

変 更 前 変 更 後 備 考 

９－３ 固体廃棄施設 

プルトニウム研究１棟から発生する固体廃棄物は、原子力科学研究所の共通の廃棄施

設である放射性廃棄物処理場に引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。本施設においては、

放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、以下の保管廃棄施設において保管

する。 

(1) 固体廃棄施設の位置

固体廃棄施設の位置 プルトニウム研究１棟の地理的状況は、「７－１使用施設の

位置」記載のとおり。 

固体廃棄施設は、113号室に位置する。 

固体廃棄施設の位置を第７－２－１図に示す。 

(2) 固体廃棄施設の構造

固体廃棄施設の名称 構 造 床面積 設 計 仕 様 

113号室 鉄筋コン

クリート

造りの耐

震耐火構

造 

約６ｍ２ 床は除染作業が容易な樹脂系材料

を用いた仕上げを施す。 

(3) 固体廃棄施設の設備

設備の名称 個数 仕 様 

113号室 － 保管能力：約６ｍ２（ドラム缶換算：30本） 

金属製棚：１基 

廃棄の方法： 

固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区分し、適切な固体廃棄物容器に封入する。

ただし、封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止

の措置を講ずる。 

可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容器への収納

が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、放射

性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、施設内の保管廃棄施設に保管する。 

また、保管廃棄施設は、建家の壁等によりその他の区域と区画し、標識を設け、

人の立入りを制限して管理する。 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－10 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

第７－３－１表（１） 

 

グローブボックス１１－２Ｃ（第７－３－７図（１）参照） 

 

 a 材 質 

 

 本   体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

 前後パネル：アクリル樹脂（15 mm厚） 

 グ ロ ー ブ     ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

 物品搬入時用排気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ304、2インチ） 

 

 b 大きさ 

 

 幅 約 1,000 mm × 奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,000 mm 

 

 c 性 能 

 

 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

  

 d フィルタ 

 

 給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段１系統 

     ストップバルブ付き 

 排気系：セルフコンテンド型高性能フィルタ（99.9%） 

     流量調節バルブ付き １段１系統 

 物品搬入時用排気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

     ストップバルブ付き 

 

 e 物品出入口 

 

 気密２重扉方式搬入口 １個 

 ビニールバック溶封式搬出口（気密内扉付き）１個 

 

 f 警報装置 

 

 マノメータ式負圧警報装置： 

    設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－11 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

第７－３－１表（２） 

 

グローブボックス１２－Ｊ（第７－３－７図（２）参照） 

 

 a 材 質 

 

 本     体：軟鋼（ＳＳ４１、 4.5 mm厚） 

 前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

 グローブ  ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

 

 b 大きさ 

 

 幅 約 2,150 mm × 奥行 約 800 mm × 高さ 約 1,800 mm 計 約 1.1 ｍ3 

 内部は 0.9 ｍ3、0.16 ｍ3、0.04 ｍ3 の３室構造 

 

 c 性 能 

 

 ボックス内負圧：-98 ～ -294 Pa 

 

 d フィルタ 

 

 給気系：プレフィルタ、及び高性能フィルタ（99.99%） 

 ストップバルブ付き 各１段２式 

 排気系：プレフィルタ、及び高性能フィルタ（99.99%） 

 流量調節バルブ付き 各１段２式 

  

 e 物品出入口 

 

 気密２重扉方式  １個 

 ビニールバック溶封式（気密内扉付き） １個 

 

 f 警報装置 

 

 マノメータ式負圧警報装置： 

 設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 

 g 主な機器 

 

高温反応装置、自記微量熱天秤、拡散ポンプ、廻転ポンプ（ボックス外）、 

電気炉（プログラム式自動温度コントロ－ラ－付き）、真空計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－12 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

第７－３－１表（３） 

 

グローブボックス１２－Ｋ（第７－３－７図（３）参照） 

 

 a 材 質 

 

 本     体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、 4 mm厚） 

 前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

 グ ロ ー ブ     ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

 物品搬入時用排気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ304、2インチφ） 

 

 b 大きさ 

 

 幅 約 2,300 mm × 奥行 約 1,000 mm × 高さ 約 1,150 mm 

 

 c 性 能 

 

 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 

 d フィルタ 

 

 給気系：高性能フィルタ（99.97%） 

     ストップバルブ付き 各１段２式 

 排気系：プレフィルタ及び高性能フィルタ（99.97%） 

     流量調節バルブ付き 各１段２式 

 物品搬入時用排気系：高性能フィルタ（99.97%） 

           ストップバルブ付き １段 

 

 e 物品出入口 

 

 気密２重扉方式搬入口 １個 

 ビニールバック溶封式（気密内扉付き）１個 

 

 f 警報装置 

 

 マノメータ式負圧警報装置： 

 設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 

 g 主な機器 

 

 酸素ポテンシャル測定装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－13 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－１表（４） 

グローブボックス１２－Ｌ（第７－３－７図（４）参照） 

 a 材 質 

本     体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、 4 mm 厚） 

前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

グ ロ ー ブ     ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

物品搬入時用排気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ304、2インチφ） 

 b 大きさ 幅 約 2,100 mm × 奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,150 mm 

 c 性 能 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 d フィルタ 

給気系：高性能フィルタ（99.97%） 

ストップバルブ付き 各１段３式

排気系：プレフィルタ及び高性能フィルタ（99.97%） 

 流量調節バルブ付き 各１段２式 

物品搬入時用排気系：高性能フィルタ（99.97%） 

ストップバルブ付き １段

 e 物品出入口 
気密２重扉方式 １個 

ビニールバック溶封式（気密内扉付き）１個 

 f 警報装置 
マノメータ式負圧警報装置：

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 g 主な機器 

反応炉  ⅰ) 材質、形状 

ステンレス鋼、水冷ジャケット付き、

縦 350 mm × 横 350 mm × 高さ 450 mm、炉室 0.3 ℓ

天 秤 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－14 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

第７－３－１表（５） 

 

グローブボックス１２－Ｍ（第７－３－７図（５）参照） 

 

 a 材 質 

  

本     体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

 前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

 グローブ  ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

 物品搬入時用排気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ 304、2 インチ） 

 

 b 大きさ 

 

 幅 約 2,750 mm × 奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,150 mm 

 

 c 性 能 

 

 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 

 d フィルタ 

  

給気系：高性能フィルタ（99.97%）各１段２式 

     ストップバルブ付き 

 排気系：プレフィルタ及び高性能フィルタ（99.97%） 

     各１段２式、流量調節バルブ付き 

 物品搬入時用排気系：高性能フィルタ（99.97%）１段 

           ストップバルブ付き 

 

 e 物品出入口 

 

 気密２重扉方式搬入口 １個 

 ビニールバック溶封式搬出口（気密内扉付き）２個 

 

 f 警報装置 

 

 マノメータ式負圧警報装置： 

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

  

 g 主な機器 

 

窒素ガス循環精製装置 

  酸素除去：室温作動銅微粒子法 

  水分除去：室温作動モレキュラーシーブ法 

  空気給排気系切換装置：電磁弁 

 熱天秤装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－15 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－１表（６） 

グローブボックス１２－Ｎ（第７－３－７図（６）参照） 

 a 材 質 

本     体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

グローブ  ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

物品搬入時用排気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ304、２インチ） 

 b 大きさ 幅 約 2,800 mm ×奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,200 mm 

 c 性 能 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 d フィルタ 

給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段３式 

ストップバルブ付き

排気系：プレフィルタ及び高性能フィルタ（99.9%）  各１段３式 

 流量調節バルブ付き 

物品搬入時用排気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

ストップバルブ付き

 e 物品出入口 
気密２重扉方式搬入口  １個 

ビニールバック溶封式搬出口（気密内扉付き）１個 

 f 警報装置 
マノメータ式負圧警報装置：

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

g 主な機器 
試料水平型Ｘ線回折装置 

高周波加熱装置 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－16 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

第７－３－１表（７） 

 

グローブボックス１２－Ｏ（第７－３－７図（７）参照） 

 

 a 材 質 

 

 本  体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

 前パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

含鉛アクリル樹脂遮へい板（鉛 1 mm当量） 

 グローブ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

 物品搬入時用排気系：ステンレス鋼製（ＳＵＳ 304、2インチ） 

 

 b 大きさ 

 

 幅 約 1,000 mm × 奥行 約 600 mm × 高さ 約 1,000 mm 

 

 c 性 能 

 

 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 

 d フィルタ 

 

 給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段１系統 

     ストップバルブ付き 

 排気系：セルフコンテンド型高性能フィルタ（99.9%） 

     流量調節バルブ付き １段１系統 

 物品搬入時用排気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

           ストップバルブ付き 

 

 e 物品出入口 

 

 気密２重扉方式搬入口 １個 

 ビニールバック溶封式搬出口（気密内扉付き）１個 

 

 f 警報装置 

 

 マノメータ式負圧警報装置： 

    設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－17 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

第７－３－１表（８） 

 

グローブボックス１２－Ｐ（第７－３－７図（８）参照） 

 

 a 材 質 

  

本   体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

 前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

 グ ロ ー ブ     ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

 物品搬入時用排気系：ステンレス鋼製（ＳＵＳ 304、2インチ） 

 

 b 大きさ 

 

 幅 約 2,000 mm × 奥行 約 950 mm × 高さ 約 1,250 mm 

 

 c 性 能 

 

 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 

 d フィルタ 

 

 給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段３系統 

     ストップバルブ付き 

 排気系：セルフコンテンド型高性能フィルタ（99.9%） 

     流量調節バルブ付き １段３系統 

 物品搬入時用排気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

           ストップバルブ付き 

 

 e 物品出入口 

 

 気密２重扉方式搬入口 １個 

 ビニールバック溶封式搬出口（気密内扉付き）１個 

 

 f 警報装置 

 

 マノメータ式負圧警報装置： 

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 

 g 主な機器 

 

 熱分析装置：示差熱分析、熱重量分析 

 高周波加熱装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－18 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－２表（１） 

グローブボックス１１－２Ｂ（第７－３－８（１）参照） 

 a 材 質 

本  体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304） 

窓：アクリル樹脂（10 mm 厚） 

グローブ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

 b 大きさ 
幅 約 1,000 mm × 奥行 約 600 mm × 高さ 約 1,000 mm 

0.55 ｍ3

 c 性 能 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 d 物品出入口 
ビニールバック式ポート 

気密２重扉式ポート 

 e 警報装置 
マノメータ式負圧警報装置：

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 f 主な機器 マントルヒータ、電熱器、電着装置

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－19 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－２表（２） 

グローブボックス１４－Ｖ（第７－３－８図（２）参照） 

 a 材 質 

本 体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

グ ロ ー ブ     ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

物品搬入時用給気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ 304） 

 b 大きさ 幅 約 1,000 mm × 奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,000 mm 

 c 性 能 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 d フィルタ 

給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段１式 

ストップバルブ付き

排気系：高性能フィルタ（99.9%） 

 各２段１式、流量調節バルブ付き 

物品搬入時用給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

ストップバルブ付き

 e 物品出入口 
気密２重扉方式搬入口 １個 

気密内扉付き連結ポ－ト １個（常時閉） 

 f 警報装置 
マノメータ式負圧警報装置：

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－20 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－２表（３） 

グローブボックス１４－Ｗ（第７－３－８図（３）参照） 

 a 材 質 

本 体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

グローブ  ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

物品搬入時用給気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ 304） 

 b 大きさ 幅 約 2,000 mm × 奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,000 mm 

 c 性 能 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 d フィルタ 

給気系：高性能フィルタ（99.9%） 

 各１段２式、ストップバルブ付き 

排気系：高性能フィルタ（99.9%） 

 各２段２式、流量調節バルブ付き 

物品搬入時用給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

ストップバルブ付き

 e 物品出入口 

気密２重扉方式搬入口 １個 

ビニールバッグ溶封式搬出口（気密内扉付き） １個 

ビニールバッグ溶封式搬出口 １個 

気密内扉付き連結ポ－ト １個 

 f 警報装置 
マノメータ式負圧警報装置：

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－21 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－２表（４） 

グローブボックス１４－Ｘ（第７－３－８図（４）参照） 

 a 材 質 

本   体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

グ ロ ー ブ     ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

物品搬入時用給気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ 304、4 mm厚） 

 b 大きさ 幅 約 1,000 mm × 奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,000 mm 

 c 性 能 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 d フィルタ 

給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段１式 

排気系：高性能フィルタ（99.9%）１段２式 

 流量調節バルブ付き 

物品搬入時用給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

 e 物品出入口 
気密２重扉方式搬入口 １個 

気密内扉付きポ－ト １個 

 f 警報装置 
マノメータ式負圧警報装置：

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 g 主な機器 溶融塩反応装置 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－22 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－２表（５） 

グローブボックス１４－Ｙ（第７－３－８図（５）参照） 

 a 材 質 

本    体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

グローブ  ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

物品搬入時用給気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ 304） 

 b 大きさ 幅 約 1,000 mm × 奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,000 mm 

 c 性 能 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 d フィルタ 

給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段１式 

ストップバルブ付き

排気系：高性能フィルタ（99.9%）各２段１式 

 流量調節バルブ付き 

物品搬入時用給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

ストップバルブ付き

 e 物品出入口 
気密２重扉方式搬入口 １個 

気密内扉付き連結ポ－ト １個（常時閉） 

 f 警報装置 
マノメータ式負圧警報装置：

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－23 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－２表（６） 

グローブボックス１４－Ｚ（第７－３－８図（６）参照） 

 a 材 質 

本 体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

グローブ ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

物品搬入時用給気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ 304） 

 b 大きさ 幅 約 2,000 mm × 奥行 約 900 mm × 高さ 約 1,000 mm 

 c 性 能 ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

 d フィルタ 

給気系：高性能フィルタ（99.9%）各１段１式 

ストップバルブ付き

排気系：高性能フィルタ（99.9%）各２段２式 

 流量調節バルブ付き 

物品搬入時用給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

ストップバルブ付き

 e 物品出入口 

気密２重扉方式搬入口 １個 

ビニールバッグ溶封式搬出口（気密内扉付き） １個 

ビニールバッグ溶封式搬出口 １個 

気密内扉付き連結ポ－ト １個 

 f 警報装置 
マノメータ式負圧警報装置：

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

g 主な機器 恒温水槽 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－24 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

第７－３－２表（７） 

 

グローブボックス１４－２Ａ（第７－３－８図（７）参照） 

 

a 材 質    

 

本   体：ステンレス鋼製（ＳＵＳ304、4 mm厚） 

前後パネル：アクリル樹脂（10 mm厚） 

グ ロ ー ブ     ：ネオプレン（0.4 mm 厚） 

物品搬入時用給気系：ステンレス鋼（ＳＵＳ304） 

 

b 大きさ 

 

幅 約 3,200 mm × 奥行 (天井面 約 900 mm、底面 約 1,000 mm)  

× 高さ 約 1,000 mm 

 

c 性 能    

 

ボックス内圧：-98 ～ -294 Pa 

  

d フィルタ 

 

給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段３式 

     流量調節バルブ付き 

 排気系：高性能フィルタ（99.9%）各１段３式 

     流量調節バルブ付き 

 物品搬入時用給気系：高性能フィルタ（99.9%）１段 

           流量調節バルブ付き 

 

e 物品出入口 

 

気密２重扉方式搬入口 ２個 

 ビニールバッグ溶封式搬出口 ２個 

 連結ポ－ト ２個 

 

f 警報装置 

 

マノメータ式負圧警報装置： 

設定値（下限 -49 Pa、上限 -490 Pa） 

 

g 主な機器 

 

自動天秤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－25 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－３表（１）フード 

フード１１Ｈ－３（第７－３－９図（１）参照）

 a 設置場所 102号室 

 b 数 量 １台 

 c 仕 様 

大 き さ     ：間口約 1,200 mm×奥行約 1,000 mm×高さ約 3,000 mm 

形 式     ：カリフォルニア型 

開口部風速：前面扉半開時 0.5 ｍ／ｓ以上 

第７－３－３表（２）フード 

フード１２Ｈ－Ｅ１（第７－３－９図（２）参照）

 a 設置場所 102号室 

 b 数 量 １台 

 c 仕 様 

大 き さ     ：間口約 1,200 mm×奥行約 764 mm×高さ約 2,350 mm 

形 式     ：オークリッジ型 

開口部風速：前面扉半開時 0.5 ｍ／ｓ以上 

第７－３－３表（３）フード 

フード１４Ｈ－２（第７－３－９図（３）参照）

 a 設置場所 107号室 

 b 数 量 １台 

 c 仕 様 

大 き さ     ：間口約 1,500 mm×奥行約 750 mm×高さ約 2,300 mm 

形 式     ：オークリッジ型 

開口部風速：前面扉半開時 0.5 ｍ／ｓ以上 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－26 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－３－３表（４）フード 

フード１４Ｈ－Ｅ１（第７－３－９図（４）参照）

 a 設置場所 108号室 

 b 数 量 １台 

 c 仕 様 

大 き さ     ：間口約 1,500 mm×奥行約 764 mm×高さ約 2,350 mm 

形 式     ：オークリッジ型 

開口部風速：前面扉半開時 0.5 ｍ／ｓ以上 

第７－３－４表 メスバウア分光装置 

メスバウア分光装置（第７－３－１０図参照）

 a 設置場所 101号室 

 b 数 量 １台 

 c 仕 様 
大 き さ     ：間口約 650 mm×奥行約 650 mm×高さ約 1,444 mm 

形 式     ：冷凍機冷却型 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－27 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第９－３－１表 気体廃棄設備の設備概要 （全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－28 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第９－３－２表 液体廃棄設備の設備概要 

設 備 名 装  置 ・ 仕  様 

1. 廃液貯槽

廃液ポンプ

床排水ポンプ

2. 集水ピット

排水ポンプ

鋼板製、内壁硬質ゴム張、径 1.4ｍ、容量４ｍ3、２基 

渦巻ポンプ、50mmφ、230ℓ/min、９ｍ、1.5kW、２台 

50mmφ、160ℓ/min、17.5ｍ、1.5kW、１台 

鉄筋コンクリート、防水モルタル仕上、10.4ｍ2×2.0ｍ 

堅型ナンクロックポンプ、70mmφ,350ℓ/min、９ｍ、 

1.5kW、２台 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－29 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第７－１－１図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

プルトニウム研究 1棟 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－30 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

第７－１－２図 プルトニウム研究１棟付近図 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－31 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

第
７
－
２
－
１
図
 
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
研
究

1
棟
平
面
図

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－32 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

第
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プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－33 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－34 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－35 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－36 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－37 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－38 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－39 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－40 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－41 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－42 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－43 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－44 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－45 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－46 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－47 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－48 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－49 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－50 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－51 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－52 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－53 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－54 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－55 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－56 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－57 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－58 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－59 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 
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プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－60 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－61 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－62 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－63 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－64 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 
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プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－65 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 

第
９
－
３
－
２
図
 
排
風
機
室
（

2
0

1
、

2
0
2
号
室
）
排
気
設
備
配
置
図

 



プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－66 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 
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プルトニウム研究１棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－67 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1 棟

の使用の廃止のため） 



核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（プルトニウム研究 1 棟） 

（添付書類１、３） 

令和５年７月 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及

び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

（プルトニウム研究 1棟） 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

1.閉じ込めの機能 

1.1 概要 

本施設は、放射性物質の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいがないよう閉じ込め機

能を設ける。 

1.2 放射性物質の閉じ込め 

(1) 保管廃棄施設

固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区分し、適切な固体廃棄物容器に封入し、放射性物質の閉じ込

めを確保する。封入が著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。閉じ

込め機能の損傷を防止するため、火災防護対策を行う。（3.参照） 

(2) 使用施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備

使用施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備とするグローブボックス、フード及びメスバ

ウア分光装置での核燃料物質の使用は行わない。グローブボックス内部には、核燃料物質による汚染が

残留しているため、負圧管理（通常、-98～-294Pa）により閉じ込め機能を確保する。 

フード内部は除染を行い、遊離性の汚染がないことから、放射性物質の漏えいのおそれはないが、気

体廃棄施設の運転により開口部の風速を維持する。また、点検時以外は、窓を閉じた状態とする。 

メスバウア分光装置は、汚染はないため、装置に閉じ込めの機能を要さない。 

使用施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備には、核燃料物質の使用を禁止する旨の表示

を行う。 

(3) 貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備

貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備である核燃料物質保管庫及び核燃料物質貯

蔵棚に汚染はなく、核燃料物質の貯蔵は行わないため、閉じ込めの機能を要さない。 

貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備には、核燃料物質の貯蔵を禁止する旨の表示

を行う。 

1.3 放射性物質漏えいの拡大防止対策 

(1) 保管廃棄施設

固体廃棄物から放射性物質が漏えいする可能性は極めて低いと考えられるが、仮に漏えいした場合に

備え、以下の拡大防止対策を講ずる。 

1) 保管廃棄施設の床表面は、除染性の良い樹脂系材料により平滑に仕上げる。

2) 1cm線量当量率又は床面の表面密度を定期的に測定する。

(2) 使用を終了した使用施設の設備・機器

使用を終了し、維持管理する設備から放射性物質が漏えいする可能性は極めて低いと考えられるが、

仮に漏えいした場合に備え、以下の拡大防止対策を講ずる。 

1) 使用を終了し、維持管理する設備が設置されている使用施設の床及び壁表面は、除染性の良い樹脂

系材料を用いた仕上げ又はビニル床シート等により平滑に仕上げる。

2) 1cm線量当量率又は床面の表面密度を定期的に測定する。

1.4 管理区域内の放射性物質濃度 

(1) 保管廃棄施設内の放射性物質濃度

保管廃棄施設の周辺にフード等の放射性物質が飛散する可能性のある設備は存在しないため、「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下

「線量告示」という。）に定める「放射線業務従事者に係る濃度限度」を超えることはない。 

(2) 使用施設における放射性物質濃度

使用施設については、1.2(2) 使用を終了し、維持管理する設備のとおり、放射性物質が飛散する可

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1-3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

能性のある設備は存在しないため、線量告示に定める「放射線業務従事者に係る濃度限度」を超えるこ

とはない。 

2.遮蔽 

2.1 概要 

本施設では、保管廃棄施設に保管する廃棄物に起因する実効線量が、線量告示で定める「管理区域に

係る線量等」、「周辺監視区域外の線量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を超えることはない。

また、実効線量を合理的に達成できる限り低減させる。 

なお、使用施設及び貯蔵施設では、核燃料物質の使用及び貯蔵は行わないため、放射線業務従事者の

実効線量への影響はない。 

2.2 保管廃棄施設に係る実効線量評価 

保管廃棄施設に係る実効線量評価では、廃棄物の取扱いに従事する者及び人が常時立ち入る場所並び

に管理区域境界の実効線量について評価する。なお、本施設では、核燃料物質の使用及び貯蔵は行わな

いため、保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量の評価点への使用施設及び貯蔵施設からの寄与はな

い。 

なお、保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（1.

参照） 

(1) 保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量

1) 計算条件

保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する線量の計算条件は、以下のとおりとする。

① 保管廃棄施設内の固体廃棄物の評価対象核種は、本施設で使用する核燃料物質のうちで、線量評

価上もっとも影響のあるプルトニウムで代表する。

② 線源強度の計算は、ORIGEN2（1）コードを用いて行う。

③ プルトニウムは一般的に使用済燃料の再処理によって得られるが、同位体の存在比は燃料の燃焼

条件や再処理等の分離時期によって異なる。また、分離後の冷却期間の長短によって子孫核種の

生成量も異なる。ここでは、燃焼度 36GWd/tで１年冷却した使用済燃料に含まれるプルトニウム

を分離して得られたものとして計算する。これらの条件下ではプルトニウムの同位体として 236Pu、
238Pu、239Pu、240Pu、241Pu及び 242Puが含まれる。その放射能はプルトニウム 1gにつき、236Pu 1.29

×108Bq、238Pu 1.35×1010Bq、239Pu 1.38×109Bq、240Pu 2.01×109Bq、241Pu 4.14×1011Bq及び 242Pu

5.47×106Bqである。線源強度の計算では、241Puの子孫核種 241Amの放射能も考慮する。

④ 評価において線源とする保管廃棄施設内の固体廃棄物は過去の実績より固体廃棄物容器表面の

1cm線量当量率を 0.2μSv/hとし、プルトニウム量で 6.01×10－５g/個(20ℓ 固体廃棄物容器)とす

る。

⑤ 線源とする保管廃棄施設内の保管場所におけるプルトニウム量について、113号室では 20ℓ 固体

廃棄物容器 180個相当となることから、プルトニウム量 1.09×10－２gとする。

⑥ 評価時間は、廃棄物の取扱いに従事する者については2,000時間/年、人が常時立ち入る場所につ

いては40時間/週、管理区域境界については500時間/3月で評価を行う。

⑦ 評価結果には、他の保管廃棄施設からの影響も含むものとする。

その他の計算条件を表 2.2に示す。

2) 計算方法

計算コードは一次元Sn輸送計算のANISN-JR（2）を使用し、ガンマ線線量率及び中性子線線量率を計算

する。核データライブラリは、DLC-23E（エネルギー群数はガンマ線18群中性子線22群）を使用する。

実効線量換算係数はICRP Publication 74（3）を用いて作成したものを使用する。 

線源は、保管廃棄施設内の保管場所のうち、評価点に最も近い場所に各保管場所の保管能力の総量が

固体廃棄物容器（直径30cm）の中心に点線源であるものとして計算する。 

計算モデルは、図2.2に示した線源と評価位置の関係を球状モデルに近似して計算する。 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1-4 

変 更 前 変 更 後 備 考 

(2) 評価結果 

保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量の合計は、廃棄物の取扱いに従事する者につ

いて、最大で 6.5mSv/年である。また、人が常時立ち入る場所の実効線量の合計は 1.3×10-１mSv/週であ

り、線量限度 1mSv/週を超えることはない。放射線業務従事者の外部被ばくに係る実効線量は 6.5mSv/

年となり、4月 1日を始期とする 1年間の実効線量限度 50mSvを超えることはない。また、5年間で 33mSv

となり、平成 13年 4月 1日以降 5年ごとに区分した各期間の実効線量限度 100mSvについても、これを

超えることはない。 

管理区域境界の実効線量は 5.0×10-１mSv/3月であり、線量告示で定める 1.3mSv/3月を超えることは

ない。よって、遮蔽を追加する必要はない。 

評価位置における評価結果を表 2.2に示す。 

 

参考文献 

(1) A.G. Croff：”A User’s Manual for the ORIGEN2 Computer Code”, ORNL/TM-7175, 1980 

(2) K.KOYAMA et al., “ANISN-JR A One-Dimensional Discrete Ordinates Code for Neutron and Gamma-Ray 

Transport Calculations”, JAERI-M6954, 1977 

(3) 公益社団法人日本アイソトープ協会, “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係数”, 

ICRP Publication 74, 平成10年3月 

 

 

表 2.2  廃棄物の取扱いに従事する者、人が常時立ち入る場所及び管理区域境界の計算条件

及び評価結果（固体廃棄物） 

評価位置 線源位置 
遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価

点までの距離 

(cm) 

実効線量 

廃棄物の取扱いに

従事する者 

113号室内 

113号室の 

廃棄物保管場

所 

－ 50 6.5mSv/年 

人が常時立ち入る

場所 

113号室内 

－ 50 1.3×10－１mSv/週 

管理区域境界 

113号室北側扉面 
－ 90 5.0×10－１mSv/3月 
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（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1-5 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

 
図 2.2 プルトニウム研究１棟 保管廃棄施設の評価位置 
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（プルトニウム研究 1棟
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プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1-6 

変 更 前 変 更 後 備 考 

3.火災等による損傷の防止 

3.1 火災の発生防止対策 

(1) 保管廃棄施設に係る火災防護

保管廃棄施設は、鉄筋コンクリート造の耐火構造の建家内に設置する。

固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区分し、金属製容器に収納し保管する。金属製容器への収納が

著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。 

(2) 使用を終了した使用施設の設備・機器に係る火災防護

使用を終了し、維持管理する設備であるグローブボックス、フード及びメスバウア分光装置は、可能

な限り不燃性又は難燃性の材料により構成されており、鉄筋コンクリート造の耐火構造の建家内に設置

している。 

グローブボックス及びフード内の装置、メスバウア分光装置の電源は遮断する。 

3.2 火災の拡大防止対策 

万一の火災発生に対応するため、消防法に基づき、建家内全域を対象として消火器、屋内及び屋外消

火栓並びに自動火災報知設備を設置する。 

4.立入りの防止 

本施設の管理区域境界及び周辺監視区域境界は、壁、柵等の区画物により区画され、所定の標識を設

けている。また、使用施設である各室は、壁等により区画され、所定の標識が設けられており、人がみ

だりに立ち入らないようにするための措置が講じられている。貯蔵施設である 109号室は壁等により区

画され、所定の標識が設けられており、施錠可能な構造となっている。 

5.自然現象による影響の考慮 

本施設は、津波、洪水の影響を受けるおそれのない立地条件に位置している。また、風（台風）、地

震への考慮として、建家は建築基準法の構造設計に従って設計されているため、倒壊のおそれはない。

使用施設に設置している設備・機器については、可能な限り転倒防止、移動防止の措置を行う。 

6.核燃料物質の臨界防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

7.使用前検査対象施設の地盤 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

8.地震による損傷の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

9.津波による損傷の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

10.外部からの衝撃による損傷の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

11.使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

12.溢水による損傷の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1-7 

変 更 前 変 更 後 備 考 

13.化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

14.飛散物による損傷の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

15.重要度に応じた安全機能の確保 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

16.環境条件を考慮した設計 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

17.検査等を考慮した設計 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

18.使用前検査対象施設の共用 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

19.誤操作の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

20.安全避難通路等 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

21.設計評価事故時の放射線障害の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

22.貯蔵施設 

本施設においては、核燃料物質の使用及び貯蔵は行わないため、貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、

維持管理する設備とする核燃料物質保管庫及び 109 号室の核燃料物質貯蔵棚に核燃料物質は貯蔵しな

い。核燃料物質保管庫及び 109号室の核燃料物質貯蔵棚には、核燃料物質の貯蔵を禁止する旨の表示を

行う。なお、施設は壁等により区画され、核燃料物質保管庫は施錠可能な構造であり、許可なくして触

れることを禁ずる旨の標識を設ける。109 号室の入口は施錠可能な構造であり、許可なくして立入りを

禁ずる旨の標識を設ける。 

 

23.廃棄施設 

23.1 固体廃棄施設 

23.1.1 廃棄の方法 

固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区分し、適切な固体廃棄物容器に封入する。ただし、封入する

ことが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。 

可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容器への収納が著しく困難なもの

については、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られ

た期間、施設内の保管廃棄施設に保管する。 

 

23.1.2 保管能力 

保管廃棄施設は、本施設で発生する固体廃棄物を放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの期間、保管す

るのに十分な容量を有している。 

 

23.1.3 外部との区画及び施錠又は立入制限の措置並びに標識 

保管廃棄施設は、建家の壁、扉、柵等により区画されている。また、出入口付近には、許可なくして

（全部削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1-8 

変 更 前 変 更 後 備 考 

立ち入りを禁ずる旨の標識を設け、出入口扉は施錠し、許可を受けた者以外の立ち入りを制限する。 

24.汚染を検査するための設備 

管理区域から退出する際の汚染を検査するための設備として、管理区域の出入口に汚染検査室を設け

る。汚染検査室にはハンドフットクロスモニタ及びサーベイメータを配置し、管理区域から退出する者

の身体及び衣服等の表面密度を測定する。汚染検査室の壁、床、その他放射性物質によって汚染される

おそれのある部分は樹脂系材料等により汚染の除去及び拡大防止が容易な構造としている。 

25.監視設備 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

26.非常用電源設備 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

27.通信連絡設備等 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

28.多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

（全部削除） 全部削除 

（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3-1 

 

変 更 前 変 更 後 備 考 

 

添付書類３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 
 

 

 

（プルトニウム研究１棟） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全部削除） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部削除 

（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プルトニウム研究 1 棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

説  明 

プルトニウム研究 1 棟に携わる職員は、核燃料物質の取扱い、安全機能を

有する設備機器の運転管理、放射線管理に関し多くの経験を有している。 

放射線業務従事者等に関係法令及び使用施設、設備等の取扱いや保安並び

に放射線管理等に係る保安教育、緊急時の保安訓練を計画的に実施し、技術

能力の維持と資質の向上に努める。 

保安管理組織は共通編に記載する。 

プルトニウム研究 1棟の使用、運転管理等に関する組織図を下記に示す。 

（全部削除） 
全部削除 

（プルトニウム研究 1棟

の使用の廃止のため） 

プルトニウム研究１棟 

臨
界
ホ
ッ
ト
試
験
技
術
部
長 

工
務
技
術
部
長 

放
射
線
管
理
部
長 

（
施
設
管
理
統
括
者
） 

（
施
設
管
理
統
括
者
） 

（
施
設
管
理
統
括
者
） 

放
射
線
管
理
第
２
課
長 

工
務
第
１
課
長 

ホ
ッ
ト
使
用
施
設
管
理
課
長 

（
施
設
管
理
者
） 

（
核
燃
料
管
理
者
） 

（
区
域
管
理
者
） 

（
施
設
管
理
者
） 

（
施
設
管
理
者
） 

（
区
域
放
射
線
管
理
担
当
課
長
） 

プルトニウム研究 1棟の使用、運転管理等に関する組織図 
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核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（第４研究棟） 

（申請書本文） 

令和５年７月 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては､その代表者の氏名

（記載省略） 

2. 使用の目的及び方法

目的番号 1-1～目的番号 2-1 

（記載省略） 

目的番号 使用の目的 

2 物質科学に関する研究 

2-2 核物理・核化学的手法による原子核科学、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード

集束イオンビーム加工装置※1 

透過型電子顕微鏡※1 

2 台 (119AB､319 号室) 

1 台 (308 号室) 

1 台 (308 号室) 

※1：原子炉並びに加速器などにより照射した核燃料物質ターゲットの中に生成したアイソトープ及び物を、 

イオン交換法、沈殿法、溶媒抽出法などの化学的方法により分離精製する研究、あるいはこれらアイソトープ 

及び１Ｆ汚染物の測定試料の調製を行うための取扱設備・機器である。 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、合金､金属間化合物、酸化物、水素化物、フッ化物、塩化 

物、窒化物、炭化物、硫化物、リン化物、水酸化物、無機塩類、有

機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形について

は、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 100g 

劣化ウラン 10g 

トリウム 5g 

濃縮ウラン(5%未満) 1g 

〃 (5%以上 20%未満) 200mg 

プルトニウム 1mg 

ウラン 233 100mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）100MBq 

取扱方法 

原子炉並びに加速器などにより照射した核燃料物質ターゲットの中に生成したア

イソトープ及び１Ｆ汚染物を、イオン交換法、沈殿法、溶媒抽出法などの化学的方

法により分離精製する研究、あるいはこれらアイソトープ及び１Ｆ汚染物の測定試

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては､その代表者の氏名

（変更なし） 

2. 使用の目的及び方法

目的番号 1-1～目的番号 2-1 

（変更なし） 

目的番号 使用の目的 

2 物質科学に関する研究 

2-2 核物理・核化学的手法による原子核科学、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード

集束イオンビーム加工装置※1 

透過型電子顕微鏡※1 

1 台 (119AB 号室) 

1 台 (308 号室) 

1 台 (308 号室) 

※1：原子炉並びに加速器などにより照射した核燃料物質ターゲットの中に生成したアイソトープ及び１Ｆ汚染物を、 

イオン交換法、沈殿法、溶媒抽出法などの化学的方法により分離精製する研究、あるいはこれらアイソトープ 

及び１Ｆ汚染物の測定試料の調製を行うための取扱設備・機器である。 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、合金､金属間化合物、酸化物、水素化物、フッ化物、塩化 

物、窒化物、炭化物、硫化物、リン化物、水酸化物、無機塩類、有

機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形について

は、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 100g 

劣化ウラン 10g 

トリウム 1g 

濃縮ウラン(5%未満) 1g 

〃 (5%以上 20%未満) 200mg 

プルトニウム 1mg 

ウラン 233 100mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）100MBq 

取扱方法 

原子炉並びに加速器などにより照射した核燃料物質ターゲットの中に生成したア

イソトープ及び１Ｆ汚染物を、イオン交換法、沈殿法、溶媒抽出法などの化学的方

法により分離精製する研究、あるいはこれらアイソトープ及び１Ｆ汚染物の測定試

使用の目的 4-1 へ

の変更に伴う記載

の変更及び削除 

変更後の取扱設備・

機器の取扱量に合

わせた変更 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

料の調製を行う。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計

が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超

えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用

設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量

の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリ

を含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAE

A Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

目的番号 使用の目的 

2 物質科学に関する研究 

2-3 f 電子元素･重元素、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの錯体化学､分離化学、溶液化

学の研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 27 台 

(107､119C-122(b)､119C-122(a)､201A、207AB､207C-209C､208AB､20

8C-210C､209AB､310BC、317BC､320BC､408AB、407､416 号室) 

119C-122(a)号室のフード 2 台は使用の目的 7 と共用（同時使用なし） 

グローブボックス 

放射能測定装置 

マイクロ波試料分解装置

液体シンチレーションカウンタ 

X 線照射装置 

顕微ラマン分光装置 

1 台 (207AB 号室) 

2 台 (119C-122(b)号室、201A 号室) 

1 台 (201A 号室) 

1 台 (109C 号室) 

1 台 (119C-122(b)号室) 

1 台 (119C-122(b)号室) 

料の調製を行う。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計

が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超

えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用

設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量

の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリ

を含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAE

A Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

目的番号 使用の目的 

2 物質科学に関する研究 

2-3 f 電子元素･重元素、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの錯体化学､分離化学、溶液化

学の研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 29 台 

(107､119C-122(b)､119C-122(a)､201A、202A、207AB､207C-209C､20

8AB､208C-210C､209AB､310BC、317BC､320BC､403AB、408AB、4

07､416 号室) 

119C-122(a)号室のフード 2 台は使用の目的 7-1 と共用（同時使用なし） 

119C-122(b)号室のフード 2 台は使用の目的 8-1 と共用（同時使用なし） 

グローブボックス 

放射能測定装置 

マイクロ波試料分解装置

液体シンチレーションカウンタ 

X 線照射装置 

顕微ラマン分光装置 

電子プローブマイクロアナライザー 

粒度分布計 

3 台 (207AB、309 号室) 

1 台 (119C-122(b)号室) 

1 台 (201A 号室) 

1 台 (109C 号室) 

1 台 (119C-122(b)号室) 

2 台 (119C-122(b)、403AB 号室) 

1 台（119C-122(b)号室） 

1 台（119C-122(b)号室） 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の変更及び追加 

目的番号の明確化 

フードの共用に伴

う記載の追加 

使用の目的 3-1,2

からの変更及び装

置の撤去に伴う記

載の変更、追加及び

削除 

使用の目的 3-3 か

らの変更及び装置

の追加に伴う記載

の変更及び追加 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

高周波加熱装置 

紫外可視吸光分光装置 

ICP 発光分光分析装置 

高周波プラズマ発光分析装置 

電子線マイクロアナライザ 

分光装置 

クロマトグラフ分析装置

X 線顕微鏡 

液体シンチレーションカウンタ 

Ge 検出器 

XRF 

XRD 

SEM/EDS 

ICP 質量分析装置 

単結晶 X 線回折装置 

NMR 

顕微蛍光分光装置 

1 台 (207AB 号室のフード内) 

1 台 (207AB 号室) 

1 台 (209AB 号室) 

1 台 (210AB 号室) 

1 台 (310BC 号室) 

2 台 (317BC 号室) 

1 台 (317BC 号室) 

1 台 (402A 号室) 

1 台 (408C 号室) 

1 台 (408C 号室) 

1 台 (409A 号室) 

1 台 (409A 号室) 

1 台 (409BC 号室) 

1 台 (409BC 号室) 

1 台 (410 号室) 

1 台 (410 号室) 

1 台 (416 号室) 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、合金、酸化物、無機塩類、有機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、酸化物、無機塩類、有機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については

、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 1.5kg 

劣化ウラン 500g 

トリウム 1kg 

濃縮ウラン(5%未満) 10g 

〃    (5%以上 20%未満) 292g 

プルトニウム 1.6mg 

ICP 質量分析装置 

高周波加熱装置 

紫外可視吸光分光装置 

ICP 発光分光分析装置 

高周波プラズマ発光分析装置 

電子線マイクロアナライザ 

分光装置 

クロマトグラフ分析装置 

X 線顕微鏡 

マイクロスコープ 

走査電子顕微鏡 

走査プローブ顕微鏡 

液体シンチレーションカウンタ 

Ge 検出器 

XRF 

XRD 

SEM/EDS 

ICP 質量分析装置 

単結晶 X 線回折装置 

NMR 

顕微蛍光分光装置 

1 台（202A 号室） 

1 台 (207AB 号室のフード内) 

1 台 (207AB 号室) 

1 台 (209AB 号室) 

1 台 (210AB 号室) 

1 台 (310BC 号室) 

2 台 (317BC 号室) 

1 台 (317BC 号室) 

1 台 (402A 号室) 

1 台（403AB 号室） 

1 台（403AB 号室） 

1 台（403AB 号室） 

1 台 (408C 号室) 

1 台 (408C 号室) 

1 台 (409A 号室) 

1 台 (409A 号室) 

1 台 (409BC 号室) 

1 台 (409BC 号室) 

1 台 (410 号室) 

1 台 (410 号室) 

1 台 (416 号室) 

119C-122(b)号室の電子プローブマイクロアナライザー1 台は使用の目的 8-1 と

共用（同時使用なし） 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、合金、酸化物、無機塩類、有機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、酸化物、無機塩類、有機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については

、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 1.5kg 

劣化ウラン 600g 

トリウム 1kg 

濃縮ウラン(5%未満) 10g 

〃    (5%以上 20%未満) 292g 

〃    (20%以上) 2g 

プルトニウム 1.6mg 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 

装置の共用に伴う

記載の追加 

変更後の取扱設備・

機器の取扱量に合

わせた変更 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－4 

変 更 前 変 更 後 備 考 

ウラン 233 100mg

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）740MBq

取扱方法 

様々な新規有機配位子及び吸着体を合成あるいは取得し、核燃料物質、１Ｆ汚染

物、希土類元素及び核分裂生成物の抽出特性及び吸着特性並びに錯体の構造化学的

特性を調べる。また、核燃料物質、1F 汚染物、希土類元素及び核分裂生成物におけ

る固体及び溶液中での化学的特性を分光測定、電気化学測定等の分析化学的手法に

より調べる。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計

が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超

えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用

設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量

の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリ

を含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAE

A Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

目的番号 使用の目的 

3 分析科学・環境科学に関する研究 

3-1 原子力施設由来試料の化学分析、分析化学の研究並びに標準試料の分析、保管及び

払出し 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード             2 台 (309 号室) 

309 号室のフード 2 台は使用の目的 3-2 と共用（同時使用なし） 

グローブボックス    2 台 （309 号室） 

309 号室のグローブボックス 2 台は使用の目的 3-2 と共用（同時使用なし） 

表面電離型質量分析装置 1 台（321A 号室） 

ICP 質量分析装置   1 台(309 号室) 

  蛍光 X 線分析装置    1 台(309 号室) 

ウラン 233 6.6g

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）740MBq

取扱方法 

様々な新規有機配位子及び吸着体を合成あるいは取得し、核燃料物質、１Ｆ汚染

物、希土類元素及び核分裂生成物の抽出特性及び吸着特性並びに錯体の構造化学的

特性を調べる。また、核燃料物質、1F 汚染物、希土類元素及び核分裂生成物におけ

る固体及び溶液中での化学的特性を分光測定、電気化学測定等の分析化学的手法に

より調べる。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計

が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超

えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用

設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量

の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリ

を含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAE

A Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

目的番号 使用の目的 

3 分析科学・環境科学に関する研究 

3-1 原子力施設由来試料の化学分析、分析化学の研究並びに標準試料の分析、保管及び

払出し 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード             2 台 (309 号室) 

309 号室のフード 2 台は使用の目的 3-2 と共用（同時使用なし）

（削る） 

表面電離型質量分析装置 1 台（321A 号室） 

ICP 質量分析装置   1 台(309 号室) 

  蛍光 X 線分析装置  1 台(309 号室) 

変更後の取扱設備・

機器の取扱量に合

わせた変更 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体､酸化物､無機塩類 

   各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 100g 

劣化ウラン 120g 

トリウム 1.5g 

濃縮ウラン(5%未満) 90g 

〃   (5%以上 20%未満) 40g 

〃   (20%以上） 1.2g 

プルトニウム 1.6mg 

ウラン 233 6.6g 

取扱方法 

原子力施設由来試料を固体又は溶液とした後、分析化学的手法又は放射化学的手

法等により、主成分の分析、不純物の分析及びそれらの分析方法の開発を行う。ま

た､分析用標準試料の分析、保管及び払出しを行う。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAE

A Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

目的番号 使用の目的 

3 分析科学・環境科学に関する研究 

3-2 原子力施設由来試料中及び環境試料中の極微量核燃料物質の分析法開発研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード             2 台 (309 号室) 

309 号室のフード 2 台は使用の目的 3-1 と共用（同時使用なし） 

グローブボックス    2 台 (309 号室) 

309 号室のグローブボックス 2 台は使用の目的 3-1 と共用（同時使用なし） 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233 

物理形態 : 固体、粉体、液体 

化学形 : 単体、酸化物、フッ化物、無機塩類 

   各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 500g 

劣化ウラン 600g 

  放射能測定装置 1 台（309 号室） 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体､酸化物､無機塩類 

   各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 100g 

劣化ウラン 120g 

トリウム 1.5g 

濃縮ウラン(5%未満) 90g 

〃   (5%以上 20%未満) 40g 

〃   (20%以上） 1.2g 

プルトニウム 1.6mg 

ウラン 233 2mg 

取扱方法 

原子力施設由来試料を固体又は溶液とした後、分析化学的手法又は放射化学的手

法等により、主成分の分析、不純物の分析及びそれらの分析方法の開発を行う。ま

た､分析用標準試料の分析、保管及び払出しを行う。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び

IAEA Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

目的番号 使用の目的 

3 分析科学・環境科学に関する研究 

3-2 原子力施設由来試料中及び環境試料中の極微量核燃料物質の分析法開発研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード             2 台 (309 号室) 

309 号室のフード 2 台は使用の目的 3-1 と共用（同時使用なし） 

  （削る） 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233 

物理形態 : 固体、粉体、液体 

化学形 : 単体、酸化物、フッ化物、無機塩類 

   各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 500g 

劣化ウラン 600g 

装置の追加 

変更後の取扱設備・

機器の取扱量に合

わせた変更 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

濃縮ウラン(5%未満) 1g 

〃    (5%以上 20%未満) 1g 

〃    (20%以上) 600mg 

プルトニウム 1 mg 

ウラン 233 1 mg 

取扱方法 

ウランやプルトニウムを用い、原子力施設由来試料や環境試料を対象とした､試料

前処理・分離技術を含む測定法の開発を行う。また､質量分析計の標準溶液を調整す

る｡ 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IA

EA Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

目的番号 使用の目的 

3 分析科学・環境科学に関する研究 

3-3 環境中、１Ｆ汚染物中、１Ｆ燃料デブリ中及び原子力施設由来試料中に存在する核

燃料物質の測定法及び核燃料物質の移行挙動に関する研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 3 台 (202A、204B、403AB 号室) 

ICP 質量分析装置    1 台 (202A 号室) 

マイクロスコープ 1 台 (403AB 号室) 

顕微ラマン分光装置 1 台 (403AB 号室) 

走査電子顕微鏡 1 台 (403AB 号室) 

走査プローブ顕微鏡 1 台 (403AB 号室) 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 ： 固体、粉体、液体 

化学形 ： 酸化物、塩化物、無機塩類、有機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については、

別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 100g 

劣化ウラン 15g 

トリウム 3g 

濃縮ウラン(5%未満) 2g 

〃   (5%以上 20%未満) 2g 

〃   (20%以上) 2g 

プルトニウム 1mg 

濃縮ウラン(5%未満) 1g 

〃    (5%以上 20%未満) 1g 

〃    (20%以上) 600mg 

プルトニウム 1 mg 

ウラン 233 1 mg 

取扱方法 

ウランやプルトニウムを用い、原子力施設由来試料や環境試料を対象とした､試料

前処理・分離技術を含む測定法の開発を行う。また､質量分析計の標準溶液を調整す

る｡ 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IA

EA Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

目的番号 使用の目的 

3 分析科学・環境科学に関する研究 

3-3 環境中、１Ｆ汚染物中、１Ｆ燃料デブリ中及び原子力施設由来試料中に存在する核

燃料物質の測定法及び核燃料物質の移行挙動に関する研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 1 台 (204B 号室) 

（削る） 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 ： 固体、粉体、液体 

化学形 ： 酸化物、塩化物、無機塩類、有機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については、

別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 100g 

劣化ウラン 15g 

トリウム 3g 

濃縮ウラン(5%未満) 2g 

〃   (5%以上 20%未満) 2g 

〃   (20%以上) 2g 

プルトニウム 1mg 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の変更及び削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

ウラン 233 1mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）500MBq 

取扱方法 

環境試料中、１Ｆ汚染物中及び原子力施設由来試料中に含まれる核燃料物質を非

破壊あるいは分析化学的手法及び放射化学的手法で測定する。また、試料前処理・

分離技術を含む測定法の開発を行う。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計

が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超

えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用

設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量

の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリ

を含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002 及び IAE

A Safety Series №30 に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

目的番号 使用の目的 

4 先端基礎に関する研究 

4-1 重元素、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの核的・化学的特性の研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 4 台 (322BC、413BC 号室) 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233

、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、合金、酸化物、フッ化物、塩化物、炭化物、水酸化物、 

無機塩類 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については

、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量   

ウラン 233 1mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）500MBq 

取扱方法 

環境試料中、１Ｆ汚染物中及び原子力施設由来試料中に含まれる核燃料物質を非

破壊あるいは分析化学的手法及び放射化学的手法で測定する。また、試料前処理・

分離技術を含む測定法の開発を行う。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計

が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超

えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用

設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量

の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリ

を含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002 及び IAE

A Safety Series №30 に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

目的番号 使用の目的 

4 先端基礎に関する研究 

4-1 重元素、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの核的・化学的特性の研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 5 台 (319、322BC、413BC 号室) 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233

、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、合金、酸化物、フッ化物、塩化物、炭化物、水酸化物、 

無機塩類 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については

、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量   

使用の目的 2-2 か

らの変更に伴う記

載の変更及び追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

天然ウラン 200g 

劣化ウラン 200g 

トリウム 200g 

濃縮ウラン(5%未満) 10g 

〃   (5%以上 20%未満) 3g 

〃   (20%以上) 3g 

プルトニウム 1.6mg 

ウラン 233 100mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。） 300MBq 

取扱方法 

照射用核燃料物質ターゲットの調製、照射済み核燃料物質及び１Ｆ汚染物の化

学的手法による分離・精製並びに測定試料の調製を行う｡得られた測定試料は放射

線測定を行う｡ 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設

備から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ

汚染物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デ

ブリを含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを

事前に確認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合

計が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量

を超えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使

用設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射

能量の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料

デブリを含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード

開口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及

び IAEA Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取

扱時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デ

ブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

目的番号 4-2～目的番号 5-1 

（記載省略） 

目的番号 使用の目的 

6 燃料サイクル安全工学に関する研究 

6-1 核燃料物質及び１Ｆ汚染物、１Ｆ燃料デブリを含む廃棄物の処分に関する研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 3 台 （203AB、204A 号室） 

天然ウラン 200g 

劣化ウラン 200g 

トリウム 200g 

濃縮ウラン(5%未満) 10g 

〃   (5%以上 20%未満) 3g 

〃   (20%以上) 3g 

プルトニウム 1.6mg 

ウラン 233 100mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。） 300MBq 

取扱方法 

照射用核燃料物質ターゲットの調製、照射済み核燃料物質及び１Ｆ汚染物の化

学的手法による分離・精製並びに測定試料の調製を行う｡得られた測定試料は放射

線測定を行う｡ 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設

備から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ

汚染物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デ

ブリを含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを

事前に確認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合

計が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量

を超えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使

用設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射

能量の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料

デブリを含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード

開口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及

び IAEA Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取

扱時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デ

ブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

目的番号 4-2～目的番号 5-1 

（変更なし） 

目的番号 使用の目的 

6 燃料サイクル安全工学に関する研究 

6-1 核燃料物質及び１Ｆ汚染物、１Ｆ燃料デブリを含む廃棄物の処分に関する研究 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 3 台 （203AB、204A 号室） 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

グローブボックス 

ICP 質量分析装置 

β線スペクトルメータ 

Ge 半導体検出器 

2 台 （203AB、204A 号室） 

1 台 （203AB 号室） 

1 台 （205A 号室） 

1 台 （205A 号室） 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、使

用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 酸化物、塩化物、無機塩類 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については

、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 50g 

劣化ウラン 1µg 

トリウム 50g 

濃縮ウラン(5%未満) 1µg 

〃   (5%以上 20%未満) 1µg 

プルトニウム 1mg 

ウラン 233 500µg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。） 37MBq 

取扱方法 

核燃料物質及び１Ｆ汚染物を地下水中に溶存する物質､土壌又は岩石と反応させ､

地層中移行特性を明らかにする｡また、核燃料物質及び１Ｆ汚染物を含む廃棄物等の

試料に対し、フード内で前処理や化学分離を行った後、測定装置を用いて定量する。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計が

、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超えな

いように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用設

備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合

計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む

。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開口

部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAEA 

Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

グローブボックス 

ICP 質量分析装置 

放射能測定装置 

β線スペクトルメータ 

Ge 半導体検出器 

2 台 （203AB、204A 号室） 

1 台 （203AB 号室） 

1 台 （203AB 号室） 

1 台 （205A 号室） 

1 台 （205A 号室） 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、使

用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 酸化物、塩化物、無機塩類 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については

、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 50g 

劣化ウラン 1µg 

トリウム 50g 

濃縮ウラン(5%未満) 1µg 

〃   (5%以上 20%未満) 1µg 

プルトニウム 1mg 

ウラン 233 500µg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。） 250MBq 

取扱方法 

核燃料物質及び１Ｆ汚染物を地下水中に溶存する物質､土壌又は岩石と反応させ､

地層中移行特性を明らかにする｡また、核燃料物質及び１Ｆ汚染物を含む廃棄物等の

試料に対し、フード内で前処理や化学分離を行った後、測定装置を用いて定量する。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計が

、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超えな

いように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用設

備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合

計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む

。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開口

部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAEA 

Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

装置の追加 

変更後の取扱設備・

機器の取扱量に合

わせた変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブリ

に係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

目的番号 6-2 

（記載省略） 

目的番号 使用の目的 

7 バックエンド技術に関する研究 

7-1 廃棄物、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの処理・処分、廃止措置についての研究･開

発 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 14 台 (102-104、119C-122(a)、202BC-204C、213

、 215-217C、217B2、301-303C 号室) 

119C-122(a)号室のフード 2 台は使用の目的番号 2 と共用（同時使用なし） 

グローブボックス 3 台 (202BC-204C 号室) 

β線測定装置 

ICP 発光分光分析装置 

γ線測定装置 

放射能測定装置 

1 台 (102-104 号室) 

1 台 (211 号室) 

1 台 (211 号室) 

1 台 (214 号室) 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、使

用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、酸化物、無機塩類 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については

、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 1.2kg 

劣化ウラン 1kg 

トリウム 600g 

濃縮ウラン(5%未満) 10g 

〃 (5%以上 20%未満) 10g 

プルトニウム 1.6mg 

ウラン 233 50mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）37MBq 

取扱方法 

核燃料物質の金属やこれらを含む化合物(固体)あるいはこれらを溶解した媒体 

(液体)試料を調製し､溶液化学反応及び分離反応の基礎データを電気化学的手法､分光

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブリ

に係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

目的番号 6-2 

（変更なし） 

目的番号 使用の目的 

7 バックエンド技術に関する研究 

7-1 廃棄物、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの処理・処分、廃止措置についての研究･開

発 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 14 台 (102-104、119C-122(a)、202BC-204C、213

、 215-217C、217B2、301-303C 号室) 

119C-122(a)号室のフード 2 台は使用の目的 2-1 と共用（同時使用なし） 

グローブボックス 3 台 (202BC-204C 号室) 

β線測定装置 

ICP 発光分光分析装置 

γ線測定装置 

放射能測定装置 

1 台 (102-104 号室) 

1 台 (211 号室) 

1 台 (211 号室) 

1 台 (214 号室) 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、使

用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

化学形 : 単体、酸化物、フッ化物、塩化物、無機塩類 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については

、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 1.2kg 

劣化ウラン 1kg 

トリウム 600g 

濃縮ウラン(5%未満) 10g 

〃 (5%以上 20%未満) 10g 

プルトニウム 1.6mg 

ウラン 233 50mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）37MBq 

取扱方法 

核燃料物質の金属やこれらを含む化合物(固体)あるいはこれらを溶解した媒体 

(液体)試料を調製し､溶液化学反応及び分離反応の基礎データを電気化学的手法､分光

用語の整合及び目

的番号の明確化 

取扱核燃料物質の

化学形の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

光度法等の方法により測定、更にイオン交換法、抽出クロマトグラフィー法等を用

いた核種分離法の開発を行う。また、これらの試料に対して性状把握のための化学

組成分析及び放射能分析を行う。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計

が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超

えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用

設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量

の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリ

を含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAE

A Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

目的番号 使用の目的 

8 核燃料物質等に関する分析 

8-1 核燃料物質等、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの性状を把握するための分析 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード 4 台 (313C、315AB、315C 号室) 

γスペクトロメータ 1 台 (311 号室) 

液体シンチレーションカウンタ 1 台 (311 号室)  

ICP 発光分光分析装置 1 台 (315AB 号室) 

ICP 質量分析装置 1 台 (315AB 号室) 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、使

用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

光度法等の方法により測定、更にイオン交換法、抽出クロマトグラフィー法等を用

いた核種分離法の開発を行う。また、これらの試料に対して性状把握のための化学

組成分析及び放射能分析を行う。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に確

認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合計

が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量を超

えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使用

設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量

の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリ

を含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び IAE

A Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取扱

時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

目的番号 使用の目的 

8 核燃料物質等に関する分析 

8-1 核燃料物質等、１Ｆ汚染物及び１Ｆ燃料デブリの性状を把握するための分析 

使用の方法 

取扱設備・機器 

フード            6 台(119C-122(b)、313C、315AB、315C 号室) 

119C-122(b)号室のフード 2 台は使用の目的 2-3 と共用（同時使用なし） 

電子プローブマイクロアナライザー 1 台 (119C-122(b)号室） 

γスペクトロメータ 1 台 (311 号室) 

液体シンチレーションカウンタ 1 台 (311 号室)  

ICP 発光分光分析装置 1 台 (315AB 号室) 

ICP 質量分析装置 1 台 (315AB 号室) 

119C-122(b)号室の電子プローブマイクロアナライザー1 台は使用の目的 2-3

と共用（同時使用なし） 

取扱核燃料物質 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン 233、使

用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）注１） 

物理形態 : 固体､粉体､液体 

フード及び装置の

共用に伴う記載の

変更及び追加 

装置の共用に伴う

記載の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

化学形 : 単体、合金､金属間化合物、酸化物、水素化物、フッ化物、塩化物、窒

化物、炭化物、硫化物、リン化物、水酸化物、無機塩類、有機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については、

別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 2kg 

劣化ウラン 2kg 

トリウム 2kg 

濃縮ウラン(5%未満) 700g 

〃 (5%以上 20%未満) 292g 

〃 (20%以上) 4.1g 

プルトニウム 1.6mg 

ウラン 233 100mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。） 74MBq 

取扱方法 

各種実験等で採取した試料又は施設外からの依頼分析試料の前処理及び分析を、

フード及び分析機器において行う。また、目的番号 1～7 に関する研究に伴う分析

について、フード及び分析機器の共同利用を行う。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に

確認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合

計が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量

を超えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使

用設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射

能量の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デ

ブリを含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び I

AEA Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取

扱時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

3. 核燃料物質の種類～6. 使用済燃料の処分の方法

（記載省略） 

化学形 : 単体、合金､金属間化合物、酸化物、水素化物、フッ化物、塩化物、窒

化物、炭化物、硫化物、リン化物、水酸化物、無機塩類、有機化合物 

各々の化学形については「3.核燃料物質の種類」を参照 

注１） 使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの物理形態及び化学形については、

別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４研究棟）参照。 

実験一回当たりの最大取扱量 

天然ウラン 2kg 

劣化ウラン 2kg 

トリウム 2kg 

濃縮ウラン(5%未満) 700g 

〃 (5%以上 20%未満) 292g 

〃 (20%以上) 4.1g 

プルトニウム 1.6mg 

ウラン 233 100mg 

使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。） 500MBq 

取扱方法 

各種実験等で採取した試料又は施設外からの依頼分析試料の前処理及び分析を、

フード及び分析機器において行う。また、目的番号 1～7 に関する研究に伴う分析

について、フード及び分析機器の共同利用を行う。 

１Ｆ汚染物を受入れ、貯蔵する際には「８－３貯蔵施設の設備」に示す貯蔵設備

から１Ｆ汚染物の物理・化学的性状に適した貯蔵設備を選定し、受入れる１Ｆ汚染

物の放射能量と選定した貯蔵設備に貯蔵されている使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを

含む。）の放射能量の合計が、当該貯蔵設備の最大収納量以下であることを事前に

確認する。 

１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射能量の合

計が、「５．予定使用期間及び年間予定使用量」に示す最大存在量及び延べ取扱量

を超えないように管理する。 

１Ｆ汚染物を使用する際には、「７－３使用施設の設備」に示す各使用室及び使

用設備内の１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の放射

能量の合計及び実験一回当たりの１Ｆ汚染物の放射能量と使用済燃料（１Ｆ燃料デ

ブリを含む。）の放射能量の合計は、最大取扱量を超えないように管理する。 

なお、フードにおいて非密封核燃料物質を取扱う場合は、作業開始前にフード開

口部の風向を確認する等の安全対策を行い、最大取扱量は JIS Z 4808-2002及び I

AEA Safety Series №30に基づき設定した基準量以下とする。 

また、使用済燃料（１Ｆ燃料デブリを含む。）の使用に際しては、取扱量及び取

扱時間により実効線量が高くなる場合には鉛ブロック等で遮蔽を行う。 

使用済燃料のうち、１Ｆ燃料デブリの取扱いについては、別添１ １Ｆ燃料デブ

リに係る使用の方法（第４研究棟）参照。

3. 核燃料物質の種類～6. 使用済燃料の処分の方法

（変更なし）

変更後の取扱設備・

機器の取扱量に合

わせた変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

7. 核燃料物質の使用施設の位置､構造及び設備

7-1 使用施設の位置

使用の目的 1 

（記載省略） 

使用室の名称､使用の場所､用途 

使用の目的 2 

107 号室 1 階 実験室 53m2 (第 4-2 図参照) 

109C 号室 1 階 実験室 18m2 (第 4-2 図参照) 

117A 号室 1 階 実験室 18m2 (第 4-5 図参照) 

119AB 号室 1 階 実験室 35m2 (第 4-5 図参照) 

119C-122(b)号室 1 階 実験室 71m2 (第 4-5 図参照) 

119C-122(a)号室 1 階 実験室 106m2 (第 4-5 図参照) 

(使用の目的 7 と共用) 

201A 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-6 図参照) 

207AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

207C-209C 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

208AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

208C-210C 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

209AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

210AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

216AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-10 図参照) 

216C-218C 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-10 図参照) 

217A 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-10 図参照) 

218AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-10 図参照) 

219 号室 2 階 実験室 44m2 (第 4-11 図参照) 

219A2 号室 2 階 実験室 9m2 (第 4-11 図参照) 

220A 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-11 図参照) 

220BC 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-11 図参照) 

221 号室 2 階 実験室 53m2 (第 4-11 図参照) 

222 号室 2 階 実験室 53m2 (第 4-11 図参照) 

304 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-12 図参照) 

307 号室 3 階 実験室 44m2 (第 4-13 図参照) 

307A1 号室 3 階 実験室 9m2 (第 4-13 図参照) 

308 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-13 図参照) 

7. 核燃料物質の使用施設の位置､構造及び設備

7-1 使用施設の位置

使用の目的 1 

（変更なし） 

使用室の名称､使用の場所､用途 

使用の目的 2 

107 号室 1 階 実験室 53m2 (第 4-2 図参照) 

109C 号室 1 階 実験室 18m2 (第 4-2 図参照) 

117A 号室 1 階 実験室 18m2 (第 4-5 図参照) 

119AB 号室 1 階 実験室 35m2 (第 4-5 図参照) 

119C-122(b)号室 1 階 実験室 71m2 (第 4-5 図参照) 

(使用の目的 8 と共用) 

119C-122(a)号室 1 階 実験室 106m2 (第 4-5 図参照) 

(使用の目的 7 と共用) 

201A 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-6 図参照) 

202A 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-6 図参照) 

207AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

207C-209C 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

208AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

208C-210C 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

209AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

210AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-8 図参照) 

216AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-10 図参照) 

216C-218C 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-10 図参照) 

217A 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-10 図参照) 

218AB 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-10 図参照) 

219 号室 2 階 実験室 44m2 (第 4-11 図参照) 

219A2 号室 2 階 実験室 9m2 (第 4-11 図参照) 

220A 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-11 図参照) 

220BC 号室 2 階 実験室 35m2 (第 4-11 図参照) 

221 号室 2 階 実験室 53m2 (第 4-11 図参照) 

222 号室 2 階 実験室 53m2 (第 4-11 図参照) 

304 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-12 図参照) 

307 号室 3 階 実験室 44m2 (第 4-13 図参照) 

307A1 号室 3 階 実験室 9m2 (第 4-13 図参照) 

308 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-13 図参照) 

309 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-14 図参照) 

(使用の目的 3 と共用) 

使用室の共用に伴

う記載の追加 

使用の目的 3 から

の変更に伴う記載

の追加 

使用室の共用に伴

う記載の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

310BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-14 図参照) 

316BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-16 図参照) 

317A1 号室 3 階 実験室 9m2 (第 4-16 図参照) 

317A2 号室 3 階 実験室 9m2 (第 4-16 図参照) 

317BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-16 図参照) 

318BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-16 図参照) 

319 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-17 図参照) 

320BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-17 図参照) 

321BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-17 図参照) 

402A 号室 4 階 実験室､暗室 18m2 (第 4-18 図参照) 

407 号室 4 階 実験室 53m2 (第 4-19 図参照) 

408AB 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-19 図参照) 

408C 号室 4 階 実験室 18m2 (第 4-19 図参照) 

409A 号室 4 階 実験室 18m2 (第 4-20 図参照) 

409BC 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-20 図参照) 

410 号室 4 階 実験室 53m2 (第 4-20 図参照) 

416 号室 4 階 実験室 53m2 (第 4-23 図参照) 

419-421BC 号室 4 階 実験室 88m2 (第 4-24 図参照) 

使用室の名称､使用の場所､用途 

  使用の目的 3 

202A 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-6 図参照) 

204B 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-6 図参照) 

205B 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-7 図参照) 

309 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-14 図参照) 

321A 号室 3 階 実験室 18m2 (第 4-17 図参照) 

403AB 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-18 図参照) 

403C 号室 4 階 実験室 27m2 (第 4-18 図参照) 

使用室の名称､使用の場所､用途 

  使用の目的 4 

101AB 号室 1 階 実験室 35m2 (第 4-1 図参照) 

101C-103 号室 1 階 実験室 71m2 (第 4-1 図参照) 

105 号室 1 階 実験室 35m2 (第 4-2 図参照) 

106 号室 1 階 実験室 15m2 (第 4-2 図参照) 

310BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-14 図参照) 

316BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-16 図参照) 

317A1 号室 3 階 実験室 9m2 (第 4-16 図参照) 

317A2 号室 3 階 実験室 9m2 (第 4-16 図参照) 

317BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-16 図参照) 

318BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-16 図参照) 

（削る） 

320BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-17 図参照) 

321BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-17 図参照) 

402A 号室 4 階 実験室､暗室 18m2 (第 4-18 図参照) 

403AB 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-18 図参照) 

407 号室 4 階 実験室 53m2 (第 4-19 図参照) 

408AB 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-19 図参照) 

408C 号室 4 階 実験室 18m2 (第 4-19 図参照) 

409A 号室 4 階 実験室 18m2 (第 4-20 図参照) 

409BC 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-20 図参照) 

410 号室 4 階 実験室 53m2 (第 4-20 図参照) 

416 号室 4 階 実験室 53m2 (第 4-23 図参照) 

419-421BC 号室 4 階 実験室 88m2 (第 4-24 図参照) 

使用室の名称､使用の場所､用途 

  使用の目的 3 

（削る） 

204B 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-6 図参照) 

205B 号室 2 階 実験室 18m2 (第 4-7 図参照) 

309 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-14 図参照) 

(使用の目的 2 と共用) 

321A 号室 3 階 実験室 18m2 (第 4-17 図参照) 

（削る） 

403C 号室 4 階 実験室 27m2 (第 4-18 図参照) 

使用室の名称､使用の場所､用途 

  使用の目的 4 

101AB 号室 1 階 実験室 35m2 (第 4-1 図参照) 

101C-103 号室 1 階 実験室 71m2 (第 4-1 図参照) 

105 号室 1 階 実験室 35m2 (第 4-2 図参照) 

106 号室 1 階 実験室 15m2 (第 4-2 図参照) 

使用の目的 4 への

変更に伴う記載の

削除 

使用の目的 3 から

の変更に伴う記載

の追加 

使用の目的 2 への

変更に伴う記載の

削除 

使用室の共用に伴

う記載の追加 

使用の目的 2 への

変更に伴う記載の

削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

108 号室 1 階 実験室 53m2 (第 4-2 図参照) 

201BC-203C 号室 2 階 実験室 53m2 (第 4-6 図参照) 

203C1 号室 2 階 実験室 9m2 (第 4-6 図参照) 

302 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-12 図参照) 

303AB 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-12 図参照) 

305 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-13 図参照) 

322A 号室 3 階 実験室 18m2 (第 4-17 図参照) 

322BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-17 図参照) 

401 号室 4 階 実験室 45m2 (第 4-18 図参照) 

413A 号室 4 階 実験室 18m2 (第 4-21 図参照) 

413BC 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-21 図参照) 

415BC 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-23 図参照) 

418A2 号室 4 階 実験室 9m2 (第 4-23 図参照) 

418BC 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-23 図参照) 

使用の目的 5～7 

（記載省略） 

使用室の名称､使用の場所､用途 

  使用の目的 8 

311 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-15 図参照) 

313C 号室 3 階 実験室 18m2 (第 4-15 図参照) 

315AB 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-16 図参照) 

315C 号室 3 階 実験室 18m2 (第 4-16 図参照) 

7-2 使用施設の構造

（記載省略） 

7-3 使用施設の設備

使用の目的 1-1～使用の目的 2-1 

（記載省略） 

108 号室 1 階 実験室 53m2 (第 4-2 図参照) 

201BC-203C 号室 2 階 実験室 53m2 (第 4-6 図参照) 

203C1 号室 2 階 実験室 9m2 (第 4-6 図参照) 

302 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-12 図参照) 

303AB 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-12 図参照) 

305 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-13 図参照) 

319 号室 3 階 実験室 53m2 (第 4-17 図参照) 

322A 号室 3 階 実験室 18m2 (第 4-17 図参照) 

322BC 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-17 図参照) 

401 号室 4 階 実験室 45m2 (第 4-18 図参照) 

413A 号室 4 階 実験室 18m2 (第 4-21 図参照) 

413BC 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-21 図参照) 

415BC 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-23 図参照) 

418A2 号室 4 階 実験室 9m2 (第 4-23 図参照) 

418BC 号室 4 階 実験室 35m2 (第 4-23 図参照) 

使用の目的 5～7 

（変更なし） 

使用室の名称､使用の場所､用途 

  使用の目的 8 

119C-122(b)号室 1 階 実験室 71m2 (第 4-5 図参照) 

(使用の目的 2 と共用) 

311 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-15 図参照) 

313C 号室 3 階 実験室 18m2 (第 4-15 図参照) 

315AB 号室 3 階 実験室 35m2 (第 4-16 図参照) 

315C 号室 3 階 実験室 18m2 (第 4-16 図参照) 

7-2 使用施設の構造

（変更なし） 

7-3 使用施設の設備

使用の目的 1-1～使用の目的 2-1 

（変更なし） 

使用の目的 2 から

の変更に伴う記載

の追加 

使用室の共用に伴

う記載の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

2-2 フード 2 台 119AB 号室 1 台   (第 4-5 図参照) 

（記載省略） 

319 号室 1 台   (第 4-17 図参照) 

(1) 約 1,800×約 1,000×約 2,300mm

オークリッジ型  風速：0.5m/s 以上（半開時）

取扱量：第 1-2 表参照 

集束イオンビーム加工

装置 

１台 （記載省略） 

透過型電子顕微鏡 １台 （記載省略） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

2-3 フード 27 台 107 号室 2 台   (第 4-2 図参照) 

（記載省略） 

119C-122(b)号室 2台   (第4-5図参照) 

(1) 約 1,800×約 750×約 2,400mm

オークリッジ型  風速：0.5m/s 以上（半開時）

(2) 約 1,800×約 1,200×約 2,500mm

カリフォルニア型  風速：0.5m/s 以上（半開時） 

取扱量：第 1-2 表参照 

119C-122(a)号室 2台   (第4-5図参照) 

（記載省略） 

201A号室 1台  (第4-6図参照) 

（記載省略） 

207AB 号室 2 台    (第 4-8 図参照) 

（記載省略） 

207C-209C 号室 3 台 (第 4-8 図参照) 

（記載省略） 

208AB 号室 1 台    (第 4-8 図参照) 

（記載省略） 

208C-210C 号室 2 台   (第 4-8 図参照) 

（記載省略） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

2-2 フード 1 台 119AB 号室 1 台 (第 4-5 図参照) 

（変更なし） 

（削る） 

集束イオンビーム加工

装置 

１台 （変更なし） 

透過型電子顕微鏡 １台 （変更なし） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

2-3 フード 29 台 107 号室 2 台   (第 4-2 図参照) 

（変更なし） 

119C-122(b)号室 2台   (第4-5図参照) 

(1) 約 1,800×約 750×約 2,400mm

オークリッジ型  風速：0.5m/s 以上（半開時）

(2) 約 1,800×約 1,200×約 2,500mm

カリフォルニア型  風速：0.5m/s 以上（半開時） 

（使用の目的8-1と共用） 

取扱量：第 1-2 表参照 

119C-122(a)号室 2台   (第4-5図参照) 

（変更なし） 

201A号室 1台  (第4-6図参照) 

（変更なし） 

202A 号室 1 台 (第 4-6 図参照) 

(1) 約 1,800×約 750×約 2,500mm

オークリッジ型 風速：0.5m/s 以上（半開時）

取扱量：第 1-2 表参照 

207AB 号室 2 台    (第 4-8 図参照) 

（変更なし） 

207C-209C 号室 3 台 (第 4-8 図参照) 

（変更なし） 

208AB 号室 1 台    (第 4-8 図参照) 

（変更なし） 

208C-210C 号室 2 台   (第 4-8 図参照) 

（変更なし） 

使用の目的 4-1 へ

の変更に伴う記載

の変更及び削除 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の変更 

フードの共用に伴

う記載の追加 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

209AB 号室 1 台    (第 4-8 図参照) 

（記載省略） 

310BC 号室 2 台 (第 4-14 図参照) 

（記載省略） 

317BC 号室 2 台 (第 4-16 図参照) 

（記載省略） 

320BC 号室 2 台 (第 4-17 図参照) 

（記載省略） 

407 号室 2 台 (第 4-19 図参照) 

（記載省略） 

408AB 号室 2 台 (第 4-19 図参照) 

（記載省略） 

416 号室 1 台 (第 4-23 図参照) 

（記載省略） 

グローブボックス 1 台 207AB 号室  (第 4-8 図参照) 

（記載省略） 

液体シンチレーション

カウンタ

1 台 （記載省略） 

X 線照射装置 1 台 （記載省略） 

顕微ラマン分光装置 1 台 119C-122(b)号室 (第 4-5 図参照) 

約 600×約 700×約 700mm 

取扱量：第 1-2 表参照 

放射能測定装置 2 台 119C-122(b)号室 (第 4-5 図参照) 

約 480×約 490×約 270mm 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-2 表参照 

209AB 号室 1 台    (第 4-8 図参照) 

（変更なし） 

310BC 号室 2 台 (第 4-14 図参照) 

（変更なし） 

317BC 号室 2 台 (第 4-16 図参照) 

（変更なし） 

320BC 号室 2 台 (第 4-17 図参照) 

（変更なし） 

403AB 号室 1 台 (第 4-18 図参照) 

(1) 約 1,800×約 750×約 2,500mm

オークリッジ型  風速：0.5m/s 以上（半開時）

取扱量：第 1-2 表参照 

407 号室 2 台 (第 4-19 図参照) 

（変更なし） 

408AB 号室 2 台 (第 4-19 図参照) 

（変更なし） 

416 号室 1 台 (第 4-23 図参照) 

（変更なし） 

グローブボックス 3 台 207AB 号室      (第 4-8 図参照) 

（変更なし） 

309 号室 2 台 (第 4-14 図参照) 

(1) 約 2,000×約 1,000×約 2,050mm

(2) 約 2,000×約 1,000×約 2,550mm

負 圧：-98.1Pa 以下 

   漏えい率：0.1vol％/h 以下（-294Pa 時） 

取扱量：第 1-2 表参照 

液体シンチレーション

カウンタ

1 台 （変更なし） 

X 線照射装置 1 台 （変更なし） 

顕微ラマン分光装置 2 台 119C-122(b)号室 (第 4-5 図参照) 

約 600×約 700×約 700mm 

取扱量：第 1-2 表参照 

403AB 号室 (第 4-18 図参照) 

約 300×約 500×約 500mm 

取扱量：第 1-2 表参照 

放射能測定装置 1 台 119C-122(b)号室 (第 4-5 図参照) 

約 480×約 490×約 270mm 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-2 表参照 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 

使用の目的 3-1,2

からの変更に伴う

記載の変更及び追

加 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の変更及び追加 

撤去に伴う記載の

変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

201A 号室  (第 4-6 図参照) 

約 500×約 800×約 1,800mm 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-2 表参照 

 

   

 

   

 

 

 
マイクロ波試料分解装

置 

1 台 

 

（記載省略） 

 紫外可視吸光分光装置 1 台 （記載省略） 

 ICP 発光分光分析装置 1 台 （記載省略） 

 
高周波プラズマ発光分

析装置 

1 台 

 

（記載省略） 

 
電子線マイクロアナラ

イザ 

1 台 （記載省略） 

 分光装 2 台 （記載省略） 

 
クロマトグラフ分析装

置 

1 台 

 

（記載省略） 

 

 X 線顕微鏡 1 台 （記載省略） 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 
液体シンチレーション

カウンタ 

1 台 

 

（記載省略） 

 Ge 検出器 1 台 （記載省略） 

（削る） 

 

電子プローブマイクロ

アナライザー 

1 台 

 

119C-122(b)号室  (第 4-5 図参照) 

約 800×約 1,300×約 1,800mm 

過熱防止機構付 

排気：既設排気系ダクトに接続 

                            (使用の目的 8-1 と共用) 

取扱量：第 1-2 表参照 

 

粒度分布計 1 台 

 

119C-122(b)号室  (第 4-5 図参照) 

約 380×約 600×約 210mm 

取扱量：第 1-2 表参照 

 
マイクロ波試料分解装

置 

1 台 

 

（変更なし） 

 紫外可視吸光分光装置 1 台 （変更なし） 

 ICP 発光分光分析装置 1 台 （変更なし） 

 
高周波プラズマ発光分

析装置 

1 台 

 

（変更なし） 

 
電子線マイクロアナラ

イザ 

1 台 （変更なし） 

 分光装置 2 台 （変更なし） 

 
クロマトグラフ分析装

置 

1 台 

 

（変更なし） 

 X 線顕微鏡 1 台 （変更なし） 

 

マイクロスコープ 1 台 403AB 号室                        (第 4-18 図参照) 

約 300×約 400×約 400mm 

取扱量：第 1-2 表参照 

 

走査電子顕微鏡 1 台 403AB 号室                        (第 4-18 図参照) 

約 400×約 600×約 600mm 

最大加速電圧 15kV 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-2 表参照 

 

走査プローブ顕微鏡 1 台 403AB 号室                        (第 4-18 図参照) 

約 500×約 500×約 300mm 

取扱量：第 1-2 表参照 

 
液体シンチレーション

カウンタ 

1 台 

 

（変更なし） 

 Ge 検出器 1 台 （変更なし） 

撤去に伴う記載の

削除 

 

 

装置の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

XRF 1 台 （記載省略） 

XRD 1 台 （記載省略） 

ICP 質量分析装置 1 台 

409BC 号室 (第 4-20 図参照) 

約 1,230×約 750×約 760mm 

周波数 40.68MHz 

最大出力 1.6kW 

  過熱防止機構付 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-2 表参照 

SEM/EDS 1 台 （記載省略） 

単結晶 X 線回折装置 1 台 （記載省略） 

NMR 1 台 （記載省略） 

顕微蛍光分光装置 1 台 （記載省略） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

3-1 フード 2 台 （記載省略） 

グローブボックス 2 台 309 号室 2 台 (第 4-14 図参照) 

(1) 約 2,000×約 1,000×約 2,050mm

(2) 約 2,000×約 1,000×約 2,550mm

負 圧：-98.1Pa 以下 

漏えい率：0.1vol％/h 以下（-294Pa 時） 

(使用の目的 3-2 と共用) 

取扱量：第 1-3 表参照 

ICP 質量分析装置 1 台 （記載省略） 

蛍光Ｘ線分析装置 1 台 （記載省略） 

XRF 1 台 （変更なし） 

XRD 1 台 （変更なし） 

ICP 質量分析装置 2 台 202A 号室    (第 4-6 図参照) 

約 1,140×約 850×約 850mm 

周波数 37MHz 

最大出力 1.6kW 

過熱防止機構付 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-2 表参照 

409BC 号室 (第 4-20 図参照) 

約 1,230×約 750×約 760mm 

周波数 40.68MHz 

最大出力 1.6kW 

  過熱防止機構付 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-2 表参照 

SEM/EDS 1 台 （変更なし） 

単結晶 X 線回折装置 1 台 （変更なし） 

NMR 1 台 （変更なし） 

顕微蛍光分光装置 1 台 （変更なし） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

3-1 フード 2 台 （変更なし） 

（削る） 

ICP 質量分析装置 1 台 （変更なし） 

蛍光Ｘ線分析装置 1 台 （変更なし） 

放射能測定装置 1 台 309 号室 (第 4-14 図参照) 

約 260×約 370×約 160mm 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-3 表参照 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の変更及び追加

並びに更新に伴う

仕様の変更 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 

装置の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

表面電離型質量分析装

置 

1 台 （記載省略） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

3-2 フード 2 台 309 号室 2 台 (第 4-14 図参照) 

（記載省略） 

グローブボックス 2 台 309 号室 2 台 (第 4-14 図参照) 

(1) 約 2,000×約 1,000×約 2,050mm

(2) 約 2,000×約 1,000×約 2,550mm

負  圧：-98.1Pa 以下 

漏えい率：0.1vol％/h 以下（-294Pa 時） 

（使用の目的 3-1 と共用） 

取扱量：第 1-3 表参照 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

3-3 フード 3 台 202A 号室 1 台 (第 4-6 図参照) 

(1) 約 1,800×約 750×約 2,500mm

オークリッジ型 風速：0.5m/s 以上（半開時）

取扱量：第 1-3 表参照 

204B 号室 1 台 (第 4-6 図参照) 

（記載省略） 

403AB 号室 1 台 (第 4-18 図参照) 

(1) 約 1,800×約 750×約 2,500mm

オークリッジ型  風速：0.5m/s 以上（半開時）

取扱量：第 1-3 表参照 

ICP 質量分析装置 1 台 202A 号室 (第 4-6 図参照) 

  四重極型 過熱防止機構付 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-3 表参照 

マイクロスコープ 1 台 403AB 号室 (第 4-18 図参照) 

約 300×約 400×約 400mm 

取扱量：第 1-3 表参照 

顕微ラマン分光装置 1 台 403AB 号室 (第 4-18 図参照) 

約 300×約 500×約 500mm 

取扱量：第 1-3 表参照 

走査電子顕微鏡 1 台 403AB 号室 (第 4-18 図参照) 

約 400×約 600×約 600mm 

最大加速電圧 15kV 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-3 表参照 

表面電離型質量分析装

置 

1 台 （変更なし） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

3-2 フード 2 台 309 号室 2 台 (第 4-14 図参照) 

（変更なし） 

（削る） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

3-3 フード 1 台 （削る） 

204B 号室 1 台 (第 4-6 図参照) 

（変更なし） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の変更及び削除 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

走査プローブ顕微鏡 1 台 403AB 号室 (第 4-18 図参照) 

約 500×約 500×約 300mm 

取扱量：第 1-3 表参照 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

4-1 フード 4 台 

322BC 号室 2 台 (第 4-17 図参照) 

（記載省略） 

413BC 号室 2 台 (第 4-21 図参照) 

（記載省略） 

使用の目的4-2～使用の目的5-1 

（記載省略） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

6-1 フード 3 台 （記載省略） 

グローブボックス 2 台 （記載省略） 

ICP 質量分析装置 1 台 （記載省略） 

β線スペクトルメータ 1 台 （記載省略） 

Ge 半導体検出器 1 台 （記載省略） 

使用の目的6-2～使用の目的7-1 

（記載省略） 

（削る） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

4-1 フード 5 台 319 号室 1 台 (第 4-17 図参照) 

(1) 約 1,800×約 1,000×約 2,300mm

オークリッジ型  風速：0.5m/s 以上（半開時）

取扱量：第 1-4 表参照 

322BC 号室 2 台 (第 4-17 図参照) 

（変更なし） 

413BC 号室 2 台 (第 4-21 図参照) 

（変更なし） 

使用の目的4-2～使用の目的5-1 

（変更なし） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

6-1 フード 3 台 （変更なし） 

グローブボックス 2 台 （変更なし） 

ICP 質量分析装置 1 台 （変更なし） 

放射能測定装置 1 台 203AB 号室 (第 4-6 図参照) 

約 480×約 490×約 270mm 

排気：既設排気系ダクトに接続 

取扱量：第 1-6 表参照 

β線スペクトルメータ 1 台 （変更なし） 

Ge 半導体検出器 1 台 （変更なし） 

使用の目的6-2～使用の目的7-1 

（変更なし） 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 

使用の目的 2-2 か

らの変更に伴う記

載の変更及び追加 

装置の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

8-1 フード 4 台 

313C 号室 2 台 (第 4-15 図参照) 

（記載省略） 

315AB 号室 1 台 (第 4-16 図参照) 

（記載省略） 

315C 号室 1 台 (第 4-16 図参照) 

（記載省略） 

γスペクトロメータ 1 台 （記載省略） 

液体シンチレーション

カウンタ

1 台 （記載省略） 

ICP 発光分光分析装置 1 台 （記載省略） 

ICP 質量分析装置 1 台 （記載省略） 

使用の 

目 的 
使用設備の名称 個数 仕 様 

8-1 フード 6 台 119C-122(b)号室 2 台 (第 4-5 図参照) 

(1) 約 1,800×約 750×約 2,400mm

オークリッジ型  風速：0.5m/s 以上（半開時）

(2) 約 1,800×約 1,200×約 2,500mm

カリフォルニア型  風速：0.5m/s 以上（半開時）

(使用の目的 2-3 と共用) 

取扱量：第 1-8 表参照 

313C 号室 2 台 (第 4-15 図参照) 

（変更なし） 

315AB 号室 1 台 (第 4-16 図参照) 

（変更なし） 

315C 号室 1 台 (第 4-16 図参照) 

（変更なし） 

電子プローブマイクロ

アナライザー

1 台 119C-122(b)号室 (第 4-5 図参照) 

約 1,300×約 800×約 1,800mm 

過熱防止機構付 

排気：既設排気系ダクトに接続 

(使用の目的 2-3 と共用) 

取扱量：第 1-8 表参照 

γスペクトロメータ 1 台 （変更なし） 

液体シンチレーション

カウンタ

1 台 （変更なし） 

ICP 発光分光分析装置 1 台 （変更なし） 

ICP 質量分析装置 1 台 （変更なし） 

フードの共用に伴

う記載の変更及び

追加 

装置の共用に伴う

記載の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備

8-1 貯蔵施設の位置

貯蔵施設の位置 第 4 研究棟の地理的状況及び自然環境は「7-1 使用施設の位置」記載のと

おり。 

貯蔵施設は、1 階の核燃料物質貯蔵室及び使用の目的毎に定めた実験室で

ある。第 3-6(1)図～第 3-6(4)図に貯蔵の場所を示す。 

また、第 4-1 図、第 4-2 図、第 4-5 図、第 4-6 図、第 4-8 図、第 4-9 図

、第 4-11 図、第 4-12 図、第 4-14 図、第 4-16 図、第 4-17 図、第 4-18 図

、第 4-19 図、第 4-21 図、第 4-23 図、第 4-24 図に貯蔵設備の配置を、第

5-1 図及び第 5-2 図に核燃料物質貯蔵室の配置を示す。

(1) 第 4 研究棟全体に係る貯蔵施設

核燃料物質貯蔵室 (第5-1図    , 第5-2図    参照) 

(2) 使用目的別貯蔵施設

(2-1) 使用目的 1 に係る貯蔵施設

404AB 号室 4 階 (第 4-18 図参照) 

422 号室 4 階 (第 4-24 図参照) 

  (2-2) 使用目的 2 に係る貯蔵施設 

119AB 号室 1 階 (第4-5図    参照) 

119C-122(b)号室 1 階 (第4-5図    参照) 

201A 号室 2 階 (第4-6図    参照) 

207C-209C 号室 2 階 (第 4-8 図参照) 

221 号室 2 階 (第 4-11 図参照) 

317BC 号室 3 階 (第 4-16 図参照) 

320BC 号室 3 階 (第 4-17 図参照) 

407 号室 4 階 (第 4-19 図参照) 

416 号室 4 階 (第 4-23 図参照) 

419-421BC 号室 4 階 (第 4-24 図参照) 

  (2-3) 使用目的 3 に係る貯蔵施設 

204B 号室 2 階 (第4-6図    参照) 

309 号室 3 階 (第 4-14 図参照) 

321A 号室 3 階 (第 4-17 図参照) 

403AB 号室 4 階 (第 4-18 図参照) 

  (2-4) 使用目的 4 に係る貯蔵施設 

101AB 号室 1 階 (第4-1図    参照) 

105 号室 1 階 (第4-2図    参照) 

108 号室 1 階 (第4-2図    参照) 

8. 核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備

8-1 貯蔵施設の位置

貯蔵施設の位置 第 4 研究棟の地理的状況及び自然環境は「7-1 使用施設の位置」記載のと

おり。 

貯蔵施設は、1 階の核燃料物質貯蔵室及び使用の目的毎に定めた実験室で

ある。第 3-6(1)図～第 3-6(4)図に貯蔵の場所を示す。 

また、第 4-1 図、第 4-2 図、第 4-5 図、第 4-6 図、第 4-8 図、第 4-9 図

、第 4-11 図、第 4-12 図、第 4-14 図、第 4-16 図、第 4-17 図、第 4-18 図

、第 4-19 図、第 4-21 図、第 4-23 図、第 4-24 図に貯蔵設備の配置を、第

5-1 図及び第 5-2 図に核燃料物質貯蔵室の配置を示す。

(1) 第 4 研究棟全体に係る貯蔵施設

核燃料物質貯蔵室 (第5-1図    , 第5-2図    参照) 

(2) 使用の目的別貯蔵施設

(2-1) 使用の目的 1 に係る貯蔵施設

404AB 号室 4 階 (第 4-18 図参照) 

422 号室 4 階 (第 4-24 図参照) 

  (2-2) 使用の目的 2 に係る貯蔵施設 

119AB 号室 1 階 (第4-5図    参照) 

119C-122(b)号室 1 階 (第4-5図    参照) 

201A 号室 2 階 (第4-6図    参照) 

207C-209C 号室 2 階 (第 4-8 図参照) 

221 号室 2 階 (第 4-11 図参照) 

317BC 号室 3 階 (第 4-16 図参照) 

320BC 号室 3 階 (第 4-17 図参照) 

403AB 号室 4 階 (第 4-18 図参照) 

407 号室 4 階 (第 4-19 図参照) 

416 号室 4 階 (第 4-23 図参照) 

419-421BC 号室 4 階 (第 4-24 図参照) 

  (2-3) 使用の目的 3 に係る貯蔵施設 

204B 号室 2 階 (第4-6図    参照) 

309 号室 3 階 (第 4-14 図参照) 

321A 号室 3 階 (第 4-17 図参照) 

（削る） 

  (2-4) 使用の目的 4 に係る貯蔵施設 

101AB 号室 1 階 (第4-1図    参照) 

105 号室 1 階 (第4-2図    参照) 

108 号室 1 階 (第4-2図    参照) 

用語の整合 

用語の整合 

用語の整合 

使用の目的 3 から

の変更に伴う記載

の追加 

用語の整合 

使用の目的 2 への

変更に伴う記載の

削除 

用語の整合 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

302 号室 3 階 (第 4-12 図参照) 

322BC 号室 3 階 (第 4-17 図参照) 

413A 号室 4 階 (第 4-21 図参照) 

418BC 号室 4 階 (第 4-23 図参照) 

   (2-5) 使用目的 5 に係る貯蔵施設 

 

 

402BC 号室 4 階 (第 4-18 図参照) 

404C 号室 4 階 (第 4-18 図参照) 

  (2-6) 使用目的 6 に係る貯蔵施設 

 

 411 号室 4 階 (第 4-21 図参照) 

420 号室 4 階 (第 4-24 図参照) 

  (2-7) 使用目的 7 に係る貯蔵施設 

 

 

102-104 号室 1 階 (第4-1図    参照) 

119C-122(a)号室 1 階 (第4-5図    参照) 

202BC-204C 号室 2 階 (第4-6図    参照) 

213 号室 2 階 (第4-9図    参照) 

  (2-8) 使用目的 8 に係る貯蔵施設 

 315AB 号室 3 階 (第 4-16 図参照) 

 

8-2 貯蔵施設の構造 

 

貯蔵施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

1 階 

 

（記載省略） 

 

   

2 階 

 

 

 

 

201A 号室 使用施設と同じ 使用施設と同じ 使用施設と同じ 

202BC-204C 号室 

 

〃 〃 〃 

204B 号室 〃 〃 〃 

207C-209C 号室 〃 〃 〃 

213 号室 〃 〃 〃 

221 号室 〃 〃 〃 

3 階 

 

（記載省略）    

4 階 

 

（記載省略）    

 

 

 

 

302 号室 3 階 (第 4-12 図参照) 

322BC 号室 3 階 (第 4-17 図参照) 

413A 号室 4 階 (第 4-21 図参照) 

418BC 号室 4 階 (第 4-23 図参照) 

   (2-5) 使用の目的 5 に係る貯蔵施設 

 

 

402BC 号室 4 階 (第 4-18 図参照) 

404C 号室 4 階 (第 4-18 図参照) 

  (2-6) 使用の目的 6 に係る貯蔵施設 

 204A 号室 2 階 (第 4-6 図参照) 

 411 号室 4 階 (第 4-21 図参照) 

420 号室 4 階 (第 4-24 図参照) 

  (2-7) 使用の目的 7 に係る貯蔵施設 

 

 

102-104 号室 1 階 (第4-1図    参照) 

119C-122(a)号室 1 階 (第4-5図    参照) 

202BC-204C 号室 2 階 (第4-6図    参照) 

213 号室 2 階 (第4-9図    参照) 

  (2-8) 使用の目的 8 に係る貯蔵施設 

 315AB 号室 3 階 (第 4-16 図参照) 

 

8-2 貯蔵施設の構造 

 

貯蔵施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

1 階 

 

（変更なし） 

 

   

2 階 

 

 

 

 

201A 号室 使用施設と同じ 使用施設と同じ 使用施設と同じ 

202BC-204C 号室 〃 〃 〃 

204A 号室 〃 〃 〃 

204B 号室 〃 〃 〃 

207C-209C 号室 〃 〃 〃 

213 号室 〃 〃 〃 

221 号室 〃 〃 〃 

3 階 

 

（変更なし） 

 

   

4 階 

 

（変更なし） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

用語の整合 

 

 

 

用語の整合 

保管庫の追加に伴

う貯蔵施設の追加 

 

用語の整合 

 

 

 

 

用語の整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管庫の追加に伴

う貯蔵施設の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

8-3 貯蔵施設の設備

核燃料物質貯蔵室～使用の目的1 

（記載省略） 

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 
内容物の物理的 

・化学的性状
仕  様 

使 

用 

の 

目 

的 

2 

保管庫 A 

(119AB 号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 A 

(201A 号室) 

1 NU 102g 

DU 15.2g 

Th 3.06g 

LEU 2.04g 

MEU 2.04g 

Pu 1.02mg 

233U 1.02mg 

SF 510MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体､粉体､液体 

酸化物、塩化物、

無機塩類、有機化

合物 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(207C-209C号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 A 

(317BC 号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 A 

(320BC 号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 A 

(416 号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 A 

(419-421BC号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 C 

(221 号室) 

1 （記載省略） 

8-3 貯蔵施設の設備

核燃料物質貯蔵室～使用の目的1 

（変更なし） 

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 
内容物の物理的 

・化学的性状
仕  様 

使 

用 

の 

目 

的 

2 

保管庫 A 

(119AB 号室) 

1 （変更なし） 

保管庫 A 

(201A 号室) 

1 NU 101g 

DU 15.1g 

Th 3.03g 

LEU 2.02g 

MEU 2.02g 

Pu 1.01mg 

233U 1.01mg 

SF 505MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体､粉体､液体 

酸化物、塩化物、

無機塩類、有機化

合物 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(207C-209C号室) 

1 （変更なし） 

保管庫 A 

(317BC 号室) 

1 （変更なし） 

保管庫 A 

(320BC 号室) 

1 （変更なし） 

保管庫 A 

(403AB 号室) 

1 NU 10.4g 

DU 2.08g 

Th 3.12g 

LEU 2.08g 

MEU 2.08g 

HEU 2.08g 

Pu 1.04mg 

233U 1.04mg 

SF 520MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体､粉体､液体 

酸化物、塩化物、

無機塩類、有機化

合物 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(416 号室) 

1 （変更なし） 

保管庫 A 

(419-421BC号室) 

1 （変更なし） 

保管庫 C 

(221 号室) 

1 （変更なし） 

変更後の使用室の

取扱量に合わせた

収納量の変更 

使用の目的 3 から

の変更に伴う記載

の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

保管庫 E 

(119C-122(b)号室) 

1 NU 3.021kg 

DU 620.1g 

Th 2.02003kg 

LEU 20mg 

MEU 584.02g 

Pu 3.21mg 

233U 200.01mg 

SF 1.065GBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体､粉体､液体 

単体、合金、金属

間化合物、酸化物

、無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

鉛遮蔽厚さ:30mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-10 図参照) 

保管庫 G 

(407 号室) 

1 （記載省略） 

※ １Ｆ燃料デブリの物理的・化学的性状については、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第

４研究棟）参照。

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の物理的 

・化学的性状
仕  様 

使 

用 

の 

目 

的 

3 

保管庫 A 

(204B 号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 A 

(321A 号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 A 

(403AB 号室) 

1 NU 10.4g 

DU 2.08g 

Th 3.12g 

LEU 2.08g 

MEU 2.08g 

HEU 2.08g 

Pu 1.04mg 

233U 1.04mg 

SF 520MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体､粉体､液体 

酸化物、塩化物、

無機塩類、有機化

合物 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 H 

(309 号室) 

1 NU 2kg 

DU 2.4kg 

LEU 4g 

MEU 4g 

HEU 2.4g 

Pu 4mg 

233U 4mg 

固体､粉体､液体単

体、酸化物、フッ

化物、無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：40mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-13 図参照) 

※ １Ｆ燃料デブリの物理的・化学的性状については、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第

４研究棟）参照。 

保管庫 E 

(119C-122(b)号室) 

1 NU 3.032kg 

DU 631.1g 

Th 2.03103kg 

LEU 1.02g 

MEU 584.02g 

Pu 3.222mg 

233U 300.01mg 

SF 1.08GBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体､粉体､液体 

単体、合金、金属

間化合物、酸化物

、無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

鉛遮蔽厚さ:30mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-10 図参照) 

保管庫 G 

(407 号室) 

1 （変更なし） 

※ １Ｆ燃料デブリの物理的・化学的性状については、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第

４研究棟）参照。

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の物理的 

・化学的性状
仕  様 

使 

用 

の 

目 

的 

3 

保管庫 A 

(204B 号室) 

1 （変更なし） 

保管庫 A 

(321A 号室) 

1 （変更なし） 

（削る） 

保管庫 H 

(309 号室) 

1 NU 1kg 

DU 1.2kg 

LEU 2g 

MEU 2g 

HEU 1.2g 

Pu 2mg 

233U 2mg 

固体､粉体､液体単

体、酸化物、フッ

化物、無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：40mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-13 図参照) 

変更後の使用室の

取扱量に合わせた

収納量の変更 

使用の目的 2 への

変更に伴う記載の

削除 

変更後の使用室の

取扱量に合わせた

収納量の変更 

注記に該当する保

管庫の記載の削除

に伴う削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

使用の目的4～使用の目的5 

（記載省略） 

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の物理的 

・化学的性状
仕  様 

使 

用 

の 

目 

的 

6 

保管庫 A 

(411 号室) 

1 （記載省略） 

保管庫 A 

(420 号室) 

1 （記載省略） 

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の物理的 

・化学的性状
仕  様 

使 

用 

の 

目 

的 

7 

保管庫 A 

(102-104 号室) 

1 NU 1.001kg 

DU 21g 

Th 6g 

LEU 2g 

MEU 2g 

Pu 50µg 

233U 20mg 

SF 74MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体、粉体、液体 

単体、合金 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(119C-122(a)号室) 

1 NU 2g 

DU 2g 

Th 2g 

LEU 400mg 

MEU 400mg 

Pu 50µg 

233U 20mg 

固体、粉体、液体 

単体、酸化物、無

機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

使用の目的4～使用の目的5 

（変更なし） 

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の物理的 

・化学的性状
仕  様 

使 

用 

の 

目 

的 

6 

保管庫 I 

(204A 号室) 

1 NU 100g 

DU 2µg 

Th 100g 

LEU 2µg 

MEU 2µg 

Pu 2mg 

233U 1mg 

SF 500MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体､粉体､液体 

酸化物、塩化物、

無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

鉛遮蔽厚さ:20mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-14 図参照) 

保管庫 A 

(411 号室) 

1 （変更なし） 

保管庫 A 

(420 号室) 

1 （変更なし） 

※ １Ｆ燃料デブリの物理的・化学的性状については、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第

４研究棟）参照。 

貯蔵設備の名称 個数 最大収納量 内容物の物理的 

・化学的性状
仕  様 

使 

用 

の 

目 

的 

7 

保管庫 A 

(102-104 号室) 

1 NU 1.001kg 

DU 21g 

Th 6g 

LEU 2g 

MEU 2g 

Pu 50µg 

233U 20mg 

SF 74MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体、粉体、液体 

単体、酸化物、フ

ッ化物、塩化物、

無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(119C-122(a)号室) 

1 NU 2g 

DU 2g 

Th 2g 

LEU 400mg 

MEU 400mg 

Pu 50µg 

233U 20mg 

固体、粉体、液体 

単体、酸化物、フ

ッ化物、塩化物、

無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

保管庫の追加 

追加する保管庫に

関する注記の追加 

内容物の化学的性

状の変更 

内容物の化学的性

状の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

SF 74MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(202BC-204C 号

室) 

1 NU 250g 

DU 50g 

Th 250g 

LEU 5mg 

MEU 5mg 

Pu 5mg 

233U 5mg 

SF 185MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体、粉体、液体 

酸化物、塩化物、

無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(213号室) 

1 NU 1.6kg 

DU 1kg 

Th 1kg 

LEU 30g 

MEU 30g 

Pu 500µg 

233U 50mg 

SF 111MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体、粉体、液体 

単体、酸化物、無

機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

※ １Ｆ燃料デブリの物理的・化学的性状については、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４

研究棟）参照。

使用の目的8 

（記載省略） 

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備

（記載省略） 

第1-1表 

（記載省略） 

第1-2表  使用の目的2に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウ

ム

濃縮ウラン 
プルト 

ニウム 

ウラン 

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

2-1 （記載省略） 

SF 74MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(202BC-204C 号

室) 

1 NU 250g 

DU 50g 

Th 250g 

LEU 5mg 

MEU 5mg 

Pu 5mg 

233U 5mg 

SF 185MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体、粉体、液体 

単体、酸化物、フ

ッ化物、塩化物、

無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

保管庫 A 

(213号室) 

1 NU 1.6kg 

DU 1kg 

Th 1kg 

LEU 30g 

MEU 30g 

Pu 500µg 

233U 50mg 

SF 111MBq 

（１Ｆ燃料デブリを含む。）※ 

固体、粉体、液体 

単体、酸化物、フ

ッ化物、塩化物、

無機塩類 

鉄製､不燃性 

施錠機能付 

厚さ：3mm 

液体漏えい拡大防止

：受皿を使用 

(第 5-6 図参照) 

※ １Ｆ燃料デブリの物理的・化学的性状については、別添１ １Ｆ燃料デブリに係る使用の方法（第４

研究棟）参照。

使用の目的8 

（変更なし） 

9. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備

（変更なし） 

第1-1表 

（変更なし） 

第1-2表  使用の目的2に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム 

濃縮ウラン 
プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

2-1 （変更なし） 

内容物の化学的性

状の追加 

内容物の化学的性

状の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

2-2 117A 号室 （記載省略） 

119AB 号室 （記載省略） 

308 号室 60mg 60mg 40mg 60mg 60mg － 6.4mg 8mg － 集束イオンビーム加工装置 

×1 台 

透過型電子顕微鏡   ×1 台 

319 号室 100g 10g 5g 1g 200mg － 1mg 100mg 10MBq フード  ×1 台 

2-3 107 号室 （記載省略） 

109C 号室 （記載省略） 

119C-122(b)

号室 

3.021kg 620.1g 2.02003

kg 

20mg 584.02g － 3.21 

mg 

200.01

mg 

1.065G 

Bq 

フード  ×2 台 

X 線照射装置  ×1 台 

顕微ラマン分光装置 ×1 台 

放射能測定装置 ×1 台 

119C-122(a)

号室 

（記載省略） 

201A 号室 102g 15.2g 3.06g 2.04g 2.04g － 1.02mg 1.02mg 510M 

Bq 

フード ×1 台 

放射能測定装置  ×1 台 

マイクロ波試料分解装置×1 台 

207AB 号室 （記載省略） 

207C-209C

号室 

（記載省略） 

208AB 号室 （記載省略） 

208C-210C

号室 

（記載省略） 

209AB 号室 （記載省略） 

210AB 号室 （記載省略） 

310BC 号室 （記載省略） 

317A1 号室 （記載省略） 

317A2 号室 （記載省略） 

317BC 号室 （記載省略） 

320BC 号室 （記載省略） 

402A 号室 10g 10g 10g － 10g － － － 740M 

Bq 

X 線顕微鏡  ×1 台 

407 号室 （記載省略） 

408AB 号室 （記載省略） 

408C 号室 （記載省略） 

409A 号室 （記載省略） 

409BC 号室 （記載省略） 

410 号室 （記載省略） 

416 号室 （記載省略） 

※ 使用の目的2-1、2-2、2-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

2-2 117A 号室 （変更なし） 

119AB 号室 （変更なし） 

308 号室 60mg 60mg 40mg 60mg 60mg － 2mg 8mg － 集束イオンビーム加工装置 

×1 台 

透過型電子顕微鏡   ×1 台 

（削る） 

2-3 107 号室 （変更なし） 

109C 号室 （変更なし） 

119C-122(b)

号室 

3.032kg 631.1g 2.03103 

kg 

1.02g 584.02

g 

－ 3.222 

mg 

300.01

mg 

1.08G 

Bq 

フード  ×2 台 

X 線照射装置  ×1 台 

顕微ラマン分光装置  ×1 台 

放射能測定装置    ×1 台 

電子プローブマイクロアナラ

イザー ×1 台 

粒度分布計 ×1 台 

119C-122(a)

号室 

（変更なし） 

201A 号室 101g 15.1g 3.03g 2.02g 2.02g － 1.01mg 1.01mg 505M 

Bq 

フード ×1 台 

（削る）

マイクロ波試料分解装置×1 台 

202A 号室 10g 2g 3g 2g 2g 2g 1mg 1mg 500M 

Bq 

フード  ×1 台 

ICP 質量分析装置  ×1 台 

207AB 号室 （変更なし） 

207C-209C

号室 

（変更なし） 

208AB 号室 （変更なし） 

208C-210C

号室 

（変更なし） 

209AB 号室 （変更なし） 

210AB 号室 （変更なし） 

309 号室 1kg 1.2kg 3g 2g 2g 1.2g 2mg 13.2g － グローブボックス   ×2 台 

310BC 号室 （変更なし） 

317A1 号室 （変更なし） 

317A2 号室 （変更なし） 

317BC 号室 （変更なし） 

320BC 号室 （変更なし） 

402A 号室 10g 10g 10g － 10g － － － 3.7M 

Bq 

X 線顕微鏡  ×1 台 

407 号室 （変更なし） 

403AB 号室 10.4g 2.08g 3.12g 2.08g 2.08g 2.08g 1.04mg 1.04mg 520M 

Bq 

フード  ×1 台 

マイクロスコープ  ×1 台 

顕微ラマン分光装置  ×1 台 

走査電子顕微鏡     ×1 台 

走査プローブ顕微鏡  ×1 台 

408AB 号室 （変更なし） 

408C 号室 （変更なし） 

409A 号室 （変更なし） 

409BC 号室 （変更なし） 

410 号室 （変更なし） 

416 号室 （変更なし） 

※ 使用の目的2-1、2-2、2-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

室内設備の取扱量

変更に伴う変更 

使用の目的 4-1 へ

の変更に伴う記載

の削除 

室内設備の追加及

び取扱量変更 

室内設備の削除及

び取扱量変更 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 

使用室の共用に伴

う記載の追加 

室内設備の取扱量

変更に伴う変更 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

2-1 （記載省略） 

2-2 119AB号室 （記載省略） 

319号室  100g 10g 5g 1g 200mg － 1mg 100mg 10MBq 

2-3 107号室 （記載省略） 

119C-122(b)号室 （記載省略） 

119C-122(a)号室 （記載省略） 

201A号室 （記載省略） 

207AB号室 （記載省略） 

207C-209C号室 （記載省略） 

208AB号室 （記載省略） 

208C-210C号室 （記載省略） 

209AB号室 （記載省略） 

310BC号室 （記載省略） 

317BC号室 （記載省略） 

320BC号室 （記載省略） 

407号室 （記載省略） 

408AB号室 （記載省略） 

416号室 （記載省略） 

※ 使用の目的2-1、2-2、2-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(3) グローブボックス

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

2-1 （記載省略） 

2-3 207AB号室 （記載省略） 

※ 使用の目的2-1、2-2、2-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

2-1 （変更なし） 

2-2 119AB号室 （変更なし） 

（削る） 

2-3 107号室 （変更なし） 

119C-122(b)号室 （変更なし） 

119C-122(a)号室 （変更なし） 

201A号室 （変更なし） 

202A号室 10g 2g 3g 2g 2g 2g 1mg 1mg 500MBq 

207AB号室 （変更なし） 

207C-209C号室 （変更なし） 

208AB号室 （変更なし） 

208C-210C号室 （変更なし） 

209AB号室 （変更なし） 

310BC号室 （変更なし） 

317BC号室 （変更なし） 

320BC号室 （変更なし） 

403AB号室 10g 2g 3g 2g 2g 2g 1mg 1mg 500MBq 

407号室 （変更なし） 

408AB号室 （変更なし） 

416号室 （変更なし） 

※ 使用の目的2-1、2-2、2-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(3) グローブボックス

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

2-1 （変更なし） 

2-3 207AB号室 （変更なし） 

309号室 (1) 500g 600g 1.5g 1g 1g 600mg 1mg 6.6g － 

(2) 500g 600g 1.5g 1g 1g 600mg 1mg 6.6g － 

※ 使用の目的2-1、2-2、2-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

使用の目的 4-1 へ

の変更に伴う記載

の削除 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 

使用の目的 3-1,2

からの変更に伴う

記載の追加及び取

扱量変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

(4) その他

使用 

の 

目的 

品名 設置場所 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

2-1 （記載省略） 

2-2 集束イオンビーム

加工装置 

308号室 30mg 30mg 20mg 30mg 30mg － 3.2mg 4mg － 

透過型電子顕微鏡 308号室 30mg 30mg 20mg 30mg 30mg － 3.2mg 4mg － 

2-3 液体シンチレーション

カウンタ

（記載省略） 

X線照射装置 （記載省略） 

顕微ラマン分光装置 119C-122(b)

号室 

10g 10g 10g － － － － － 10MBq 

放射能測定装置 （記載省略） 

放射能測定装置 201A号室 1g 100mg 30mg 20mg 20mg － 10µg 10µg 5MBq 

マイクロ波試料分解

装置 

（記載省略） 

高周波加熱装置 （記載省略） 

紫外可視吸光分光

装置 

（記載省略） 

ICP発光分光分析装

置 

（記載省略） 

高周波プラズマ発光

分析装置 

（記載省略） 

電子線マイクロアナラ

イザ

（記載省略） 

分光装置(1) （記載省略） 

分光装置(2) （記載省略） 

クロマトグラフ分析装

置

（記載省略） 

X線顕微鏡 402A号室 10g 10g 10g － 10g － － － 740MBq 

液体シンチレーション

カウンタ 

（記載省略） 

Ge検出器 （記載省略） 

XRF （記載省略） 

XRD （記載省略） 

SEM/EDS （記載省略） 

ICP質量分析装置 （記載省略） 

単結晶X線回折装置 （記載省略） 

(4) その他

使用 

の 

目的 

品名 設置場所 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

2-1 （変更なし） 

2-2 集束イオンビーム

加工装置 

308号室 30mg 30mg 20mg 30mg 30mg － 1mg 4mg － 

透過型電子顕微鏡 308号室 30mg 30mg 20mg 30mg 30mg － 1mg 4mg － 

2-3 液体シンチレーション

カウンタ

（変更なし） 

X線照射装置 （変更なし） 

顕微ラマン分光装置 119C-122(b)

号室 

10g 10g 10g － － － 1µg － 10MBq 

放射能測定装置 （変更なし） 

電子プローブマイクロ

アナライザー 

119C-122(b)

号室 

10g 10g 10g － － － 1µg － 10MBq 

粒度分布計 119C-122(b)

号室 

1g 1g 1g 1g － － 10µg 100mg 5MBq 

（削る） 

マイクロ波試料分解

装置 

（変更なし） 

ICP質量分析装置 202A号室 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg 500kBq 

高周波加熱装置 （変更なし） 

紫外可視吸光分光

装置 

（変更なし） 

ICP発光分光分析装

置 

（変更なし） 

高周波プラズマ発光

分析装置 

（変更なし） 

電子線マイクロアナラ

イザ

（変更なし） 

分光装置(1) （変更なし） 

分光装置(2) （変更なし） 

クロマトグラフ分析装

置

（変更なし） 

X線顕微鏡 402A号室 10g 10g 10g － 10g － － － 3.7MBq 

マイクロスコープ 403AB号室 100mg 20mg 30mg 20mg 20mg 20mg 10µg 10µg 5MBq 

顕微ラマン分光装置 403AB号室 100mg 20mg 30mg 20mg 20mg 20mg 10µg 10µg 5MBq 

走査電子顕微鏡 403AB号室 100mg 20mg 30mg 20mg 20mg 20mg 10µg 10µg 5MBq 

走査プローブ顕微鏡 403AB号室 100mg 20mg 30mg 20mg 20mg 20mg 10µg 10µg 5MBq 

液体シンチレーション

カウンタ 

（変更なし） 

Ge検出器 （変更なし） 

XRF （変更なし） 

XRD （変更なし） 

SEM/EDS （変更なし） 

ICP質量分析装置 （変更なし） 

単結晶X線回折装置 （変更なし） 

装置の取扱量変更 

装置の取扱量変更 

装置の追加 

撤去に伴う記載の

削除 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 

装置の取扱量変更 

使用の目的 3-3 か

らの変更に伴う記

載の追加 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

NMR （記載省略） 

顕微蛍光分光装置 （記載省略） 

※ 使用の目的2-1、2-2、2-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

第1-3表  使用の目的3に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 
5%未満 5~20% 20%以上 

3-1 309号室 200g 240ｇ 3g 4ｇ 4g 2.4g 3.2mg 13.2g － グローブボックス   × 2台 

フード           × 2台 

ICP質量分析装置  ×1台 

蛍光Ｘ線分析装置  ×1台 

321A号室 （記載省略） 

403C号室 （記載省略） 

3-2 309号室 2kg 2.4kg － 4g 4g 2.4g 4mg 4mg － フード × 2台 

グローブボックス   × 2台 

3-3 202A号室 10g 2g 3g 2g 2g 2g 1mg 1mg 500MBq フード × 1台 

I C P質量分析装置   × 1台 

204B号室 （記載省略） 

205B号室 （記載省略） 

403AB号室 10.4g 2.08g 3.12g 2.08g 2.08g 2.08g 1.04mg 1.04mg 520MBq フード × 1台 

マイクロスコープ     ×1台 

顕微ラマン分光装置 ×1台 

走査電子顕微鏡    ×1台 

走査プローブ顕微鏡 ×1台 

※ 使用の目的3-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

3-1 （記載省略） 

3-2 （記載省略） 

3-3 202A号室 10g 2g 3g 2g 2g 2g 1mg 1mg 500MBq 

204B号室 （記載省略） 

403AB号室 10g 2g 3g 2g 2g 2g 1mg 1mg 500MBq 

※ 使用の目的3-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

NMR （変更なし） 

顕微蛍光分光装置 （変更なし） 

※ 使用の目的2-1、2-2、2-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

第1-3表  使用の目的3に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 
5%未満 5~20% 20%以上 

3-1 309号室 200g 240ｇ 3g 4ｇ 4g 2.4g 3.2mg 4mg － （削る） 

フード           ×2台 

ICP質量分析装置  ×1台 

蛍光Ｘ線分析装置  ×1台 

放射能測定装置   ×1台 

321A号室 （変更なし） 

403C号室 （変更なし） 

3-2 309号室 1kg 1.2kg － 2g 2g 1.2g 2mg 2mg － フード × 2台 

（削る）

3-3 （削る） 

204B号室 （変更なし） 

205B号室 （変更なし） 

（削る） 

※ 使用の目的3-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

3-1 （変更なし） 

3-2 （変更なし） 

3-3 （削る） 

204B号室 （変更なし） 

（削る） 

※ 使用の目的3-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

室内設備の削除、追

加及び取扱量変更 

室内設備の削除及

び取扱量変更 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

(3) グローブボックス

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233 

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

3-1 309号室 (1) － － － － － － － 6.6g － 

(2) － － － － － － － 6.6g － 

3-2 309号室 (1) 500g 600g － 1g 1g 600mg 1mg 1mg － 

(2) 500g 600g － 1g 1g 600mg 1mg 1mg － 

※ 使用の目的3-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(4) その他

使用 

の 

目的 

品名 設置場所 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

3-1 ICP質量分析装置 （記載省略） 

蛍光X線分析装置 （記載省略） 

表面電離型質量分

析装置 

（記載省略） 

3-3 ICP質量分析装置 202A号室 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg 500kBq 

マイクロスコープ 403AB号室 100mg 20mg 30mg 20mg 20mg 20mg 10µg 10µg 5MBq 

顕微ラマン分光装置 403AB号室 100mg 20mg 30mg 20mg 20mg 20mg 10µg 10µg 5MBq 

走査電子顕微鏡 403AB号室 100mg 20mg 30mg 20mg 20mg 20mg 10µg 10µg 5MBq 

走査プローブ顕微鏡 403AB号室 100mg 20mg 30mg 20mg 20mg 20mg 10µg 10µg 5MBq 

※ 使用の目的3-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

第1-4表  使用の目的4に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン トリウム

濃縮ウラン 
プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 
5%未満 5~20% 20%以上 

4-1

322A号室 （記載省略） 

322BC号室 （記載省略） 

413A号室 （記載省略） 

413BC号室 （記載省略） 

4-2 （記載省略） 

4-3 （記載省略） 

（削る） 

(3) その他

使用 

の 

目的 

品名 設置場所 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

3-1 ICP質量分析装置 （変更なし） 

蛍光X線分析装置 （変更なし） 

表面電離型質量分

析装置 

（変更なし） 

放射能測定装置 309号室 500µg 500µg 500µg 500µg 500µg 500µg － 500µg － 

（削る） 

※ 使用の目的3-3の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

第1-4表  使用の目的4に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン トリウム

濃縮ウラン 
プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 
5%未満 5~20% 20%以上 

4-1 319号室 200g 200g 200g 10g 3g 3g 1.6mg 100mg 300MBq フード ×1台 

322A号室 （変更なし） 

322BC号室 （変更なし） 

413A号室 （変更なし） 

413BC号室 （変更なし） 

4-2 （変更なし） 

4-3 （変更なし） 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 

番号の繰り上げ 

装置の追加 

使用の目的 2-3 へ

の変更に伴う記載

の削除 

使用の目的 2-2 か

らの変更に伴う記

載の追加及び取扱

量変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

4-4 （記載省略） 

※ 使用の目的4-1、4-2の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

4-1

322BC号室 （記載省略） 

413BC号室 （記載省略） 

4-2 （記載省略） 

4-4 （記載省略） 

※ 使用の目的4-1、4-2の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(3) グローブボックス～(4) その他

（記載省略）

第1-5表 

（記載省略） 

第1-6表  使用の目的6に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン トリウム

濃縮ウラン 
プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 
5%未満 5~20% 20%以上 

6-1 203AB号室 150g 1µg 150g 1µg 1µg － 3mg 1.5mg 111MBq フード          × 2台 

グローブボックス  × 1台 

ICP質量分析装置   ×1台 

204A号室 100g － 100g － － － 2mg 1mg － フード           ×1台 

グローブボックス  × 1台 

205A号室 （記載省略） 

6-2 （記載省略） 

※ 使用の目的6-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

4-4 （変更なし） 

※ 使用の目的4-1、4-2の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

4-1 319号室 200g 200g 200g 10g 3g 3g 1.6mg 100mg 300MBq 

322BC号室 （変更なし） 

413BC号室 （変更なし） 

4-2 （変更なし） 

4-4 （変更なし） 

※ 使用の目的4-1、4-2の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(3) グローブボックス～(4) その他

（変更なし）

第1-5表 

（変更なし） 

第1-6表  使用の目的6に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン トリウム

濃縮ウラン 
プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 
5%未満 5~20% 20%以上 

6-1 203AB号室 150g 4µg 150g 4µg 4µg － 3.002mg 1.502mg 114.7M 

Bq 

フード          × 2台 

グローブボックス  × 1台 

ICP質量分析装置   ×1台 

放射能測定装置   ×1台 

204A号室 100g 2µg 100g 2µg 2µg － 2mg 1mg 500MBq フード           ×1台 

グローブボックス  × 1台 

205A号室 （変更なし） 

6-2 （変更なし） 

※ 使用の目的6-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

使用の目的 2-2 か

らの変更に伴う記

載の追加及び取扱

量変更 

室内設備の追加及

び取扱量変更 

室内設備の取扱量

変更に伴う取扱量

変更 
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変 更 前 変 更 後 備 考 

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

6-1 203AB号室 （記載省略） 

204A号室 50g － 50g － － － 1mg 500µg － 

6-2 （記載省略） 

※ 使用の目的6-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(3) グローブボックス

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

6-1 203AB号室 （記載省略） 

204A号室 50g － 50g － － － 1mg 500µg － 

※ 使用の目的6-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(4) その他

使用 

の 

目的 

品名 設置場所 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

6-1 ICP質量分析装置 （記載省略） 

β線スペクトルメータ （記載省略） 

Ge半導体検出器 （記載省略） 

6-2 （記載省略） 

※ 使用の目的6-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

第1-7表 

（記載省略） 

第1-8表  使用の目的8に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 
5%未満 5~20% 20%以上 

8-1

311号室 （記載省略） 

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

6-1 203AB号室 （変更なし） 

204A号室 50g 1µg 50g 1µg 1µg － 1mg 500µg 250MBq 

6-2 （変更なし） 

※ 使用の目的6-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(3) グローブボックス

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

6-1 203AB号室 （変更なし） 

204A号室 50g 1µg 50g 1µg 1µg － 1mg 500µg 250MBq 

※ 使用の目的6-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(4) その他

使用 

の 

目的 

品名 設置場所 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

6-1 ICP質量分析装置 （変更なし） 

放射能測定装置 203AB号室 1µg 1µg 1µg 1µg 1µg － 1µg 1µg 3.7MBq 

β線スペクトルメータ （変更なし） 

Ge半導体検出器 （変更なし） 

6-2 （変更なし） 

※ 使用の目的6-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

第1-7表 

（変更なし） 

第1-8表  使用の目的8に係る使用室及び使用設備の核燃料物質取扱量

(1) 使用室

使用 

の 

目的 

実験室名
称 

核燃料物質の種類 

主要設備等 天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 
5%未満 5~20% 20%以上 

8-1 119C-122(b)

号室 

3.01kg 610g 2.01kg － － － 3.201mg － 1.01GBq フード ×2台 

電子プローブマイクロアナ

ライザー    ×1台 

311号室 （変更なし） 

フードの取扱量変

更 

グローブボックス

の取扱量変更 

装置の追加 

使用室の共用に伴

う記載の追加 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－36 

変 更 前 変 更 後 備 考 

313C号室 （記載省略） 

315AB号室 （記載省略） 

315C号室 （記載省略） 

※ 使用の目的8-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

8-1

313C号室 （記載省略） 

315AB号室 （記載省略） 

315C号室 （記載省略） 

※ 使用の目的8-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(3) その他

使用 

の 

目的 

品名 設置場所 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

8-1

γスペクトロメータ （記載省略） 

液体シンチレーション

カウンタ

（記載省略） 

ICP発光分光分析装

置 

（記載省略） 

ICP質量分析装置 （記載省略） 

※ 使用の目的8-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

313C号室 （変更なし） 

315AB号室 （変更なし） 

315C号室 （変更なし） 

※ 使用の目的8-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(2) フード

使用 

の 

目的 

設置場所 
記 

号 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

8-1 119C-122(b)号室 (1) 1.5kg 300g 1kg － － － 1.6mg － 500MBq 

(2) 1.5kg 300g 1kg － － － 1.6mg － 500MBq 

313C号室 （変更なし） 

315AB号室 （変更なし） 

315C号室 （変更なし） 

※ 使用の目的8-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

(3) その他

使用 

の 

目的 

品名 設置場所 

核燃料物質の種類 

天 然 

ウラン

劣 化 

ウラン
トリウム

濃縮ウラン プルト 

ニウム

ウラン

233

使用済 

燃 料※ 5%未満 5~20% 20%以上 

8-1 電子プローブマイクロ

アナライザー 

119C-122(b)号

室 

10g 10g 10g － － － 1µg － 10MBq 

γスペクトロメータ （変更なし） 

液体シンチレーション

カウンタ

（変更なし） 

ICP発光分光分析装

置 

（変更なし） 

ICP質量分析装置 （変更なし） 

※ 使用の目的8-1の使用済燃料は、１Ｆ燃料デブリを含む。

フードの共用に伴

う記載の追加 

装置の共用に伴う

記載の追加 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－37 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第１図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 第１図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 

   ：許可の廃止

（プルトニウム研

究１棟）に伴う削除 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－38 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第2図～第3-1図 

 （記載省略） 

第2図～第3-1図 

 （変更なし） 

：間仕切りの

変更 

第
3

-2
図

 
  
第

4
研

究
棟

平
面

図
 
（

2
階

）
 

第
3

-2
図

 
  
第

4
研

究
棟

平
面

図
 
（

2
階

）
 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－39 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第3-3図～第3-4図 

 （記載省略） 

第3-5図 第4研究棟内実験室配置図 

第3-3図～第3-4図 

 （変更なし） 

第3-5図 第4研究棟内実験室配置図 

   ：使用室の使

用の目的の変更 

   ：使用室の使

用の目的の変更及

び共用 

   ：使用室の使

用の目的の変更及

び間仕切りの変更 

：使用室の共

用 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－40 

変 更 前 変 更 後 備 考 

   ：貯蔵の場所

の変更 

第
3

-6
(1

)図
 
使
用
、
貯
蔵
及
び
廃
棄
の
場
所
（
第

4
研
究
棟

1
階
）

 

第
3

-6
(1

)図
 
使
用
、
貯
蔵
及
び
廃
棄
の
場
所
（
第

4
研
究
棟

1
階
）

 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－41 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第3-6(3)図～第4-4図 

（記載省略） 

第3-6(3)図～第4-4図 

（変更なし） 

   ：貯蔵の場所

の追加 

：間仕切りの

変更 

第
3

-6
(2

)図
 
使
用
、
貯
蔵
及
び
廃
棄
の
場
所
（
第

4
研
究
棟

2
階
）

 

第
3

-6
(2

)図
 
使
用
、
貯
蔵
及
び
廃
棄
の
場
所
（
第

4
研
究
棟

2
階
）

 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－42 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第4-5図  117A､119AB､119C-122(a)､119C-122(b)号室配置図 第4-5図  117A､119AB､119C-122(a)､119C-122(b)号室配置図 

   ：装置の追

加、保管庫の配置変

更及び記載の適正

化（装置名のレイア

ウトの変更）

   ：保管庫の配

置変更 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－43 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第4-6図    201A､201BC-203C､202A､202BC-204C､203AB､203C1､204A､204B号室配置図 

第4-7図～第4-13図 

（記載省略） 

第4-6図    201A､201BC-203C､202A､202BC-204C､203AB､203C1､204A､204B号室配置図 

第4-7図～第4-13図 

（変更なし） 

   ：更新に伴う

装置の配置変更及

び間仕切りの変更 

：保管庫の追

加 

   ：撤去に伴う

装置の削除 

：装置の追加 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－44 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第4-14図 309､310BC号室配置図 

第4-15図～第5-13図 

（記載省略） 

第4-14図 309､310BC号室配置図 

第4-15図～第5-13図 

（変更なし） 

：装置の追加 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－45 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第6-1図～第6-3図 

（記載省略） 

第5-14図  保管庫I 

第6-1図～第6-3図 

（変更なし） 

新規保管庫の図面

追加 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－46 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第6-5図～第6-8図 

（記載省略） 

第6-5図～第6-8図 

（変更なし） 

記載の適正化（図の

表記の整合） 

間仕切り変更に伴

う図の変更 

記載の適正化（図の

表記の整合） 

第
6

-4
図

 
東
給
排
気
系
統

図 第
6

-4
図

 
東
給
排
気
系
統

図





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（第４研究棟） 

（添付書類１、３） 

令和５年７月



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32年法律第 166号）第 53条第 2号に規定する使用施設等の

位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関

するものを除く。） 

（第４研究棟） 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32年法律第 166号）第 53条第 2号に規定する使用施設等の

位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関

するものを除く。）

（第４研究棟） 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

１．閉じ込めの機能 

１．１ 概要 

（記載省略） 

１．２ 放射性物質の閉じ込め 

(1) 保管廃棄施設

（記載省略）

(2) 使用施設に追加する設備・機器

1)～30)

（記載省略） 

31) 放射能測定装置（201A 号室）は、核燃料物質を含む試料をフード内で焼付けした後、挿入す

る試料室は気密構造となっており、更に装置の排気を既設排気系に接続するため、作業環境中

に放射性物質の漏えいはない。 

32)（本文省略） 

～ 

62)（本文省略） 

(3) 貯蔵施設に追加する保管庫及び最大収納量を増量・減量する保管庫

（記載省略） 

１．３ 放射性物質漏えいの拡大防止対策 

（記載省略） 

１．４ 管理区域内の放射性物質濃度 

(1) 保管廃棄施設周辺の放射性物質濃度

（記載省略） 

(2) 使用施設における放射性物質濃度

（記載省略） 

１．閉じ込めの機能 

１．１ 概要  

（変更なし） 

１．２ 放射性物質の閉じ込め 

(1) 保管廃棄施設

（変更なし）

(2) 使用施設に追加する設備・機器

1)～30)

（変更なし） 

（削る） 

31)（本文変更なし） 

～ 

61)（本文変更なし） 

62）電子プローブマイクロアナライザー（119C-122(b)号室）は、核燃料物質を含む試料が固体で、

挿入する試料室は気密構造となっており、更に装置の排気を既設排気系に接続するため、作業

環境中に放射性物質の漏えいはない。 

63）粒度分布計（119C-122(b)号室）は、核燃料物質を含む試料をフード内で容器に封入し、試料

室に挿入後分析を行うため、作業環境中に放射性物質の漏えいはない。 

64) ICP質量分析装置（202A号室）は、核燃料物質を含む試料をフード内で容器に封入し、試料室

内のネブライザーを通してプラズマを発生させて分析を行うが、装置の排気を既設排気系に接

続するため、作業環境中に放射性物質の漏えいはない。 

65) 放射能測定装置（309号室）は、核燃料物質を含む試料をフード内で金属板に焼付けした後、

気密構造の試料室に挿入後分析を行い、更に装置の排気を既設排気系に接続するため、作業環

境中に放射性物質の漏えいはない。 

66) 放射能測定装置（203AB号室）は、核燃料物質を含む試料をフード内で容器に封入又は金属板

に焼付けした後、気密構造の試料室に挿入後分析を行い、更に装置の排気を既設排気系に接続

するため、作業環境中に放射性物質の漏えいはない。 

(3) 貯蔵施設に追加する保管庫及び最大収納量を増量・減量する保管庫

（変更なし） 

１．３ 放射性物質漏えいの拡大防止対策 

（変更なし） 

１．４ 管理区域内の放射性物質濃度 

(1) 保管廃棄施設周辺の放射性物質濃度

（変更なし） 

(2) 使用施設における放射性物質濃度

（変更なし） 

撤去に伴う記載削

除 

変更前 32)から 62)

まで番号繰り上げ 

装置の追加に伴う

記載内容の追加 

装置の更新に伴う

記載の明確化 

装置の追加に伴う

記載内容の追加 



 第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1）   

添付 1－3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

  1) 計算条件 

（記載省略） 

 

表1.4-(1)  119C-122(b)号室フード2台を使用した場合の､使用室内における 

3月間平均空気中放射性物質濃度と空気中濃度限度の比 

 

放射性物質 
代表放射性

物質 

飛散率 

グループ 

フード（1） フード（2） 

取扱量 
濃度限度に 

対する比 
取扱量 

濃度限度に 

対する比 

天然ウラン 

(NU) 

227Ac 
231Pa 
235U 

3 

3 

3 

1.5kg 

4.26×10-8 

1.07×10-8 

4.25×10-5 

－ － 

劣化ウラン 

(DU) 

227Ac 
231Pa 
235U 

3 

3 

3 

300g 

8.52×10-9 

2.13×10-9 

8.49×10-6 

200g 

5.68×10-9 

1.42×10-9 

5.66×10-6 

トリウム 

(Th) 

232Th 
228Th 
224Ra 

3 

3 

3 

1kg 

9.66×10-6 

8.45×10-6 

6.01×10-6 

－ － 

濃縮ウラン 

(MEU) 

227Ac 
231Pa 
235U 

3 

3 

3 

292g 

2.30×10-7 

5.76×10-8 

1.01×10-5 

－ － 

プルトニウム 

(Pu) 

227Ac 
231Pa 
229Th 

3 

3 

3 

1.6mg 

8.65×10-17 

7.11×10-17 

1.92×10-3 

－ － 

ウラン 233 

(U-233) 

229Th 
233U 
225Ac 

3 

3 

3 

100mg 

1.31×10-6 

1.99×10-5 

9.18×10-7 

－ － 

使用済核燃料 

(SF) 

227Ac 
250Cm 
231Pa 

3 

3 

3 

500MBq 

1.13×10-14 

9.05×10-18 

4.17×10-3 

240MBq 

5.45×10-15 

4.34×10-18 

2.00×10-3 

小 計 6.19×10-3  2.01×10-3 

合 計 8.20×10-3 

 

  2) 評価結果 

表1.4-(1)に示すとおり、使用室内3月間平均空気中放射性物質濃度と、線量告示に定められた

空気中濃度限度との比が最も厳しくなる119C-122(b)号室において、その値は0.0082となる｡した

がって、各使用室においても3月間平均空気中放射性物質濃度は線量告示に定められた空気中濃

度限度を超えることはない。また、外部被ばくにおける放射線従事者に係る線量限度比は、２．

遮蔽の評価より0.52となる。線量限度比と空気中濃度限度比との総和は0.529となり、線量告示

で定められた放射線業務従事者に係る濃度限度を超えることはない。 

 

参考文献 

（記載省略） 

 

 

 

 

  1) 計算条件 

（変更なし） 

 

表1.4-(1)  119C-122(b)号室フード2台を使用した場合の､使用室内における 

3月間平均空気中放射性物質濃度と空気中濃度限度の比 

 

放射性物質 
代表放射性

物質 

飛散率 

グループ 

フード（1） フード（2） 

取扱量 
濃度限度に 

対する比 
取扱量 

濃度限度に 

対する比 

天然ウラン 

(NU) 

227Ac 
231Pa 
235U 

3 

3 

3 

1.5kg 

4.26×10-8 

1.07×10-8 

4.25×10-5 

－ － 

劣化ウラン 

(DU) 

227Ac 
231Pa 
235U 

3 

3 

3 

300g 

8.52×10-9 

2.13×10-9 

8.49×10-6 

300g 

8.52×10-9 

2.13×10-9 

8.49×10-6 

トリウム 

(Th) 

232Th 
228Th 
224Ra 

3 

3 

3 

1kg 

9.66×10-6 

8.45×10-6 

6.01×10-6 

－ － 

濃縮ウラン 

(MEU) 

227Ac 
231Pa 
235U 

3 

3 

3 

292g 

2.30×10-7 

5.76×10-8 

1.01×10-5 

－ － 

プルトニウム 

(Pu) 

227Ac 
231Pa 
229Th 

3 

3 

3 

1.6mg 

8.65×10-17 

7.11×10-17 

1.92×10-3 

－ － 

ウラン 233 

(U-233) 

229Th 
233U 
225Ac 

3 

3 

3 

100mg 

1.31×10-6 

1.99×10-5 

9.18×10-7 

100mg 

1.31×10-6 

1.99×10-5 

9.18×10-7 

使用済核燃料 

(SF) 

227Ac 
250Cm 
231Pa 

3 

3 

3 

500MBq 

1.13×10-14 

9.05×10-18 

4.17×10-3 

240MBq 

5.45×10-15 

4.34×10-18 

2.00×10-3 

小 計 6.19×10-3  2.04×10-3 

合 計 8.23×10-3 

 

  2) 評価結果 

表1.4-(1)に示すとおり、使用室内3月間平均空気中放射性物質濃度と、線量告示に定められた

空気中濃度限度との比が最も厳しくなる119C-122(b)号室において、その値は0.00823となる｡し

たがって、各使用室においても3月間平均空気中放射性物質濃度は線量告示に定められた空気中

濃度限度を超えることはない。また、外部被ばくにおける放射線従事者に係る線量限度比は、２．

遮蔽の評価より0.52となる。線量限度比と空気中濃度限度比との総和は0.529となり、線量告示

で定められた放射線業務従事者に係る濃度限度を超えることはない。 

 
参考文献 

（変更なし） 
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第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1－4 

変 更 前 変 更 後 備 考 

２．遮蔽 

（記載省略） 

３．火災等による損傷の防止  

３．１ 保管廃棄施設に係る火災防護 

（記載省略） 

３．２ 使用施設に追加する設備・機器に係る火災防護 

(1) 火災の発生防止対策

1）～30） 

（記載省略） 

31) 放射能測定装置（201A号室）は、可能な限り不燃性又は難燃性の材料により構成する。

32)（本文省略） 

～ 

62)（本文省略） 

(2) 火災の拡大防止対策

（記載省略） 

３．３ 貯蔵施設に追加する保管庫に係る火災防護 

（記載省略） 

４．～21． 

（記載省略） 

22．貯蔵施設 

119C-122(b)号室の保管庫 Eの収納容積は、約 3.2×104cm3であり、現在(令和 3年 1月 13日) 核燃

料物質は保管していない。最大収納量を増量した後の核燃料物質の容積は約 4.0×102cm3であること

から、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

201A号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.4×105cm3であり、現在(令和 2年 8月 21日)保管してい

る核燃料物質の容積は約 1.1×10-1cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約

6.4×100cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

２．遮蔽 

（変更なし） 

３．火災等による損傷の防止  

３．１ 保管廃棄施設に係る火災防護 

（変更なし） 

３．２ 使用施設に追加する設備・機器に係る火災防護 

(1) 火災の発生防止対策

使用施設は、鉄筋コンクリート造りの建家である。使用室の間仕切りの主な材料は金属（不燃

性）である。 

1）～30） 

（変更なし） 

（削る） 

31)（本文変更なし） 

～ 

61)（本文変更なし） 

62）電子プローブマイクロアナライザー（119C-122(b)号室）は、可能な限り不燃性又は難燃性の

材料により構成する。主な材料は金属（不燃性）である。また、過熱防止対策として冷却水検

知機構を備える。 

63）粒度分布計（119C-122(b)号室）は、可能な限り不燃性又は難燃性の材料により構成する。主

な材料は金属（不燃性）である。 

64) ICP質量分析装置（202A号室）は、可能な限り不燃性又は難燃性の材料により構成する。主な

材料は金属（不燃性）である。また、過熱防止対策として冷却水検知機構を備える。 

65) 放射能測定装置（309号室）は、可能な限り不燃性又は難燃性の材料により構成する。主な材

料は金属（不燃性）である。 

66) 放射能測定装置（203AB号室）は、可能な限り不燃性又は難燃性の材料により構成する。主な

材料は金属（不燃性）である。 

(2) 火災の拡大防止対策

（変更なし） 

３．３ 貯蔵施設に追加する保管庫に係る火災防護 

（変更なし） 

４．～21． 

（変更なし） 

22．貯蔵施設 

119C-122(b)号室の保管庫 Eの収納容積は、約 3.2×104cm3であり、現在(令和 4年 9月 1日) 核燃

料物質は保管していない。最大収納量を増量した後の核燃料物質の容積は約 4.0×102cm3であること

から、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

201A号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.4×105cm3であり、現在(令和 4年 9月 1日)保管している

核燃料物質の容積は約 8.5×10-2cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約

6.4×100cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

本申請の変更を踏

まえ実効線量を評

価した結果、実効線

量が最大となる位

置及び最大実効線

量に変更はない 

間仕切り変更に伴

う記載内容の追加 

撤去に伴う記載削

除 

変更前 32)から 62）

まで番号繰り上げ 

装置の追加に伴う

記載内容の追加 

装置の更新に伴う

記載の明確化 

装置の追加に伴う

記載内容の追加 

最大収納量の変更

に伴う変更（変更後

の核燃料物質の容

積は切上げ処理に

包含され変更なし） 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1－5 

変 更 前 変 更 後 備 考 

407号室の保管庫 Gの収納容積は、約 7.0×104cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管している

核燃料物質の容積は約8.3×100cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約4.7

×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

204B号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.0×105cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管してい

る核燃料物質の容積は約 1.5×100cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約

6.4×100cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

102-104号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 8月 21日)核燃料物

質は保管していない。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約 6.0×101cm3であること

から、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

119C-122(a)号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管

している核燃料物質の容積は約 2.5×10-6cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容

積は約 4.1×10-1cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

202BC-204C号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管

している核燃料物質の容積は約 1.0×10-7cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容

積は約 3.7×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

213号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 8月 21日)保管している

核燃料物質の容積は約3.7×100cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約2.2

×102cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

315AB号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管してい

る核燃料物質の容積は約 8.7×10-1cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約

5.0×102cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

321A号室の保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3であり、現在(令和2年8月21日) 保管している核

燃料物質の容積は約1.1×100cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約1.2×

101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

322BC号室の保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3であり、現在(令和2年8月21日)保管している核

燃料物質の容積は約7.4×100cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約7.6×

101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

101AB号室の保管庫Aの収納容積は、約1.4×105cm3であり、現在(令和2年8月21日)保管している核

燃料物質の容積は約3.3×10-1cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約

6.7×10-1cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

418BC号室の保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3であり、現在(令和2年8月21日)保管している核

燃料物質の容積は約9.1×100cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約

5.6×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

207C-209C号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質

の容積は約7.5×100cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

317BC号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質の容

積は約7.9×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

403AB号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質の容

積は約1.3×100cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

416号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質の容積

は約3.8×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

419-421BC号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質

の容積は約1.2×103cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

保管庫の型を変更する413A号室の保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3であり、変更前の保管庫に

現在(令和3年1月13日)保管している核燃料物質の容積は約8.6×10-1cm3である。最大収納量の核燃料

物質の容積は約3.8×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

407号室の保管庫 Gの収納容積は、約 7.0×104cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管している

核燃料物質の容積は約8.3×100cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約4.7

×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

204B号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.0×105cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管してい

る核燃料物質の容積は約 1.5×100cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約

6.4×100cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

102-104号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 8月 21日)核燃料物

質は保管していない。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約 6.0×101cm3であること

から、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

119C-122(a)号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管

している核燃料物質の容積は約 2.5×10-6cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容

積は約 4.1×10-1cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

202BC-204C号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管

している核燃料物質の容積は約 1.0×10-7cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容

積は約 3.7×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

213号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 8月 21日)保管している

核燃料物質の容積は約3.7×100cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約2.2

×102cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

315AB号室の保管庫 Aの収納容積は、約 1.2×105cm3であり、現在(令和 2年 3月 16日)保管してい

る核燃料物質の容積は約 8.7×10-1cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約

5.0×102cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

321A号室の保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3であり、現在(令和2年8月21日) 保管している核

燃料物質の容積は約1.1×100cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約1.2×

101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

322BC号室の保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3であり、現在(令和2年8月21日)保管している核

燃料物質の容積は約7.4×100cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約7.6×

101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

101AB号室の保管庫Aの収納容積は、約1.4×105cm3であり、現在(令和2年8月21日)保管している核

燃料物質の容積は約3.3×10-1cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約

6.7×10-1cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

418BC号室の保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3であり、現在(令和2年8月21日)保管している核

燃料物質の容積は約9.1×100cm3である。最大収納量を増量した後の核燃料物質の収納容積は約

5.6×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

207C-209C号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質

の容積は約7.5×100cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

317BC号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質の容

積は約7.9×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

403AB号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質の容

積は約1.3×100cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

416号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質の容積

は約3.8×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

419-421BC号室に追加する保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3である。最大収納量の核燃料物質

の容積は約1.2×103cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

保管庫の型を変更する413A号室の保管庫Aの収納容積は、約1.2×105cm3であり、変更前の保管庫に

現在(令和3年1月13日)保管している核燃料物質の容積は約8.6×10-1cm3である。最大収納量の核燃料

物質の容積は約3.8×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類 1） 

添付 1－6 

変 更 前 変 更 後 備 考 

また、保管庫には許可なくして触れることを禁ずる旨の標識を設け、扉を施錠管理する。 

なお、SFについては燃焼度 70GWd/tを基に計算した結果、1MBq当たり約 1.35×10-6cm3とし算出し

た。 

23.～28． 

（記載省略） 

204A号室に追加する保管庫Iの収納容積は、約3.6×104cm3である。最大収納量の核燃料物質の容積

は約1.4×101cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

309号室の保管庫Hの収納容積は、約1.6×104cm3であり、現在(令和4年9月1日)保管している核燃料

物質の容積は約1.1×100cm3である。最大収納量を減量した後の核燃料物質の収納容積は約

1.2×102cm3であることから、当該保管庫は核燃料物質を十分に保管する能力がある。 

また、保管庫には許可なくして触れることを禁ずる旨の標識を設け、扉を施錠管理する。 

なお、SFについては燃焼度 70GWd/tを基に計算した結果、1MBq当たり約 1.35×10-6cm3とし算出し

た。 

23.～28． 

（変更なし） 

保管庫の追加に伴

う記載の追加 

最大収納量の変更

に伴う記載の追加 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（第 4 研究棟） 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（第 4 研究棟） 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（記載省略） （変更なし） 





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（第４研究棟） 

（別添１） 

令和５年７月



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添 1） 

別添 1－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

別添１ 

１Ｆ燃料デブリに係る使用の方法 

（第４研究棟） 

別添１ 

１Ｆ燃料デブリに係る使用の方法 

（第４研究棟） 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添 1） 

別添 1－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

１Ｆ燃料デブリに係る使用の方法、核燃料物質の種類等について以下に示す。また、変更後における核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号)第 53条第 2号に規定する使用

施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明について、別添 1-添付書類 1に示す。 

1.～4. 

（記載省略） 

5. 貯蔵施設の位置

貯蔵施設の位置 

第４研究棟の地理的状況は、本文「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。 

 １Ｆ燃料デブリは、本文「8-3 貯蔵施設の設備」に記載されている貯蔵施設

のうち、以下の貯蔵施設において貯蔵する。 

・核燃料物質貯蔵室内の保管庫(1)、保管庫(2)、貯蔵ピット

（使用の目的 2） 

・保管庫 A（201A号室）、保管庫 A（317BC号室）、

保管庫 A（419-421BC号室）、保管庫 E（119C-122(b)号室）

（使用の目的 3） 

・保管庫 A（403AB号室）

（使用の目的 4） 

・保管庫 A（322BC号室）、保管庫 A（418BC号室）

（使用の目的 5） 

・保管庫 D（402BC号室）、保管庫 E（404C号室）、

保管庫 F（404C号室）

（使用の目的 7） 

・保管庫 A（102-104号室）、保管庫 A（119C-122(a)号室）、

保管庫 A（202BC-204C号室）、保管庫 A（213号室）

（使用の目的 8） 

・保管庫 A（315AB号室）

 貯蔵施設の位置を本文第 4-1図、第 4-5図、第 4-6図、第 4-9図、第 4-16図、

第 4-17図、第 4-18図、第 4-23図、第 4-24図、第 5-1図、第 5-2図に示す。 

１Ｆ燃料デブリに係る使用の方法、核燃料物質の種類等について以下に示す。また、変更後における核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号)第 53 条第 2 号に規定する使用

施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明について、別添 1-添付書類 1に示す。 

1.～4. 

（変更なし） 

5. 貯蔵施設の位置

貯蔵施設の位置 

第４研究棟の地理的状況は、本文「7-1 使用施設の位置」記載のとおり。 

 １Ｆ燃料デブリは、本文「8-3 貯蔵施設の設備」に記載されている貯蔵施設

のうち、以下の貯蔵施設において貯蔵する。 

・核燃料物質貯蔵室内の保管庫(1)、保管庫(2)、貯蔵ピット

（使用の目的 2） 

・保管庫 A（201A号室）、保管庫 A（317BC号室）、

保管庫 A（419-421BC号室）、保管庫 E（119C-122(b)号室）

（使用の目的 3） 

・保管庫 A（403AB号室）

（使用の目的 4） 

・保管庫 A（322BC号室）、保管庫 A（418BC号室）

（使用の目的 5） 

・保管庫 D（402BC号室）、保管庫 E（404C号室）、

保管庫 F（404C号室）

（使用の目的 6） 

・保管庫 I（204A号室）

（使用の目的 7） 

・保管庫 A（102-104号室）、保管庫 A（119C-122(a)号室）、

保管庫 A（202BC-204C号室）、保管庫 A（213号室）

（使用の目的 8） 

・保管庫 A（315AB号室）

 貯蔵施設の位置を本文第 4-1図、第 4-5図、第 4-6図、第 4-9図、第 4-16図、

第 4-17図、第 4-18図、第 4-23図、第 4-24図、第 5-1図、第 5-2図に示す。 

保管庫の追加 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添 1） 

別添 1－3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

別添１－添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32年法律第 166号）第 53条第 2号に規定する使用施設等の位置、構造

及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除

く。） 

（第４研究棟） 

別添１－添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32年法律第 166号）第 53条第 2号に規定する使用施設等の位置、構造

及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除

く。） 

（第４研究棟） 



第４研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（別添 1） 

別添 1－4 

変 更 前 変 更 後 備 考 

（記載省略） （変更なし） 





別添（８） 

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（再処理特別研究棟） 

（申請書本文） 

令和５年７月 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-1 

変  更  前 変  更  後 備 考 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（記載省略） 

２．使用の目的及び方法 

（記載省略） 

３．核燃料物質の種類 

（記載省略） 

４．使用の場所 

使用の場所 

再処理特別研究棟 

 再処理特別研究棟は、東海村東端の国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構原子力科学研究所敷地内の南側、プルトニウム研究１棟の東側に隣接し

た位置にある。 

 図４－１に原子力科学研究所周辺及び本施設の位置を示す。図４－２に再

処理特別研究棟周辺要図を示す。 

再処理特別研究棟東西横断面図を図４－３、図４－４に、平面図を図４－

５に、廃液操作・貯蔵室断面図及び地下２階平面図を図４－６に、廃液長期

貯蔵施設平面図を図４－７に、断面図を図４－８にそれぞれ示す。また、再

処理特別研究棟の使用、貯蔵、廃棄の場所を図４－５－１に、廃液長期貯蔵

施設の使用、貯蔵、廃棄の場所を図４－７－１に示す。 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（記載省略） 

６．使用済燃料の処分の方法 

（記載省略） 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

７－１ 使用施設の位置 

（記載省略） 

７－２ 使用施設の構造 

（記載省略） 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（変更なし） 

２．使用の目的及び方法 

（変更なし） 

３．核燃料物質の種類 

（変更なし） 

４．使用の場所 

使用の場所 

再処理特別研究棟 

 再処理特別研究棟は、東海村東端の国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構原子力科学研究所敷地内の南側、プルトニウム研究１棟の東側に隣接し

た位置にある。 

 図４－１に原子力科学研究所周辺及び本施設の位置を示す。図４－２に再

処理特別研究棟周辺要図を示す。 

再処理特別研究棟東西横断面図を図４－３、図４－４に、平面図を図４－

５に、廃液操作・貯蔵室断面図及び地下２階平面図を図４－６にそれぞれ示

す。また、再処理特別研究棟の使用、貯蔵、廃棄の場所を図４－５－１に示

す。 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

（変更なし） 

６．使用済燃料の処分の方法 

（変更なし） 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

７－１ 使用施設の位置 

（変更なし） 

７－２ 使用施設の構造 

（変更なし） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該図の削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-2 

変  更  前 変  更  後 備 考 

７－３ 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕 様 

放射線管理設備 一式 本設備は、管理区域内の線量当量率、表面密度及び排気中の

放射性物質の濃度の監視等を行うための設備で、作業環境モニ

タリング設備、排気モニタリング設備及び個人被ばくモニタリ

ング設備からなる。  図７－７参照 

作業環境モニタリング設備 

・サーベイメータ 一式

線量当量率及び表面密度の測定用 

アルファ線用、ベータ（ガンマ）線用、ガンマ線用

・ハンドフットクロスモニタ 一式

手足及び衣服の汚染検査用 

 アルファ・ベータ（ガンマ）線用 

排気モニタリング設備 

・排気ダストモニタ 一式

排気口から施設外へ放出する排気中の放射性物質の濃度

の連続監視用 

測定対象：アルファ放射性物質 

ベータ（ガンマ）放射性物質 

・放射線監視盤 一式

  排気ダストモニタの監視用 

個人被ばくモニタリング設備 

・個人線量計 一式

実効線量の測定用 

個人線量計、ポケット線量計 

警報設備 一式 本設備は、施設の運転状態に異常が生じた時、速やかに異常

を検知し、警報を発するための設備である。 

表７－２、図７－８参照 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

７－３ 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕 様 

放射線管理設備 一式 本設備は、管理区域内の線量当量率、表面密度及び排気中の

放射性物質の濃度の監視等を行うための設備で、作業環境モニ

タリング設備及び排気モニタリング設備からなる。

図７－７参照

作業環境モニタリング設備 

・サーベイメータ 一式

線量当量率及び表面密度の測定用 

アルファ線用、ベータ（ガンマ）線用、ガンマ線用

・ハンドフットクロスモニタ 一式

手足及び衣服の汚染検査用 

 アルファ・ベータ（ガンマ）線用 

排気モニタリング設備 

・排気ダストモニタ 一式

排気口から施設外へ放出する排気中の放射性物質の濃度

の連続監視用 

測定対象：アルファ放射性物質 

ベータ（ガンマ）放射性物質 

・放射線監視盤 一式

排気ダストモニタの監視用 

警報設備 一式 本設備は、施設の運転状態に異常が生じた時、速やかに異常

を検知し、警報を発するための設備である。 

表７－２、図７－８参照 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

個人線量計は

施設の設備で

はないため個

人被ばくモニ

タリング設備

を削除 

個人線量計は

施設の設備で

はないため個

人被ばくモニ

タリング設備

を削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-3 

変  更  前 変  更  後 備 考 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

９－１ 気体廃棄施設 

（１） 気体廃棄施設の位置

気体廃棄施設 

の位置 

再処理特別研究棟の地理的状況は、「７－１使用施設の位置」に記載のと

おり。 

気体廃棄施設は、図４－５、４－７に示す再処理特別研究棟の本建家１

階の１２６号室、屋外の第１スタック、第２スタック及び廃液長期貯蔵施

設のフィルタ室である。また、再処理特別研究棟の廃棄の場所を図４－５

－１、４－７－１に、給排気系統図を図９－10、９－11に示す。 

（２） 気体廃棄施設の構造

気体廃棄施設 

の名称 
構 造 床面積 設 計 仕 様 

排風機室 

（１２６号室） 

耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 230m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井、床：合成樹脂ペンキ 

仕上げ 

第１スタック 

第２スタック 

鋼鉄製 

鋼鉄製 
－ 

地上高 30m 

地上高 10m 

フィルタ室 耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 28m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：合成樹脂ペンキ仕上げ 

床：合成樹脂ライニング仕上 

げ 

（３） 気体廃棄施設の設備

気体廃棄設備の名称 個数 仕 様 

気

体

廃

棄

設

備 

排風機 25台 排気第１系統：２台（１台は予備機） 

  排気箇所：１４５号室、地下ピット 

 排気能力：1,000m３/h 

排気第２系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：旧Ｐｕセル 

排気能力：1,800m３/h  

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

９－１ 気体廃棄施設 

（１） 気体廃棄施設の位置

気体廃棄施設 

の位置 

再処理特別研究棟の地理的状況は、「７－１使用施設の位置」に記載のと

おり。 

気体廃棄施設は、図４－５に示す再処理特別研究棟の本建家１階の１２

６号室、屋外の第１スタック及び第２スタックである。また、再処理特別

研究棟の廃棄の場所を図４－５－１に、給排気系統図を図９－10に示す。 

（２） 気体廃棄施設の構造

気体廃棄施設 

の名称 
構 造 床面積 設 計 仕 様 

排風機室 

（１２６号室） 

耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 230m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井、床：合成樹脂ペンキ 

仕上げ 

第１スタック 

第２スタック 

鋼鉄製 

鋼鉄製 
－ 

地上高 30m 

地上高 10m 

（削る） 

（３） 気体廃棄施設の設備

気体廃棄設備の名称 個数 仕 様 

気

体

廃

棄

設

備 

排風機 22台 排気第１系統：２台（１台は予備機） 

  排気箇所：１４５号室、地下ピット 

 排気能力：1,000m３/h 

排気第２系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：旧Ｐｕセル 

排気能力：1,800m３/h  

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該図の削除 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該気体廃棄

施設の削除 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該排風機の

解体撤去によ

る個数変更 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-4 

変  更  前 変  更  後 備 考 

気

体

廃

棄

設

備 

排風機 排気第３系統：１台 

排気箇所：核燃料物質貯蔵庫、１４１・１４２・１４３ 

・２３２・２４１・２４３・２４４号室

排気能力：18,240m３/h 

排気第６系統：１台 

排気箇所：１２１・１３１・１３３・１３７号室 

排気能力：3,190m３/h 

排気第７系統：１台 

排気箇所：１３２・１３９・２２２号室、地下ピット 

排気能力：5,170m３/h 

排気第９系統：１台 

排気箇所：２３１・２３２号室 

排気能力：3,400m３/h 

排気第 10系統：１台 

排気箇所：１２６・２３２号室 

排気能力：2,820m３/h 

排気第 11系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：ＳＲセル、旧サブケーブ 

排気能力：810m３/h 

排気第 12系統：１台 

排気箇所：Ⅱ棟ポンプ室 

排気能力：1,920m３/h 

排気第 13系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：旧湿式残存機器ベント、廃液操作・貯蔵室機器ベ

ント

排気能力：300m３/h 

気

体

廃

棄

設

備 

排風機 排気第３系統：１台 

排気箇所：核燃料物質貯蔵庫、１４１・１４２・１４３ 

・２３２・２４１・２４３・２４４号室

排気能力：18,240m３/h 

排気第６系統：１台 

排気箇所：１２１・１３１・１３３・１３７号室 

排気能力：3,190m３/h 

排気第７系統：１台 

排気箇所：１３２・１３９・２２２号室、地下ピット 

排気能力：5,170m３/h 

排気第９系統：１台 

排気箇所：２３１・２３２号室 

排気能力：3,400m３/h 

排気第 10系統：１台 

排気箇所：１２６・２３２号室 

排気能力：2,820m３/h 

排気第 11系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：ＳＲセル、旧サブケーブ 

排気能力：810m３/h 

排気第 12系統：１台 

排気箇所：Ⅱ棟ポンプ室 

排気能力：1,920m３/h 

排気第 13系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：旧湿式残存機器ベント、廃液操作・貯蔵室機器ベ

ント

排気能力：300m３/h 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-5 

変  更  前 変  更  後 備 考 

気

体

廃

棄

設

備 

排風機 排気第 14系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：旧ホットケーブ、１２３号室 

排気能力：3,500m３/h 

排気第 15系統：１台 

排気箇所：１２２・１２３・１２４号室 

排気能力：3,450m３/h 

排気第 16系統：１台 

排気箇所：２２１号室、トイレ、シャワー室 

排気能力：1,800m３/h 

排気第 17系統：１台 

排気箇所：１２６号室 

排気能力：4,500m３/h 

排気第 20系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：廃液操作・貯蔵室内（サンプリング室、タンク室） 

排気能力：6,000m３/h 

排気第 21系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：廃液長期貯蔵施設内（サンプリング室、ポンプ室、

ＬＶ－１室、ＬＶ－２室、ＬＶ－３～６室） 

排気能力：600m３/h 

排気第 22系統：１台 

排気箇所：廃液長期貯蔵施設内（計器室、サンプリング室、 

ローディング室、フィルタ室）

排気能力：3,370m３/h 

排気第 24系統：１台 

排気箇所：３２３号室 

排気能力：4,500m３/h 

気

体

廃

棄

設

備 

排風機 排気第 14系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：旧ホットケーブ、１２３号室 

排気能力：3,500m３/h 

排気第 15系統：１台 

排気箇所：１２２・１２３・１２４号室 

排気能力：3,450m３/h 

排気第 16系統：１台 

排気箇所：２２１号室、トイレ、シャワー室 

排気能力：1,800m３/h 

排気第 17系統：１台 

排気箇所：１２６号室 

排気能力：4,500m３/h 

排気第 20系統：２台（１台は予備機） 

排気箇所：廃液操作・貯蔵室内（サンプリング室、タンク室） 

排気能力：6,000m３/h 

排気第 24系統：１台 

排気箇所：３２３号室 

排気能力：4,500m３/h 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該排風機設

の解体撤去に

よる削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-6 

変  更  前 変  更  後 備 考 

気

体

廃

棄

設

備 

排気フィルタ 24台  

排気第１系統 

排気第２系統 

排気第３系統         プレフィルタ  １段 

排気第 11系統        高性能フィルタ ２段 

排気第 14系統 

排気第 21系統 

 

 

排気第６系統 

排気第７系統 

排気第９系統 

排気第 10系統 

排気第 12系統 

排気第 13系統        プレフィルタ  １段 

排気第 15系統        高性能フィルタ １段 

排気第 16系統 

排気第 17系統 

排気第 20系統 

排気第 22系統 

排気第 24系統 

 

排気口 2基 第１スタック：地上高 30m 

第２スタック：地上高 10m 

排気モニタ 各1式 第１スタック：ダストモニタ 

第２スタック：ダストサンプラ 

その他  外部排気の際は、３月間平均の排気中の放射性物質濃度が周辺監視

区域境界外の空気中において、平成 27 年原子力規制委員会告示第８

号に定める濃度限度以下となるよう管理する。 

警報設備 「７－３使用施設の設備」に記載のとおり。 

 

 

（４） 使用を停止し、維持管理する気体廃棄施設の設備 

（記載省略） 

 

 

 

 

 

気

体

廃

棄

設

備 

排気フィルタ 21台  

排気第１系統 

排気第２系統 

排気第３系統        プレフィルタ  １段 

排気第 11系統        高性能フィルタ ２段 

排気第 14系統 

 

 

 

排気第６系統 

排気第７系統 

排気第９系統 

排気第 10系統 

排気第 12系統 

排気第 13系統        プレフィルタ  １段 

排気第 15系統        高性能フィルタ １段 

排気第 16系統 

排気第 17系統 

排気第 20系統 

 

排気第 24系統 

 

排気口 2基 第１スタック：地上高 30m 

第２スタック：地上高 10m 

排気モニタ 各1式 第１スタック：ダストモニタ 

第２スタック：ダストサンプラ 

その他  外部排気の際は、３月間平均の排気中の放射性物質濃度が周辺監視

区域境界外の空気中において、平成 27 年原子力規制委員会告示第８

号に定める濃度限度以下となるよう管理する。 

警報設備 「７－３使用施設の設備」に記載のとおり。 

 

 

（４） 使用を停止し、維持管理する気体廃棄施設の設備 

（変更なし） 

 

 

 

 

 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該排気フィ

ルタの解体撤

去による削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該排気フィ

ルタの解体撤

去による削除 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-7 

変  更  前 変  更  後 備 考 

９－２ 液体廃棄施設 

（１） 液体廃棄施設の位置

液体廃棄施設 

の位置 

再処理特別研究棟の地理的状況は、「７－１使用施設の位置」に記載のと

おり。 

液体廃棄施設は、図４－５、４－７に示す再処理特別研究棟の廃液操作・

貯蔵室及び廃液長期貯蔵施設である。また、再処理特別研究棟の廃棄の場

所を図４－５－１、４－７－１に、排水系統図を図９－９に、建家間排水

系統図を図９－９－１に示す。 

（２） 液体廃棄施設の構造

液体廃棄施設 

の名称 
構 造 床面積 設 計 仕 様 

廃液操作 

・貯蔵室

耐震・耐火構造 

地上１階地下２階 

鉄筋コンクリート造 

図４－６参照 

地上１階

地下１階 

約 40m2 

地下２階 

約 123m2

壁厚：35cm以上 

天井：合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：地上１階、地下１階； 

合成樹脂ライニング 

仕上げ 

地下２階（貯槽室）； 

SUS304ライニング 

仕上げ 

廃液長期 

貯蔵施設 

耐震・耐火構造 

地上１階地下１階 

鉄筋コンクリート造 

（一部鋼板造） 

図４－７、４－８参照 

地上１階 

約 170m2 

地下１階 

約 130m2 

壁厚：15cm以上 

一部鋼板：0.6cm以上 

天井：合成樹脂ペンキ仕上げ 

柱  ：55cm×55cm 

床 ：地上１階；合成樹脂ライ 

ニング仕上げ

地下１階；SUS304L ライ

ニング仕上げ、

ポリエステルライニ

ング仕上げ

９－２ 液体廃棄施設 

（１） 液体廃棄施設の位置

液体廃棄施設 

の位置 

再処理特別研究棟の地理的状況は、「７－１使用施設の位置」に記載のと

おり。 

液体廃棄施設は、図４－５に示す再処理特別研究棟の廃液操作・貯蔵室

である。また、再処理特別研究棟の廃棄の場所を図４－５－１に、排水系

統図を図９－９に、建家間排水系統図を図９－９－１に示す。 

（２） 液体廃棄施設の構造

液体廃棄施設 

の名称 
構 造 床面積 設 計 仕 様 

廃液操作 

・貯蔵室

耐震・耐火構造 

地上１階地下２階 

鉄筋コンクリート造 

図４－６参照 

地上１階

地下１階 

約 40m2 

地下２階 

約 123m2

壁厚：35cm以上 

天井：合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：地上１階、地下１階； 

合成樹脂ライニング 

仕上げ 

地下２階（貯槽室）； 

SUS304ライニング 

仕上げ 

（削る） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該図の削除 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

液体廃棄施設

の削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-8 

変  更  前 変  更  後 備 考 

    （３） 液体廃棄施設の設備 

液体廃棄設備の名称 個数 仕        様 

液

体

廃

棄

設

備 

排水槽 2基 設 置 場 所：廃液操作・貯蔵室 

・ＷＶ－１、２貯槽 

寸 法：152cmφ×190cmH×0.5cmt 

容 量：3.5m３ 

材 質：SUS-304L 

湿式再処理試

験残存廃液貯

槽 

9基 設 置 場 所：廃液操作・貯蔵室 

・ＷＶ－３～５貯槽 

 寸 法：152cmφ×190cmH×0.5cmt 

   材 質：SUS-304L 

   容 量：3.5m３ 

・ＷＶ－７～１２貯槽 

 寸 法：122cmφ×150cmH×0.5cmt 

   材 質：SUS-304L 

   容 量：1.8m３ 

・制御盤、計装機器、ポンプ、試料採取装置 

建家間排水管 

（図９－９－

１参照） 

２系統 設 置 場 所：再処理特別研究棟本建家～廃液長期貯蔵施設 

配管径：20～25mm 

材 質：SUS28 

なお、１系統は使用を停止し溶接により閉止しているため、

定期的に点検を行い、その閉じ込め機能が維持されているこ

とを確認する。 

その他 廃液貯槽からサンプリングを行い、廃液中の放射性物質濃度を測

定する。測定の結果、線量告示の濃度限度以下の場合は一般排水を

行い、濃度限度を超える場合は廃棄物処理場に送り処理する。 

警報設備 「７－３使用施設の設備」に記載のとおり。 

 

 ９－３ 固体廃棄施設 

再処理特別研究棟から発生する固体廃棄物は、原子力科学研究所の共通の廃棄施設である放射性廃

棄物処理場に引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。本施設においては、放射性廃棄物処理場に引き渡す

までの限られた期間、以下の保管廃棄施設において保管する。 

 

  （１） 固体廃棄施設の位置 

固体廃棄施設 

の位置 

再処理特別研究棟の地理的状況は、「７－１使用施設の位置」に記載のと

おり。 

固体廃棄施設は、図４－５及び図４－７に示す再処理特別研究棟の本建

家１階１２３号室、１２４号室、１３１号室、１３２号室及び廃液長期貯

蔵施設１階ローディング室である。また、再処理特別研究棟の廃棄の場所

を図４－５－１及び図４－７－１に示す。 

 

 

 

 

 

    （３） 液体廃棄施設の設備 

液体廃棄設備の名称 個数 仕        様 

液

体

廃

棄

設

備 

排水槽 2基 設 置 場 所：廃液操作・貯蔵室 

・ＷＶ－１、２貯槽 

寸 法：152cmφ×190cmH×0.5cmt 

容 量：3.5m３ 

材 質：SUS-304L 

湿式再処理試

験残存廃液貯

槽 

9基 設 置 場 所：廃液操作・貯蔵室 

・ＷＶ－３～５貯槽 

 寸 法：152cmφ×190cmH×0.5cmt 

   材 質：SUS-304L 

   容 量：3.5m３ 

・ＷＶ－７～１２貯槽 

 寸 法：122cmφ×150cmH×0.5cmt 

   材 質：SUS-304L 

   容 量：1.8m３ 

・制御盤、計装機器、ポンプ、試料採取装置 

 

 

（削る） 

その他 廃液貯槽からサンプリングを行い、廃液中の放射性物質濃度を測

定する。測定の結果、線量告示の濃度限度以下の場合は一般排水を

行い、濃度限度を超える場合は廃棄物処理場に送り処理する。 

警報設備 「７－３使用施設の設備」に記載のとおり。 

 

 ９－３ 固体廃棄施設 

再処理特別研究棟から発生する固体廃棄物は、原子力科学研究所の共通の廃棄施設である放射性廃

棄物処理場に引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。本施設においては、放射性廃棄物処理場に引き渡

すまでの限られた期間、以下の保管廃棄施設において保管する。 

 

  （１） 固体廃棄施設の位置 

固体廃棄施設 

の位置 

再処理特別研究棟の地理的状況は、「７－１使用施設の位置」に記載のと

おり。 

固体廃棄施設は、図４－５に示す再処理特別研究棟の本建家１階１２３

号室、１２４号室、１３１号室及び１３２号室である。また、再処理特別

研究棟の廃棄の場所を図４－５－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴い

建家間排水管

の解体撤去に

よる削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該図の削除 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

（２） 固体廃棄施設の構造

固体廃棄施設 

の名称 
構 造 床面積 設 計 仕 様 

保

管

廃

棄

施

設 

１２３号室 耐震・耐火構造 

壁、柱：鉄筋コンクリート

造 

天井：鋼板 

床：鉄筋コンクリート造、

鋼板 

約 45m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：0.5cm 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 8m３ （200ℓドラム缶換 

算 40本） 

１２４号室 耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 23m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：18cm以上 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 6m３ （200ℓドラム缶換算

30本） 

１３１号室 耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 127m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：15cm以上 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 36m３ （200ℓドラム缶換

算 180本） 

（２） 固体廃棄施設の構造

固体廃棄施設 

の名称 
構 造 床面積 設 計 仕 様 

保

管

廃

棄

施

設 

１２３号室 耐震・耐火構造 

壁、柱：鉄筋コンクリート

造 

天井：鋼板 

床：鉄筋コンクリート造、

鋼板 

約 45m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：0.5cm 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 8m３ （200ℓドラム缶換 

算 40本） 

１２４号室 耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 23m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：18cm以上 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 6m３ （200ℓドラム缶換算

30本） 

１３１号室 耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 127m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：15cm以上 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 36m３ （200ℓドラム缶換

算 180本） 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

１３２号室 耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 27m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：15cm以上 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 8m３ （200ℓドラム缶換算

40本） 

ローディング

室 

耐震・耐火構造 

床、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

壁：鉄筋コンクリート造、

鋼板 

約 9m2 壁厚：15cm以上（普通コンクリ

ート） 

：0.16cm鋼板 2枚合わせ 

柱  ：55cm×55cm 

天井：9cm以上 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 1.2m３ （200ℓドラム缶

換算 6本） 

廃棄の方法： 固体廃棄物は、可燃性、不燃性等に区分し、適切な固体廃棄物容器に

封入する。ただし、封入することが著しく困難なものは、放射性物質の

飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。 

可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容

器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講

ずる。これらは、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、

施設内の保管廃棄施設に保管する。なお、容器表面の 1cm 線量当量率が

高い固体廃棄物については、距離の確保又は遮蔽を施す等により線量の

低減措置を行い保管する。 

また、保管廃棄する区域は建家の壁等により、その他の区域と区画し、

標識を設け、人の立ち入りを制限して管理する。 

１３２号室 耐震・耐火構造 

床、壁、天井、柱： 

鉄筋コンクリート造 

約 27m2 壁厚：15cm以上 

柱  ：55cm×55cm 

天井：15cm以上 

合成樹脂ペンキ仕上げ 

床 ：合成樹脂ライニング 

仕上げ 

区画の方法： 

建家の壁及び扉により区画

する（出入口扉にて施錠）。 

保管能力： 

約 8m３ （200ℓドラム缶換算

40本） 

（削る） 

廃棄の方法： 固体廃棄物は、可燃性、不燃性等に区分し、適切な固体廃棄物容器に

封入する。ただし、封入することが著しく困難なものは、放射性物質の

飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。 

可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容

器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講

ずる。これらは、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、

施設内の保管廃棄施設に保管する。なお、容器表面の 1cm 線量当量率が

高い固体廃棄物については、距離の確保又は遮蔽を施す等により線量の

低減措置を行い保管する。 

また、保管廃棄する区域は建家の壁等により、その他の区域と区画し、

標識を設け、人の立ち入りを制限して管理する。 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該保管廃棄

施設の削除 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

（３） 固体廃棄施設の設備

（記載省略） 

表７－１ （欠番） 

（３） 固体廃棄施設の設備

（変更なし） 

表７－１ （欠番） 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

表７－２ 警報設備 

種  類 計  器 型 式 検 出 場 所 設  定  値 警報場所＊ 警報時の措置 

貯槽等液位 液 面 計 空 気 吹 込 式 

廃液操作・貯蔵室 

貯槽 

（12基） 

内容積の 90％ 廃操制御盤 

WV-1, 2は予備槽

への切替、液のサ

ンプリング、排出

等 

その他は計器点

検、配管系点検等 

廃液操作・貯蔵室 

貯槽室床ピット  

 （１ヶ所） 

床面高さ 廃操制御盤 計器点検 

現場確認 

液のサンプリン

グ、排出等 

廃液長期貯蔵施設 

高レベルピット 

 （１ヶ所） 

内容積の 50％ 長期制御盤 

商用電源 継 電 器 電 圧 式 配 電 盤 
定格電圧の 80％ ５

秒 

空調制御盤 

機器点検 

予備機運転等 

負 圧 圧 力 計 圧力スイッチ式 
セ ル 98Pa ～ 294Pa 

貯  槽 種 々 

圧 空 

温 度 計 

圧 力 計 

電 流 計 

温度スイッチ式 

圧力スイッチ式 

Ｎ Ｆ Ｂ 熱 電 式 

冷却水ジャケット 

レシーバータンク

圧 空 制 御 盤 

水  温  55℃ 

空気圧  343kPa 

135A 

冷 却 水 水 圧 計 圧力スイッチ式 冷 却 水 本 管 水  圧  78kPa 

排気 

放射能濃度 
排気モニタ レートメータ式

第１スタック 

（ダストサンプリ

ング）

一日平均 

α： 7×10-８ Bq/cm３ 

β： 1×10-４ Bq/cm３ 

放管監視盤 

データ解析 

原因究明等 

火 災 

火 災 

警 報 器 

自

動 

差  動  式 

空 気 管 式 

スポット式
各  室 

30℃／min 

各棟各階 

火元確認 

初期消火 

連絡通報等 

煙 式 標準煙 10％ 10秒 

手

動 
押ボタン式 

本建家８ヶ所 

廃液長期貯蔵施設 

玄  関 

－ 

＊これら警報は再処理特別研究棟玄関警報盤及び原子力科学研究所中央警備室集中警報盤に同時に

発信する。 

表８－１ （欠番） 

～表９－２ （欠番） 

表７－２ 警報設備 

種  類 計  器 型 式 検 出 場 所 設  定  値 警報場所＊ 警報時の措置 

貯槽等液位 液 面 計 空 気 吹 込 式 

廃液操作・貯蔵室 

貯槽 

（12基） 

内容積の 90％ 廃操制御盤 

WV-1, 2は予備槽

への切替、液のサ

ンプリング、排出

等 

その他は計器点

検、配管系点検等 

廃液操作・貯蔵室 

貯槽室床ピット  

 （１ヶ所） 

床面高さ 廃操制御盤 計器点検 

現場確認 

液のサンプリン

グ、排出等 （削る） 

商用電源 継 電 器 電 圧 式 配 電 盤 
定格電圧の 80％ ５

秒 

空調制御盤 

機器点検 

予備機運転等 

負 圧 圧 力 計 圧力スイッチ式 
セ ル 98Pa ～ 294Pa 

貯  槽 種 々 

圧 空 

温 度 計 

圧 力 計 

電 流 計 

温度スイッチ式 

圧力スイッチ式 

Ｎ Ｆ Ｂ 熱 電 式 

冷却水ジャケット 

レシーバータンク

圧 空 制 御 盤 

水  温  55℃ 

空気圧  343kPa 

135A 

冷 却 水 水 圧 計 圧力スイッチ式 冷 却 水 本 管 水  圧  78kPa 

排気 

放射能濃度 
排気モニタ レートメータ式

第１スタック 

（ダストサンプリ

ング）

一日平均 

α： 7×10-８ Bq/cm３ 

β： 1×10-４ Bq/cm３ 

放管監視盤 

データ解析 

原因究明等 

火 災 

火 災 

警 報 器 

自

動 

差  動  式 

空 気 管 式 

スポット式
各  室 

30℃／min 

各棟各階 

火元確認 

初期消火 

連絡通報等 

煙 式 標準煙 10％ 10秒 

手

動 
押ボタン式 

本建家８ヶ所 

玄  関 

－ 

＊これら警報は再処理特別研究棟玄関警報盤及び原子力科学研究所中央警備室集中警報盤に同時に

発信する。 

表８－１ （欠番） 

～表９－２ （欠番） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

警報設備の削

除 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

警報設備の削

除 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

図  目  次 

  図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所配置図 

図４－２ 再処理特別研究棟周辺要図 

図４－３ 再処理特別研究棟東西横断面図(1) 

図４－４ 再処理特別研究棟東西横断面図(2) 

図４－５ 再処理特別研究棟平面図 

図４－５－１  使用、貯蔵、廃棄の場所（再処理特別研究棟） 

  図４－６  廃液操作・貯蔵室断面図 地下２階平面図 

  図４－７  廃液長期貯蔵施設平面図 

  図４－７－１  使用、貯蔵、廃棄の場所（廃液長期貯蔵施設） 

図４－８  廃液長期貯蔵施設断面図 

図７－１  （欠番） 

図７－２  （欠番） 

図７－３  （欠番） 

図７－４  （欠番） 

図７－５  （欠番） 

図７－６  （欠番） 

図７－７  放射線管理用機器配置図 

図７－８  消火設備 

図８－１  貯蔵設備配置図 

図８－２  核燃料物質保管棚－Ⅰ 

図８－３  核燃料物質保管棚－Ⅱ 

図８－４  パラフィン遮蔽容器 

図９－１  （欠番） 

図９－２  （欠番） 

図９－３  （欠番） 

  図９－４  （欠番） 

図９－５  （欠番） 

図９－６  （欠番） 

図９－７   （欠番） 

図９－８   （欠番） 

図９－９  排水系統図 

図９－９－１  建家間排水系統図 

図９－10  再処理特別研究棟本建家及び廃液操作・貯蔵室給排気系統図 

図９－11    廃液長期貯蔵施設給排気系統図 

図  目  次 

図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所配置図 

図４－２ 再処理特別研究棟周辺要図 

図４－３ 再処理特別研究棟東西横断面図(1) 

図４－４ 再処理特別研究棟東西横断面図(2) 

図４－５ 再処理特別研究棟平面図 

図４－５－１  使用、貯蔵、廃棄の場所（再処理特別研究棟） 

  図４－６  廃液操作・貯蔵室断面図 地下２階平面図 

  図４－７  （欠番） 

  図４－７－１  （欠番） 

図４－８  （欠番） 

図７－１  （欠番） 

図７－２  （欠番） 

図７－３  （欠番） 

図７－４  （欠番） 

図７－５  （欠番） 

図７－６  （欠番） 

図７－７  放射線管理用機器配置図 

図７－８  消火設備 

図８－１  貯蔵設備配置図 

図８－２  核燃料物質保管棚－Ⅰ 

図８－３  核燃料物質保管棚－Ⅱ 

図８－４  パラフィン遮蔽容器 

図９－１  （欠番） 

図９－２  （欠番） 

図９－３  （欠番） 

  図９－４  （欠番） 

図９－５  （欠番） 

図９－６  （欠番） 

図９－７   （欠番） 

図９－８   （欠番） 

図９－９  排水系統図 

図９－９－１  建家間排水系統図 

図９－10  再処理特別研究棟本建家及び廃液操作・貯蔵室給排気系統図 

図９－11    （欠番） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図の欠番 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図の欠番 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

：廃液長

期貯蔵施設の

管理区域解除

に伴う変更 

：許可の

廃止（プルト

ニウム研究１

棟）に伴う削

除 
図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所配置図 

再処理特別研究棟 

図４－１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所配置図 
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変  更  前 変  更  後 備 考 

：プルト

ニウム研究１

棟の廃止措置

に伴う変更 

：放射性

廃棄物処理場

の名称の変更 

：廃液長

期貯蔵施設の

管 理 区 域 解

除、並びにＣ

ダクト及びＤ

ダクト内の配

管の解体撤去

に伴う変更 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
場

 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-16 

変  更  前 変  更  後 備 考 

図４－３ 再処理特別研究棟東西横断図(1) 

～図４－４ 再処理特別研究棟東西横断図(2) 

（記載省略） 

図４－３ 再処理特別研究棟東西横断図(1) 

～図４－４ 再処理特別研究棟東西横断図(2) 

（変更なし） 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-17 

変  更  前 変  更  後 備 考 

Ｄダクトの管

理区域解除に

伴う削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-18 

変  更  前 変  更  後 備 考 

Dダクトの管

理区域解除に

伴う削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-19 

変  更  前 変  更  後 備 考 

図４－６ 廃液操作・貯蔵室断面図 地下２階平面図 

（記載省略） 

図４－６ 廃液操作・貯蔵室断面図 地下２階平面図 

（変更なし） 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-20 

変  更  前 変  更  後 備 考 

図４－７ 廃液長期貯蔵施設平面図 

（削る） 

図４－７ （欠番） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図4-7の欠番 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-21 

変  更  前 変  更  後 備 考 

図４－７－１ 使用、貯蔵、廃棄の場所（廃液長期貯蔵施設） 

（削る） 

図４－７－１ （欠番） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図 4-7-1の欠

番 

：廃棄の場所

1 階平面図

図４－７－１　使用、貯蔵、廃棄の場所（廃液長期貯蔵施設）

地階平面図

ダクト

機械室

玄関

控　室

フィルタ室

サ
ン
プ
リ
ン
グ
室

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
室

ピット

ポンプ室

Dダクト

至 廃液操作・貯蔵室

手洗

ｼｬﾜｰ

計　器　室

コンデン
サー室

ＬＶ－２室

ＬＶ－１室

ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
室

：廃棄物保管場所

ＬＶ－３～６室



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-22 

変  更  前 変  更  後 備 考 

（削る） 

図４－８ （欠番） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図4-8の欠番 

図９－３ 廃液長期貯蔵施設断面図 

図
４
－
８
 
廃
液
長
期
貯
蔵
施
設
断
面
図
 

単
位
：
ｍ
ｍ

5,800
500

1,725

5,500

7,500
5,000

25100

4,200
4,500

3,800

サンプリング室
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ミッター室 ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
室
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1,025
11,600

500

控
 
室
 

機
械
室
 

計
器
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Ｌ
Ｖ
－
３
～
６
室
 

500
4,100

1,425

Ｌ
Ｖ
-２

室
 

（
実
線
）
 

Ｌ
Ｖ
-１

室
 

（
一
点
鎖
線
）
 鋼
板

 

L
V
－
３
～
６
室

ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
室

計
器
室

控
室

機
械
室

L
V
－
２
室

 

（
実
線
）

L
V
－
１
室

（
点
線
）

単
位
：

m
m

 

図
４
－
８

廃
液
長
期
貯
蔵
施
設
断
面
図



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-23 

変  更  前 変  更  後 備 考 

図７－１ （欠番） 

～図９－８ （欠番） 

（記載省略） 

図７－１ （欠番） 

～図９－８ （欠番） 

（変更なし） 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-24 

変  更  前 変  更  後 備 考 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

排水系統の削

除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-25 

変  更  前 変  更  後 備 考 

：プルト

ニウム研究１

棟の廃止措置

に伴う建家間

排水系統の削

除 

：放射性

廃棄物処理場

の名称の変更 

：廃液長

期貯蔵施設の

管理区域解除

に伴う建家間

排水系統の削

除 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
場

 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-26 

変  更  前 変  更  後 備 考 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

排気風量の変

更 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

排気風量に係

る記載の削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-27 

変  更  前 変  更  後 備 考 

（削る） 

図９－11 （欠番） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図9-11の欠番 

図
９
－
1
1 

廃
液
長
期
貯
蔵
施
設
給
排
気
系
統
図

 



核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（再処理特別研究棟） 

（添付書類１及び３） 

令和５年７月 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-1 

変  更  前 変  更  後 備 考 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第53

条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関

するものを除く。） 

（再処理特別研究棟） 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）第53

条第2号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関

するものを除く。） 

（再処理特別研究棟） 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-2 

変  更  前 変  更  後 備 考 

１．閉じ込めの機能 

（記載省略） 

２．遮蔽 

２．１ 概要 

（記載省略） 

２．２ 保管廃棄施設に係る実効線量評価 

(1)保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量

保管廃棄施設に係る実効線量評価では、従事する者及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の

実効線量について評価する。 

なお、保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（１.

参照） 

1)計算条件

保管廃棄施設に保管する固体廃棄物の線源条件は、次のとおりとする。

①施設内で発生する廃棄物は、大別して、カートンボックスと 200ℓドラム缶に封入される。これら

容器のうち、内包する放射能量が多い、200ℓドラム缶を対象として評価を行う。

②評価対象核種は、本施設の固体廃棄物中に含まれる主要な核種である 137Csで代表する。

③線源強度は、過去（平成 24年４月１日～平成 26年 12月 31日）に放射性廃棄物処理場へ引き渡

した 200ℓドラム缶の容器表面の 1cm線量当量率の平均値（5.0×10-1μSv/h）から、遮蔽計算コー

ド（QAD-CGGP2R(1)）を用いて線源強度を算出する。実効線量換算係数は ICRP Publication 74 (2)

を用いて作成したものを使用する。

④線源形状は、保管するドラム缶群を円柱体積線源としてモデル化したものとする。200ℓドラム缶

の高さを 89cm、直径を 62cmとし、円柱体積線源の高さを 200ℓドラム缶 1段積み（89cm）とした。

円柱体積線源の密度は、考慮しないものとする。

⑤評価点の高さは、全て 100cmとする。

⑥近接している保管廃棄施設からの放射線の寄与を含むものとする。

その他の計算条件を表 2.2-(1)及び表 2.2-(2)に示す。 

2)計算方法

計算コードは QAD-CGGP2R(1)を使用し、ガンマ線線量率を計算する。

線源は、保管廃棄施設内の評価点に最も近い場所に、各保管場所の保管能力の総量相当の円柱体積

線源があるものとして計算する。図2.2-(1)～(7)に線源と評価位置の関係を示す。 

評価時間は、人が常時立ち入る場所については40時間/週（50週/年）、管理区域境界については500

時間/３月、取扱いに従事する者については2,000時間/年で評価を行う。 

3)計算結果

保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量は、人が常時立ち入る場所について最大で

１週間あたり3.5×10-2mSvであり、管理区域境界の実効線量について最大で3.2×10-1mSv/３月となる。

取扱いに従事する者の実効線量については、最大で1.8mSv/年となる。 

各評価位置における計算結果を表2.2-(1)及び表2.2-(2)に示す。 

(2)保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する線量

核燃料物質の使用及び貯蔵はない。

１．閉じ込めの機能 

（変更なし） 

２．遮蔽 

２．１ 概要 

（変更なし） 

２．２ 保管廃棄施設に係る実効線量評価 

(1)保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量

保管廃棄施設に係る実効線量評価では、従事する者及び人が常時立ち入る場所並びに管理区域境界の

実効線量について評価する。 

なお、保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う。（１.

参照） 

1)計算条件

保管廃棄施設に保管する固体廃棄物の線源条件は、次のとおりとする。

①施設内で発生する廃棄物は、大別して、カートンボックスと 200ℓドラム缶に封入される。これら

容器のうち、内包する放射能量が多い、200ℓドラム缶を対象として評価を行う。

②評価対象核種は、本施設の固体廃棄物中に含まれる主要な核種である 137Csで代表する。

③線源強度は、過去（平成 24年４月１日～平成 26年 12月 31日）に放射性廃棄物処理場へ引き渡

した 200ℓドラム缶の容器表面の 1cm線量当量率の平均値（5.0×10-1μSv/h）から、遮蔽計算コー

ド（QAD-CGGP2R(1)）を用いて線源強度を算出する。実効線量換算係数は ICRP Publication 74 (2)

を用いて作成したものを使用する。

④線源形状は、保管するドラム缶群を円柱体積線源としてモデル化したものとする。200ℓドラム缶

の高さを 89cm、直径を 62cmとし、円柱体積線源の高さを 200ℓドラム缶 1段積み（89cm）とした。

円柱体積線源の密度は、考慮しないものとする。

⑤評価点の高さは、全て 100cmとする。

⑥近接している保管廃棄施設からの放射線の寄与を含むものとする。

その他の計算条件を表 2.2-(1)及び表 2.2-(2)に示す。 

2)計算方法

計算コードは QAD-CGGP2R(1)を使用し、ガンマ線線量率を計算する。

線源は、保管廃棄施設内の評価点に最も近い場所に、各保管場所の保管能力の総量相当の円柱体積

線源があるものとして計算する。図2.2-(1)～(2)、図2.2-(4)～(6)に線源と評価位置の関係を示す。 

評価時間は、人が常時立ち入る場所については40時間/週（50週/年）、管理区域境界については500

時間/３月、取扱いに従事する者については2,000時間/年で評価を行う。 

3)計算結果

保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量は、人が常時立ち入る場所について最大で

１週間あたり3.5×10-2mSvであり、管理区域境界の実効線量について最大で3.2×10-1mSv/３月となる。

取扱いに従事する者の実効線量については、最大で1.8mSv/年となる。 

各評価位置における計算結果を表2.2-(1)及び表2.2-(2)に示す。 

(2)保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する線量

核燃料物質の使用及び貯蔵はない。

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図 2.2-(3) 及

び 図 2.2-(7)

の欠番 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-3 

変  更  前 変  更  後 備 考 

(3)評価結果

本施設の人が常時立ち入る場所における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量及

び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で１週間あたり3.5×

10-2mSvであり、1mSv/週を超えることはない。従事者の外部被ばくに係る実効線量は、１年間につき

1.8mSvとなる。このため４月１日を始期とする１年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、

5年で9.0mSvとなり、平成13年４月１日以後５年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについて

も超えることはない。 

管理区域境界の実効線量については、最大で3.2×10-1mSv/３月となり、線量告示で定める1.3mSv/３

月を超えることはない。よって、十分な遮蔽能力を有している。 

参考文献 

（記載省略） 

(3)評価結果

本施設の人が常時立ち入る場所における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量及

び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で１週間あたり3.5×

10-2mSvであり、1mSv/週を超えることはない。従事者の外部被ばくに係る実効線量は、１年間につき

1.8mSvとなる。このため４月１日を始期とする１年間の実効線量限度50mSvを超えることはない。また、

5年で9.0mSvとなり、平成13年４月１日以後５年ごとに区分した各期間の実効線量限度100mSvについて

も超えることはない。 

管理区域境界の実効線量については、最大で3.2×10-1mSv/３月となり、線量告示で定める1.3mSv/３

月を超えることはない。よって、十分な遮蔽能力を有している。 

参考文献 

（変更なし） 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-4 

変  更  前 変  更  後 備 考 

表 2.2-(1) 人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 線源位置及び 

保管能力 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源か

ら評価

点まで

の距離 

評価時間 

(h/週) 

計算結果（mSv/週） 

γ線 合計 
No. 位置名 

P1 
１２３号室 

廃棄物近傍 
（記載省略） 

P1 
１２４号室 

廃棄物近傍 
（記載省略） 

P2 
１３１号室 

廃棄物近傍 
（記載省略） 

P2 
１３２号室 

廃棄物近傍 
（記載省略） 

P3 

ローディン

グ室廃棄物

近傍 

ローディング室

6本 
― 50cm 40 1.2×10-2 1.2×10-2 

（記載省略） 

表2.2-(2) 管理区域境界の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 線源位置及び 

保管能力 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源か

ら評価

点まで

の距離 

評価時間 

(h/３月) 

計算結果（mSv/３月） 

γ線 合計 
No. 位置名 

P4 

１２３号

室 

東側壁 

（記載省略） 

P5 

１２４号

室 

東側壁 

（記載省略） 

P6 

１３１／

１３２号

室 

南側壁 

（記載省略） 

P7 
西側 

搬出入扉 

ローディング室

6本 

鋼板 0.2cm 

密度：7.8g/cm3 
0.2cm 500 2.7×10-1 2.7×10-1 

（記載省略） 

図 2.2-(1) １２３号室及び１２４号室の評価点（人が常時立ち入る場所） 

～図 2.2-(2) １３１号室及び１３２号室の評価点（人が常時立ち入る場所） 

（記載省略） 

表 2.2-(1) 人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 線源位置及び 

保管能力 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源か

ら評価

点まで

の距離 

評価時間 

(h/週) 

計算結果（mSv/週） 

γ線 合計 
No. 位置名 

P1 
１２３号室 

廃棄物近傍 
（変更なし） 

P1 
１２４号室 

廃棄物近傍 
（変更なし） 

P2 
１３１号室 

廃棄物近傍 
（変更なし） 

P2 
１３２号室 

廃棄物近傍 
（変更なし） 

(削る) 

（変更なし） 

表2.2-(2) 管理区域境界の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 線源位置及び 

保管能力 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源か

ら評価

点まで

の距離 

評価時間 

(h/３月) 

計算結果（mSv/３月） 

γ線 合計 
No. 位置名 

P4 

１２３号

室 

東側壁 

（変更なし） 

P5 

１２４号

室 

東側壁 

（変更なし） 

P6 

１３１／

１３２号

室 

南側壁 

（変更なし） 

(削る) 

（変更なし） 

図 2.2-(1) １２３号室及び１２４号室の評価点（人が常時立ち入る場所） 

～図 2.2-(2) １３１号室及び１３２号室の評価点（人が常時立ち入る場所） 

（変更なし） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該保管廃棄

施設の削除 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該保管廃棄

施設の削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-5 

変  更  前 変  更  後 備 考 

S5：ローディング室の保管能力（6本）相当の円柱体積線源 

P3：ローディング室の円柱体積線源から 50cmの位置の評価点（人が常時立ち入る場所） 

図 2.2-(3) ローディング室の評価点（人が常時立ち入る場所） 

図 2.2-(4) １２３号室の評価点（管理区域境界） 

～図 2.2-(6) １３１号室の評価点（管理区域境界） 

（記載省略） 

S5：ローディング室の保管能力（6本）相当の円柱体積線源 

P7：ローディング室の管理区域境界の評価点 

図 2.2-(7) ローディング室の評価点（管理区域境界） 

（削る） 

図 2.2-(3) （欠番） 

図 2.2-(4) １２３号室の評価点（管理区域境界） 

～図 2.2-(6) １３１号室の評価点（管理区域境界） 

（変更なし） 

（削る） 

図 2.2-(7) （欠番） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図 2.2-(3) の

欠番 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

図 2.2-(7) の

欠番 

62cm

50cm

S5

P3 ローディング室

計器室

62cm

0.2cm

S5

P7
ローディング室

計器室



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-6 

変  更  前 変  更  後 備 考 

３．火災等による損傷の防止 

（記載省略） 

４．立入りの防止 

本施設の管理区域境界及び周辺監視区域境界は、壁、柵等の区画物により区画され、所定の標識を設けて

いる。また、保管廃棄施設である１２３室、１２４室、１３１室、１３２室及びローディング室は、壁等に

より区画され、所定の標識が設けられており、常時施錠されている。 

５．自然現象による影響の考慮 

（記載省略） 

６．核燃料物質の臨界防止 

（記載省略） 

７．使用前検査対象施設の地盤 

（記載省略） 

８．地震による損傷の防止 

（記載省略） 

９．津波による損傷の防止 

（記載省略） 

１０．外部からの衝撃による損傷の防止 

（記載省略） 

１１．使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

（記載省略） 

１２．溢水による損傷の防止 

（記載省略） 

１３．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

（記載省略） 

１４．飛散物による損傷の防止 

（記載省略） 

１５．重要度に応じた安全機能の確保 

（記載省略） 

１６．環境条件を考慮した設計 

（記載省略） 

３．火災等による損傷の防止 

（変更なし） 

４．立入りの防止 

本施設の管理区域境界及び周辺監視区域境界は、壁、柵等の区画物により区画され、所定の標識を設けて

いる。また、保管廃棄施設である１２３室、１２４室、１３１室及び１３２室は、壁等により区画され、所

定の標識が設けられており、常時施錠されている。 

５．自然現象による影響の考慮 

（変更なし） 

６．核燃料物質の臨界防止 

（変更なし） 

７．使用前検査対象施設の地盤 

（変更なし） 

８．地震による損傷の防止 

（変更なし） 

９．津波による損傷の防止 

（変更なし） 

１０．外部からの衝撃による損傷の防止 

（変更なし） 

１１．使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

（変更なし） 

１２．溢水による損傷の防止 

（変更なし） 

１３．化学薬品の漏えいによる損傷の防止 

（変更なし） 

１４．飛散物による損傷の防止 

（変更なし） 

１５．重要度に応じた安全機能の確保 

（変更なし） 

１６．環境条件を考慮した設計 

（変更なし） 

廃液長期貯蔵

施設の管理区

域解除に伴う

当該室の削除 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-7 

変  更  前 変  更  後 備 考 

１７．検査等を考慮した設計 

（記載省略） 

１８．使用前検査対象施設の共用 

（記載省略） 

１９．誤操作の防止 

（記載省略） 

２０．安全避難通路等 

（記載省略） 

２１．設計評価事故時の放射線障害の防止 

（記載省略） 

２２．貯蔵施設 

（記載省略） 

２３．廃棄施設 

（記載省略） 

２４．汚染を検査するための設備 

（記載省略） 

２５．監視設備 

（記載省略） 

２６．非常用電源設備 

（記載省略） 

２７．通信連絡設備等 

（記載省略） 

２８．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

（記載省略） 

１７．検査等を考慮した設計 

（変更なし） 

１８．使用前検査対象施設の共用 

（変更なし） 

１９．誤操作の防止 

（変更なし） 

２０．安全避難通路等 

（変更なし） 

２１．設計評価事故時の放射線障害の防止 

（変更なし） 

２２．貯蔵施設 

（変更なし） 

２３．廃棄施設 

（変更なし） 

２４．汚染を検査するための設備 

（変更なし） 

２５．監視設備 

（変更なし） 

２６．非常用電源設備 

（変更なし） 

２７．通信連絡設備等 

（変更なし） 

２８．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

（変更なし） 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3-1 

変  更  前 変  更  後 備 考 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（再処理特別研究棟） 

添付書類３ 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（再処理特別研究棟） 



再処理特別研究棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付 3-2 

変  更  前 変  更  後 備 考 

（記載省略） （変更なし） 



別添（９） 

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（ＦＮＳ棟） 

（申請書本文） 

令和５年７月 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-１ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

目  次（記載省略） 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名（記載省略） 

２．使用の目的及び方法 

目的番号 使用の目的 

１ 核融合中性子工学の研究に使用する。 

使用の方法 

核融合中性子工学用中性子源（ＦＮＳ）による核融合中性子工学の研究のう

ち、核融合炉ブランケット模擬体系等の中性子スペクトル測定及び中性子強度

分布測定を行うため、中性子検出器用核分裂計数管及び中性子検出用箔として

核燃料物質を使用する。 

使用する部屋、設備、機器 

第１ターゲット室 

第２ターゲット室 

模擬物質貯蔵作業室 

ホット測定室

放射能測定器（ホット測定室に設置） 

核分裂計数管（第 1 ターゲット室、第 2 ターゲット室、模擬物質貯蔵作業

室で使用） 

一回あたりの最大取扱量 

天然ウラン 1ｇ （物理的形態：固体） 

（化学形：金属、酸化物) 

劣化ウラン 1ｇ （物理的形態：固体） 

（化学形：金属、酸化物) 

トリウム 4ｇ （物理的形態：固体） 

（化学形：金属、酸化物) 

濃縮ウラン 

２０％以上  0.4ｇ    （物理的形態：固体） 

（235Ｕ量 0.37ｇ） （化学形：金属、酸化物) 

取扱方法 

移動架台等の架台に設置する実験体系又は使用室の測定場所に核分裂計数

管、中性子検出用箔を設置して、ターゲットで発生する核融合中性子の測定、実

験体系での中性子強度分布測定及び中性子スペクトル測定に使用する。中性子

検出用箔は第１ターゲット室又は第２ターゲット室で中性子照射した後、ホッ

ト測定室で放射能測定を行う。また、模擬物質貯蔵作業室において、核分裂計数

管の校正等を行う。 

（ただし、上記は平和の目的に限る） 

目  次（変更なし） 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名（変更なし） 

２．使用の目的及び方法 

目的番号 使用の目的 

１ 施設の廃止に向けた措置の実施に伴う維持管理する設備の管理 

使用の方法 

使用を終了し、維持管理する設備 

「８－４ 貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備」に示す。 

取扱核燃料物質及び取扱数量 

使用を終了し、維持管理する設備において核燃料物質は使用及び貯蔵しな  

い。 

使用の方法 

使用を終了し、維持管理する設備について、撤去作業着手までの間、設備 

の管理を行う。 

核燃料物質の使

用を終了するた

め使用の目的及

び方法の変更 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-２ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

３．核燃料物質の種類 

核燃料物質の種類 化合物の名称 主な化学形 性状（物理的形態） 

天然ウラン 金属、酸化物 U、U3O8 固体 

劣化ウラン 金属、酸化物 U、U3O8 固体 

トリウム 金属、酸化物 Th、ThO2 固体 

濃縮ウラン ２０％以上 金属、酸化物 U、U3O8 固体 

４．使用の場所（記載省略） 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

核燃料物質の種類 予定使用期間 
年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

天然ウラン 

共通編に記載 

０ｇ ０ｇ 

劣化ウラン ０ｇ ０ｇ 

トリウム ０ｇ ０ｇ 

濃縮ウラン 

２０％以上 
０ｇ ０ｇ 

６．使用済み燃料の処分の方法（記載省略） 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

７－１ 使用施設の位置 

使用施設の位置 ＦＮＳ棟の位置は、「４．使用の場所」に記載のとおり。 

本施設の周辺は平坦な地形で、崖はないため地崩れの恐れはない。

また、海抜約 10ｍで、付近に河川はなく、浸水のおそれはない。 

ＦＮＳ棟の使用施設は、第１ターゲット室、第２ターゲット室、

模擬物質貯蔵作業室、ホット測定室である。 

使用施設の位置を第２図～第４図に示す。 

７－２ 使用施設の構造 

ＦＮＳ棟は鉄筋コンクリート造、平屋建、耐震耐火構造であり、各使用施設の構造は以下 

のとおりである。 

使用施設の名称 構造 床面積 

第１ターゲット室 床 ：コンクリート 塩ビシート仕上げ及び一部

グレーチング 

壁 ：コンクリート 厚 さ 2m 

第２ターゲット室への貫通実験孔 ：長さ 2m 

天井：コンクリート 厚 さ 1m 

窓 ：なし 

225m2 

３．核燃料物質の種類 

核燃料物質の種類 化合物の名称 主な化学形 性状（物理的形態） 

該当なし ― ― ― 

４．使用の場所（変更なし） 

５．予定使用期間及び年間予定使用量 

核燃料物質の種類 予定使用期間 
年間予定使用量 

最大存在量 延べ取扱量 

該当なし ― ― ― 

６．使用済み燃料の処分の方法（変更なし） 

７．核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

７－１ 使用施設の位置 

使用施設の位置 ＦＮＳ棟の位置は、「４．使用の場所」に記載のとおり。 

本施設の周辺は平坦な地形で、崖はないため地崩れのおそれはな

い。また、海抜約 10ｍで、付近に河川はなく、浸水のおそれはない。 

７－２ 使用施設の構造 

使用施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

ＦＮＳ棟 平屋建 

耐震・耐火構造 

鉄筋コンクリート造 ― 

塩ビシート仕上げ 

核燃料物質の使

用及び貯蔵を終

了するため 

核燃料物質の使

用を終了するた

め 

記載の適正化 

使用設備の撤去

に伴う使用施設

の部屋等の削除 

使用施設の設備

の削除に伴う変

更 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-３ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

第２ターゲット室 床 ：コンクリート 塩ビシート仕上げ 

壁 ：コンクリート 厚 さ 2.5m 

天井：コンクリート 厚 さ 1.5m 

窓 ：なし 

25m2 

模擬物質貯蔵作業

室 

床 ：コンクリート 塩ビシート仕上げ 

壁 ：コンクリート 外側に対して厚さ 30cm 

第１ターゲット室側に対して厚さ 2m 

加速器室側に対して厚さ 30cm 

天井：コンクリート 厚さ 30cm以上 

窓 ：鉄サッシ（開閉不可） 

144m2 

ホット測定室 床 ：コンクリート 塩ビシート仕上げ 

壁 ：コンクリート 厚 さ 20cm 

天井：コンクリート 厚 さ 30cm 

窓 ：鉄サッシ（開閉不可） 

36m2 

７－３ 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

核分裂計数管 一式 核分裂計数管 

最大寸法(mm) 約 50φ×300 （円筒型） 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン各々の

種類を使用する。 

小型核分裂計数管 

最大寸法(mm) 約 10φ×100 （円筒型） 

天然ウラン、劣化ウラン、トリウム、濃縮ウラン各々の

種類を使用する。 

主な使用場所である第１ターゲット室、第２ターゲット室

及び模擬物質貯蔵作業室の配置を第４図に示す。 

放射能測定器 一式 γ線スペクトロメータ、 

放射線管理設備 一式 ハンドフットクロスモニタ、サーベイメータ、

エリアモニタ

その他実験設備 一式 実験設備として下記の設備を備える。 

検出器回転架台 

移動架台 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

８－１ 貯蔵施設の位置 

７－３ 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

（削る） （削る） （削る） 

（削る） （削る） （削る） 

放射線管理設備 一式 ハンドフットクロスモニタ、サーベイメータ

（削る） （削る） （削る） 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

８－１ 貯蔵施設の位置 

施設の維持管理

に必要なハンド

フットクロスモ

ニタ、サーベイメ

ータ以外を削除



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-４ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

貯蔵施設の位置  ＦＮＳ棟周辺の地理的状況、自然環境は「７－１使用施設の

位置」に記載のとおり。 

ＦＮＳ棟の貯蔵施設は第３図に示すＦＮＳ棟第 1ターゲット

室地下の核燃料物質貯蔵室である。貯蔵設備の核燃料物質保管

庫を第５図に示す。 

８－２ 貯蔵施設の構造 

ＦＮＳ棟は鉄筋コンクリート造、平屋建、耐震耐火構造であり、貯蔵施設の構造は以下 

のとおりである。 

貯蔵施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

核燃料物質貯蔵室 床：コンクリート 

壁：建家外側に対してコンクリート 

厚さ 2m、建家内側に対して鋼製パ

ネル、甲種防火扉

天井：コンクリート 厚さ 40cm 

窓 ：なし 

10m2 

８－３ 貯蔵施設の設備 

貯蔵設備の

名称 
個数 最大収納量 

内容物の物理的･

化学的性状 
仕様 

核燃料物質

保管庫 

1台 天然ウラン ： 20g 

劣化ウラン ： 20g 

トリウム  ： 20g 

濃縮ウラン 

20%以上 ：14.5g 

(235Ｕ量：13.6g) 

物理的性状 

固体 

化学的性状 

金属 

酸化物 

材質：鉄板製、

施錠機能付 

寸法：375×510

×740mm 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備（記載省略） 

貯蔵施設の位置  ＦＮＳ棟周辺の地理的状況、自然環境は「７－１使用施設の

位置」に記載のとおり。 

ＦＮＳ棟の貯蔵施設は第２図及び第３図に示すＦＮＳ棟第 1

ターゲット室地下の核燃料物質貯蔵室である。貯蔵設備の核燃

料物質保管庫を第４図に示す。 

８－２ 貯蔵施設の構造 

ＦＮＳ棟は鉄筋コンクリート造、平屋建、耐震・耐火構造であり、貯蔵施設の構造は以下 

のとおりである。 

貯蔵施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

核燃料物質貯蔵室 床：コンクリート 

壁：建家外側に対してコンクリート 

厚さ 2m、建家内側に対して鋼製パ

ネル、甲種防火扉

天井：コンクリート 厚さ 40cm 

窓 ：なし 

10m2 

８－３ 貯蔵施設の設備 

貯蔵設備の

名称 
個数 最大収納量 

内容物の物理的･

化学的性状 
仕様 

該当なし ― ― ― ― 

８－４ 貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備 

使用を終了

し、維持管

理する設備

の名称 

個数 仕様・維持管理 

核燃料物質 

保管庫 
1台 

設置場所：核燃料物質貯蔵室 

鉄板製 (第４図参照) 

維持管理：核燃料物質の貯蔵を禁止する旨の表示を行う。 

施錠管理の措置を講じ、許可なくして触れることを

禁ずる旨の標識を設ける。 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備（変更なし） 

第２図の呼出し

の追記 

配置図の削除に

伴う図番号の繰

り上げ 

記載の適正化 

貯蔵設備の使用

終了に伴う維持

管理する設備へ

の移行 

核燃料物質保管

庫を維持管理す

る設備とするた

め 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-５ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

第１図 独立行政法人 日本原子力研究開発機構東海研究開発センター 

原子力科学研究所配置図 

第１図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 第１図 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 

：原規規発

第 1812143 号の

許可の反映 

：原規規発

第 2005011 号の

許可の反映 

：記載の適

正化（大学院の専

攻名称の変更反

映） 

：許可の廃

止（プルトニウム

研究１棟）に伴う

削除 

2

( )

FNS 棟 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-６ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

第２図 ＦＮＳ棟１階平面図 第２図 ＦＮＳ棟１階平面図 

使用施設の設備

の削除に伴う使

用の場所の削除 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-７ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

第３図 ＦＮＳ棟地階平面図 
第３図 ＦＮＳ棟地階平面図 

使用施設の設備

の削除に伴う使

用の場所の削除 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-８ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

第４図  第１ターゲット室、第２ターゲット室及び模擬物質貯蔵作業室の配置図 

（削る） 
核燃料物質の使

用終了及び検出

器回転架台、移動

架台の撤去に伴

う第４図の削除 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文-９ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

第５図 核燃料物質保管庫 

第４図 核燃料物質保管庫 
図番号の繰り上

げ 



核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（ＦＮＳ棟） 

（添付書類１及び３） 

令和５年７月 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付１−１ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、

構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを

除く。） 

（ＦＮＳ棟） 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

（昭和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、

構造及び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを

除く。） 

（ＦＮＳ棟） 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 
  

添付１−２ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

１．閉じ込めの機能 

１．１ 概要 

 本施設は、核燃料物質の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいがないよう閉じ込

め機能を設ける。 

 

１．２ 保管廃棄施設に係る放射性物質の閉じ込め及び放射性物質漏えいの拡大防止対策 

(1)放射性物質の閉じ込め 

固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区分し、適切な固体廃棄物容器に封入し、放射性物質の

閉じ込めを確保する。封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止

の措置を講ずる。閉じ込め機能の損傷を防止するため、火災防護対策を講ずる。（３.参照） 

 

 

 

 

 

(2)放射性物質漏えいの拡大防止対策 

固体廃棄物から放射性物質が漏えいする可能性は極めて低いと考えられるが、仮に漏えいした

場合に備え、以下の拡大防止対策を講ずる。 

1)保管廃棄施設の床表面は、除染性の良い樹脂系材料により平滑に仕上げる。 

2)1cm線量当量率又は床面の表面密度を定期的に測定する。 

 

１．３ 管理区域内の放射性物質濃度 

(1)保管廃棄施設内の放射性物質濃度 

保管廃棄施設内において、固体廃棄物は封入された状態で保管されており、非密封の放射性物

質を取り扱う設備（フード等）は存在しないため、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に

関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める

「放射線業務従事者に係る濃度限度」を超えることはない。 

 

 

２．遮蔽 

２．１ 概要 

本施設では、使用施設及び貯蔵施設にある核燃料物質並びに保管廃棄施設に保管する固体廃棄

物に起因する実効線量を、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線

量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を満足するよう、合理的に達成できる限り低減さ

せる。 

 

 

２．２ 保管廃棄施設に係る実効線量評価 

保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う（１.参

照）。 

  (1)保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量 

 

 

１．閉じ込めの機能 

１．１ 概要 

 本施設は、核燃料物質の周辺環境への放出、施設内の通常作業区域への漏えいがないよう閉じ込

め機能を設ける。 

 

１．２ 保管廃棄施設に係る放射性物質の閉じ込め及び放射性物質漏えいの拡大防止対策 

(1)放射性物質の閉じ込め 

固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区分し、適切な固体廃棄物容器に封入し、放射性物質の

閉じ込めを確保する。封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止

の措置を講ずる。閉じ込め機能の損傷を防止するため、火災防護対策を講ずる。（３.参照） 

なお、貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備である核燃料物質保管庫に汚染

はなく、核燃料物質の貯蔵は行わないため、閉じ込めの機能を要さない。 

貯蔵施設の設備のうち使用を終了し、維持管理する設備には、核燃料物質の貯蔵を禁止する旨 

の表示を行う。 

 

(2)放射性物質漏えいの拡大防止対策 

固体廃棄物から放射性物質が漏えいする可能性は極めて低いと考えられるが、仮に漏えいした

場合に備え、以下の拡大防止対策を講ずる。 

1)保管廃棄施設の床表面は、除染性の良い樹脂系材料により平滑に仕上げる。 

2)1cm線量当量率又は床面の表面密度を定期的に測定する。 

 

１．３ 管理区域内の放射性物質濃度 

(1)保管廃棄施設内の放射性物質濃度 

保管廃棄施設内において、固体廃棄物は封入された状態で保管されており、非密封の放射性物

質を取り扱う設備（フード等）は存在しないため、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に

関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）に定める

「放射線業務従事者に係る濃度限度」を超えることはない。 

 

 

２．遮蔽 

２．１ 概要 

本施設では、使用施設及び貯蔵施設にある核燃料物質並びに保管廃棄施設に保管する固体廃棄

物に起因する実効線量を、線量告示で定める「管理区域に係る線量等」、「周辺監視区域外の線

量限度」及び「放射線業務従事者の線量限度」を満足するよう、合理的に達成できる限り低減さ

せる。 

なお、使用施設及び貯蔵施設では、核燃料物質の使用及び貯蔵は行わないため、放射線業務従 

事者の実効線量への影響はない。 

２．２ 保管廃棄施設に係る実効線量評価 

保管廃棄施設に起因する内部被ばくのおそれはないので、外部放射線による評価を行う（１.参

照）。 

  (1)保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵施設の設備

のうち使用を終

了し、維持管理

する設備に係る

記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用施設及び貯

蔵施設からの実

効線量影響への

考え方について

追加 

 

 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付１−３ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

1)計算条件

保管廃棄施設に保管する固体廃棄物の線源条件は、次のとおりとする。

①線源強度は、過去の実績より固体廃棄物を封入したカートンボックス（20ℓ）１個の

1cm線量当量率が 0.4μSv/時間以下であることから、保守側にみて 1μSv/時間とす

る。

②評価対象核種は、本施設の固体廃棄物に含まれる主要な核種である 60Coで代表する。

③保管廃棄数量は、固体廃棄設備の最大保管数量であるカートンボックス（20ℓ）80個と

し、その固体廃棄物が１個のカートンボックスに封入され、その表面線量率が 80μSv/

時間とする。

④線源形状は点状等方線源とし、カートンボックスの中心にあるとする。カートンボック

ス１個の大きさは半径約 14cm、高さ約 35cmであるため、安全側にみてカートンボック

スの中心から表面までの最長距離を 23cmとする。カートンボックスの中心からこの距

離での表面線量率が 80μSv/時間というのは、カートンボックスの中心から 1mの位置

で 4.24μSv/時間に相当する。この線量率になる 60Coの線源強度を次の 2)計算方法で求

め、13.0MBqとする。 

2)計算方法

計算コードは QAD-CGGP2R(1)を使用し、ガンマ線の実効線量率を計算する。実効線量換算係

数は ICRP Publication 74(2)を用いて作成したものを使用する。線源形状は点状等方線源と

し、線源を収納する容器による遮蔽能力は考慮しない。評価点及び評価時間は、以下の地点

及び時間とする。図 2.2-(1)及び図 2.2-(2)に線源と評価位置の関係を示す。 

①廃棄物の取扱いに従事する者の評価点 Aは線源からの距離を 50cmとし、評価時間は 50

時間/年（1時間/週）とする。

②保管廃棄施設に隣接する使用施設内の人が常時立ち入る場所の評価点 Bは線源からの距

離を 50cmとし、評価時間は 40時間/週とする。なお、線源と評価点の間には厚さ 15cm

のコンクリート壁があるとする。

③保管廃棄施設から最も近い管理区域境界の評価点 Cは線源からの距離を 300cmとし、評

価時間は 500時間/３月とする。なお、線源と評価点の間には厚さ 15cmのコンクリート

壁があるとする。

④線源と評価点の高さは同じとする。

3)計算結果

廃棄物の取扱いに従事する者の実効線量は１年あたり8.55×10-1mSv、保管廃棄施設に保管

する固体廃棄物に起因する人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で１週間あたり3.18×10-

1mSv、管理区域境界の実効線量については最大で1.10×10-1mSv/３月となる。 

各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.2-(1)、表2.2-(2)及び表2.2-(3)に示す。 

 保管廃棄施設に係る実効線量評価では、廃棄物の取扱いに従事する者及び人が常時立ち入る

場所並びに管理区域境界の実効線量について評価する。なお、本施設では、核燃料物質の使用

及び貯蔵は行わないため、保管廃棄施設の固体廃棄物に起因する線量の評価点への使用施設及

び貯蔵施設からの寄与はない。 

1)計算条件

保管廃棄施設に保管する固体廃棄物の線源条件は、次のとおりとする。

①線源強度は、過去の実績より固体廃棄物を封入したカートンボックス（20ℓ）１個の

1cm線量当量率が 0.4μSv/時間以下であることから、保守側にみて 1μSv/時間とす

る。

②評価対象核種は、本施設の固体廃棄物に含まれる主要な核種である 60Coで代表する。

③保管廃棄数量は、固体廃棄設備の最大保管数量であるカートンボックス（20ℓ）80個と

し、その固体廃棄物が１個のカートンボックスに封入され、その表面線量率が 80μSv/

時間とする。

④線源形状は点状等方線源とし、カートンボックスの中心にあるとする。カートンボック

ス１個の大きさは半径約 14cm、高さ約 35cmであるため、安全側にみてカートンボック

スの中心から表面までの最長距離を 23cmとする。カートンボックスの中心からこの距

離での表面線量率が 80μSv/時間というのは、カートンボックスの中心から 1mの位置

で 4.24μSv/時間に相当する。この線量率になる 60Coの線源強度を次の 2)計算方法で求

め、13.0MBqとする。 

2)計算方法

計算コードは QAD-CGGP2R(1)を使用し、ガンマ線の実効線量率を計算する。実効線量換算係

数は ICRP Publication 74(2)を用いて作成したものを使用する。線源形状は点状等方線源と

し、線源を収納する容器による遮蔽能力は考慮しない。評価点及び評価時間は、以下の地点

及び時間とする。図 2.2-(1)及び図 2.2-(2)に線源と評価位置の関係を示す。 

①廃棄物の取扱いに従事する者の評価点 Aは線源からの距離を 50cmとし、評価時間は 50

時間/年（1時間/週）とする。

②保管廃棄施設に隣接する使用施設内の人が常時立ち入る場所の評価点 Bは線源からの距

離を 50cmとし、評価時間は 40時間/週とする。なお、線源と評価点の間には厚さ 15cm

のコンクリート壁があるとする。

③保管廃棄施設から最も近い管理区域境界の評価点 Cは線源からの距離を 300cmとし、評

価時間は 500時間/３月とする。なお、線源と評価点の間には厚さ 15cmのコンクリート

壁があるとする。

④線源と評価点の高さは同じとする。

3)計算結果

廃棄物の取扱いに従事する者の実効線量は１年あたり8.55×10-1mSv、保管廃棄施設に保管

する固体廃棄物に起因する人が常時立ち入る場所の実効線量は最大で１週間あたり3.18×10-

1mSv、管理区域境界の実効線量については最大で1.10×10-1mSv/３月となる。 

各評価位置における計算条件及び計算結果を表2.2-(1)、表2.2-(2)及び表2.2-(3)に示す。 

評価条件の明確

化 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付１−４ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

(2)保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する線量

1)計算条件

①各使用施設に 1回あたりの最大取扱量（天然ウラン 1g、劣化ウラン 1g、トリウム 4g、

20%以上濃縮ウラン 0.4g）の核燃料物質があるとする。 

②貯蔵施設に最大存在量（天然ウラン 20g、劣化ウラン 20g、トリウム 20g、20%以上濃縮

ウラン 14.5g）の核燃料物質があるとする。

③線源強度の計算は、共通編に従い ORIGEN2(3)コードを用いて行う。ここで、共通編に記

載されている核燃料物質の同位元素の組成を使用する。 

2)計算方法

保管廃棄施設周辺の使用施設に起因する実効線量の計算は、保管廃棄施設の固体廃棄物に

起因する線量の計算方法と同様の方法で行う。線源の位置は図 2.2-(1)の核燃料物質の位置

とし、評価位置は固体廃棄物に起因する線量の評価点と同じとする。 

(3)評価結果

廃棄物の取扱いに従事する者における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量

及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、１年間あたり 8.6

×10-1mSvとなり、４月１日を始期とする１年間の実効線量限度 50mSvを超えることはない。ま

た、平成 13年４月１日以後５年ごとに区分した各期間の実効線量限度 100mSvについても超える

ことはない。 

本施設の人が常時立ち入る場所における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線

量及び保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、１週間あたり最

大で 3.2×10-1mSvとなる。 

管理区域境界における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量及び保管廃棄施

設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計は、最大で 1.1×10-1mSv/３月とな

り、線量告示で定める 1.3mSv/３月を下回る。計算結果まとめを表 2.2-(4)に示す。 

参考文献 

(1) Y. Sakamoto, S. Tanaka, “QAD-CGGP2 and G33-GP2 : Revised Versions of QAD-CGGP and G33-

GP”, JAERI-M 90-110(1990)

(2)公益社団法人日本アイソトープ協会, “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係

数”, ICRP Publication 74, 平成10年3月

(3)A.G. Croff, “A User’s Manual for the ORIGEN2 Computer Code”, ORNL/TM-7175, 1980

表 2.2-(1) 廃棄物の取扱いに従事する者の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価

点までの距離 

評価時間 

(h/年) 

計算結果 

（mSv/年） 
No. 位置名 

A 廃棄物保管室 
廃棄物 

保管室 
― 50cm 50 8.55×10-1 

（削る） 

(2)評価結果

廃棄物の取扱いに従事する者における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量

は、１年間あたり 8.6×10-1mSvとなり、４月１日を始期とする１年間の実効線量限度 50mSvを超

えることはない。また、平成 13年４月１日以後５年ごとに区分した各期間の実効線量限度

100mSvについても超えることはない。 

本施設の人が常時立ち入る場所における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線

量は、１週間あたり最大で 3.2×10-1mSvとなる。 

管理区域境界における保管廃棄施設に保管する固体廃棄物に起因する実効線量は、最大で 1.1

×10-1mSv/３月となり、線量告示で定める 1.3mSv/３月を下回る。計算結果まとめを表 2.2-(4)に

示す。 

参考文献 

(1) Y. Sakamoto, S. Tanaka, “QAD-CGGP2 and G33-GP2 : Revised Versions of QAD-CGGP and

G33-GP”, JAERI-M 90-110(1990)

(2)公益社団法人日本アイソトープ協会, “外部放射線に対する放射線防護に用いるための換算係

数”, ICRP Publication 74, 平成10年3月

 （削る） 

表 2.2-(1) 廃棄物の取扱いに従事する者の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価

点までの距離 

評価時間 

(h/年) 

計算結果 

（mSv/年） 
No. 位置名 

A 廃棄物保管室 
廃棄物 

保管室 
― 50cm 50 8.55×10-1 

核燃料物質の使

用及び貯蔵終了

に伴う使用施設

及び貯蔵施設か

らの実効線量影

響の削除 

項番号の繰り上

げ 

核燃料物質の使

用及び貯蔵終了

に伴う使用施設

及び貯蔵施設か

らの実効線量影

響の削除、以下

同じ。（核燃料

物質の使用及び

貯蔵に起因する

実効線量は極め

て小さいため、

結果の数値は変

わらず） 

使用施設及び貯

蔵施設の評価の

削除に伴う対象

文献の削除 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付１−５ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

表 2.2-(2) 人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価

点までの距離 

評価時間 

(h/週) 

計算結果 

（mSv/週） 
No. 位置名 

B 
汚染検査・更衣

室 

廃棄物 

保管室 

コンクリート

15cm 
50cm 40 3.18×10-1 

表2.2-(3) 管理区域境界の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評

価点までの

距離 

評価時間 

(h/３月) 

計算結果 

（mSv/３月） 
No. 位置名 

C 
制御室 

管理区域境界 

廃棄物 

保管室 

コンクリート

15cm 
300cm 500 1.10×10-1 

表2.2-(4) 廃棄物の取扱いに従事する者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ 

（固体廃棄物、保管廃棄施設周辺の使用施設又は貯蔵施設に起因する実効線量の合計） 

保管廃棄施設 廃棄物の取扱いに従事する者 

（mSv/年） 

人が常時立ち入る場所 

（mSv/週） 

管理区域境界 

（mSv/3月） 

廃棄物 

保管室 
8.6×10-1 3.2×10-1 1.1×10-1 

表 2.2-(2) 人が常時立ち入る場所の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評価

点までの距離 

評価時間 

(h/週) 

計算結果 

（mSv/週） 
No. 位置名 

B 
汚染検査・更衣

室 

廃棄物 

保管室 

コンクリート

15cm 
50cm 40 3.18×10-1 

表2.2-(3) 管理区域境界の計算条件及び計算結果（固体廃棄物） 

評価位置 
線源位置 

遮蔽体の種類 

及び厚さ 

線源から評

価点までの

距離 

評価時間 

(h/３月) 

計算結果 

（mSv/３月） 
No. 位置名 

C 
制御室 

管理区域境界 

廃棄物 

保管室 

コンクリート

15cm 
300cm 500 1.10×10-1 

表2.2-(4) 廃棄物の取扱いに従事する者、人が常時立ち入る場所、管理区域境界の計算結果まとめ 

（固体廃棄物に起因する実効線量） 

保管廃棄施設 廃棄物の取扱いに従事する者 

（mSv/年） 

人が常時立ち入る場所 

（mSv/週） 

管理区域境界 

（mSv/3月） 

廃棄物 

保管室 
8.6×10-1 3.2×10-1 1.1×10-1 

核燃料物質の使

用及び貯蔵終了

に伴う使用施設

及び貯蔵施設か

らの実効線量影

響の削除。（核

燃料物質の使用

及び貯蔵に起因

する実効線量は

極めて小さいた

め、結果の数値

は変わらず） 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付１−６ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

核燃料物質の使

用終了に伴う評

価点の図の修正 

貯蔵の場所の凡

例の追加 

凡例の一本化に

伴う削除



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 
  

添付１−７ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-(2) 評価点（保管廃棄施設周辺の拡大図） 

 

 

３．火災等による損傷の防止（記載省略） 

 

４．立ち入りの防止 

 本申請の範囲外 

 

 

 

 

５．自然現象による影響の考慮 

 本申請の範囲外 

 

 

６．核燃料物質の臨界防止（記載省略） 

  

７．施設検査対象施設の地盤 

 政令第 41 条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

８．地震による損傷の防止（記載省略） 

 

９．津波による損傷の防止（記載省略） 

 

１０．外部からの衝撃による損傷の防止（記載省略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-(2) 評価点（保管廃棄施設周辺の拡大図） 

 

 

３．火災等による損傷の防止（変更なし） 

 

４．立入りの防止 

 本施設の管理区域境界及び周辺監視区域境界は、壁、柵等の区画物により区画され、所定の標識を

設けている。また、保管廃棄施設である廃棄物保管室は、壁等により区画され、所定の標識が設けら

れており、施錠可能な構造となっている。 

 

５．自然現象による影響の考慮 

 本施設は、津波、洪水の影響を受けるおそれのない立地条件に位置している。また、風（台風）、

地震への考慮として、建家は建築基準法の構造設計に従って設計されているため、倒壊のおそれはな

い。 

 

６．核燃料物質の臨界防止（変更なし） 

 

７．使用前検査対象施設の地盤 

 政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

 

８．地震による損傷の防止（変更なし） 

 

９．津波による損傷の防止（変更なし） 

 

１０．外部からの衝撃による損傷の防止（変更なし） 

  

 

核燃料物質の使

用及び貯蔵終了

に伴う評価点の

図の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令改正に伴う

名称の変更 

技術基準との適

合性を示す記載

の追加 

 

技術基準との適

合性を示す記載

の追加 

 

 

 

法令改正に伴う

名称の変更 

 

 

 

 

 

 

 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付１−８ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

１１．施設検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

政令第 41 条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

１２．溢水による損傷の防止（記載省略） 

１３．化学薬品の漏えいによる損傷の防止（記載省略） 

１４．飛散物による損傷の防止（記載省略） 

１５．重要度に応じた安全機能の確保（記載省略） 

１６．環境条件を考慮した設計（記載省略） 

１７．検査等を考慮した設計（記載省略） 

１８．施設検査対象施設の共用 

政令第 41 条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

１９．誤操作の防止（記載省略） 

２０．安全避難通路等（記載省略） 

２１．設計評価事故時の放射線障害の防止（記載省略） 

２２．貯蔵施設 

本申請の範囲外 

２３．廃棄施設（記載省略） 

２４．汚染を検査するための設備 

本申請の範囲外 

２５．監視設備（記載省略） 

２６．非常用電源設備（記載省略） 

１１．使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

１２．溢水による損傷の防止（変更なし） 

１３．化学薬品の漏えいによる損傷の防止（変更なし） 

１４．飛散物による損傷の防止（変更なし） 

１５．重要度に応じた安全機能の確保（変更なし） 

１６．環境条件を考慮した設計（変更なし） 

１７．検査等を考慮した設計（変更なし） 

１８．使用前検査対象施設の共用 

政令第 41条該当施設に関する記載であるため、該当しない。 

１９．誤操作の防止（変更なし） 

２０．安全避難通路等（変更なし） 

２１．設計評価事故時の放射線障害の防止（変更なし） 

２２．貯蔵施設 

 本施設においては、核燃料物質の使用及び貯蔵は行わないため、貯蔵施設のうち使用を終了し、維

持管理する設備とする核燃料物質保管庫に核燃料物質は貯蔵しない。核燃料物質保管庫には、核燃料

物質の貯蔵を禁止する旨の表示を行う。なお、施設は壁等により区画され、核燃料物質保管庫は施錠

管理の措置を講じ、許可なくして触れることを禁ずる旨の標識を設ける。 

２３．廃棄施設（変更なし） 

２４．汚染を検査するための設備 

管理区域から退出する際の汚染を検査するための設備として、管理区域の出入口に汚染検査室を設

ける。汚染検査室にはハンドフットクロスモニタ及びサーベイメータを配置し、管理区域から退出す

る者の身体及び衣服等の表面密度を測定する。汚染検査室の壁、床、その他放射性物質によって汚染

されるおそれのある部分は樹脂塗料等により汚染の除去及び拡大防止が容易な構造としている。 

２５．監視設備（変更なし） 

２６．非常用電源設備（変更なし） 

法令改正に伴う

名称の変更 

法令改正に伴う

名称の変更 

技術基準との適

合性を示す記載

の追加 

技術基準との適

合性を示す記載

の追加 



ＦＮＳ棟 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付１−９ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

２７．通信連絡設備等（記載省略） 

２８．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止（記載省略） 

２７．通信連絡設備等（変更なし） 

２８．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止（変更なし） 



ＦＮＳ棟 核燃料物質の使用の変更の許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付３−１ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

添付書類 3 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（ＦＮＳ棟） 

添付書類 3 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

（ＦＮＳ棟） 



ＦＮＳ棟 核燃料物質の使用の変更の許可申請書新旧対照表（添付書類３） 

添付３−２ 

変  更  前 変  更  後 備  考 

（記載省略） （変更なし） 



別添（10） 

核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（ 共 通 編 ） 

（完本総目次） 

令和５年７月 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（目次） 

目次－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

１．核燃料物質使用変更許可申請書（原子力科学研究所） 

「施設編」 （別冊のとおり） 

① 政令 41 条該当施設

(1) ホットラボ (6) バックエンド研究施設

(2) ＪＲＲ－３ (7) 放射性廃棄物処理場

(3) 燃料試験施設 (8) ＪＲＲ－４

(4) 廃棄物安全試験施設 (9) ＦＣＡ

(5) ＮＳＲＲ

② 政令 41 条非該当施設

(10) プルトニウム研究１棟 (18) ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）

(11) ラジオアイソトープ製造棟 (19) トリチウムプロセス研究棟

(12) 核燃料倉庫 (20) ＴＣＡ

(13) 第４研究棟 (21) ＦＮＳ棟

(14) 放射線標準施設 (22) STACY 施設及び TRACY 施設

(15) タンデム加速器建家 (23) 高度環境分析研究棟

(16) ＪＲＲ－１ (24) バックエンド技術開発建家

(17) 再処理特別研究棟

２．添付書類２ 変更後における障害対策書 

（記載省略） 

３．添付書類３ 変更後における安全対策書 

（記載省略） 

４．添付書類１ 変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年

法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性

に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

「施設編」 （別冊のとおり） 

① 政令 41 条該当施設

(1) ホットラボ (6) バックエンド研究施設

(2) ＪＲＲ－３ (7) 放射性廃棄物処理場

(3) 燃料試験施設 (8) ＪＲＲ－４

(4) 廃棄物安全試験施設 (9) ＦＣＡ

１．核燃料物質使用変更許可申請書（原子力科学研究所） 

「施設編」 （別冊のとおり） 

① 政令 41 条該当施設

(1) ホットラボ (6) バックエンド研究施設

(2) ＪＲＲ－３ (7) 放射性廃棄物処理場

(3) 燃料試験施設 (8) ＪＲＲ－４

(4) 廃棄物安全試験施設 (9) ＦＣＡ

(5) ＮＳＲＲ

② 政令 41 条非該当施設

(10) ラジオアイソトープ製造棟 (17) ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）

(11) 核燃料倉庫 (18) トリチウムプロセス研究棟

(12) 第４研究棟 (19) ＴＣＡ

(13) 放射線標準施設 (20) ＦＮＳ棟

(14) タンデム加速器建家 (21) STACY 施設及び TRACY 施設

(15) ＪＲＲ－１ (22) 高度環境分析研究棟

(16) 再処理特別研究棟 (23) バックエンド技術開発建家

２．添付書類２ 変更後における障害対策書 

（変更なし） 

３．添付書類３ 変更後における安全対策書 

（変更なし） 

４．添付書類１ 変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年

法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及び設備の基準に対する適合性

に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

「施設編」 （別冊のとおり） 

① 政令 41 条該当施設

(1) ホットラボ (6) バックエンド研究施設

(2) ＪＲＲ－３ (7) 放射性廃棄物処理場

(3) 燃料試験施設 (8) ＪＲＲ－４

(4) 廃棄物安全試験施設 (9) ＦＣＡ

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除

項番号の繰上り



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（目次） 

目次－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

(5) ＮＳＲＲ

② 政令 41 条非該当施設

(10) プルトニウム研究１棟 (18) ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）

(11) ラジオアイソトープ製造棟 (19) トリチウムプロセス研究棟

(12) 核燃料倉庫 (20) ＴＣＡ

(13) 第４研究棟 (21) ＦＮＳ棟

(14) 放射線標準施設 (22) STACY 施設及び TRACY 施設

(15) タンデム加速器建家 (23) 高度環境分析研究棟

(16) ＪＲＲ－１ (24) バックエンド技術開発建家

(17) 再処理特別研究棟

５．添付書類２ 変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発

等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ず

る災害防止の措置に関する説明書 

（記載省略） 

６．添付書類３ 変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

「施設編」 （別冊のとおり） 

① 政令 41 条該当施設

(1) ホットラボ (6) バックエンド研究施設

(2) ＪＲＲ－３ (7) 放射性廃棄物処理場

(3) 燃料試験施設 (8) ＪＲＲ－４

(4) 廃棄物安全試験施設 (9) ＦＣＡ

(5) ＮＳＲＲ

② 政令 41 条非該当施設

(10) プルトニウム研究１棟 (18) ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）

(11) ラジオアイソトープ製造棟 (19) トリチウムプロセス研究棟

(12) 核燃料倉庫 (20) ＴＣＡ

(13) 第４研究棟 (21) ＦＮＳ棟

(14) 放射線標準施設 (22) STACY 施設及び TRACY 施設

(15) タンデム加速器建家 (23) 高度環境分析研究棟

(16) ＪＲＲ－１ (24) バックエンド技術開発建家

(17) 再処理特別研究棟

７．添付書類４ 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

(5) ＮＳＲＲ

② 政令 41 条非該当施設

(10) ラジオアイソトープ製造棟 (17) ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）

(11) 核燃料倉庫 (18) トリチウムプロセス研究棟

(12) 第４研究棟 (19) ＴＣＡ

(13) 放射線標準施設 (20) ＦＮＳ棟

(14) タンデム加速器建家 (21) STACY 施設及び TRACY 施設

(15) ＪＲＲ－１ (22) 高度環境分析研究棟

(16) 再処理特別研究棟 (23) バックエンド技術開発建家

５．添付書類２ 変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災、爆発

等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ず

る災害防止の措置に関する説明書 

（変更なし） 

６．添付書類３ 変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

「施設編」 （別冊のとおり） 

① 政令 41 条該当施設

(1) ホットラボ (6) バックエンド研究施設

(2) ＪＲＲ－３ (7) 放射性廃棄物処理場

(3) 燃料試験施設 (8) ＪＲＲ－４

(4) 廃棄物安全試験施設 (9) ＦＣＡ

(5) ＮＳＲＲ

② 政令 41 条非該当施設

(10) ラジオアイソトープ製造棟 (17) ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）

(11) 核燃料倉庫 (18) トリチウムプロセス研究棟

(12) 第４研究棟 (19) ＴＣＡ

(13) 放射線標準施設 (20) ＦＮＳ棟

(14) タンデム加速器建家 (21) STACY 施設及び TRACY 施設

(15) ＪＲＲ－１ (22) 高度環境分析研究棟

(16) 再処理特別研究棟 (23) バックエンド技術開発建家

７．添付書類４ 使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除

項番号の繰上り

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除

項番号の繰上り





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（ 共 通 編 ） 

（申請書本文） 

令和５年７月 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

～ 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（記載省略） 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

原子力科学研究所の核燃料物質使用施設等で発生する放射性廃棄物のうち、液体廃棄物（各施設か

ら直接排出する液体廃棄物を除く。）は、共通の廃棄施設である放射性廃棄物処理場に引き渡し、処

理を行う。固体廃棄物は、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、各施設の廃棄施設に

て保管した後、共通の廃棄施設である放射性廃棄物処理場に引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。 

ＪＲＲ－１の炉心及びサブパイル室内機器は、固体廃棄物として施設内で管理を行う。また、バッ

クエンド研究施設で発生する液体廃棄物のうち、アルファ廃液、3.7×104Bq/cm3 以上のベータ・ガン

マ廃液及び有機廃液については施設内で保管を行う。

各施設における廃棄施設については、施設編に記載する。また、液体廃棄物及び固体廃棄物は、放

射性廃棄物処理場の定める区分により仕分けを行う。なお、各施設において固体廃棄物については、

放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずるとともに、火災防護上必要な措置を講ずる。 

１０．使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関す

る事項 

（記載省略） 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

～ 

８．核燃料物質の貯蔵施設の位置、構造及び設備 

（変更なし） 

９．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備 

原子力科学研究所の核燃料物質使用施設等で発生する放射性廃棄物のうち、液体廃棄物（各施設か

ら直接排出する液体廃棄物を除く。）は、共通の廃棄施設である放射性廃棄物処理場に引き渡し、処

理を行う。固体廃棄物は、放射性廃棄物処理場に引き渡すまでの限られた期間、各施設の廃棄施設に

て保管した後、共通の廃棄施設である放射性廃棄物処理場に引き渡し、処理又は保管廃棄を行う。 

ＪＲＲ－１の炉心及びサブパイル室内機器は、固体廃棄物として施設内で管理を行う。また、バッ

クエンド研究施設で発生する液体廃棄物のうち、3.7×103Bq/cm3 以上のベータ・ガンマ廃液及び有機

廃液については施設内で保管を行う。

 各施設における廃棄施設については、施設編に記載する。また、液体廃棄物及び固体廃棄物は、放

射性廃棄物処理場の定める区分により仕分けを行う。なお、各施設において固体廃棄物については、

放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずるとともに、火災防護上必要な措置を講ずる。 

１０．使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関す

る事項 

（変更なし） 

バックエンド研究

施設内にて固型化

の措置を行い放射

性廃棄物処理場に

引き渡すため記載

の削除 

液体廃棄物の放射

性物質の濃度の区

分変更のため 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（本文） 

本文－2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

図－1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

核燃料物質使用施設等配置図 

図－1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 

核燃料物質使用施設等配置図 

：許可の廃止

（プルトニウム研

究１棟）に伴う削

除





核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表 

（ 共 通 編 ） 

（添付書類１～４） 

令和５年７月 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及

び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

（共通編） 

添付書類１ 

変更後における核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和 32 年法律第 166 号）第 53 条第 2 号に規定する使用施設等の位置、構造及

び設備の基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

（共通編） 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

Ⅰ 共通編 

１. 閉じ込めの機能 ～ 17．検査等を考慮した設計

（記載省略） 

18．施設検査対象施設の共用 

ホットラボ、ＪＲＲ－３、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設及びバックエンド研究施設について

は、施設編に記載。 

19．誤操作の防止 

（記載省略） 

20．安全避難通路等 

（記載省略） 

21．設計評価事故時の放射線障害の防止  

ホットラボ、ＪＲＲ－３、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設及びバックエンド研究施設につい

ては、施設編に記載。 

22．貯蔵施設  

ホットラボ、ＪＲＲ－３、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設、バックエンド研究施設、ＪＲＲ

－４、プルトニウム研究１棟、第４研究棟、再処理特別研究棟、ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）、

ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ施設並びにバックエンド技術開発建家については、施設編に記載。 

23．廃棄施設 

23.1 気体廃棄物管理 

（記載省略） 

23.2 固体廃棄物管理 

（記載省略） 

【変更後における障害対策書】 

5.3 液体廃棄物管理 

当研究所の核燃料物質使用施設等から発生する液体廃棄物は、施設内に配置してある廃液貯留槽に

一時貯留し、放射能濃度の測定後、一般排水として排出できる濃度の場合は、施設から一般排水を行

い、一般排水に係る濃度限度以上の場合は、廃液運搬車により構内の放射性廃棄物処理場に配置され

ている液体廃棄物処理施設に送り処理する。 

7.2 液体廃棄物による一般公衆の実効線量の評価 

当研究所周辺での海浜作業及び海水浴場等としての利用は行われないため、液体廃棄物中の放射性

物質による実効線量の評価は、主要な被ばく経路として経口摂取について行うこととし、放出量には

放出管理基準値を使用する。放出管理基準値は管理上、当研究所の全施設について定められているの

Ⅰ 共通編 

１. 閉じ込めの機能 ～ 17．検査等を考慮した設計

（変更なし） 

18．使用前検査対象施設の共用 

ホットラボ、ＪＲＲ－３、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設及びバックエンド研究施設について

は、施設編に記載。 

19．誤操作の防止 

（変更なし） 

20．安全避難通路等 

（変更なし） 

21．設計評価事故時の放射線障害の防止  

ホットラボ、ＪＲＲ－３、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設、バックエンド研究施設及び放射

性廃棄物処理場、については、施設編に記載。 

22．貯蔵施設  

ホットラボ、ＪＲＲ－３、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設、バックエンド研究施設、ＪＲＲ－

４、第４研究棟、再処理特別研究棟、ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）、ＦＮＳ棟、ＳＴＡＣＹ施設

及びＴＲＡＣＹ施設並びにバックエンド技術開発建家については、施設編に記載。 

23．廃棄施設 

23.1 気体廃棄物管理 

（変更なし） 

23.2 固体廃棄物管理 

（変更なし） 

23.3 液体廃棄物管理 

研究所の核燃料物質使用施設等から発生する液体廃棄物は、施設内に配置してある廃液貯留槽に一

時貯留し、放射能濃度の測定後、一般排水として排出できる濃度の場合は、施設から一般排水を行い、

一般排水に係る濃度限度以上の場合は、廃液運搬車により構内の放射性廃棄物処理場に配置されてい

る液体廃棄物処理施設に送り処理する。 

23.3.1 液体廃棄物による一般公衆の実効線量の評価 

研究所周辺での海浜作業及び海水浴場等としての利用は行われないため、液体廃棄物中の放射性物

質による実効線量の評価は、主要な被ばく経路として経口摂取について行うこととし、放出量には放

出管理基準値を使用する。放出管理基準値は管理上、当研究所の全施設について定められているので、

法令改正に伴う名

称の変更 

施設編（放射性廃

棄物処理場）の追

加に伴う反映 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 

施設編（ＦＮＳ棟）

の追加に伴う反映 

障害対策書の取込

み 

番号の変更 

記載の適正化 

番号の変更 

記載の適正化 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-3 

変 更 前 変 更 後 備  考 

で、全施設から放出される放射性物質の全量について評価する。 

 

7.2.1 計算条件 

(1) 年間放出量 

当研究所の全施設から放出される液体廃棄物の年間最大放出量は第２-１表に示すとおりであ

る。 

 

7.2.2  計算方法 

(1) 海水中における放射性物質の濃度 18)、19） 

施設から放出される液体廃棄物中の放射性物質の海水中における濃度は次式により求める。 

ＣW(r) ＝ 75・Ｑ / (ｚ・ｒ)                                     (7.2-1) 

ここで、 

ＣW(r) ：排水口から距離ｒにおける年間平均濃度（Bq/m3） 

Ｑ   ：年間平均放出率 (Bq/s) 

ｚ   ：鉛直混合層の厚さ (2m) 19） 

ｒ   ：排水口から平均流にそった流下距離 (1×103m) 19） 

海藻に対しては（7.2-1）式で計算した濃度を用い、魚類及び無脊椎動物に対しては排水口を中

心とした半径ｒの半円内についてＣW(r)を平均化して得られる濃度C W(r)を用いる。C W(r)は次

式で表せる。 

C W(r) ＝ ２・ＣW(r)                                  (7.2-2) 

 

(2) 海産物摂取による一般公衆の実効線量 5） 


i

WiWiW )( A・Ｋ・＝365Ｈ                                         (7.2-3) 


k

kimkkikWi )CF(C ・ｆ・ｆ・Ｗ・＝ WiA                                (7.2-4) 

ここで、 

ＨW    ：海産物を摂取した場合の年間の実効線量（Sv）  

365    ：年間日数への換算係数 (d) 

ＫWi   ：核種ｉの実効線量係数 (Sv/Bq)  

ＡWi   ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

ＣWi   ：海水中の核種ｉの濃度 (Bq/m3) 

(CF)ik ：核種ｉの海産物ｋに対する濃縮係数 ((Bq/g)/(Bq/m3)) 

Ｗk    ：海産物ｋの摂取量 (g/d) 

ｆmk   ：海産物ｋの市場希釈係数 

ｆki   ：海産物ｋの採取から摂取までの核種ｉの減衰比 

海藻類以外の海産物に対して、 

)・ｔ
Ｔ

0.693
＝exp(-ｆ k

ri

ki  

海藻類に対して、 

全施設から放出される放射性物質の全量について評価する。 

 

23.3.1.1 計算条件 

(1) 年間放出量 

研究所の全施設から放出される液体廃棄物の年間最大放出量は第 23.3-1 表に示すとおりであ

る。 

 

23.3.1.2  計算方法 

(1) 海水中における放射性物質の濃度 27)、28） 

施設から放出される液体廃棄物中の放射性物質の海水中における濃度は次式により求める。 

ＣW(r) ＝ 75・Ｑ / (ｚ・ｒ)                                     (23.3-1) 

ここで、 

ＣW(r) ：排水口から距離ｒにおける年間平均濃度（Bq/m3） 

Ｑ   ：年間平均放出率 (Bq/s) 

ｚ   ：鉛直混合層の厚さ (2m) 28） 

ｒ   ：排水口から平均流にそった流下距離 (1×103m) 28） 

海藻に対しては（23.3-1）式で計算した濃度を用い、魚類及び無脊椎動物に対しては排水口を中

心とした半径ｒの半円内についてＣW(r)を平均化して得られる濃度C W(r)を用いる。C W(r)は次式

で表せる。 

C W(r) ＝ ２・ＣW(r)                                  (23.3-2) 

 

(2) 海産物摂取による一般公衆の実効線量 13） 


i

WiWiW )( A・Ｋ・＝365Ｈ                                         (23.3-3) 


k

kimkkikWi )CF(C ・ｆ・ｆ・Ｗ・＝ WiA                                (23.3-4) 

ここで、 

ＨW    ：海産物を摂取した場合の年間の実効線量（Sv）  

365    ：年間日数への換算係数 (d) 

ＫWi   ：核種ｉの実効線量係数 (Sv/Bq)  

ＡWi   ：核種ｉの摂取率 (Bq/d) 

ＣWi   ：海水中の核種ｉの濃度 (Bq/m3) 

(CF)ik ：核種ｉの海産物ｋに対する濃縮係数 ((Bq/g)/(Bq/m3)) 

Ｗk    ：海産物ｋの摂取量 (g/d) 

ｆmk   ：海産物ｋの市場希釈係数 

ｆki   ：海産物ｋの採取から摂取までの核種ｉの減衰比 

海藻類以外の海産物に対して、 

)・ｔ
Ｔ

0.693
＝exp(-ｆ k

ri

ki  

海藻類に対して、 
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共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-4 

変 更 前 変 更 後 備  考 

)｝
12

9
365

Ｔ

0.693
exp(--｛1

3650.693

Ｔ
＋

12

3
＝ｆ

ri

ri
ki 


 

Ｔri   ：核種ｉの物理的半減期 (d) 

ｔk    ：海産物ｋ（海藻類を除く）の採取から摂取までの時間 (d) 

(7.2-3)、(7.2-4)式に用いたパラメータ及び換算係数を第２-２(1)、(2)表に示す。 

 

7.2.3  計算結果 

当研究所の全施設から放出される液体廃棄物中の放射性物質による年間の実効線量の計算結果を

第２-１表に示す。これによれば、液体廃棄物中の放射性物質による周辺監視区域外の一般公衆の年

間の実効線量は約 5.5×10－6Sv である。 

 

7.4 実効線量の評価結果 

当研究所の使用施設等の核燃料物質に起因する年間の実効線量は、気体廃棄物について約 2.9×

10－5Sv、液体廃棄物（原子炉施設等を含む。）について約 5.5×10－6Sv、直接線及びスカイシャイン

放射線について約 2.8×10－5Sv である。また、原子炉施設の希ガスに起因する年間の実効線量約 6.5

×10－6Sv、気体廃棄物に起因する年間の実効線量約 1.5×10－6Sv を考慮しても、法令で定める周辺

監視区域外の線量限度に比べ十分小さい。なお、廃棄物埋設施設については、現在、保全段階であ

り周辺監視区域境界を設定していないため、考慮する必要はない。 

 

 

24．汚染を検査するための設備  

ホットラボ、ＪＲＲ－３、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設、バックエンド研究施設、プルトニ

ウム研究１棟、第４研究棟、再処理特別研究棟、ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）、ＳＴＡＣＹ施設

及びＴＲＡＣＹ施設並びにバックエンド技術開発建家については、施設編に記載。 

 

25．監視設備 ～ 28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

（記載省略） 

 

参考文献 

1)～25) 

（記載省略） 

【変更後における障害対策書】 

17) Stanley E.Thompson, et al. 

： Concentration Factors of Chemical Elements in Edible 

Aquatic Organisms, USAEC Report UCRL-50564, Rev.1（1972） 

18) 原子力安全研究協会 海洋放出調査特別委員会試算分科会 

： 試算分科会報告書（Ⅱ）, 昭和 42 年 10 月 

19) 福田 雅明      ： 沿岸海域の海洋拡散の研究, JAERI-M8730（1980） 

20) R. B. Firestone ：  Table of Radioactive Isotopes, 8th ed., John Wiley & Sons（1996） 

 

第 2.1 表 核燃料物質使用施設等（放射性廃棄物処理場については、保管廃棄施設（処理前廃棄物保管

場所及び発生廃棄物保管場所を除く。））に係る直接線及びスカイシャイン放射線による年間

)｝
12

9
365

Ｔ

0.693
exp(--｛1

3650.693

Ｔ
＋

12

3
＝ｆ

ri

ri
ki 


 

Ｔri   ：核種ｉの物理的半減期 (d) 

ｔk    ：海産物ｋ（海藻類を除く）の採取から摂取までの時間 (d) 

(23.3-3)、(23.3-4)式に用いたパラメータ及び換算係数を第 23.3-2 表及び第 23.3-3 表に示す。 

 

23.3.1.3  計算結果 

研究所の全施設から放出される液体廃棄物中の放射性物質による年間の実効線量の計算結果を第

２-１表に示す。これによれば、液体廃棄物中の放射性物質による周辺監視区域外の一般公衆の年間

の実効線量は約 5.5×10－6Sv である。 

 

23.4 実効線量の評価結果 

研究所の使用施設等の核燃料物質に起因する年間の実効線量は、気体廃棄物について約 2.6×10－

5Sv、液体廃棄物（原子炉施設等を含む。）について約 5.5×10－6Sv、核燃料物質使用施設等からの直

接線及びスカイシャイン放射線について約 3.3×10－5Sv、各施設の保管廃棄施設（放射性廃棄物処

理場については、処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄物保管場所とする。）からの直接線及びス

カイシャイン放射線について約 2.0×10－5Sv である。また、原子炉施設の希ガスに起因する年間の

実効線量約 4.9×10－6Sv、気体廃棄物に起因する年間の実効線量約 6.5×10－7Sv を考慮しても、法令

で定める周辺監視区域外の線量限度に比べ十分小さい。なお、廃棄物埋設施設については、現在、保

全段階であり周辺監視区域境界を設定していないため、考慮する必要はない。 

 

24．汚染を検査するための設備  

ホットラボ、ＪＲＲ－３、燃料試験施設、廃棄物安全試験施設、バックエンド研究施設、第４研究

棟、再処理特別研究棟、ＪＲＲ－３実験利用棟（第２棟）、ＦＮＳ棟、ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ

施設並びにバックエンド技術開発建家については、施設編に記載。 

 

25．監視設備 ～ 28．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

（変更なし） 

 

参考文献 

1)～25) 

（変更なし） 

 

26) Stanley E.Thompson, et al. 

： Concentration Factors of Chemical Elements in Edible 

Aquatic Organisms, USAEC Report UCRL-50564, Rev.1（1972） 

27) 原子力安全研究協会 海洋放出調査特別委員会試算分科会 

： 試算分科会報告書（Ⅱ）, 昭和 42 年 10 月 

28) 福田 雅明      ： 沿岸海域の海洋拡散の研究, JAERI-M8730（1980） 

29) R. B. Firestone ：  Table of Radioactive Isotopes, 8th ed., John Wiley & Sons（1996） 

 

第 2.1 表 核燃料物質使用施設等（放射性廃棄物処理場については、保管廃棄施設（処理前廃棄物保管場

所及び発生廃棄物保管場所を除く。））に係る直接線及びスカイシャイン放射線による年間の
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共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-5 

変 更 前 変 更 後 備 考 

の実効線量の計算に使用するパラメータ 

施 設 名 

コンクリー 

ト壁厚さ

(m)

コンクリー

ト天井厚さ

(m)

施 設 名 

コンクリー

ト 壁 厚 さ

(m)

コンクリー

ト天井厚さ

(m)

プルトニウム研究１棟 ― ― 第 ４ 研 究 棟 0.20 0.15 

ホ ッ ト ラ ボ
0.25 

0.60 

0.12 

0.12 
放 射 線 標 準 施 設 0.15 0.15 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 0.40 0 タンデム加速器建家 0.23 0.15 

燃 料 試 験 施 設 0.18 0.10 Ｊ Ｒ Ｒ － １ 0.20 0.35 

廃棄物安全試験施設 0.20 0.12 再 処 理 特 別 研 究 棟 ― ― 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ 0.30 0 
ＪＲＲ－３実験利用棟 

（ 第 ２ 棟 ） 
0.15 0.15 

バックエンド研究施設 

（セル） 

0.30 

（1.35） 

0.20 

（1.45） 

トリチウムプロセス

研 究 棟
0.15 0.36 

放射性廃棄物処理場 

・廃棄物保管棟・Ⅰ

・廃棄物保管棟・Ⅱ

・解体分別保管棟

0.28 

0.28 

0.43 

0.28 

0.28 

0 

Ｔ Ｃ Ａ 0.30 0.15 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ 0.20 0 Ｆ Ｎ Ｓ 棟 0.20 0.30 

ＦＣＡ ＦＣＡ施設 0.40 0.40 
ＳＴＡＣＹ施設及び 

Ｔ Ｒ Ａ Ｃ Ｙ 施 設 
0.40 0.75 

ラジオアイソトープ

製 造 棟
0.21 0.21 高度環境分析研究棟 0.20 0.10 

核 燃 料 倉 庫 0.20 0.15 
バ ッ ク エ ン ド 技 術 

開 発 建 家 
― ― 

注）本欄が「－」である施設は、核燃料物質の在庫がなく受け入れ予定のない施設である。 

第 2.2 表 核燃料物質使用施設等（放射性廃棄物処理場については、保管廃棄施設（処理前廃棄物保管

場所及び発生廃棄物保管場所を除く。））に係る直接線及びスカイシャイン放射線による年間

の実効線量(1/2) 

施  設  名 

直 接 線 に よ る 

実 効 線 量 

(Sv) 

スカイシャイン

放 射 線 に よ る

実効線量(Sv)

ホ ッ ト ラ ボ   8.4×10－7  1.9×10－6 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３   2.1×10－7  4.2×10－7 

燃 料 試 験 施 設   1.1×10－7  2.7×10－7 

廃 棄 物 安 全 試 験 施 設 1.9×10－9  9.4×10－10 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ  2.2×10－10  2.3×10－12 

バ ッ ク エ ン ド 研 究 施 設   1.7×10－6  3.0×10－7 

実効線量の計算に使用するパラメータ 

施 設 名 

コンクリー 

ト壁厚さ

(m)

コンクリー

ト天井厚さ

(m)

施 設 名 

コンクリー

ト 壁 厚 さ

(m)

コンクリー

ト天井厚さ

(m)

（削る） 第 ４ 研 究 棟 0.20 0.15 

ホ ッ ト ラ ボ
0.25 

0.60 

0.12 

0.12 
放 射 線 標 準 施 設 0.15 0.15 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 0.40 0 タンデム加速器建家 0.23 0.15 

燃 料 試 験 施 設 0.18 0.10 Ｊ Ｒ Ｒ － １ 0.20 0.35 

廃棄物安全試験施設 0.20 0.12 再 処 理 特 別 研 究 棟 ― ― 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ 0.30 0 
ＪＲＲ－３実験利用棟 

（ 第 ２ 棟 ） 
0.15 0.15 

バックエンド研究施設 

（セル） 

0.30 

（1.35） 

0.20 

（1.45） 

トリチウムプロセス

研 究 棟
0.15 0.36 

放射性廃棄物処理場 

・廃棄物保管棟・Ⅰ

・廃棄物保管棟・Ⅱ

・解体分別保管棟

0.28 

0.28 

0.43 

0.28 

0.28 

0 

Ｔ Ｃ Ａ 0.30 0.15 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ 0.20 0 Ｆ Ｎ Ｓ 棟 ― ― 

ＦＣＡ ＦＣＡ施設 0.40 0.40 
ＳＴＡＣＹ施設及び 

Ｔ Ｒ Ａ Ｃ Ｙ 施 設 
0.40 0.75 

ラジオアイソトープ

製 造 棟
0.21 0.21 高度環境分析研究棟 0.20 0.10 

核 燃 料 倉 庫 0.20 0.15 
バ ッ ク エ ン ド 技 術 

開 発 建 家 
― ― 

注）本欄が「－」である施設は、核燃料物質の在庫がなく受け入れ予定のない施設である。 

第 2.2 表 核燃料物質使用施設等（放射性廃棄物処理場については、保管廃棄施設（処理前廃棄物保管場

所及び発生廃棄物保管場所を除く。））に係る直接線及びスカイシャイン放射線による年間の

実効線量(1/2) 

施  設  名 

直 接 線 に よ る 

実 効 線 量 

(Sv) 

スカイシャイン

放 射 線 に よ る

実効線量(Sv)

ホ ッ ト ラ ボ   8.4×10－7  1.9×10－6 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３   2.1×10－7  4.2×10－7 

燃 料 試 験 施 設   1.1×10－7  2.7×10－7 

廃 棄 物 安 全 試 験 施 設 1.9×10－9  9.4×10－10 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ  2.2×10－10  2.3×10－12 

バ ッ ク エ ン ド 研 究 施 設   1.7×10－6  3.0×10－7 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 

ＦＮＳ棟の核燃料

物質の在庫がなく

受入予定がないこ

とに伴う変更 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-6 

変 更 前 変 更 後 備 考 

放 射 性 廃 棄 物 処 理 場  2.6×10－6  1.2×10－7 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ 0 注２）  4.2×10－15 

ＦＣＡ Ｆ Ｃ Ａ 施 設   2.1×10－9  1.3×10－9 

プ ル ト ニ ウ ム 研 究 １ 棟 ― ― 

ラジオアイソトープ製造棟  2.3×10－8  3.3×10－8 

核 燃 料 倉 庫   1.6×10－6  7.2×10－7 

第 ４ 研 究 棟   7.8×10－6  5.9×10－6 

放 射 線 標 準 施 設  4.9×10－7  8.5×10－8 

タ ン デ ム 加 速 器 建 家  2.4×10－7  6.1×10－6 

Ｊ Ｒ Ｒ － １   5.9×10－7  5.7×10－8 

再 処 理 特 別 研 究 棟 ― ― 

注１）本欄が「－」である施設は、核燃料物質の在庫がなく受け入れ予定のない施設である。 

注２）核燃料物質貯蔵施設が地下にあり、土 50m で遮蔽される。 

第 2.2 表 核燃料物質使用施設等（放射性廃棄物処理場については、保管廃棄施設（処理前廃棄物保

管場所及び発生廃棄物保管場所を除く。））に係る直接線及びスカイシャイン放射線によ

る年間の実効線量(2/2) 

施  設  名 

直 接 線 に よ る 

実 効 線 量 

(Sv) 

スカイシャイン

放 射 線 に よ る

実効線量 ( S v )

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 実 験 利 用 棟 

（第２棟） 
  1.3×10－8  5.2×10－9 

ト リ チ ウ ム プ ロ セ ス

研 究 棟
  5.0×10－9  3.2×10－9 

Ｔ Ｃ Ａ   1.0×10－10  1.4×10－10 

Ｆ Ｎ Ｓ 棟  2.0×10－13   1.2×10－13 

Ｓ Ｔ Ａ Ｃ Ｙ 施 設 及 び 

Ｔ Ｒ Ａ Ｃ Ｙ 施 設 
  3.1×10－9  2.2×10－8 

高 度 環 境 分 析 研 究 棟  7.0×10－13  2.9×10－12 

バ ッ ク エ ン ド 技 術 

開 発 建 家
― ― 

合 計 3.3×10－5 

注１）本欄が「－」である施設は、核燃料物質の在庫がなく受け入れ予定のない施設である。 

第 2.3 表 各施設の保管廃棄施設（放射性廃棄物処理場については、処理前廃棄物保管場所及び発生廃

棄物保管場所とする。）に起因する直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量

の計算に使用するパラメータ 

施 設 名 

コンクリー

ト 壁 厚 さ 

(m)

コンクリー 

ト天井厚さ 

(m) 

施 設 名 

コンクリー 

ト 壁 厚 さ 

(m)

コンクリー 

ト天井厚さ 

(m) 

プルトニウム研究１棟 0.15 0.15 第 ４ 研 究 棟 0.20 0.15 

放 射 性 廃 棄 物 処 理 場  2.6×10－6  1.2×10－7 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ 0 注２）  4.2×10－15 

ＦＣＡ Ｆ Ｃ Ａ 施 設   2.1×10－9  1.3×10－9 

（削る） 

ラジオアイソトープ製造棟  2.3×10－8  3.3×10－8 

核 燃 料 倉 庫   1.6×10－6  7.2×10－7 

第 ４ 研 究 棟   7.8×10－6  5.9×10－6 

放 射 線 標 準 施 設  4.9×10－7  8.5×10－8 

タ ン デ ム 加 速 器 建 家  2.4×10－7  6.1×10－6 

Ｊ Ｒ Ｒ － １   5.9×10－7  5.7×10－8 

再 処 理 特 別 研 究 棟 ― ― 

注１）本欄が「－」である施設は、核燃料物質の在庫がなく受け入れ予定のない施設である。 

注２）核燃料物質貯蔵施設が地下にあり、土 50m で遮蔽される。 

第 2.2 表 核燃料物質使用施設等（放射性廃棄物処理場については、保管廃棄施設（処理前廃棄物保

管場所及び発生廃棄物保管場所を除く。））に係る直接線及びスカイシャイン放射線による

年間の実効線量(2/2) 

施  設  名 

直 接 線 に よ る 

実 効 線 量 

(Sv) 

スカイシャイン

放 射 線 に よ る

実効線量 ( S v )

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 実 験 利 用 棟 

（第２棟） 
  1.3×10－8  5.2×10－9 

ト リ チ ウ ム プ ロ セ ス

研 究 棟
  5.0×10－9  3.2×10－9 

Ｔ Ｃ Ａ   1.0×10－10  1.4×10－10 

Ｆ Ｎ Ｓ 棟 ― ― 

Ｓ Ｔ Ａ Ｃ Ｙ 施 設 及 び 

Ｔ Ｒ Ａ Ｃ Ｙ 施 設 
  3.1×10－9  2.2×10－8 

高 度 環 境 分 析 研 究 棟  7.0×10－13  2.9×10－12 

バ ッ ク エ ン ド 技 術 

開 発 建 家
― ― 

合 計 3.3×10－5 

注１）本欄が「－」である施設は、核燃料物質の在庫がなく受け入れ予定のない施設である。 

第 2.3 表 各施設の保管廃棄施設（放射性廃棄物処理場については、処理前廃棄物保管場所及び発生廃

棄物保管場所とする。）に起因する直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量

の計算に使用するパラメータ 

施 設 名 

コンクリー

ト 壁 厚 さ 

(m)

コンクリー 

ト天井厚さ 

(m) 

施 設 名 

コンクリー 

ト 壁 厚 さ 

(m)

コンクリー 

ト天井厚さ 

(m) 

（削る） 第 ４ 研 究 棟 0.20 0.15 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 

ＦＮＳ棟の核燃料

物質の在庫がなく

受入予定がないこ

とに伴う変更 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-7 

変 更 前 変 更 後 備 考 

ホ ッ ト ラ ボ 0.20 0.12 放 射 線 標 準 施 設 0 0.15 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ － － タンデム加速器建家 0.30 0.60 

燃 料 試 験 施 設 0.18 0.10 Ｊ Ｒ Ｒ － １ 0.20 0.35 

廃棄物安全試験施設 0.20 0.12 再 処 理 特 別 研 究 棟 0.15 0.15 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ 

0.30 

0 

0 

0 

0 

0 

ＪＲＲ－３実験利用棟 

（ 第 ２ 棟 ） 
0.15 0.15 

バックエンド研究施設 

0 

0.55 

0.45 

0.60 

0.35 

0.50 

トリチウムプロセス

研 究 棟
－ － 

放射性廃棄物処理場 

・第１廃棄物処理棟

・第２廃棄物処理棟

（セル） 

・第３廃棄物処理棟

・解体分別保管棟

・減容処理棟

・固体廃棄物一時保管棟 

・液体処理建家

0.15 

0.15 

（1.00） 

0.20 

0.30 

0.28 

0.58 

0.20 

0 

0.15 

0.22 

（1.60） 

0.15 

0.40 

0.18 

0.28 

0.15 

0 

Ｔ Ｃ Ａ 0.15 0.13 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ － － Ｆ Ｎ Ｓ 棟 0.15 0.15

ＦＣＡ ＦＣＡ施設 0.20 0 
ＳＴＡＣＹ施設及び 

Ｔ Ｒ Ａ Ｃ Ｙ 施 設 
－ － 

ラジオアイソトープ

製 造 棟
0.21 0.21 高度環境分析研究棟 0.20 0.10 

核 燃 料 倉 庫 0.20 0.15 
バ ッ ク エ ン ド 技 術 

開 発 建 家
0.20 0.15 

注）本欄が「－」である施設は、保管廃棄施設を設置しない施設である。 

第 2.4 表 各施設の保管廃棄施設（放射性廃棄物処理場については、処理前廃棄物保管場所及び発生廃

棄物保管場所とする。）に起因する直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量

(1/2) 

施  設  名 

直 接 線 に よ る 

実 効 線 量 

(Sv) 

スカイシャイン

放 射 線 に よ る

実効線量(Sv)

プ ル ト ニ ウ ム 研 究 １ 棟   7.8×10－10   3.4×10－10 

ホ ッ ト ラ ボ   4.7×10－8  7.4×10－11 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 注 1） ― ― 

燃 料 試 験 施 設   4.0×10－7  5.0×10－8 

廃 棄 物 安 全 試 験 施 設 3.5×10－9  1.3×10－9 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ  1.1×10－8  8.1×10－9 

ホ ッ ト ラ ボ 0.20 0.12 放 射 線 標 準 施 設 0 0.15 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ － － タンデム加速器建家 0.30 0.60 

燃 料 試 験 施 設 0.18 0.10 Ｊ Ｒ Ｒ － １ 0.20 0.35 

廃棄物安全試験施設 0.20 0.12 再 処 理 特 別 研 究 棟 0.15 0.15 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ 

0.30 

0 

0 

0 

0 

0 

ＪＲＲ－３実験利用棟 

（ 第 ２ 棟 ） 
0.15 0.15 

バックエンド研究施設 

0 

0.55 

0.45 

0.60 

0.35 

0.50 

トリチウムプロセス

研 究 棟
－ － 

放射性廃棄物処理場 

・第１廃棄物処理棟

・第２廃棄物処理棟

（セル） 

・第３廃棄物処理棟

・解体分別保管棟

・減容処理棟

・固体廃棄物一時保管棟 

・液体処理建家

0.15 

0.15 

（1.00） 

0.20 

0.30 

0.28 

0.58 

0.20 

0 

0.15 

0.22 

（1.60） 

0.15 

0.40 

0.18 

0.28 

0.15 

0 

Ｔ Ｃ Ａ 0.15 0.13 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ － － Ｆ Ｎ Ｓ 棟 0.15 0.15

ＦＣＡ ＦＣＡ施設 0.20 0 
ＳＴＡＣＹ施設及び 

Ｔ Ｒ Ａ Ｃ Ｙ 施 設 
－ － 

ラジオアイソトープ

製 造 棟
0.21 0.21 高度環境分析研究棟 0.20 0.10 

核 燃 料 倉 庫 0.20 0.15 
バ ッ ク エ ン ド 技 術 

開 発 建 家
0.20 0.15 

注）本欄が「－」である施設は、保管廃棄施設を設置しない施設である。 

第 2.4 表 各施設の保管廃棄施設（放射性廃棄物処理場については、処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄

物保管場所とする。）に起因する直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量

(1/2) 

施  設  名 

直 接 線 に よ る 

実 効 線 量 

(Sv) 

スカイシャイン

放 射 線 に よ る

実効線量(Sv)

（削る） 

ホ ッ ト ラ ボ   4.7×10－8  7.4×10－11 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ 注 1） ― ― 

燃 料 試 験 施 設   4.0×10－7  5.0×10－8 

廃 棄 物 安 全 試 験 施 設 3.5×10－9  1.3×10－9 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ  1.1×10－8  8.1×10－9 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-8 

変 更 前 変 更 後 備 考 

バ ッ ク エ ン ド 研 究 施 設   2.4×10－7  3.1×10－9 

放 射 性 廃 棄 物 処 理 場 

・第１廃棄物処理棟

・第２廃棄物処理棟

・第３廃棄物処理棟

・解体分別保管棟

・減容処理棟

・固体廃棄物一時保管棟

・液体処理建家

9.4×10－8 

4.2×10－9 

3.5×10－9 

7.7×10－10 

1.6×10－8 

1.8×10－9 

8.9×10－9 

2.3×10－8 

2.4×10－11 

7.5×10－10 

4.7×10－11 

2.9×10－10 

1.8×10－10 

5.6×10－9 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ 注 1） ― ― 

ＦＣＡ Ｆ Ｃ Ａ 施 設   5.6×10－11  2.4×10－11 

ラジオアイソトープ製造棟  8.3×10－10  1.5×10－9 

核 燃 料 倉 庫   4.5×10－10  1.6×10－8 

第 ４ 研 究 棟   6.6×10－7  2.3×10－7 

放 射 線 標 準 施 設  1.7×10－5  7.3×10－8 

タ ン デ ム 加 速 器 建 家 0 注 2）  1.5×10－11 

Ｊ Ｒ Ｒ － １   5.1×10－8  4.4×10－9 

再 処 理 特 別 研 究 棟  1.6×10－7  1.4×10－8 

第 2.4 表 各施設の保管廃棄施設（放射性廃棄物処理場については、処理前廃棄物保管場所及び発生廃

棄物保管場所とする。）に起因する直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量

(2/2) 

（記載省略） 

第 23.2-1 表 地表空気中濃度の計算に用いられる施設毎の主要なパラメータ(1/2) 

施 設 名 
排 気 風 量 

(m3/h) 

排 風 機 

稼動時間 

(h/y) 

排気筒高 

(評価高) 

(m) 

建屋投影 

面 積 

(m2) 

評 価 地 点 

までの距離 

(m) 

プルトニウム研究１棟 － － － － － 

ホ ッ ト ラ ボ   34,960  8,760  40(40) －   310 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ － － － － － 

燃 料 試 験 施 設   75,000   8,760   55(0)   546   470 

廃 棄 物 安 全 試 験 施 設  52,000  8,760   45(40) －  600 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ  39,800 2,080 50(50) －  610

バックエンド研究施設  241,000  8,760  50(40) －  300 

放 射 性 廃 棄 物 処 理 場 

・第１廃棄物処理棟

・第２廃棄物処理棟

・解体分別保管棟

・減容処理棟

  40,000 

  46,600 

  80,000 

 184,000 

 2,000 

 8,760 

 2,000 

 2,000 

 30(0) 

 30(30) 

 30(0) 

 40(40) 

350 

－ 

 1,035 

－ 

  500 

  600 

  600 

  830 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ － － － － － 

バ ッ ク エ ン ド 研 究 施 設   2.4×10－7  3.1×10－9 

放 射 性 廃 棄 物 処 理 場 

・第１廃棄物処理棟

・第２廃棄物処理棟

・第３廃棄物処理棟

・解体分別保管棟

・減容処理棟

・固体廃棄物一時保管棟

・液体処理建家

9.4×10－8 

4.2×10－9 

9.8×10－9 

7.7×10－10 

1.6×10－8 

1.8×10－9 

8.9×10－9 

2.3×10－8 

2.4×10－11 

2.2×10－9 

4.7×10－11 

2.9×10－10 

1.8×10－10 

5.6×10－9 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ 注 1） ― ― 

ＦＣＡ Ｆ Ｃ Ａ 施 設   5.6×10－11  2.4×10－11 

ラジオアイソトープ製造棟  8.3×10－10  1.5×10－9 

核 燃 料 倉 庫   4.5×10－10  1.6×10－8 

第 ４ 研 究 棟   6.6×10－7  2.3×10－7 

放 射 線 標 準 施 設  1.7×10－5  7.3×10－8 

タ ン デ ム 加 速 器 建 家 0 注 2）  1.5×10－11 

Ｊ Ｒ Ｒ － １   5.1×10－8  4.4×10－9 

再 処 理 特 別 研 究 棟  1.6×10－7  1.4×10－8 

第 2.4 表 各施設の保管廃棄施設（放射性廃棄物処理場については、処理前廃棄物保管場所及び発生廃棄

物保管場所とする。）に起因する直接線及びスカイシャイン放射線による年間の実効線量

(2/2) 

（変更なし） 

第 23.2-1 表 地表空気中濃度の計算に用いられる施設毎の主要なパラメータ(1/2) 

施 設 名 
排 気 風 量 

(m3/h) 

排 風 機 

稼動時間 

(h/y) 

排気筒高 

(評価高) 

(m) 

建屋投影 

面 積 

(m2) 

評 価 地 点 

までの距離 

(m) 

（削る） 

ホ ッ ト ラ ボ   34,960  8,760  40(40) －   310 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ － － － － － 

燃 料 試 験 施 設   75,000   8,760   55(0)   546   470 

廃 棄 物 安 全 試 験 施 設  52,000  8,760   45(40) －  600 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ  39,800 2,080 50(50) －  610

バックエンド研究施設  241,000  8,760  50(40) －  300 

放 射 性 廃 棄 物 処 理 場 

・第１廃棄物処理棟

・第２廃棄物処理棟

・解体分別保管棟

・減容処理棟

  40,000 

  46,600 

  80,000 

 184,000 

 2,000 

 8,760 

 2,000 

 2,000 

 30(0) 

 30(30) 

 30(0) 

 40(40) 

350 

－ 

 1,035 

－ 

  500 

  600 

  600 

  830 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ － － － － － 

第３廃棄物処理棟

で受入・処理する

液体廃棄物の区分

の変更に伴う見直

し 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-9 

変 更 前 変 更 後 備  考 

Ｆ Ｃ Ａ Ｆ Ｃ Ａ 施 設 － － － － － 

ﾗ ｼ ﾞ ｵ ｱ ｲ ｿ ﾄ ｰ ﾌ ﾟ 製 造 棟      7,100    8,600    17(0)     320     320 

核 燃 料 倉 庫      4,770    2,080  11.6(0)     69     420 

第 ４ 研 究 棟 
    56,000 

    48,000 

   8,760 

   8,760 
 26.1(0)  1,443     50 

放 射 線 標 準 施 設 － － － － － 

タ ン デ ム 加 速 器 建 家      7,900    8,760    12(0)  1,186     250 

注）本欄の全項目が「－」である施設は、気体廃棄物の発生のない核燃料物質取扱施設を示し、建

屋投影面積が「－」である施設は、建屋の影響がないことを示す。 

 

第 23.2-1 表 地表空気中濃度の計算に用いられる施設毎の主要なパラメータ(2/2) 

（記載省略） 

 

第 23.2-2(1)表 核燃料物質使用施設等から放出される放射性核種の周辺監視区域外における最大地

表空気中濃度(1/2) 

施 設 名 核 種 名 及 び 最 大 地 表 空 気 中 濃 度（Bq/m3） 

プ ル ト ニ ウ ム 

研 究 １ 棟 
――― 

ホ ッ ト ラ ボ 
232Th 235Ｕ 238Ｕ 

 
7.3×10－12 1.4×10－11 1.7×10－10 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ ――― 

燃 料 試 験 施 設 

3Ｈ 85Kr 90Sr 106Ru 129Ｉ 

3.1×100 2.7×101 2.7×10－6 4.3×10－5 2.1×10－5 
131Ｉ 131mXe 144Ce 238Pu 239Pu 

7.8×10－4 1.8×10－2 3.7×10－5 1.4×10－7 1.6×10－8 
240Pu 241Pu 241Am 243Am 242Cm 

6.0×10－8 1.5×10－5 4.1×10－8 3.1×10－9 4.7×10－6 
243Cm 244Cm 

 
6.0×10－9 4.9×10－7 

廃 棄 物 安 全 

試  験  施  設 

3Ｈ 85Kr 90Sr 90Ｙ 106Ru 

1.2×10－3 2.0×10－2 4.5×10－8 4.5×10－8 1.2×10－9 
125Sb 129Ｉ 131Ｉ 131mXe 134Cs 

3.8×10－9 7.0×10－9 3.4×10－7 7.6×10－6 1.8×10－8 
137Cs 144Ce 144Pr 147Pm 154Eu 

4.0×10－7 6.1×10－10 6.1×10－10 7.7×10－9 2.7×10－9 
155Eu 232Th 238Ｕ 238Pu 239Pu 

8.7×10－10 3.0×10－18 9.2×10－18 5.2×10－10 5.7×10－13 
240Pu 241Pu 241Am 243Am 242Cm 

2.0×10－12 2.6×10－10 1.5×10－10 7.1×10－12 3.0×10－11 
243Cm 244Cm 

 
3.4×10－14 4.1×10－10 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ 
135Xe 131Ｉ 132Ｉ 133Ｉ 135Ｉ 

3.7×100 4.2×10－4 6.1×10－4 1.8×10－3 1.2×10－3 

バ ッ ク エ ン ド 

研  究  施  設 

3Ｈ 85Kr 90Sr 106Ru 129Ｉ 

1.1×10－2 8.7×10－2 6.2×10－7 8.1×10－6 7.1×10－7 
134Cs 137Cs 144Ce 154Eu 238Pu 

Ｆ Ｃ Ａ Ｆ Ｃ Ａ 施 設 － － － － － 

ﾗ ｼ ﾞ ｵ ｱ ｲ ｿ ﾄ ｰ ﾌ ﾟ 製 造 棟      7,100    8,600    17(0)     320     320 

核 燃 料 倉 庫      4,770    2,080  11.6(0)     69     420 

第 ４ 研 究 棟 
    56,000 

    48,000 

   8,760 

   8,760 
 26.1(0)  1,443     50 

放 射 線 標 準 施 設 － － － － － 

タ ン デ ム 加 速 器 建 家      7,900    8,760    12(0)  1,186     250 

注）本欄の全項目が「－」である施設は、気体廃棄物の発生のない核燃料物質取扱施設を示し、建

屋投影面積が「－」である施設は、建屋の影響がないことを示す。 

 

第 23.2-1 表 地表空気中濃度の計算に用いられる施設毎の主要なパラメータ(2/2) 

（変更なし） 

 

第 23.2-2(1)表 核燃料物質使用施設等から放出される放射性核種の周辺監視区域外における最大地

表空気中濃度(1/2) 

施 設 名 核 種 名 及 び 最 大 地 表 空 気 中 濃 度（Bq/m3） 

（削る） 

ホ ッ ト ラ ボ 
232Th 235Ｕ 238Ｕ 

 
7.3×10－12 1.4×10－11 1.7×10－10 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ ――― 

燃 料 試 験 施 設 

3Ｈ 85Kr 90Sr 106Ru 129Ｉ 

3.1×100 2.7×101 2.7×10－6 4.3×10－5 2.1×10－5 
131Ｉ 131mXe 144Ce 238Pu 239Pu 

7.8×10－4 1.8×10－2 3.7×10－5 1.4×10－7 1.6×10－8 
240Pu 241Pu 241Am 243Am 242Cm 

6.0×10－8 1.5×10－5 4.1×10－8 3.1×10－9 4.7×10－6 
243Cm 244Cm 

 
6.0×10－9 4.9×10－7 

廃 棄 物 安 全 

試  験  施  設 

3Ｈ 85Kr 90Sr 90Ｙ 106Ru 

1.2×10－3 2.0×10－2 4.5×10－8 4.5×10－8 1.2×10－9 
125Sb 129Ｉ 131Ｉ 131mXe 134Cs 

3.8×10－9 7.0×10－9 3.4×10－7 7.6×10－6 1.8×10－8 
137Cs 144Ce 144Pr 147Pm 154Eu 

4.0×10－7 6.1×10－10 6.1×10－10 7.7×10－9 2.7×10－9 
155Eu 232Th 238Ｕ 238Pu 239Pu 

8.7×10－10 3.0×10－18 9.2×10－18 5.2×10－10 5.7×10－13 
240Pu 241Pu 241Am 243Am 242Cm 

2.0×10－12 2.6×10－10 1.5×10－10 7.1×10－12 3.0×10－11 
243Cm 244Cm 

 
3.4×10－14 4.1×10－10 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ 
135Xe 131Ｉ 132Ｉ 133Ｉ 135Ｉ 

3.7×100 4.2×10－4 6.1×10－4 1.8×10－3 1.2×10－3 

バ ッ ク エ ン ド 

研  究  施  設 

3Ｈ 85Kr 90Sr 106Ru 129Ｉ 

1.1×10－2 8.7×10－2 6.2×10－7 8.1×10－6 7.1×10－7 
134Cs 137Cs 144Ce 154Eu 238Pu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-10 

変 更 前 変 更 後 備  考 

2.1×10－6 1.8×10－6 5.0×10－6 2.4×10－7 2.3×10－8 
239Pu 240Pu 241Pu 241Am 243Am 

7.2×10－10 3.0×10－9 7.5×10－7 3.6×10－8 3.0×10－9 
242Cm 244Cm  

1.7×10－6 5.9×10－7 

放 射 性 廃 棄 物 

処 理 場 

3Ｈ 54Mn 60Co 90Sr 106Ru 

1.1×10－2 9.1×10－8 1.8×10－7 1.7×10－7 2.9×10－9 
137Cs 144Ce 239Pu 

 
4.1×10－6 2.8×10－7 1.0×10－9 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ ――― 

ＦＣＡ Ｆ Ｃ Ａ 施 設 ――― 

注）本欄中「－」で示した施設は、気体廃棄物の発生のない核燃料物質取扱施設である。 

 

第 23.2-2(1)表 核燃料物質使用施設等から放出される放射性核種の周辺監視区域外における最大地表

空気中濃度(2/2) 

       ～ 

第 23.2-2(4)表 地表沈着による実効線量の計算に用いる年間の実効線量換算係数 
25） 

（記載省略） 

 

第 23.2-3 表 核燃料物質使用施設等に係る気体廃棄物による年間の実効線量(1/2) 

施    設    名 

年  間  の  実  効  線  量  (Sv) 

内  部  被  ば  く 外 部 被 ば く 

合 計 
吸入摂取 葉菜摂取 米 摂 取 牛乳摂取 

放射性雲から

の被ばく 

地表沈着によ

る被ばく 

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ研究１棟 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

ホ ッ ト ラ ボ 1.5×10－11 1.3×10－12 2.3×10－11 6.8×10－14 ＊ 9.2×10－13 4.0×10－11 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

燃 料 試 験 施 設 2.3×10－6 9.6×10－7 1.2×10－5 1.6×10－6 2.7×10－7 1.2×10－6 1.8×10－5 

廃 棄 物 安 全 試 験 

施  設 
1.1×10－9 1.3×10－9 2.0×10－8 1.5×10－9 2.0×10－10 8.7×10－8 1.1×10－7 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ 1.0×10－7 1.8×10－7 3.3×10－6 1.6×10－7 1.2×10－6 2.4×10－7 5.2×10－6 

ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ研究施設 2.4×10－7 4.4×10－8 7.4×10－7 1.9×10－8 8.7×10－10 8.0×10－7 1.9×10－6 

放 射 性 廃 棄 物 

処 理 場 
7.1×10－9 9.4×10－9 1.4×10－7 1.3×10－8 ＊ 9.2×10－7 1.1×10－6 

Ｊ Ｒ Ｒ ― ４ ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

F C A FCA 施設 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

ﾗ ｼ ﾞ ｵ ｱ ｲ ｿ ﾄ ｰ ﾌ ﾟ 

製 造 棟 
3.4×10－13 3.2×10－14 5.5×10－13 1.9×10－15 ＊ 5.1×10－14 9.8×10－13 

核 燃 料 倉 庫 5.8×10－9 5.3×10－10 9.2×10－9 2.4×10－11 ＊ 2.8×10－10 1.6×10－8 

第 ４ 研 究 棟 1.9×10－8 1.6×10－9 2.8×10－8 3.3×10－12 ＊ 1.1×10－11 4.8×10－8 

放 射 線 標 準 施 設 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

タ ン デ ム 加 速 器 2.7×10－11 2.4×10－12 4.1×10－11 1.2×10－13 ＊ 1.0×10－13 7.0×10－11 

2.1×10－6 1.8×10－6 5.0×10－6 2.4×10－7 2.3×10－8 
239Pu 240Pu 241Pu 241Am 243Am 

7.2×10－10 3.0×10－9 7.5×10－7 3.6×10－8 3.0×10－9 
242Cm 244Cm  

1.7×10－6 5.9×10－7 

放 射 性 廃 棄 物 

処 理 場 

3Ｈ 54Mn 60Co 90Sr 106Ru 

1.1×10－2 9.1×10－8 1.8×10－7 1.7×10－7 2.9×10－9 
137Cs 144Ce 239Pu 

 
4.1×10－6 2.8×10－7 1.0×10－9 

Ｊ Ｒ Ｒ － ４ ――― 

ＦＣＡ Ｆ Ｃ Ａ 施 設 ――― 

注）本欄中「－」で示した施設は、気体廃棄物の発生のない核燃料物質取扱施設である。 

 

第 23.2-2(1)表 核燃料物質使用施設等から放出される放射性核種の周辺監視区域外における最大地表

空気中濃度(2/2) 

       ～ 

第 23.2-2(4)表 地表沈着による実効線量の計算に用いる年間の実効線量換算係数 
25） 

（変更なし） 

 

第 23.2-3 表 核燃料物質使用施設等に係る気体廃棄物による年間の実効線量(1/2) 

施    設    名 

年  間  の  実  効  線  量  (Sv) 

内  部  被  ば  く 外 部 被 ば く 

合 計 
吸入摂取 葉菜摂取 米 摂 取 牛乳摂取 

放射性雲から

の被ばく 

地表沈着によ

る被ばく 

（削る） 

ホ ッ ト ラ ボ 1.5×10－11 1.3×10－12 2.3×10－11 6.8×10－14 ＊ 9.2×10－13 4.0×10－11 

Ｊ Ｒ Ｒ － ３ ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

燃 料 試 験 施 設 2.3×10－6 9.6×10－7 1.2×10－5 1.6×10－6 2.7×10－7 1.2×10－6 1.8×10－5 

廃 棄 物 安 全 試 験 

施  設 
1.1×10－9 1.3×10－9 2.0×10－8 1.5×10－9 2.0×10－10 8.7×10－8 1.1×10－7 

Ｎ Ｓ Ｒ Ｒ 1.0×10－7 1.8×10－7 3.3×10－6 1.6×10－7 1.2×10－6 2.4×10－7 5.2×10－6 

ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ研究施設 2.4×10－7 4.4×10－8 7.4×10－7 1.9×10－8 8.7×10－10 8.0×10－7 1.9×10－6 

放 射 性 廃 棄 物 

処 理 場 
7.1×10－9 9.4×10－9 1.4×10－7 1.3×10－8 ＊ 9.2×10－7 1.1×10－6 

Ｊ Ｒ Ｒ ― ４ ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

F C A FCA 施設 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

ﾗ ｼ ﾞ ｵ ｱ ｲ ｿ ﾄ ｰ ﾌ ﾟ 

製 造 棟 
3.4×10－13 3.2×10－14 5.5×10－13 1.9×10－15 ＊ 5.1×10－14 9.8×10－13 

核 燃 料 倉 庫 5.8×10－9 5.3×10－10 9.2×10－9 2.4×10－11 ＊ 2.8×10－10 1.6×10－8 

第 ４ 研 究 棟 1.9×10－8 1.6×10－9 2.8×10－8 3.3×10－12 ＊ 1.1×10－11 4.8×10－8 

放 射 線 標 準 施 設 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ―― 

タ ン デ ム 加 速 器 2.7×10－11 2.4×10－12 4.1×10－11 1.2×10－13 ＊ 1.0×10－13 7.0×10－11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-11 

変 更 前 変 更 後 備  考 

建  家 

Ｊ Ｒ Ｒ ― １ 1.7×10－20 1.6×10－21 2.7×10－20 9.5×10－23 ＊ 7.3×10－22 4.7×10－20 

注)本欄中「－」で示した施設は、気体廃棄物の発生のない核燃料物質取扱施設である。 

また、「＊」で示した施設は、放射性希ガスを放出しない施設である。 

 

第 23.2-3 表 核燃料物質使用施設等に係る気体廃棄物による年間の実効線量(2/2) 

（記載省略） 

 

【変更後における障害対策書】 

第２-１表 原子力科学研究所の液体廃棄物中の放射性物質の年間放出量、 

年平均濃度及び年間の実効線量 

核  種 
年間放出量 

(Bq) 

年平均濃度 

(Bq/m3) 

年間の実効線量 

(Sv) 

    3Ｈ   

   14Ｃ   

   24Na   

   51Cr   

   54Mn   

   58Co   

   60Co   

   64Cu   

   65Zn   

   89Sr   

   90Sr   

  131Ｉ   

  134Cs   

  137Cs   

  144Ce   

  239Pu   

2.5×1013 

1.1×1011 

2.2×109 

3.0×109 

1.1×109 

1.9×109 

3.7×109 

1.9×109 

7.4×108 

3.7×107 

3.7×107 

3.7×108 

3.7×107 

3.7×109 

3.7×107 

3.7×107 

3.1×104 

1.3×102 

2.6×100 

3.6×100 

1.3×100 

2.3×100 

4.4×100 

2.3×100 

8.8×10－1 

4.4×10－2 

4.4×10－2 

4.4×10－1 

4.4×10－2 

4.4×100 

4.4×10－2 

4.4×10－2 

2.3×10－7 

2.5×10－5 

1.9×10－11 

1.3×10－8 

4.3×10－7 

6.2×10－8 

6.5×10－7 

3.7×10－8 

3.5×10－6 

3.4×10－11 

4.7×10－10 

1.3×10－7 

4.1×10－9 

2.8×10－7 

1.8×10－8 

8.7×10－8 

合 計 
 5.5×10－6 

(14C を除く) 

注）この表には原子炉施設、核燃施設及びＲＩ施設から放出される線量の評価に寄与す

る全核種が含まれている。 

 

第２-２(1)表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算に使用するパラメータ
5） 

パ ラ メ ー タ 記 号 単 位 数   値 

海産物ｋの摂取量 Ｗk g/d 

海 藻      4.0×101 

魚 類      2.0×102 

無脊椎動物 2.0×101 

海産物ｋの市場希釈係数 ｆmk ―― 1 

海産物ｋの採取から摂取までの時間 ｔk d 0 

建  家 

Ｊ Ｒ Ｒ ― １ 1.7×10－20 1.6×10－21 2.7×10－20 9.5×10－23 ＊ 7.3×10－22 4.7×10－20 

注)本欄中「－」で示した施設は、気体廃棄物の発生のない核燃料物質取扱施設である。 

また、「＊」で示した施設は、放射性希ガスを放出しない施設である。 

 

第 23.2-3 表 核燃料物質使用施設等に係る気体廃棄物による年間の実効線量(2/2) 

（変更なし） 

 

 

第 23.3-1 表 原子力科学研究所の液体廃棄物中の放射性物質の年間放出量、 

年平均濃度及び年間の実効線量 

核  種 
年間放出量 

(Bq) 

年平均濃度 

(Bq/m3) 

年間の実効線量 

(Sv) 

    3Ｈ   

   14Ｃ   

   24Na   

   51Cr   

   54Mn   

   58Co   

   60Co   

   64Cu   

   65Zn   

   89Sr   

   90Sr   

  131Ｉ   

  134Cs   

  137Cs   

  144Ce   

  239Pu   

2.5×1013 

1.1×1011 

2.2×109 

3.0×109 

1.1×109 

1.9×109 

3.7×109 

1.9×109 

7.4×108 

3.7×107 

3.7×107 

3.7×108 

3.7×107 

3.7×109 

3.7×107 

3.7×107 

3.1×104 

1.3×102 

2.6×100 

3.6×100 

1.3×100 

2.3×100 

4.4×100 

2.3×100 

8.8×10－1 

4.4×10－2 

4.4×10－2 

4.4×10－1 

4.4×10－2 

4.4×100 

4.4×10－2 

4.4×10－2 

2.3×10－7 

2.5×10－5 

1.9×10－11 

1.3×10－8 

4.3×10－7 

6.2×10－8 

6.5×10－7 

3.7×10－8 

3.5×10－6 

3.4×10－11 

4.7×10－10 

1.3×10－7 

4.1×10－9 

2.8×10－7 

1.8×10－8 

8.7×10－8 

合 計 
 5.5×10－6 

(14C を除く) 

注）この表には原子炉施設、核燃施設及びＲＩ施設から放出される線量の評価に寄与する

全核種が含まれている。 

 

第 23.3-2 表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算に使用するパラメータ
13） 

パ ラ メ ー タ 記 号 単 位 数   値 

海産物ｋの摂取量 Ｗk g/d 

海 藻      4.0×101 

魚 類      2.0×102 

無脊椎動物 2.0×101 

海産物ｋの市場希釈係数 ｆmk ―― 1 

海産物ｋの採取から摂取までの時間 ｔk d 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害対策書の取込

み 

番号の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の変更 

 

 

 

 

 

 

 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-12 

変 更 前 変 更 後 備 考 

核種ｉの実効線量係数 ＫWi Sv/Bq 

第 2-2(2)表のとおり 核種ｉの海産物ｋに対する濃縮係数 (CF)ik 3Bq/m

Bq/g

核種ｉの物理的半減期 Ｔri h,d,y 

第２-２(2)表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算に使用する実効線量係数及び濃

縮係数 

核 種 

物 理 的 

半減期
2 0 ）

(Ｔri) 

実 効 線 量 係 数
2 1 ）

(ＫWi) 

濃縮係数 ((CF)ik)  注） 

魚 類 無脊椎動物 海 藻 類 

3Ｈ 
14Ｃ＊ 
24Na＊ 
51Cr 
54Mn 
58Co 
60Co 
64Cu＊ 
65Zn＊ 
89Sr 
90Sr 
131Ｉ 
134Cs 
137Cs 
144Ce＊ 
239Pu＊ 

 12.33 y 

 5730  y 

 14.96 h 

 27.70 d 

312.12 d 

 70.82 d 

  5.27 y 

 12.70 h 

244.26 d 

 50.53 d 

 28.78 y 

  8.02 d 

  2.06 y 

 30.07 y 

284.89 d 

24110  y 

4.2×10－11

5.8×10－10

4.3×10－10

3.8×10－11

7.1×10－10

7.4×10－10

3.4×10－9

1.2×10－10

3.9×10－9

2.6×10－9

2.8×10－8

1.6×10－8

1.9×10－8

1.3×10－8

5.2×10－9

2.5×10－7 

1×10－6 

2×10－3 

7×10－8 

4×10－4 

6×10－4 

1×10－4 

1×10－4 

7×10－4 

2×10－3 

1×10－6 

1×10－6 

1×10－5 

3×10－5 

3×10－5 

3×10－5 

4×10－6 

1×10－6 

1×10－3 

2×10－7 

2×10－3 

1×10－2 

1×10－3 

1×10－3 

2×10－3 

5×10－2 

6×10－6 

6×10－6 

5×10－5 

2×10－5 

2×10－5 

1×10－3 

1×10－4 

1×10－6 

2×10－3 

1×10－6 

2×10－3 

2×10－2 

1×10－3 

1×10－3 

1×10－3 

1×10－3 

1×10－5 

1×10－5 

4×10－3 

2×10－5 

2×10－5 

5×10－3 

4×10－4 

注）濃縮係数は、「評価指針」から引用。ただし、＊印の核種については文献 17）の値を引用した。 

第 2.1 図 直接線及びスカイシャイン放射線による線量計算のためのモデル図(1) 

～  

第 2.3 図 直接線及びスカイシャイン放射線による線量計算のためのモデル図(3) 

（記載省略） 

Ⅱ 施設編（施設毎に変更許可申請書に添付） 

政令 41 条該当施設（共通編の項目のうち、１．～４．及び６．～２８．について記載） 

ホットラボ                          バックエンド研究施設 

ＪＲＲ－３  放射性廃棄物処理場 

燃料試験施設  ＪＲＲ－４ 

廃棄物安全試験施設 ＦＣＡ（ＦＣＡ施設） 

ＮＳＲＲ

政令41条非該当施設（共通編の項目のうち、１．～５．及び２２．～２４．について記載） 

プルトニウム研究１棟        ＪＲＲ－３実験利用棟(第２棟) 

核種ｉの実効線量係数 ＫWi Sv/Bq 

第 23.3-3 表のとおり 核種ｉの海産物ｋに対する濃縮係数 (CF)ik 3Bq/m

Bq/g

核種ｉの物理的半減期 Ｔri h,d,y 

第 23.3-3 表 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量の計算に使用する実効線量係数及び濃縮

係数 

核 種 

物 理 的 

半減期
2 9 ）

(Ｔri) 

実 効 線 量 係 数
2 1 ）

(ＫWi) 

濃縮係数 ((CF)ik)  注） 

魚 類 無脊椎動物 海 藻 類 

3Ｈ 
14Ｃ＊ 
24Na＊ 
51Cr 
54Mn 
58Co 
60Co 

64Cu＊ 
65Zn＊ 
89Sr 
90Sr 
131Ｉ 
134Cs 
137Cs 
144Ce＊ 
239Pu＊ 

 12.33 y 

 5730  y 

 14.96 h 

 27.70 d 

312.12 d 

 70.82 d 

  5.27 y 

 12.70 h 

244.26 d 

 50.53 d 

 28.78 y 

  8.02 d 

  2.06 y 

 30.07 y 

284.89 d 

24110  y 

4.2×10－11

5.8×10－10

4.3×10－10

3.8×10－11

7.1×10－10

7.4×10－10

3.4×10－9

1.2×10－10

3.9×10－9

2.6×10－9

2.8×10－8

1.6×10－8

1.9×10－8

1.3×10－8

5.2×10－9

2.5×10－7 

1×10－6 

2×10－3 

7×10－8 

4×10－4 

6×10－4 

1×10－4 

1×10－4 

7×10－4 

2×10－3 

1×10－6 

1×10－6 

1×10－5 

3×10－5 

3×10－5 

3×10－5 

4×10－6 

1×10－6 

1×10－3 

2×10－7 

2×10－3 

1×10－2 

1×10－3 

1×10－3 

2×10－3 

5×10－2 

6×10－6 

6×10－6 

5×10－5 

2×10－5 

2×10－5 

1×10－3 

1×10－4 

1×10－6 

2×10－3 

1×10－6 

2×10－3 

2×10－2 

1×10－3 

1×10－3 

1×10－3 

1×10－3 

1×10－5 

1×10－5 

4×10－3 

2×10－5 

2×10－5 

5×10－3 

4×10－4 

注）濃縮係数は、「評価指針」から引用。ただし、＊印の核種については文献 26）の値を引用した。 

第 2.1 図 直接線及びスカイシャイン放射線による線量計算のためのモデル図(1) 

～  

第 2.3 図 直接線及びスカイシャイン放射線による線量計算のためのモデル図(3) 

（変更なし） 

Ⅱ 施設編（施設毎に変更許可申請書に添付） 

政令 41 条該当施設（共通編の項目のうち、１．～４．及び６．～２８．について記載） 

ホットラボ                          バックエンド研究施設 

ＪＲＲ－３  放射性廃棄物処理場 

燃料試験施設  ＪＲＲ－４ 

廃棄物安全試験施設 ＦＣＡ（ＦＣＡ施設） 

ＮＳＲＲ

政令41条非該当施設（共通編の項目のうち、１．～５．及び２２．～２４．について記載） 

（削る）          ＪＲＲ－３実験利用棟(第２棟) 

番号の変更 

番号の変更 

番号の変更 

番号の変更 

許可の廃止（プル

トニウム研究１

棟）に伴う削除 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類１） 

添付 1-13 

変 更 前 変 更 後 備 考 

ラジオアイソトープ製造棟 トリチウムプロセス研究棟

核燃料倉庫 ＴＣＡ

第４研究棟 ＦＮＳ棟

放射線標準施設 ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ施設

タンデム加速器建家 高度環境分析研究棟

ＪＲＲ－１ バックエンド技術開発建家

再処理特別研究棟

ラジオアイソトープ製造棟 トリチウムプロセス研究棟

核燃料倉庫 ＴＣＡ

第４研究棟 ＦＮＳ棟

放射線標準施設 ＳＴＡＣＹ施設及びＴＲＡＣＹ施設

タンデム加速器建家 高度環境分析研究棟

ＪＲＲ－１ バックエンド技術開発建家

再処理特別研究棟



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２）

添付 2-1 

変 更 前 変 更 後 備 考 

添付書類２ 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火

災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びに

これらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

（共通編） 

添付書類２ 

変更後における使用施設等の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火

災、爆発等があった場合に発生すると想定される事故の種類及び程度並びに

これらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書 

（共通編） 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表（添付書類２） 

添付 2-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

Ⅰ 共通編 

（記載省略） 

Ⅱ 施設編（施設毎に変更許可申請書に添付） 

（記載省略） 

Ⅰ 共通編 

（変更なし） 

Ⅱ 施設編（施設毎に変更許可申請書に添付） 

（変更なし） 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表(添付書類３) 

添付 3-1 

変 更 前 変 更 後 備  考 

添付書類３ 

 

 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

 

 

（共通編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類３ 

 

 

 

 

変更に係る核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書 

 

 

（共通編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表(添付書類３) 

添付 3-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

Ⅰ 共通編 

説  明 

１．設計及び工事のための組織 

原子力科学研究所（以下「研究所」という。）における核燃料物質使用施設等

（以下「使用施設等」という。）の建家建設に係る土木及び建築工事の設計及び

施工管理を建設部が、使用施設等に設置する設備・機器の設計工事を当該施設担

当部が、物品調達を契約部又は財務部が、放射線管理を放射線管理部が、それぞ

れ担当する。 

２．設計及び工事の経験 

研究所は､昭和 33年 5月に冶金特別研究室及び JRR-1等に関して核燃料物質の

使用に係る原許可を取得して以来、現在まで政令第 41 条該当使用施設等 11 施設

と政令 41 条非該当使用施設等 24 施設以上の設計及び工事の経験を有している。

これら使用施設等の施設管理者等は、使用施設等及び類似施設の設計及び工事に

従事してきている。 

３．設計及び工事に係る技術者の確保 

研究所における原子力施設関係研究者及び技術者の数、内訳及び従事年数を第

１表～第３表に示す。（令和 2年 4月現在） 

４．設計及び工事に係る品質マネジメント活動 

研究所においては、使用施設等の建設及び設備・機器の設計の妥当性等につい

て、使用施設等安全審査委員会の審査を受ける。また、工事及び製作については、

引合仕様書等により受注者への要求事項を明確にし、設計管理、調達管理､材料

管理、検査及び試験の管理、不具合管理等を適切に実施する。 

５．運転及び保守の経験 

 研究所における使用施設等の管理、核燃料物質の管理、放射線管理､廃棄物管

理等を行う者は、永年にわたり核燃料物質に関する試験研究並びに施設の運転及

び保守に従事しており、使用施設等の運転及び保守に関する経験を有している。 

組 織 図 （記載省略） 

有資格者数 （記載省略） 

保安教育・訓練 （記載省略） 

Ⅰ 共通編 

説  明 

１．設計及び工事のための組織 

原子力科学研究所（以下「研究所」という。）における核燃料物質使用施設等

（以下「使用施設等」という。）の建家建設に係る土木及び建築工事の設計及び

施工管理を建設部が、使用施設等に設置する設備・機器の設計工事を当該施設担

当部が、物品調達を契約部又は財務部が、放射線管理を放射線管理部が、それぞ

れ担当する。 

２．設計及び工事の経験 

研究所は､昭和 33年 5月に冶金特別研究室及び JRR-1等に関して核燃料物質の

使用に係る原許可を取得して以来、現在まで政令第 41 条該当使用施設等 11 施設

と政令 41 条非該当使用施設等 24 施設以上の設計及び工事の経験を有している。

これら使用施設等の施設管理者等は、使用施設等及び類似施設の設計及び工事に

従事してきている。 

３．設計及び工事に係る技術者の確保 

研究所における原子力施設関係研究者及び技術者の数、内訳及び従事年数を第

１表～第３表に示す。（令和 4年 8月現在） 

４．設計及び工事に係る品質マネジメント活動 

研究所においては、使用施設等の建設及び設備・機器の設計の妥当性等につい

て、使用施設等安全審査委員会の審査を受ける。また、工事及び製作については、

引合仕様書等により受注者への要求事項を明確にし、設計管理、調達管理､材料

管理、検査及び試験の管理、不具合管理等を適切に実施する。 

５．運転及び保守の経験 

 研究所における使用施設等の管理、核燃料物質の管理、放射線管理､廃棄物管

理等を行う者は、永年にわたり核燃料物質に関する試験研究並びに施設の運転及

び保守に従事しており、使用施設等の運転及び保守に関する経験を有している。 

組 織 図 （変更なし） 

有資格者数 （変更なし） 

保安教育・訓練 （変更なし） 

研究所における

原子力施設関係

研究者及び技術

者の数、内訳及び

従事年数の更新

に伴う変更 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表(添付書類３) 

添付 3-3 

変 更 前 変 更 後 備 考 

第１表 原子力施設関係研究者及び技術者の数 

研究者 
及び 

技術者 

施設管理

者等 

有資格者数 

核燃料取扱 

主任者 

第１種放射線 

取扱主任者 

技術士 

（原子力・放射線部

門） 

原子力科学研究所 
854 名 

(346 名) 

34 名 

(34 名) 

55 名 

(32 名) 

241 名 

(121 名) 

20 名 

(10 名) 

※括弧内は使用施設等の保安管理組織に属する研究者及び技術者の数

第 2表 原子力施設関係研究者及び技術者の内訳 

電気 機械 原子力 化学 物理 建築 その他 

原子力科学研究所 
140 名 

(110 名) 

138 名 

(83 名) 

99 名 

(17 名) 

106 名 

(37 名) 

142 名 

(25 名) 

20 名 

(2 名) 

209 名 

(72 名) 

※括弧内は使用施設等の保安管理組織に属する研究者及び技術者の数

第 3表 原子力施設関係研究者及び技術者の従事年数 

1 年未満 
1 年以上 

5 年未満 

5 年以上 

10 年未満 

10 年以上 

20 年未満 
20 年以上 

原子力科学研究所 
53 名 

(22 名) 

137 名 

(55 名) 

123 名 

(51 名) 

199 名 

(72 名) 

342 名 

(146 名) 

※括弧内は使用施設等の保安管理組織に属する研究者及び技術者の数

第１図 使用施設等の保安管理組織図（政令 41 条該当施設） 

（記載省略） 

第２図 使用施設等の保安管理組織図（政令 41 条非該当施設） 

（記載省略） 

第１表 原子力施設関係研究者及び技術者の数 

研究者 
及び 

技術者 

施設管理

者等 

有資格者数 

核燃料取扱 

主任者 

第１種放射線 

取扱主任者 

技術士 

（原子力・放射線部

門） 

原子力科学研究所 
864 名 

(371 名) 

33 名 

(33 名) 

48 名 

(30 名) 

236 名 

(128 名) 

19 名 

(14 名) 

※括弧内は使用施設等の保安管理組織に属する研究者及び技術者の数

第 2表 原子力施設関係研究者及び技術者の内訳 

電気 機械 原子力 化学 物理 建築 その他 

原子力科学研究所 
129 名 

(105 名) 

127 名 

(90 名) 

99 名 

(23 名) 

115 名 

(34 名) 

146 名 

(28 名) 

25 名 

(2 名) 

223 名 

(89 名) 

※括弧内は使用施設等の保安管理組織に属する研究者及び技術者の数

第 3表 原子力施設関係研究者及び技術者の従事年数 

1 年未満 
1 年以上 

5 年未満 

5 年以上 

10 年未満 

10 年以上 

20 年未満 
20 年以上 

原子力科学研究所 
52 名 

(17 名) 

217 名 

(84 名) 

123 名 

(53 名) 

181 名 

(72 名) 

291 名 

(145 名) 

※括弧内は使用施設等の保安管理組織に属する研究者及び技術者の数

第１図 使用施設等の保安管理組織図（政令 41 条該当施設） 

（変更なし） 

第２図 使用施設等の保安管理組織図（政令 41 条非該当施設） 

（変更なし） 

更新に伴う変更 

更新に伴う変更 

更新に伴う変更 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表(添付書類４) 

添付 4-1 

変 更 前 変 更 後 備  考 

添付書類４ 

 

 

 

 

使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

（共通編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類４ 

 

 

 

 

使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 

 

（共通編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共通編 核燃料物質使用変更許可申請書新旧対照表(添付書類４) 

添付 4-2 

変 更 前 変 更 後 備 考 

Ⅰ 共通編 

１．保安活動における品質管理に必要な体制（記載省略） 

２．設計及び工事等に係る品質マネジメント活動（記載省略） 

第１図 使用施設等の保安管理組織図（政令第 41 条該当施設） 

～  

第２図 使用施設等の保安管理組織図（政令第 41 条非該当施設） 

（記載省略） 

Ⅰ 共通編 

１．保安活動における品質管理に必要な体制（変更なし） 

２．設計及び工事等に係る品質マネジメント活動（変更なし） 

第１図 使用施設等の保安管理組織図（政令第 41 条該当施設） 

～  

第２図 使用施設等の保安管理組織図（政令第 41 条非該当施設） 

（変更なし） 





バックエンド研究施設における解体撤去する設備に係る説明書 

１．解体撤去する設備について（解体作業が伴うもの） 

No. 設備名 新旧対照表 

ページ番号 

備考 

１ グローブボックスＢ－７ 

本文-1,2,3,6, 

11,12 

添付 1-5,1-7, 

1-8,1-9,1-10,

1-11

詳細は「参考資料１－１ バック

エンド研究施設におけるグローブ

ボックスＢ－７及び質量分析計の

解体撤去について」に記載。

２ 質量分析計 本文-1,4,6 

詳細は「参考資料１－１ バック

エンド研究施設におけるグローブ

ボックスＢ－７及び質量分析計の

解体撤去について」に記載。

参考資料１



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[空白] 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックエンド研究施設における 

グローブボックスＢ－７及び質量分析計の解体撤去について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１－１ 
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１．解体撤去する設備の概要及び解体撤去の方法 

（１）解体撤去する設備の概要 

① グローブボックスＢ－７ 

グローブボックスＢ－７は、質量分析計の試料導入部を設置することを目的として、

平成７年にバックエンド研究施設の実験棟Ｂの実験室（Ⅴ）に設置したものである。こ

のグローブボックスは、グローブボックス本体、配管、高性能エアフィルタ、給排気ダ

クト配管、バルブ類から構成されている。現在は、質量分析計の試料導入部としての役

割は終了し、原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定（以下「保安規定」とい

う。）における負圧維持値の保持のために使用されている。 

② 質量分析計 

質量分析計は、アクチノイド化学試験において、アクチノイド、核分裂生成物等の分

析法開発のための同位体比精密測定及び同位体希釈法を用いた核種定量を目的として、

平成７年に設置したものである。現在は、許可上の使用目的としての役割は終了してい

る。 

バックエンド研究施設の実験棟Ｂの１階平面図を図－１、グローブボックスＢ－７及び

質量分析計の配置図を図－２、グローブボックスＢ－７の概略図を図－３、質量分析計の

概略図を図－４に示す。 

 

（２）解体撤去の方法 

核燃料物質使用変更許可後に実施する工事は、１）解体撤去を行うための措置、２）解

体撤去である。撤去対象設備のうち、グローブボックスＢ－７内部、排気側の高性能エア

フィルタ及び排気ダクト配管内部並びに質量分析計の試料測定用配管部（以下「フライト

チューブ」という。）は核燃料物質により汚染しているため、２）に示す方法で処置・廃

棄を行う。これらの作業で使用する工具のうち、火花を発生する工具を使用する場合は、

防火対策を行うこととする。 

なお、本解体撤去作業における安全管理、放射線管理及び放射性廃棄物管理は、「保安

規定」、「工事・作業の安全管理基準」及び「原子力科学研究所放射線安全取扱手引」に基

づき実施する。 

 

１）解体撤去を行うための措置 

撤去対象設備表面の汚染状況を、直接法又はスミヤ法により汚染検査し、汚染のないこ

とを確認する。 

質量分析計の電源部、電子制御部並びに電磁石（以下「制御部」という。）は、汚染が

ないと考えられるため、質量分析計から切り離し、直接法又はスミヤ法によりサーベイし、

汚染がないことを確認して撤去する。 

グローブボックスＢ－７、排気側の高性能エアフィルタ及び排気ダクト配管内部並びに
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フライトチューブの解体にあたっては、残存汚染があるため、汚染拡大防止囲い（以下「グ

リーンハウス」という。）を設置してから解体撤去作業を行う。 

グローブボックスの系統隔離については、グローブボックスに接続されている質量分

析計、高性能エアフィルタ、排気ダクト配管、架台等を取り外して、グローブボックスを

系統隔離させる。 

なお、グローブボックスの系統隔離は基本的に以下の手順で行う。 

① グローブボックス内の除染、必要に応じて塗料を塗布し汚染を固定 

② グローブボックス排気系の高性能エアフィルタの排気ダクトからの切り離し 

③ 高性能エアフィルタの切り離し、汚染がないことの確認及び閉止措置 

④ 気体廃棄設備との接続部のフランジを閉止板等で閉止 

⑤ グローブボックスに取り付けられた架台等の取り外し 

 

２）解体撤去 

グリーンハウスには、解体撤去作業で発生する放射性塵埃を集塵し、ろ過するため、高

性能フィルタ及び局所排気装置を設ける。吸気口はグリーンハウス内に引き込み、解体撤

去作業エリア近傍に設ける。局所排気装置の排気は既存のフード排気系統により排気す

る。 

解体撤去作業は、グリーンハウス内でタイベックスーツ及び全面マスクを着用し、電動

工具を用いて解体を行う。 

解体撤去作業は、排気配管の解体から行い、最後にグローブボックス本体の解体を行う。

解体撤去作業における切断は、熱的切断を行わず可能な限り火花が発生しない機械的工

法によって行い、周囲の可燃物を除去することで火災の発生低減に努める。火花が発生す

るおそれがあるときは、不燃性シートによる養生を行うとともに、作業エリアの可燃物を

予め除去して火災の発生を防止し、近傍に消火器を配置して速やかな初期消火に備える。 

解体撤去作業に伴って発生する放射性固体廃棄物は、金属製容器に封入する等の汚染

拡大防止措置を講じ、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場（以下「廃棄物処理場」と

いう。）へ引き渡す。 

 

２．核燃料物質の譲渡しの方法 

撤去対象設備に貯蔵又は使用中の核燃料物質はなく、核燃料物質の譲渡しはない。 

 

３．核燃料物質による汚染の除去の方法 

（１）汚染の状況 

① グローブボックスＢ－７ 

撤去対象設備の表面に汚染はないと考えられる。設備の内部には核燃料物質による

汚染があるが、放射線作業計画の立案に当たり、スミヤ法による汚染マップを作成し、
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汚染レベルを明確にする。 

② 質量分析計

制御部には汚染はないと考えられる。フライトチューブ内部には汚染がある。

（２）汚染の除去の方法 

設備内部の遊離性汚染は、作業者の被ばく低減のため、アルコール等により可能な限り

除去した後、必要に応じて塗料を塗布し汚染を固定する。 

４．核燃料物質によって汚染された物の廃棄の方法 

（１）放射性気体廃棄物の廃棄 

グローブボックスＢ－７及び質量分析計の解体撤去作業については、空気汚染が予想さ

れることから、全体を覆うグリーンハウスを設置する。グリーンハウス内の空気は、高性

能フィルタ及び局所排気装置を用いてフード排気系統へ排気し、既設の建家の気体廃棄

設備から放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度以下であることを確認しながら環境

へ放出する。 

（２）放射性液体廃棄物の廃棄 

本解体撤去作業で発生する放射性液体廃棄物は、主に作業者の手洗い水であり、既存の

液体廃棄設備に貯留し、廃液中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度以下である

ことを確認して第２排水溝（海洋放出）から排水する。濃度限度を超えたものについては、

廃棄物処理場へ引き渡す。 

（３）放射性固体廃棄物の廃棄 

本解体作業において約 20本（200ℓドラム換算。以下同じ。）の放射性固体廃棄物が発生

する。発生した放射性固体廃棄物は、「原子力科学研究所放射線安全取扱手引」に定める

分類に従い、不燃性、可燃性等に区分し、適切な固体廃棄物収納容器に封入する等の措置

を講じ、所定の手続きの後、廃棄物処理場へ引き渡す。 

廃棄物処理場の保管廃棄施設の保管能力の合計は、約 139,350本である。これに対し、

令和４年９月末の保管本数は約 122,990本であり、約 16,360本の保管余裕量がある。 

よって、核燃料物質の使用や施設の保守等に伴い原子力科学研究所で定常的に発生す

る放射性固体廃棄物の発生量を考慮しても、本解体撤去作業において発生する放射性固

体廃棄物を保管する容量は十分に有している。
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５．解体撤去作業に伴う措置の工程 

今回のグローブボックスＢ－７及び質量分析計の解体作業に要する期間は下記のとおり

である。 

 

グローブボックスＢ－７及び質量分析計の解体撤去計画 

対象設備 解体撤去予定期間 

グローブボックスＢ－７ 
 

 

質量分析計 
 

 

 

 

６．作業の管理 

（１）作業の計画 

解体撤去作業の実施にあたっては、作業の実施体制、作業実施方法、放射性廃棄物管理、

放射線管理、作業の安全管理等を記載した作業要領書を作成し、安全確保の徹底を図る。

また、作業着手前にリスクアセスメントを実施し、作業に潜在するリスクを抽出して安全

対策を講じる。作業従事者には教育訓練を実施するとともに日々の作業開始前にＫＹ・ 

ＴＢＭによって作業における危険源とその安全対策を周知徹底する。 

 

（２）作業の記録 

作業の記録として、解体撤去作業記録、廃棄物の発生量、廃棄物の放射能量とその測定

方法、除染後の汚染測定記録、作業従事者の被ばく等の記録を作成し管理する。 

 

（３）作業者に対する教育等 

作業の従事前に「保安規定」及び「原子力科学研究所放射線安全取扱手引」等に基づく

保安教育訓練を実施する。また、作業要領書に基づき、作業方法及び作業の安全管理等を

教育する。 

 

（４）作業管理 

作業にあたっては、監督者が常駐し作業手順、安全対策、廃棄物管理等を指揮し安全確

保の徹底を図る。作業においては放射線管理員を置き、作業における被ばく管理、作業エ

リアの汚染管理、線量当量率測定、廃棄物の放射能測定を行い、作業従事者の被ばく低減、

汚染の漏えい防止を図る。 

  

（6 か月） 

（6 か月） 
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図－１ バックエンド研究施設の実験棟Ｂ平面図（１階） 

 

  

実験室(Ⅴ) 
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図－２ グローブボックスＢ－７及び質量分析計配置図 

 

  

グリーンハウス 

単位：mm 
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図－３ グローブボックスＢ－７概略図 

  

単位：mm 
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図－４ 質量分析計概略図 

寸法：幅約 2.4m×奥行約 1.8m×高さ約 1.7m 

重量：約 800kg 

材質：鉄、他 
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１．解体・撤去する設備の概要及び解体・撤去の方法 

（１）解体・撤去する設備の概要 

プルトニウム研究１棟は、プルトニウムの取扱い技術の確立とその基礎物性に関する研究を行う

施設として昭和 35 年に竣工され、昭和 39 年の増設を経て、主にプルトニウムを取り扱った放射化

学、物理化学、燃料化学等の研究開発を行ってきた施設である。 

プルトニウム研究１棟は、令和３年５月 14 日付け令 03 原機（科保）021 をもって原子力規制委員

会へ申請し、令和３年８月 20 日付け令 03 原機（科保）043 をもって一部補正し、令和３年 12 月１

日付けで許可を得た核燃料物質使用変更許可申請書において当該施設の使用の目的を「施設の廃止

に向けた措置の実施に伴う核燃料物質によって汚染された設備の管理」とし、予定使用期間及び年間

予定使用量も「該当なし」としており、当該施設内に核燃料物質は存在しない。また、これまで本施

設において法令報告となる事故、汚染等は発生していない。 

この度、当該施設に設置された設備の解体・撤去及び管理区域解除までを行う。 

 

プルトニウム研究１棟は、地上２階建て鉄筋コンクリート構造の本建家と廃液貯槽室及び集水ピ

ットで構成されている。施設内の設備・機器として、本建家内にはグローブボックス15台、フード

４台の他、放射線管理設備、気体廃棄設備、液体廃棄設備等が設置され、廃液貯槽室及び集水ピッ

トには液体廃棄設備の一部（廃液貯槽等）が設置されている。その他、屋外の排水配管として再処

理特別研究棟に接続されている残存排水管等がある。原子力科学研究所の配置図を図１に、プルト

ニウム研究１棟の平面図を図２に、給排気系統図を図３に、排水系統図を図４に示す。 

 プルトニウム研究１棟の主な設備を表１及び表２に示す。 

 

表１ 解体・撤去の対象となる施設・設備 

施設 設備等 

使用施設 

 

グローブボックス（15台） 

フード（４台） 

放射線管

理設備 

作業環境モニ

タリング設備 
室内ダストモニタ（１式） 

排気モニタリ

ング設備 
排気ダストモニタ（１式） 

警報設備の検出端（１式）※１ 

貯蔵施設 核燃料物質保管庫（６基） 

核燃料物質貯蔵棚（大）（１基） 

核燃料物質貯蔵棚（小）（２基） 

廃棄施設 

気体廃棄

設備 

排風機 （21台） 

フィルタユニット （21台） 

排気ダクト （１式） 
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液体廃棄

設備 

廃液貯槽（２基） 

廃液ポンプ（２台） 

床排水ポンプ（１台） 

集水ピット（２基）※２ 

排水ポンプ（２台） 

残存排水管（１式） 

貯槽の接続廃液配管（１式）※３ 

固体廃棄設備 

  金属製棚（１基） 

 ※１ 警報設備の検出端は設備の解体・撤去とあわせて解体・撤去する。 

 ※２ 集水ピットのうち、廃液を貯留するライニング部を指す。集水ピットの建家部分について

は汚染のないことを確認し、管理区域を解除する。 

※３ 液体廃棄設備の手洗い流し等と廃液貯槽、集水ピットとを接続する廃液配管を指す。 

 

表２ 解体・撤去を行わない施設・設備 

施設 設備等 

使用施設 

 

建家（101 号室、102 号室、103 号室、106 号室、107 号室、108 号室、114 号

室）※１ 

メスバウア分光装置（１式）※２ 

放射線管

理設備 

作業環境モニ

タリング設備 

サーベイメータ（１式）※２ 

ハンドフットクロスモニタ（１式）※２ 

放射線監視盤（１式）※３ 

警報設備の警報盤（１式）※３ 

貯蔵施設 建家（101号室、102号室、103号室、106号室、107号室、108号室、109号

室）※１ 

廃棄施設 気体廃棄

設備 

建家 （排風機室）※１ 

排気口（３基）（排気筒Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）※１ 

液体廃棄設備 

建家 （廃液貯槽室、集水ピット）※１ 

固体廃棄設備 

建家（113号室）※１ 

 ※１ 建家は、解体を行わず、汚染のないことを確認し、管理区域を解除する。排気筒Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲは、解体を行わず、汚染のないことを確認する。 

※２ メスバウア分光装置、サーベイメータ及びハンドフットクロスモニタは解体を行わず、汚

染のないことを確認し、管理区域外へ搬出し再使用する。 

 ※３ 警報設備の警報盤及び放射線監視盤は、非管理区域に設置されており、警報機能及びプル

トニウム研究１棟に係る放射線監視の機能の停止を行い、設備の解体・撤去は行わない。 
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（２）解体・撤去の方法 

汚染のある設備・機器の解体・撤去に当たっては、汚染拡大防止囲い（以下「グリーンハウス」と

いう。）を設置し、その内部において解体作業を行う。グリーンハウスには、解体作業で発生する放

射性塵埃を集塵し、ろ過するため、高性能フィルタ及び局所排気装置を設ける。グリーンハウス内の

吸気口は、解体作業エリア近傍に設け、局所排気装置の排気口は既存の建家の排気系統に接続するこ

とで、既存の気体廃棄設備から排気する。 

解体・撤去作業における装置、配管等の切断は、可能な限り熱的切断を行わず、火花が発生しない

機械的工法によって行い、周囲の可燃物を除去することで火災の発生リスクの低減に努める。火花が

発生するおそれがあるときは、不燃シートによる養生を行い、近傍に消火器を配置して速やかな初期

消火に備える。 

解体・撤去作業に伴って発生する放射性固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区分し、適切な固体

廃棄物容器に封入する。ただし、封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えい

の防止の措置を講ずる。可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容器への

収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、施設内の保管廃棄

施設に保管した後、放射性廃棄物処理場へ引き渡す。 

なお、プルトニウム研究 1棟建家、廃液貯槽室、集水ピット（建家部分）については、設備・機器

の解体・撤去後に汚染検査を行い、管理区域を解除することとし、構造物の解体・撤去は行わない。

排気筒については、各排気系統の排気の合流箇所である排気筒下部について汚染検査を行い、排気筒

内部に汚染のないことを確認することとし、構造物の解体・撤去は行わない。 

また、メスバウア分光装置、放射線管理設備のサーベイメータ及びハンドフットクロスモニタにつ

いては、汚染検査を行い、汚染がないことを確認した後に、管理区域外に搬出し、再使用する。警報

設備の警報盤及び放射線監視盤は、非管理区域に設置されており、警報機能及びプルトニウム研究 1

棟に係る放射線監視の機能の停止処置を行い、設備の解体・撤去は行わない。 

 解体・撤去を行う設備・機器についての解体・撤去方法を以下に示す。なお、作業前の詳細手順

の検討において安全性・作業性の観点から、下記に示す方法と異なる手順、工法への変更又は工程

の組み換えを行う場合がある。 

 

１）グローブボックス及びフードの解体・撤去 

グローブボックス及びフードについては、これまでの廃止に向けた措置の準備作業において内部

の不要物品の撤去、内部のふき取りによる汚染の除去、残留する遊離性汚染の剥離性塗膜材塗装によ

る固定化処置等を実施しており、各設備の表面線量率も 0.2μSv/h 以下のバックグラウンドレベル

となっている。 

グローブボックス及びフードの撤去は、給排気配管の汚染拡大防止のためのビニールバッグ等を

用い閉じ込め状態を維持したまま切り離す方法（以下「バッグ方式」という。）による切り離し、

電源ケーブル・信号ケーブル等の切り離しを行い、グローブボックスについては架台の取り外し等

を行った後、グリーンハウスを設置した解体場所に移動して、解体作業を行う。 

 

２）放射線管理設備の解体・撤去 
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排気ダストモニタは、核燃料物質による汚染の可能性があることから、気体廃棄設備と同様の方法

で解体・撤去を行い放射性廃棄物とする。室内ダストモニタは本建家の管理区域内で解体し、廃棄物

容器に収納する。 

室内ダストモニタ及び排気ダストモニタは、作業期間中における排気中の放射性物質の濃度管理

のため、気体廃棄設備を停止するまで機能を維持する。サーベイメータ、ハンドフットクロスモニタ

及び放射線監視盤は、作業期間中の放射線管理のため、管理区域解除まで機能を維持する。 

 

３）警報設備の解体・撤去 

警報設備の警報盤は、非管理区域に設置されており、設備の解体・撤去は行わず、警報機能の停止

を行う。警報設備の各警報の検出端に関しては、設備の解体・撤去とあわせて解体・撤去し、本建家

の管理区域において廃棄物容器に収納する。 

また、各警報の機能については、以下の時期まで維持する。 

①停電：管理区域解除まで 

②廃液貯槽、集水ピット満水：液体廃棄設備の機能停止まで 

③排気ダストモニタ：気体廃棄設備の機能停止まで 

④負圧異常：グローブボックス及びフードの解体着手まで 

 

４）貯蔵設備の解体・撤去 

核燃料物質保管庫、核燃料物質貯蔵棚については、汚染検査により汚染状況を確認した上で、解

体・撤去を行う。解体物は本建家の管理区域内で廃棄物容器に収納する。 

 

５）液体廃棄設備の解体・撤去 

液体廃棄設備は、解体・撤去作業に伴い発生する放射性液体廃棄物を貯留するため、作業中の汚染

発生のおそれがあるグローブボックス及びフードの解体・撤去完了まで機能を維持する。 

機能停止時には、排水禁止の措置を行い、貯留する廃液中の放射性物質の濃度が法令で定める濃

度限度以下である場合は第２排水溝（海洋放出）から排水し、濃度限度を超える場合は、廃液運搬車

により放射性廃棄物処理場へ運搬し処理する。その後、液体廃棄設備の廃液貯槽、集水ピット、廃液

ポンプ、床排水ポンプ、排水ポンプ、残存排水管及び貯槽の接続廃液配管を解体・撤去し、放射性廃

棄物として、廃棄物容器に収納する。 

なお、液体廃棄設備の機能停止後の管理区域退出時における手の洗浄には、ウェットティッシュ

等を用いる。また、身体汚染発生時の汚染除去用として仮設のシャワー設備を設ける。 

 

   ①貯槽の接続廃液配管のうち屋内廃液配管の解体・撤去 

管理区域内の室内に露出している貯槽の接続廃液配管のうち屋内廃液配管の切断は、切断時の

汚染拡大防止のためバッグ方式で行い、切断後は両端をビニール等で養生した上で、解体用グリー

ンハウスに移動し、細断する。 

 管理区域内の床埋設配管については、粉塵飛散防止のための簡易的なハウスを設け、床を電動ハ

ンマー等ではつり、配管を露出させた後に、屋内の露出配管と同様に、バッグ方式による切断、汚
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染拡大防止の養生を講じた上で、解体用グリーンハウス内に移動し、細断する。 

 床埋設配管撤去後の床は、次工程作業による再汚染の防止のためビニール等で養生するととも

にコンポジットパネル等で蓋をする。 

 

   ②廃液貯槽等の解体・撤去 

廃液貯槽の解体においては、あらかじめ廃液貯槽内の貯留廃液の排出を行った後、廃液貯槽室内

のポンプ、配管等について汚染拡大防止措置を講じて撤去を行った上で、廃液貯槽室内に廃液貯槽

を囲う形で解体用グリーンハウスを設け、電動工具を用いて切断解体を行う。切断片はビニール等

で養生し、養生箇所の外表面に汚染のないことを確認後、本建家の管理区域に移動し、廃棄物容器

に収納する。 

集水ピットの解体・撤去に当たっては、ポンプ、配管等について汚染拡大防止措置を講じて撤去

を行い、開口部の確保等の措置を講じた上で、作業者がピット内部に入り、ライニングを電動工具

等で細断する方法とし、解体したライニングはビニール等で養生した上で、本建家の管理区域に移

動し、廃棄物容器に収納する。 

 

   ③屋外の貯槽の接続廃液配管及び残存排水管の解体・撤去 

屋外に敷設された廃液配管は、本建家から廃液貯槽室及び集水ピット間の貯槽の接続廃液配管

と、廃液貯槽室から再処理特別研究棟間の屋外埋設の残存排水管に分別される。 

本建家から廃液貯槽室及び集水ピット間の貯槽の接続廃液配管は、鉄板の蓋がされた配管用溝

内にあることから、配管撤去においては、下記(b)、(c)の手順により行う。廃液貯槽室と再処理特

別研究棟間の残存排水管は、配管が敷設されている配管用溝が土中に埋設されていることから、準

備作業として下記(a)の作業を行った後、(b)、(c)を行う。なお、廃液貯槽室から再処理特別研究

棟間の残存排水管に関しては、既に使用を停止し、再処理特別研究棟側で配管の切り離しの措置を

行っている状況であり、過去の使用履歴から排水の実績が確認できないこと及び配管閉止時の汚

染検査時に汚染が認められなかったことから汚染の可能性は極めて低いと考えられるが、汚染が

あるものとして作業を計画する。残存排水管（残存するホット排水管）の場所を図５に示す。 

(a)準備作業（配管用溝の掘り返し） 

廃液貯槽室から再処理特別研究棟間の残存排水管については、施設側から徐々に配管用溝に損

傷を与えないよう掘り返し、作業に必要なスペースを確保する。 

土中埋設配管用溝の掘り返しに当たっては、アスファルト、コンクリート等の敷設された路面

については電動カッター等を用いる。また、ショベル等の掘削重機を使用する際には、埋設溝や

埋設配管がないことを確認し、土中埋設物に損傷を与えないよう作業を行う。 

(b)解体作業用上屋の設置  

配管用溝の露出後は、上部に解体用の仮設上屋を設置し、一時管理区域を設定する。仮設上屋

は単管パイプ、ベニヤ板等で構成し、局所排気装置を設ける。仮設上屋の内部はビニール等で養

生し、解体作業用及び出入管理用のグリーンハウスを設け、排気についてはダストサンプラー等

を用いて放射能濃度の監視を行う。 

(c)配管の切断 
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配管の切断に当たっては、バッグ方式により、汚染が拡大しないよう切断する。切断後の開口

部はネオプレンシート等で閉止措置を行い、ビニール等で養生する。 

配管の外表面及び切断箇所閉止後の養生箇所の外表面に汚染のないことを確認後、仮設上屋か

ら本建家の管理区域へと搬出する。仮設上屋から本建家の管理区域へ配管を移動させる際は、ビ

ニール等で養生し、汚染検査を行い搬出する。 

 

６）気体廃棄設備の解体・撤去 

気体廃棄設備は、グローブボックス及びフード等の設備・機器の解体・撤去及び室の壁、床、天井

のはつり、除染が終了するまで維持管理を行う。気体廃棄設備の運転を停止した後に、気体廃棄設備

の排気ダクト、排風機、フィルタユニット等、汚染のある機器の解体を 201 号室、202 号室内に設置

したグリーンハウス内で行う。解体物はグリーンハウス内で廃棄物容器に収納、若しくは、ビニール

等で養生し、養生箇所の外表面に汚染のないことを確認後、本建家１階の管理区域に移動し、廃棄物

容器に収納する。 

 

７）固体廃棄設備の解体・撤去 

固体廃棄設備の金属製棚については、汚染検査により汚染状況を確認した上で、解体・撤去を行

う。解体物は、本建家の管理区域内で廃棄物容器に収納する。 

固体廃棄設備は、解体・撤去作業に伴い発生する放射性固体廃棄物を放射性廃棄物処理場に引き渡

すまで施設内で保管するため、全ての放射性固体廃棄物の引渡しが完了するまで、管理区域内に固体

廃棄物を保管する区画を設け、維持管理を行う。 

 

８）アスベストの除去 

プルトニウム研究１棟の 105 号室、106 号室、107 号室、108 号室、109 号室、111 号室、112 号室、

113 号室、114 号室及び 115 号室の天井にはアスベストが使用されているため、除去作業を行う。ア

スベストの除去作業は、グローブボックス及びフードの解体・撤去完了後に行い、大気汚染防止法、

石綿障害防止規則に従い、石綿作業責任者の選任、作業者への特別教育等を実施した上で、グリーン

ハウスの設置等、飛散防止措置を講じて実施する。 

 

９）汚染のない設備の解体・撤去 

その他の汚染のない設備については、原子力科学研究所の所内規程に基づき、適切に廃棄又は資

源として有効利用する。 

 

２．管理区域解除する施設の概要及び管理区域解除作業 

（１）管理区域解除する施設の概要 

施設の概要は、「１．（１）」に記載のとおり。 

 

（２）管理区域解除作業 

プルトニウム研究１棟の管理区域解除の手順としては、管理区域内のグローブボックス、フード等
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の機器の撤去が完了した後に、汚染の可能性のある壁、床、天井の表面のはく離除染を行う。除染作

業終了後に施設内の汚染検査を行い、汚染のないことを確認後、管理区域の解除を行う。 

１）汚染の可能性のある箇所の除去 

グローブボックス、フード等の機器の撤去が完了した後に汚染の可能性がある壁、床、天井のコン

クリート等の表層について、はく離等の方法により除染を行う。はく離除染を行う際にはグリーン

ハウスを設置し、作業で発生する放射性塵埃を集塵し、ろ過するため、高性能フィルタ及び局所排気

装置を設ける。 

除染作業に伴って発生する放射性固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区分し、適切な固体廃棄物

容器に封入する。ただし、封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止

の措置を講ずる。可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容器への収納が

著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、施設内の保管廃棄施設に

保管した後、放射性廃棄物処理場へ引き渡す。 

 

２）管理区域内の汚染検査 

   施設内部の壁、床、天井の全面について、サーベイメータによる直接法又はスミヤ法による汚染検

査を行う。汚染検査の結果、法令で定める基準値以下であることを確認した後、管理区域の解除を行

う。 

 

３．核燃料物質の譲渡しの方法 

プルトニウム研究１棟に使用中又は貯蔵中の核燃料物質はなく、核燃料物質の譲渡しは無い。 

 

４．核燃料物質による汚染の除去の方法 

（１）汚染の状況 

プルトニウム研究 1 棟の設備・機器のうち、グローブボックス、フード、液体廃棄設備の廃液貯

槽、貯槽の接続廃液配管、気体廃棄設備の排気フィルタ、排気フィルタの上流側に位置する排気ダク

トについては内部に汚染があると推定される。このうちグローブボックス及びフードについては、

１.（２）１）に記載のとおり、これまでの廃止に向けた措置の準備作業において設備内の除染を実

施している。その他、液体廃棄設備及び気体廃棄設備は、これまでの使用履歴から汚染レベルは十分

低いと考えられる。廃液貯槽室から再処理特別研究棟間の残存排水管に関しては、１．（２）５）③

に記載のとおり、汚染の可能性は極めて低いと考えられるが、非管理区域に設置されているため、汚

染があるものとして一時管理区域を設定し作業を行う。 

また、管理区域内の壁、床、天井に関しては、これまでの汚染状況調査において汚染は認められて

いないが、管理区域解除に向けた汚染箇所の特定に当たっては、過去の使用履歴等を考慮した上で

汚染状況の確認を行う。 

 

（２）汚染の除去の方法 

グローブボックス等の設備・機器については４．（１）のとおり、除染を既に実施しているか、汚

染レベルが低い状況であることから、作業開始前の除染は行わず、汚染拡大防止措置を講じて解体・
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撤去を行う。 

また、管理区域内の壁、床、天井については、必要に応じてコンクリート、床材等のはつりを行う。 

 

５．核燃料物質によって汚染された物の廃棄の方法 

（１）放射性気体廃棄物の廃棄 

汚染した設備の解体を行うグリーンハウスの排気は、高性能フィルタ及び局所排気装置を用いて

建家の排気系統へ接続し、排気中の放射性物質濃度が周辺監視区域境界外の空気中において線量告

示の濃度限度以下となるよう、監視しながら既設の建家の気体廃棄設備から環境へ放出する。 

屋外廃液配管及び屋外埋設配管の解体・撤去作業においては、空気汚染の発生の可能性があること

から、解体作業用の仮設上屋を設け、局所排気装置から排気中の放射性物質濃度が周辺監視区域境

界外の空気中において線量告示の濃度限度以下となるよう、確認しながら排気する。 

 

（２）放射性液体廃棄物の廃棄 

本作業で発生する放射性液体廃棄物は、主に作業者の手洗い水であり、集水ピットに一時貯留し、

放射能濃度を測定の後、線量告示の濃度限度以下の場合は第２排水溝（海洋放出）へ一般排水する。

また、濃度限度を超える場合は廃液貯槽へ移送した後、廃液運搬車により放射性廃棄物処理場に運搬

し処理する。 

なお、液体廃棄設備の解体に着手した後は、放射性液体廃棄物の発生はない。 

 

（３）放射性固体廃棄物の廃棄 

本解体作業において 200ℓドラム缶換算で約 500 本の放射性固体廃棄物が発生する（カートンボッ

クスで発生する可燃性固体廃棄物を除く）。発生した放射性固体廃棄物は、「原子力科学研究所放射

線安全取扱手引」に定める分類に従い、可燃性、不燃性などに区分し、適切な固体廃棄物容器に封入

する。ただし、封入することが著しく困難なものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講

ずる。可燃性又は難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。金属製容器への収納が著しく困難

なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、施設内の保管廃棄施設に保管した

後、放射性廃棄物処理場へ引き渡す。 

放射性廃棄物処理場の保管廃棄施設の保管能力の合計は約 139,350 本（200ℓドラム缶換算。以下

同じ。）である。これに対し、令和４年９月末の保管本数は約 122,990 本であり、約 16,360 本の保管

余裕量がある。 

よって、核燃料物質の使用や施設の保守等に伴い原子力科学研究所で定常的に発生する放射性固

体廃棄物の発生量を考慮しても、本解体作業において発生する放射性固体廃棄物を保管する容量は

十分に有している。 

 

６．作業の管理 

（１）作業の計画 

解体作業の実施に当たっては、作業の実施体制、作業実施方法、放射性廃棄物管理、放射線管理、

作業の安全管理等を記載した作業要領書を作成し、安全確保の徹底を図る。また、作業着手前にリス
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クアセスメントを実施し、作業に潜在するリスクを抽出して安全対策を講ずる。作業従事者には教育

訓練を実施するとともに日々の作業開始前にＫＹ・ＴＢＭによって作業における危険源とその安全

対策を周知徹底する。 

 

（２）作業の記録 

作業の記録として、解体作業記録、廃棄物の発生量、廃棄物の放射能量とその測定方法、除染後の

汚染測定記録、作業従事者の被ばく等の記録を作成し管理する。 

 

（３）作業者に対する教育等 

作業の従事前に「原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則」及び「原子力科学研究所

放射線安全取扱手引」等に基づく保安教育訓練を実施する。また、作業要領書に基づき、作業方法及

び作業の安全管理等を教育する。 

 

（４）作業管理 

作業に当たっては、原子力科学研究所の作業の安全管理に関する定めを遵守し、監督者が常駐し作

業手順、安全対策、廃棄物管理等を指揮し安全確保の徹底を図る。作業体制には作業に専従する放射

線管理員を配置し、作業における被ばく管理、作業エリアの汚染管理、線量当量率測定、廃棄物の放

射能測定を行い、作業従事者の被ばく低減、汚染の拡大防止を図る。 
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図１ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所配置図 

プルトニウム研究 1 棟 
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別添１ 

 

解体・撤去及び管理区域解除作業期間中に性能を維持すべき設備及びそ

の性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書 

 

１．使用施設に残存する核燃料物質等の評価 

本施設において核燃料物質の使用、貯蔵は終了しており、施設内に核燃料物質はない。核燃料物

質によって汚染された設備は、「本文４．核燃料物質による汚染の除去の方法（１）汚染の状況」

のとおりである。 

 

２．使用施設等の維持管理 

 表１に本施設の管理区域解除までの工程を示す。また、以下に性能又は機能を維持すべき設備及

びその性能又は機能並びにその性能又は機能を維持すべき期間を示す。 

（１）建家 

解体・撤去作業における汚染拡大防止のため、管理区域解除まで維持管理を行う。なお、管

理区域解除後の解体・撤去は行わない。 

（２）気体廃棄設備 

解体・撤去作業に伴い発生する放射性気体廃棄物を処理するため、管理区域内側の壁材等の

汚染除去が完了するまで気体廃棄設備の排風機、フィルタユニット、排気ダクトの維持管理を

行う。 

（３）液体廃棄設備 

解体・撤去作業に伴い発生する放射性液体廃棄物を貯留するため、汚染発生のおそれがある

グローブボックス及びフードの解体・撤去完了まで廃液貯槽、集水ピット及び貯槽の接続廃液

配管の維持管理を行う。なお、液体廃棄設備の機能停止後は、管理区域退出時における手の洗

浄にはウェットティッシュ等を用い、また、身体汚染発生時の汚染除去用として仮設のシャワ

ー設備を設ける。 

（４）固体廃棄設備 

解体・撤去作業に伴い発生する放射性固体廃棄物を放射性廃棄物処理場に引き渡すまで施

設内で保管するため、全ての放射性固体廃棄物の引渡しが完了するまで、管理区域内に固体廃

棄物を保管する区画を設け、区画と金属製棚の維持管理を行う。作業期間中に固体廃棄物の保

管場所を指定する場合には、「原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則」に基づ

き、プルトニウム研究 1棟の管理区域内に固体廃棄物の保管場所を指定し、維持管理を行う。 

（５）放射線管理設備 

解体・撤去作業中の放射線管理を行うため、サーベイメータ、ハンドフットクロスモニタ及

び放射線監視盤については、管理区域解除まで維持管理を行う。室内ダストモニタ及び排気ダ

ストモニタについては、気体廃棄設備の機能停止まで維持管理を行う。 

（６）警報設備 

警報設備について、排気系の負圧異常等の検知と警報発報のため、グローブボックス及びフ
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ードの解体作業着手まで、液体廃棄設備の満水検知と警報発報のため、液体廃棄設備の機能停

止まで、排気口の放射性物質の濃度の検知と警報発報のため、気体廃棄設備の機能停止まで、

商用電源の停電の検知と警報発報のため、管理区域解除作業が完了するまで、それぞれ設備の

機能を維持管理する。 

 

３．対象設備の解体・撤去及び管理区域解除の作業の期間 

プルトニウム研究１棟の対象設備の解体・撤去及び管理区域解除の作業の期間は約４年である。 
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表１ プルトニウム研究１棟 管理区域解除までの工程 

対象設備 
解体・撤去予定期間 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 

グローブボックス及びフ

ードの撤去 

    

放射線管理設備の撤去 

    

警報設備の機能停止 

    

核燃料物質保管庫・核燃

料物質貯蔵棚の撤去 

    

気体廃棄設備の撤去 

    

液体廃棄設備の撤去 

    

固体廃棄設備の撤去 

    

壁・床等はつり、除染 

    

管理区域解除に係る汚染

検査 

    

管理区域解除 

    

 

 

グローブボックス 15台 フード 4台 

管理区域解除 

▲ 

廃液貯槽・屋外配管(残存排水管等) 屋内配管 

本建家・廃液貯槽室等 

アスベスト除去 壁・床等除染 

排風機・フィルタユニット等 

▲廃液貯槽・集水ピット満水 

▲排気ダストモニタ 

(気体廃棄設備の機能停止) 

▲ 

停電 

▲負圧異常 

室内ダストモニタ・排気ダストモニタ 
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別添２ 

 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による放射線の

被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 

 

１．解体・撤去及び管理区域解除作業期間中の放射線管理 

 （１）核燃料物質等による汚染の拡大防止のための措置に関すること 

 汚染のある設備の解体・撤去時に空気汚染が予想される作業では、局所排気装

置を設けたグリーンハウスを設置する等、汚染拡大防止措置を行い、工事におけ

る汚染の拡大を防止する。 

 （２）外部及び内部被ばく低減に関すること 

 作業に当たっては、「原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則」

及び「原子力科学研究所放射線安全取扱手引」に基づき、被ばく管理を行うとと

もに、作業内容に応じた呼吸保護具の着用による内部被ばくの低減を図る。 

 

２．解体・撤去及び管理区域解除作業に伴う放射性固体廃棄物の発生量 

  本作業において予想される放射性固体廃棄物の発生量は次のとおりである。 

     ・可燃性廃棄物：200ℓ ドラム缶換算 約 180 本 

   ・不燃性廃棄物：200ℓ ドラム缶換算 約 500 本 

 

３．解体・撤去及び管理区域解除作業期間中の平常時における一般公衆の被ばく線量の評

価 

本作業は管理区域内で行われ、作業に伴って発生する放射性気体廃棄物は、既設の気

体廃棄設備又は仮設の局所排気装置の高性能フィルタでろ過し、排気中の放射性物質濃

度が周辺監視区域境界外の空気中において線量告示の濃度限度以下となるよう、監視し

ながら環境に放出する。また、解体・撤去対象の設備の表面線量率は「本文１.（２）」

のとおりバックグラウンドレベルであることから、平常時における一般公衆の線量に影

響を及ぼすことはない。 
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別添３ 

 

解体・撤去及び管理区域解除作業中の過失、機械若しくは装置の

故障又は地震、火災その他の災害があった場合に発生すると想定さ

れる事故の種類、程度及び影響に関する説明書 

 

 本作業における設備等の解体・撤去においては、作業者の内部被ばく及び外部被ばくの

発生が想定される。その場合、作業者は作業場所の汚染レベルに応じ、全面マスク、半面

マスク等の呼吸保護具の他、身体汚染防止のためのタイベックスーツ等の適切な防護具を

装備して作業を行う。このため、作業中における気体廃棄設備の停止、局所排気装置の停

止等の機械又は装置の故障が発生しても作業者の被ばくを防止することができる。 

また、設備等の解体・撤去作業における火災の発生に関して、解体・撤去作業は可能な限

り熱的切断を行わず、火花が発生しない機械的工法によって行い、周囲の可燃物を除去する

ことで火災の発生リスクの低減に努める。加えて、火花が発生するおそれがある場合は、不

燃シートによる養生を行い、近傍に消火器を配置して速やかな初期消火に備える。万一火災

が発生した場合は、消火器及び屋内消火栓等の消火設備により消火を行い、火災の拡大を防

ぐことで、火災発生時の影響範囲は作業場所の一部に限定でき、施設の損傷の影響及び放射

性物質の環境への影響を軽減することができる。 

汚染のある設備・機器の解体・撤去に当たっては、グリーンハウスを設置し、その内部に

おいて解体作業を行う。グリーンハウスには、解体作業で発生する放射性塵埃を集塵し、ろ

過するため、高性能フィルタ及び局所排気装置を設ける。グリーンハウス内の吸気口は、解

体作業エリア近傍に設け、局所排気装置の排気口は既存の建家の排気系統に接続し既存の

気体廃棄設備から排気することで、放射性物質が環境に放出されることはない。 

 

 

 





 

 

第 4研究棟における解体撤去及び削除する設備に係る説明書 

 

１．解体撤去する設備について（解体作業が伴うもの） 

No. 設備名 新旧対照表 

ページ番号 

備考 

１ 

ICP質量分析装置 本文-3,6,19, 

20,31,33,43 

添付 1-2,4 

本装置は更新に伴い既存の装置を

解体撤去する。 

詳細は「参考資料３－１ 第 4研究

棟における分析装置の更新及び撤

去について」に記載。 

 

２．削除する設備について（解体作業が不要であるもの及び記載の削除で済むもの） 

No. 設備名 新旧対照表 

ページ番号 

備考 

１ 

放射能測定装置 本文-2,17,18, 

31,43 

添付 1-2,4 

詳細は「参考資料３－１ 第 4研究

棟における分析装置の更新及び撤

去について」に記載。 
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第 4研究棟における分析装置の更新及び撤去について 

 

参考資料３－１ 



 

1 

１．第 4研究棟の概要 

第 4 研究棟（政令第 41 条非該当施設、放射性同位元素使用施設）は、核燃料物質及

び放射性同位元素を用いた研究及び分析業務を目的とした施設である。 

施設の特徴として、4階建ての施設全体が管理区域であり、核燃料物質使用施設及び

放射性同位元素使用施設として多目的な研究に対応している。 

 

２．分析装置の更新及び撤去の概要 

２．１ ICP質量分析装置（202A号室） 

本装置（図 1）は、溶液試料について分析対象質量数の元素・核種の定量を行うた

めの装置である。福島第一原子力発電所の廃炉支援等の分析ニーズ（1F汚染物中のβ核

種（Se-79））に既存の装置では対応できないため、既存の装置を解体撤去して新規装置

に更新する。 

 

２．２ 放射能測定装置（201A号室） 

本装置（図 2）は、金属板に焼き付けた試料を用い、α線スペクトロメトリにより

α核種の分析を行うための装置である。本装置はプルトニウム研究 1棟より搬入し、

令和 2 年度に許可を取得したが（R3.3.30 許可）、より高性能な代替装置を令和 3 年

度に許可取得（R3.12.1許可）し 119C-122(b)号室に設置したため、本装置を使用の

許可から削除し撤去する。 

 

３．分析装置の解体・撤去の方法 

３．１ ICP質量分析装置（202A号室） 

本装置は、装置内の核燃料物質が接触する部分についてスミヤ法による汚染検査を

行い、遊離性の汚染がないことを確認済みである。本申請が許可された後、各部品に

ついて汚染検査を行いながら手工具により解体し、汚染を確認した部品はビニール

袋に梱包の上、全ての部品を廃棄物容器（200L ドラム缶）に封入し放射性固体廃棄

物とする。なお、既設排気系への接続箇所は、既存装置を取り外した後、新規装置の

接続まで閉止する。 

 

３．２ 放射能測定装置（201A号室） 

本装置は、スミヤ法による汚染検査を行い、遊離性の汚染が無いことを確認済みで

ある。本申請が許可された後、解体は行わずに装置本体を廃棄物容器（200L ドラム

缶）に封入して放射性固体廃棄物とする。なお、許可取得後、核燃料物質は未使用で

あり、既設排気系への接続実績はない。 

 

４．放射性廃棄物に関する措置 

分析装置の撤去に伴い発生する放射性固体廃棄物は、「原子力科学研究所放射線安全

取扱手引」に定める分類に従い可燃性、不燃性等に区分し、適切な廃棄物容器に封入の

上、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場に引き渡す予定である。 
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放射性廃棄物処理場の保管容量：約139,350本（200Lドラム缶換算）  

放射性廃棄物処理場の保管量：約122,990本（200Lドラム缶換算）（令和4年9月末時点）  

最大廃棄物想定発生量：約 2本（200Lドラム缶換算）（約 0.4m3） 

 

５．放射線管理 

 解体・撤去に伴う措置にあたっては、個人被ばく管理及び作業環境モニタリングを行

うとともに、必要に応じて呼吸保護具を着用し、内部被ばくの防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （装置本体 約 730×約 600×約 600mm） （装置本体 約 70×約 250×約 210mm） 

 

図 1 ICP質量分析装置         図 2 放射能測定装置 
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再処理特別研究棟における解体撤去及び削除する設備に係る説明書 

 

１．解体撤去する設備について（作業を行い処置するもの） 

No. 設備名 ページ番号 備考 

1 

廃液長期貯蔵施設 

主要収納機器：計装盤、ステンレス製

ライニング、廃液貯

槽（撤去済み）への接

続配管、気体廃棄施

設 

本文-

1,3,5,6,7,8,10,12,13,14,15 

,20,21,22,24,25,26,27 

詳細は「参考資料４－１ 再処

理特別研究棟の核燃料物質使

用施設等の解体・撤去及び管理

区域解除に係る安全性につい

て」に記載 

2 
Ｃダクト 

主要収納機器：建家間排水管  
本文-8,15,25 同上 

3 
Ｄダクト 

主要収納機器：建家間排水管  
本文-8,15,17,18,25 同上 

 

２．削除する設備について（作業までは行わず容易に撤去出来るもの及び記載の削除で済

むもの） 

No. 設備名 ページ番号 備考 

1 個人被ばくモニタリング設備 本文-2 
個人線量計は施設固有の設備で

はないため記載を削除 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理特別研究棟の核燃料物質使用施設等の解体・撤去 

及び管理区域解除に係る安全性について 
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１．解体する使用施設等及びその解体方法 

（１）解体する使用施設等 

再処理特別研究棟（以下、「再処理特研」という。）は、昭和 36 年度から建設が開始され、我が国最

初の工学規模の再処理研究施設として昭和 41 年に完成した。この再処理特研では、昭和 43 年から昭

和 44 年にかけてＪＲＲ－３の使用済燃料を用いた湿式再処理試験が行われ、プルトニウム約 200g を

回収した。 

その後、動力炉・核燃料開発事業団（現・日本原子力研究開発機構）東海再処理工場の運転要員訓練

施設として約１年間使用され、さらに、昭和 46 年以降、再処理高度化研究、燃焼率測定試験、再処理

廃液の処理技術開発等を行う施設として使用されてきた。 

再処理特研は、使用済燃料の再処理試験に使用した再処理試験設備が設置された本体施設、並びに再

処理試験によって発生した廃液を貯蔵する廃液操作・貯蔵室及び廃液長期貯蔵施設から構成され、各施

設は地下ダクトにより接続されている。 

これらの施設は、当初目的とした試験研究がほぼ終了したこと、施設の老朽化も著しいことから、平

成 2年度に施設の解体撤去計画を定めた。解体の範囲は、本体施設、廃液操作・貯蔵室、廃液長期貯蔵

施設、各施設を接続している地下ダクト内の設備・機器類、排気筒及び建家である。解体作業は、平成

8年度から進めている。 

再処理特研の廃止措置は、変更許可申請により対象機器の記載削除を都度行い進めている。また、再

処理特研で使用していた核燃料物質については、廃止措置の進捗に合わせ、原子力科学研究所内の他施

設へ全て搬出し、平成 16 年に政令第 41 条非該当施設への許可変更を行った。 

今回の申請対象は、本体施設と独立した建家である廃液長期貯蔵施設の管理区域解除、本体施設と廃

液長期貯蔵施設間の土中に埋設されている建家間排水管（２系統）の解体・撤去である。建家間排水管

（２系統）のうち、Ｕ字溝構造のＣダクトはダクトの躯体を含め解体・撤去を行う。共同溝構造のＤダ

クトは建家間排水管のみの解体・撤去を行いＤダクトの管理区域を解除する。今回の申請範囲を図１に

示す。並びに、今回の申請範囲における解体・撤去の対象となる施設・設備を表１に、解体・撤去を行

わない施設・設備を表２に示す。また、解体作業は、表３「再処理特別研究棟の解体作業における工程

別解体対象機器」に示す工程で進めている。 

表１ 解体・撤去の対象となる施設・設備 

施設 設備等 

廃棄施設 

気体廃棄施設 

 設置場所：廃液長期貯蔵施設 

 ・排風機（３台） 

 ・排気フィルタ（３台） 

液体廃棄施設 

 設置場所：廃液長期貯蔵施設 

 ・廃液貯槽（撤去済み）への接続配管（１式） 

 設置場所：再処理特別研究棟本建家～廃液長期貯蔵施設 

 ・建家間排水管（Ｃダクト）※１ 

※１：建家間排水管（Ｃダクト）は、建家間排水管とともにＣダクトの躯体の解体・ 

撤去を行う。 
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表２ 解体・撤去を行わない施設・設備 

施設 設備等 

廃棄施設 

液体廃棄施設 

 ・廃液長期貯蔵施設（建家）※１ 

 ・建家間排水管（Ｄダクト）※２ 

固体廃棄施設 

 ・ローディング室※１ 

※１：廃液長期貯蔵施設（建家）は、残存設備の解体・撤去終了後、汚染のないこ 

とを確認して管理区域を解除する。 

※２：建家間排水管（Ｄダクト）は、建家間排水管を解体・撤去する。建家間排水 

管を収納しているＤダクトの躯体は解体・撤去を行わず、建家間排水管の解体 

・撤去終了後、汚染のないことを確認して管理区域を解除する。 

 

（２）解体・撤去の方法 

解体作業における安全管理、放射線管理及び放射性廃棄物管理は、「原子力科学研究所少量核燃料物

質使用施設等保安規則」、「工事・作業の安全管理基準」及び「原子力科学研究所放射線安全取扱手引」

に基づき実施する。なお、作業前の詳細手順の検討において、安全性・作業性の観点から下記に示す方

法と異なる手順へと工法・工程の組み替えを行う場合がある。 

１）廃液長期貯蔵施設の管理区域解除 

廃液長期貯蔵施設は、主要設備であった廃液貯槽は全基撤去済みであるが、廃液貯槽が設置されて

いた貯槽室のステンレス製ライニング、廃液貯槽（撤去済み）への接続配管、気体廃棄施設が残存し

ているため、残存設備の解体・撤去を最初に行う。残存設備の解体・撤去を行う際は、汚染拡大防止

囲い（以下、「グリーンハウス」という。）を設置することで汚染の拡大を防ぐ。グリーンハウスには、

高性能フィルタ及び局所排気装置を設けることで、作業で発生する放射性塵埃を集塵し、ろ過する。

局所排気装置の吸気口はグリーンハウス内に引き込み、作業エリア近傍に設置し、排気口は廃液長期

貯蔵施設の気体廃棄施設に接続することで排気を行う。なお、廃液長期貯蔵施設の気体廃棄施設以外

の残存設備の解体・撤去が終了するまで廃液長期貯蔵施設の気体廃棄施設の機能を維持し、廃液長期

貯蔵施設の気体廃棄施設の解体・撤去時以降は、仮設排気装置を設け、気体中の放射能濃度を監視す

る。解体・撤去における切断方法は熱的切断ではなく、機械的切断によって行う。機械的切断であっ

ても火花の発生の恐れがあるので、作業前に周囲の可燃物を除去し、不燃シートによる作業エリアの

養生等により火災の発生を防止する。また、近傍に消火器を配置して速やかな初期消火に備える。 

残存設備の撤去作業を行った後の床、壁、天井の汚染については、レベルに応じて、拭き取り除染、

コンクリート表層のはく離除染等の方法を用いた除染作業を行う。除染作業終了後は、施設内部の

床、壁、天井の全面について汚染検査を行い、汚染のないことを確認後、管理区域の解除を行う。 

廃液長期貯蔵施設の管理区域解除に伴って発生する放射性固体廃棄物は、可燃性、不燃性などに区

分し、適切な固体廃棄物容器に封入する。ただし、封入することが著しく困難なものは、放射性物質

の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。可燃性または難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納す

る。金属製容器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、

施設内の保管廃棄施設に保管した後、放射性廃棄物処理場へ引き渡す。 
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２）建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト）の解体・撤去 

Ｃダクトの大部分は土中に埋設されている。Ｃダクトは建家間排水管を保護するためＵ字溝構造

であり、本体施設側及び廃液長期貯蔵施設側の敷設箇所を特定してからＣダクトに損傷等を与えな

いように掘削する。Ｃダクトを覆うよう上部に解体作業用上屋を設置し、一時管理区域に指定する。

解体作業用上屋は単管パイプ、ベニヤ板等で構成し、解体作業用上屋内にグリーンハウスを設置す

る。高性能フィルタを備えた局所排気装置を設け、局所排気装置の吸気口はグリーンハウスの内部に

引き込み、排気はダストサンプラー等を用いて気体中の放射能濃度を監視する。 

グリーンハウス内で、建家間排水管を取り回しの可能な約１～２ｍの長さに切断する。解体作業用

上屋内の空気に汚染を拡大させないため、酢酸ビニールシート等で養生を行い密閉方式による切断

を行う。切断した建家間排水管は、開口部をプラグキャップ等で閉止措置し、酢酸ビニールシート等

で養生したうえで、本体施設へ搬入する。 

建家間排水管撤去後、解体作業用上屋に汚染のないことを確認し、一時管理区域を解除したうえ

で、次の作業エリアへ移動する。これを繰り返し行い、Ｃダクトの建家間排水管を全て撤去する。 

Ｄダクトは人が入域して点検可能な共同溝構造であり、管理区域に設定している。そのため、Ｄダ

クトの建家間排水管の撤去後は、Ｄダクト内に汚染のないことを確認し、管理区域を解除する。 

Ｄダクトには人が出入可能な点検口が設置されているため、Ｄダクト全面を露出するための掘削

の必要はなく、Ｄダクト内に解体作業用グリーンハウスを設置する。Ｄダクト内の解体作業用グリー

ンハウスは、プラスチックパイプ、酢酸ビニールシート等で構成し、高性能フィルタを備えた局所排

気装置を設ける。局所排気装置の吸気口はグリーンハウスの内部に引き込み、排気についてはダスト

サンプラー等を用いて気体中の放射能濃度を監視する。Ｃダクトの建家間排水管同様に、密閉方式に

より約１～２ｍの長さに建家間排水管を切断し、開口部閉止及び養生後に本体施設へ搬入する。 

建家間排水管撤去後、解体作業用グリーンハウスに汚染のないことを確認し、次の作業エリアへ移

動する。これを繰り返し行い、Ｄダクトの建家間排水管を全て撤去する。 

約１～２ｍの長さに切断したＣダクト及びＤダクトの建家間排水管は、本体施設に設置したグリ

ーンハウスで廃棄物容器に封入できる長さに細断し、廃棄物容器に封入して放射性固体廃棄物とし

て放射性廃棄物処理場へ引き渡す。細断用グリーンハウスの排気は本体施設の気体廃棄施設に接続

する。建家間排水管の切断作業は、熱的切断ではなく、機械的切断によって行う。機械的切断であっ

ても火花の発生の恐れがあるので、作業前に周囲の可燃物を除去し、不燃シートによる作業エリアの

養生等により火災の発生を防止する。また、近傍に消火器を配置して速やかな初期消火に備える。 

Ｃダクトは建家間排水管の撤去終了後、Ｃダクトの躯体を解体・撤去する。Ｄダクトは建家間排水

管の撤去終了後、ダクト内部の床、壁、天井の全面について、汚染検査を行い、汚染のないことを確

認後、管理区域の解除を行う。 

建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト）の解体・撤去に伴って発生する放射性固体廃棄物は、可燃

性、不燃性などに区分し、適切な固体廃棄物容器に封入する。ただし、封入することが著しく困難な

ものは、放射性物質の飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。可燃性または難燃性の固体廃棄物は、

金属製容器へ収納する。金属製容器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置

を講ずる。これらは、再処理特研本体施設内の保管廃棄施設に保管した後、放射性廃棄物処理場へ引

き渡す。容器に封入する等の汚染拡大防止措置を講じ、放射性廃棄物処理場へ引き渡す。 
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（３）解体作業の安全性について 

建家間排水管（Ｃダクト）の解体作業について、屋外に仮設の解体作業用上屋を設けることから、

可能な限り火花が発生しない工法で行うとともに、解体作業用上屋では、細断作業は行わず、必要最

小限の切断のみを行うことで、火災と汚染拡大リスクの低減を図る。また、解体作業用上屋に雨、風

の対策は行うが、万が一に備え、作業終了後は開口部を閉止することで、解体作業用上屋内に遊離性

の汚染が滞留しないよう管理する。 

その他の解体作業についても、機械的工法によって行う。火花の発生するおそれのある回転工具等

を使用する際は、作業エリアを不燃シートで養生して防火対策を施したうえで作業を行う。 

発生した放射性固体廃棄物については、金属製容器に収納する。金属製容器への収納が著しく困難

なものについては、表面汚染がないことを確認し、ビニールシート等で梱包して放射性廃棄物の飛散

防止対策を行う。 

（４）汚染のない設備の解体・撤去 

その他の汚染のない設備については、原子力科学研究所の所内規程に基づき、適切に廃棄又は資源

として有効利用する。 

 

２．核燃料物質の譲渡しの方法 

核燃料物質は保有していない。 

 

３．汚染の除去の方法 

（１）汚染の状況 

①廃液長期貯蔵施設 

廃液長期貯蔵施設には、７基の廃液貯槽が設置されていたが、平成 30 年度までに全基撤去済み

である。これら、廃液貯槽（撤去済み）への接続配管、貯槽室のステンレス製ライニング表面等に

汚染が残存していると考えられる。 

核燃料物質使用変更許可申請書記載の廃液長期貯蔵施設の平面図を図２に示す。 

②建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト） 

再処理特別研究棟の本体施設で発生した廃液を廃液長期貯蔵施設まで移送するための配管であ

る。廃液長期貯蔵施設の廃液貯槽の撤去時に、ダクト下流側から残液がないことを確認している

が、建家間排水管内に汚染が残存していると考えられる。 

（２）汚染の除去の方法 

「（１）汚染の状況」に示すとおり、廃液長期貯蔵施設、建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト）は、

放射性物質の取扱いの履歴があり、配管内部、ＬＶ－１室等の廃液貯槽撤去後の跡地に汚染が残存し

ている。このため、廃液長期貯蔵施設の管理区域解除及び建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト）の

解体作業にあたっては、汚染拡大防止のためのグリーンハウスを設置して行う。 

また、建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト）の残留廃液については、ダクト下流側から残留廃液

が排出されないことから少量であると考えられるため、解体作業中に紙ウエス等で適宜回収し、放射

性固体廃棄物として容器に封入する等の汚染拡大防止措置を講じ、放射性廃棄物処理場へ引き渡す。 
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４．核燃料物質によって汚染された物の廃棄の方法 

（１）放射性気体廃棄物の廃棄 

廃液長期貯蔵施設の残存設備の解体作業において、空気汚染が予想されることから、解体作業範囲全

体を覆うグリーンハウスを設置する。グリーンハウス内の排気は、高性能フィルタ及び局所排気装置を

用いて廃液長期貯蔵施設の気体廃棄施設へ接続し、排気中の放射性物質の濃度が周辺監視区域境界外

の空気中において線量告示の濃度限度以下となるよう確認しながら環境へ放出する。 

廃液長期貯蔵施設の気体廃棄施設の撤去後は仮設排気装置を設け、ダストサンプラー等を用いるこ

とで、排気中の放射性物質の濃度が周辺監視区域境界外の空気中において線量告示の濃度限度以下と

なるよう確認しながら環境へ放出する。 

建家間排水管（Ｃダクト）の解体作業については、空気汚染が予想されることから、解体作業用上屋

を設け、高性能フィルタを備えた局所排気装置からダストサンプラー等を用いることで、排気中の放射

性物質の濃度が周辺監視区域境界外の空気中において線量告示の濃度限度以下となるよう確認しなが

ら環境へ放出する。 

建家間排水管（Ｄダクト）の解体作業において、空気汚染が予想されることから、Ｄダクト内の解体

作業範囲全体を覆うグリーンハウスを設置する。グリーンハウス内の排気は、高性能フィルタを備えた

局所排気装置からダストサンプラー等を用いることで、排気中の放射性物質の濃度が周辺監視区域境

界外の空気中において線量告示の濃度限度以下となるよう確認しながら環境へ放出する。 

建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト）の細断作業は本体施設に細断用のグリーンハウスを設置す

る。グリーンハウス内の排気は、局所排気装置を用いて本体施設の気体廃棄施設へ接続し、排気中の放

射性物質の濃度が周辺監視区域境界外の空気中において線量告示の濃度限度以下となるよう確認しな

がら環境へ放出する。 

（２）放射性液体廃棄物の廃棄 

当該作業で発生する放射性液体廃棄物は、ポリビン等で回収し、廃液操作・貯蔵室の排水槽により収

集及び貯留する。廃液操作・貯蔵室の排水槽により貯留し、廃液中の放射性物質濃度を測定の後、線量

告示の濃度限度以下であることを確認し、第２排水溝（海洋放出）から排水する。また、線量告示の濃

度限度を超えたものについては、廃液運搬車により放射性廃棄物処理場へ引き渡す。なお、放射性液体

廃棄物の濃度や性状によっては、ポリビン等の容器ごと放射性液体廃棄物として放射性廃棄物処理場

へ引き渡す、またはポリビン内で直接固型化を行い放射性固体廃棄物として放射性廃棄物処理場へ引

き渡す。 

（３）放射性固体廃棄物の廃棄 

解体作業において 200ℓドラム缶換算で建家間排水管（Ｃダクト）約 26 本、建家間排水管（Ｄダクト）

約 41 本、廃液長期貯蔵施設約 333 本の計約 400 本の放射性固体廃棄物が発生する。発生した放射性固

体廃棄物は、「原子力科学研究所放射線安全取扱手引」に定める分類に従い、可燃性、不燃性などに区

分し、適切な固体廃棄物容器に封入する。ただし、封入することが著しく困難なものは、放射性物質の

飛散又は漏えいの防止の措置を講ずる。可燃性または難燃性の固体廃棄物は、金属製容器へ収納する。

金属製容器への収納が著しく困難なものについては、火災防護上必要な措置を講ずる。これらは、放射

性廃棄物処理場へ引き渡すまでの間、施設内の保管廃棄施設に保管した後、放射性廃棄物処理場へ引き

渡す。 
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放射性廃棄物処理場の保管廃棄施設の保管能力の合計は約 139,350 本（200ℓドラム缶換算。以下同

じ。）である。これに対し、令和 4 年 9 月末の保管本数は約 122,990 本であり、約 16,360 本の保管余

裕量がある。 

よって、核燃料物質の使用や施設の保守等に伴い原子力科学研究所で定常的に発生する放射性固体

廃棄物の発生量を考慮しても、解体作業において発生する放射性固体廃棄物を保管する容量は十分に

有している。  
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工程 年度 建家 室名・区画 解体対象機器

第1 H8 本体施設 232号室 グローブボックス(8基)、フード(2基)等

133,134,138号室 グローブボックス(7基)、廃液貯留設備(1基)、空調機等

地下ポンプ室 溶媒供給ポンプ類(4台)、制御盤、電源盤等

ホットケーブ パルスカラム(3基)、凝縮器、硝酸回収塔等

222号室 サンプリングブリスターセル(3基)

溶媒回収セル
調整槽、溶媒供給槽、計量槽、ベント冷却器、
洗浄装置(3基)等

ポンプセル スチームエジェクタ

ホットケーブ 溶解槽、蒸発缶、調整槽等

サブケーブ 調整液受槽、調整液中間槽等

143号室 グローブボックス(1基)、ＴＲＵスラッジ固化装置等

第5 H12 本体施設
分析セル,
131,132号室

セル(11基)、フード(2基)等

分析セル,
131,132号室

セル(11基)等

Puセル
蒸発缶、凝縮器、溶媒受槽、溶媒回収塔、冷却器、
ミキサセトラ等

廃液長期
貯蔵施設

セル(1基)、高レベル廃液処理装置等

本体施設 Puセル
蒸発缶、凝縮器、溶媒受槽、溶媒回収塔、
冷却器、ミキサセトラ等〈継続〉

廃液長期
貯蔵施設

セル(1基)、高レベル廃液処理装置等〈継続〉、

廃液貯槽(2基)等

第8 H15 廃液長期
貯蔵施設

セル(1基)、高レベル廃液処理装置、

廃液貯槽(2基上部)等〈継続〉

本体施設 241号室 グローブボックス(1基)、回収ウラン廃液処理装置等

廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(2基下部)等〈継続〉

第10 H17 廃液長期
貯蔵施設

ライニング、埋設配管等

第11 H18 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)

第12 H19 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)〈継続〉

第13 H20 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(2基)〈継続〉(残液回収、堆積物回収)

第14 H21 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(2基)〈継続〉(配管撤去、残液中和)

第15 H22 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(2基)〈継続〉(残液搬出)、試料採取装置

第16 H23 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(2基)〈継続〉(LV-7解体撤去)

第17 H24 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)〈継続〉(LV-1上部開口)

本体施設 323号室 フード(2基)等

廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)〈継続〉(LV-1内残渣回収、除染)

H16第9

H25第18

H14第7

表3　再処理特別研究棟の解体作業における工程別解体対象機器（1/2）

本体施設H9第2

本体施設H11第4

本体施設H10第3

本体施設

H13第6
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工程 年度 建家 室名・区画 解体対象機器

本体施設 323号室 フード(1基)等、ＴＲＵ含有有機廃液処理装置(焼却系)等

廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)〈継続〉(LV-1内配管撤去、

除染及び汚染固定、LV-1本体上部撤去）

第20 H27 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)〈継続〉(LV-1本体下部撤去）

第21 H28 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)〈継続〉(LV-1冷水ジャケット、脚部撤去）

第22 H29 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)〈継続〉(LV-1解体用排気設備）

第23 H30 廃液長期
貯蔵施設

廃液貯槽(1基)〈継続〉(LV-1残留廃液処理設備）

第24 R1 本体施設 323号室 フード(1基)、TRU含有有機廃液処理装置(焼却系)等

第25 R2 本体施設 145号室 コンクリート表層剥離装置

第26 R3 本体施設 セル内残留廃液

144号室 グローブボックス(1基)

142,244号室 グローブボックス(2基)、プロセス廃液前処理装置等

242,243号室
グローブボックス(1基)、
可燃性解体廃棄物減容処理装置等

231,233号室 フード(3基)等

廃液操作
・貯蔵室

グローブボックス(1基)、ＴＲＵ含有有機廃液処理装置(洗浄系)

建家間
排水管

建家間排水管(Ｃダクト)、建家間排水管(Ｄダクト)

廃液長期
貯蔵施設

計装盤、ライニング、コンクリート(除染)等

141,146号室 核燃料物質貯蔵庫等

ホットケーブ
(ウォータピット含む)、
サブケーブ、
溶媒回収セル、
ポンプセル、
Puセル、

地下ポンプ室

ライニング、コンクリート(除染)等

建家解体

廃液操作
・貯蔵室

制御盤、試料採取装置、ポンプ、廃液貯槽(12基)、
ライニング、コンクリート(除染)等、建家解体

廃液長期
貯蔵施設

建家解体

H26第19

表3　再処理特別研究棟の解体作業における工程別解体対象機器（2/2）

本体施設R4
～
R5

第27

本体施設

第28

第29
以降

R6
～
R9
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５．解体作業に伴う措置の工程 

廃液長期貯蔵施設の管理区域解除及び建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト）の解体・撤去に要する期

間は下記のとおりである。 

 

廃液長期貯蔵施設の管理区域解除及び建家間排水管（Ｃダクト及びＤダクト）の解体計画 

対象設備 
解体予定期間 

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 

建家間排水管 

（Ｃダクト）※1 

    

建家間排水管 

（Ｄダクト）※2 

    

廃液長期貯蔵施設※3 

    

 

※１：建家間排水管（Ｃダクト）は、建家間排水管とともにＣダクトの躯体の解体・撤去を行う。 

※２：建家間排水管（Ｄダクト）は、建家間排水管を解体・撤去する。建家間排水管を収納しているＤダ

クトの躯体は解体・撤去を行わず、建家間排水管の解体・撤去終了後、汚染のないことを確認して

管理区域を解除する。 

※３：廃液長期貯蔵施設（建家）は、残存設備の解体・撤去終了後、汚染のないことを確認して管理区域

を解除する。 

 

  

（１年） 
建家間排水管の撤去 

管理区域解除 

（6 ヶ月） 
躯体の汚染検査 

管理区域解除 

機器解体・除染 汚染検査 

（１年） 

（6 ヶ月） （１年） 

建家間排水管の撤去 
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６．作業の管理 

（１）作業の計画 

解体作業の実施にあたっては、作業の実施体制、作業実施方法、放射性廃棄物管理、放射線管理、安

全管理等を記載した作業要領書を作成し、安全確保の徹底を図る。また、作業着手前にリスクアセスメ

ントを実施し、作業に潜在するリスクを抽出して安全対策を講ずる。作業従事者には教育訓練を実施す

るとともに日々の作業開始前にＫＹ・ＴＢＭによって作業における危険源とその安全対策を周知徹底

する。 

（２）作業の記録 

作業の記録として、解体作業記録、廃棄物の発生量、廃棄物の放射能量とその測定方法、除染後の汚

染測定記録、作業従事者の被ばく等の記録を作成し管理する。 

（３）作業者に対する教育等 

作業の従事前に「原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則」及び「原子力科学研究所放

射線安全取扱手引」等に基づく保安教育訓練を実施する。また、作業要領書を用いて、作業方法、作業

の安全管理等を教育する。 

（４）作業管理 

作業にあたっては、監督者が常駐し作業手順、安全対策、廃棄物管理等を指揮し安全確保の徹底を図

る。作業体制には作業に専従する放射線管理員を配置し、作業における被ばく管理、作業エリアの汚染

管理、線量当量率測定、廃棄物の放射能測定を行い、作業従事者の被ばく低減、汚染の拡大防止を図る。 
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図２ 廃液長期貯蔵施設平面図 





 

参考資料５ 

 

 

 

FNS棟における解体撤去及び削除する設備に係る 

核燃料物質使用変更許可申請について 

 

１．解体撤去する設備について（解体作業が伴うもの） 

No. 設備名 ページ番号 備考 

1 その他実験設備（検出器回転架台） 本文-1, 2, 3, 6, 7, 8 

詳細は「参考資料５ -１ 

FNS 棟の廃止措置等に係る

安全確保について」に記載 

2 その他実験設備（移動架台） 本文-1, 2, 3, 6, 7, 8 同上 

 

 

２．削除する設備について（解体作業が不要であるもの及び記載の削除で済むもの） 

No. 設備名 ページ番号 備考 

1 
核分裂計数管（核分裂計数管、小型

核分裂計数管） 
本文-1, 2, 3, 6 

詳細は「参考資料５ -１ 

FNS 棟の廃止措置等に係る

安全確保について」に記載 

2 
放射能測定器（γ線スぺクトロメ

ータ） 
本文-1, 2, 3, 6 同上 

3 放射線管理設備（エリアモニタ） 本文-3 同上 

 





 

 

参考資料５-１  

 

 

 

 

 

 

 

 

FNS棟の廃止措置等に係る安全確保について 
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１．FNS棟の概要 

本施設は、次世代エネルギー供給を担う核融合炉の開発で基本的なエネルギー生

産性、燃料自己充足性等を実験的に検証し、それらの核設計精度を確認するため建

設された。 

昭和 56 年 8 月の最初の実験以来、核融合炉で重要なトリチウム増殖率、核発熱

率、遮蔽性能等の実験的研究を中心に進め、核融合炉の開発に大きく貢献した。 

平成 28年 2月をもって初期の使用目的を達成したため実験運転を終了した。そ

の後、所有していたすべての核燃料物質を他施設に搬出した。 

なお、本施設は、核燃料物質使用施設としての気体廃棄物及び液体廃棄物の発生

はないが、放射性同位元素使用施設として気体廃棄施設及び液体廃棄施設を備えて

いる。 

 

２．解体する使用施設等及びその解体方法 

（１）解体する使用施設等（図１） 

施設の廃止に向けた措置を進めるため、その他実験設備（検出器回転架台及び移

動架台）の解体撤去を行う。なお、FNS棟では密封状態の核燃料物質のみ使用して

いたため核燃料物質による汚染はない。 

 

（２）解体の方法 

施設内で運搬可能な大きさに分離もしくは熱的工法等を用いて切断する。熱的工

法による切断を行う際は、「原子力科学研究所消防計画」、「工事・作業の安全管理

基準」に基づき安全対策を実施するものとする。作業エリアは鉄板等を用いた不燃

材により区画し、監視員の配置、近傍への消火器の準備を行うとともに作業安全チ

ェックリストを用いて火災予防対策を徹底する。 

なお、放射性同位元素使用施設としての汚染を確認した場合には、放射性廃棄物

として放射性廃棄物処理場へ引き渡す。 

 

３．作業までは行わず容易に撤去出来るもの及び記載の削除で済む設備（図２） 

   施設の廃止に向けた措置を進めるため、核分裂計数管（核分裂計数管及び小型核

分裂計数管）、放射能測定器（γ線スぺクトロメータ）及び放射線管理設備（エリ

アモニタ）を削除する。 

FNS棟では密封状態の核燃料物質のみ使用していたため核燃料物質による汚染は

ない。なお、放射性同位元素使用施設としての汚染を確認した場合には、放射性廃

棄物として放射性廃棄物処理場へ引き渡す。 

 

４．放射性廃棄物に関する措置 

放射性固体廃棄物は、「原子力科学研究所放射線安全取扱手引」に定める分類に
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従い、不燃性、可燃性等に区分し、ビニール袋で梱包して適切な固体廃棄物収納容

器に封入する。容器への収納が著しく困難なものについては、ビニールシート等で

梱包し飛散防止措置を行った上で、原子力科学研究所の放射性廃棄物処理場に引き

渡す予定である。 

放射性廃棄物処理場の保管容量：約139,350本（200ℓドラム換算）  

放射性廃棄物処理場の保管量：約122,990本（200ℓドラム換算）（令和4年9月末

時点）  

最大廃棄物想定発生量：65本（200ℓドラム換算）（13m3） 

 

５．作業の管理 

（１）作業の計画 

解体作業の実施にあたっては、作業の実施体制、作業の実施方法、放射性廃棄

物管理、放射線管理、作業の安全管理等を記載した作業要領書を作成し、安全確

保の徹底を図る。また、作業着手前にリスクアセスメントを実施し、作業に潜在

するリスクを抽出して安全対策を講じる。作業従事者には教育訓練を実施すると

ともに日々の作業開始前にＫＹ・ＴＢＭによって作業における危険源とその安全

対策を周知徹底する。 

（２）作業者に対する教育等 

作業の従事前に「原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則」、

「原子力科学研究所放射線安全取扱手引」等に基づく保安教育訓練を実施する。

また、作業要領書に基づき、作業方法、作業の安全管理等を教育する。 

（３）作業管理 

作業にあたっては、監督者が常駐し作業手順、安全対策、廃棄物管理等を指揮

し安全確保の徹底を図る。作業における被ばく管理、作業エリアの汚染管理、線

量当量率測定及び廃棄物の放射能測定を行う。 
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検出器回転架台 移動架台 

図１ 解体撤去する設備 

 

    

核分裂計数管 小型核分裂計数管 放射能測定器 

（γ線スぺクトロメータ） 

エリアモニタ 

図２ 削除する設備 
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